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第１部 概要 
 

１．条例制定の⽬的と改正経緯 
（１）条例制定の⽬的 
 すべての⼈の⼈権が尊重され、共に暮らすことができる社会を実現することは、私
たち県⺠すべての願いであり、こうした社会の実現のため、社会のあらゆる分野にお
けるすべての⼈々の社会参加の機会を確保し、⼀⼈⼀⼈が互いの価値を認め合いな
がら、⾃由に⾏動し、安全で快適に⽣活できるユニバーサルデザインのまちづくりに
取り組む必要があります。そのため、平成 11 年 4 ⽉ 1 ⽇に「三重県バリアフリーの
まちづくり推進条例」を制定しました。平成 19 年 3 ⽉に、条例の名称を「三重県ユ
ニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に改めています。 
 この条例は、ユニバーサルデザインのまちづくりに関し、施策の基本⽅針を定める
ことにより、ユニバーサルデザインのまちづくりを総合的に推進し、もって障がい者、
⾼齢者等を始めとするすべての県⺠が⾃由な活動や平等な社会参加ができる社会の
実現に寄与することを⽬的としています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

前文 

第 1 章 総則 

・目的 ・定義 ・県の責務 ・事業者の責務 ・県民の責務 

第 2 章 ユニバーサルデザインのまちづくりの基本方針等 

・基本方針 

・ユニバーサルデザインのまちづくり推進計画の策定等 

・三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進協議会 

第 3 章 ユニバーサルデザインのまちづくりに関する施策 

・啓発および情報の提供 ・教育の充実等 ・ボランティア活動等の促進  

・安全な生活の確保 ・人材の養成等 ・福祉用具等に関する研究開発等  

・情報の利用等 

第 4 章 公共的施設等の整備 

第 1 節 公共的施設の整備    

・整備基準 ・整備基準の順守 ・適合証の交付 ・維持保全 

第 2 節 特定施設の整備     

・事前協議 ・工事完了の届出 ・完了検査 ・勧告 ・公表 

・報告の徴収及び立ち入り調査 

第 3 節 公共車両等の整備等 

 ・公共車両等の整備 ・公共工作物の整備 ・住宅の整備 

第 5 章 雑則 

《条例の構成》 
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（２）施⾏規則の主な改正経緯 
〇平成１６年１０⽉施⾏ 

・ハートビル法改正に伴い、条例の整備基準と法の利⽤円滑化基準との整合を
図るよう規定を整備。 

・条例の規制対象床⾯積の規模引き下げ。 
・公⽴の⼩・中・⾼等学校（床⾯積 2,000 ㎡以上）に、エレベーター設置の遵

守義務規定を追加。 
・⼀定⽤途の建築物（床⾯積 2,000 ㎡以上）及び公共交通機関の施設（１⽇の

平均乗降客が 5,000 ⼈以上）の便所内には、乳幼児いす、乳幼児ベッド設置
の遵守義務規定を追加。 

・不特定かつ多数の者が利⽤する便所内に、必要に応じてオストメイト対応設
備を設置するよう努⼒規定を追加。 

・駐⾞場の出⼊⼝付近に、「⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画の位置を表⽰し、⼜は誘導
する⽴て看板」を設置するよう遵守義務規定を追加。 

・建築物の出⼊⼝及び⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画並びに建築物の出⼊⼝から⾞い
す使⽤者⽤駐⾞区画に⾄る通路に、必要に応じて屋根等を設置するよう努⼒規
定を追加。 

・建築物内に、必要に応じて授乳場所等を設置するよう、努⼒規定を追加。 
・建築物内に、必要に応じて建築物の利⽤に関する案内板を設置するよう努⼒

規定を設け、表⽰内容として「多機能便所の位置」を追加。 
・公共交通機関の施設に関し、交通バリアフリー法の基準を整備基準に規定。 
・道路整備基準と「歩道における安全かつ円滑な通⾏の確保について」（平成１１

年９⽉１０⽇付建設省都市局⻑・道路局⻑通達）との整合を図るよう規定を整
備。 

・公園の整備基準について、園路の縦断こう配等の規定を⾒直し。 
・３００㎡以下の特定施設でのコンパクトタイプのトイレの考え⽅を追加。 

 
○ 平成１９年４⽉施⾏ 

・条例の改正に伴い、題名、本⽂、様式中の「バリアフリーのまちづくり」とい
う⽂⾔を「ユニバーサルデザインのまちづくり」に改正。 

・「学校教育法等の⼀部を改正する法律（平成１８年法律第８０号）」が施⾏さ
れることに伴い、整備基準（別表第２）等の「盲学校、聾学校及び養護学校」
という⽂⾔を「特別⽀援学校」に改正。 
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○ 平成２２年１０⽉施⾏ 
・⼀定⽤途の建築物（床⾯積 2,000 ㎡以上）に設置するエレベーターのかごの幅

を１４０ｃｍ以上と改正。 
・バリアフリー法によりオストメイト対応設備の設置が義務化されている建築

物については、汚物流しの設置の追加。 
・建築物に案内板を設置する場合は、多機能便所の位置に加え、エレベーターな

どの昇降機、⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画の位置を表⽰することを追加。 
・公共交通機関の施設に設置するエスカレーターの⾏き先及び昇降⽅向を⾳声

により知らせる設備の設置を義務化。 
・公共交通機関の施設の移動円滑化経路と、多機能便所との間の経路は 1 以上を

移動円滑化が図られた経路とすることを義務化。 
・公共交通機関の施設のオストメイト対応設備に、汚物流しの設置を追加。 
・公共交通機関の施設において、⾃動改札機を設ける場合は、その⾃動改札機へ

の進⼊の可否を、容易に識別できる⽅法で表⽰することを追加。 
・鉄道⾞両のプラットホームにおいて、発着するすべての鉄道⾞両の乗降⼝が⼀

定しており、鉄道⾞両を⼀定の位置に停⽌させることができる場合は、ホーム
ドア⼜は可動式ホーム柵を設けることを追加。 

・歩道の⾞道等に対する⾼さについて５ｃｍを標準とすること（セミフラット）
及びバス停⾞帯における歩道の⾼さは１５ｃｍを標準とすることを明記。 

 
〇平成２５年 4 ⽉施⾏ 

・県道の「特定道路」、県営の「特定公園施設」について、関係規定を整備。 
 
〇平成２９年 4 ⽉施⾏ 

・「学校教育法等の⼀部を改正する法律（平成１８年法律第８０号）」が施⾏さ
れることに伴い、整備基準（別表第２第 1）等に義務教育学校を追加。 

 
〇令和元年 7 ⽉および１０⽉施⾏ 

・⼯業標準化法の改正に伴い、⽇本⼯業規格を⽇本産業規格に改正。 
・バリアフリー法改正に伴い、鉄道駅のプラットホームにおける視覚障がい者の
転落を防⽌するための設備として、内⽅線付き視覚障がい者⽤誘導ブロックの
規定を追加。 

・バリアフリー法の改正に伴い、客室の基準を改正。 
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３．対象施設と整備基準適⽤箇所 
（１）対象施設早⾒表 
 

  
別表第１による規定 事例

事前協議が
必要な規模(㎡)

国又は地方公共団体が設置する保健所、税務
署、警察署、消防署その他の施設

交番、消防分署、消防出張所 すべて

病院、診療所、薬局、老人保健施設その他こ
れらに類するもの

整骨(接骨)、あんま・マッサージ、針灸など
の施療院

すべて

老人福祉施設、児童福祉施設、身体障害者社
会参加支援施設、障害者支援施設、障害福祉
サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移
行支援又は就労継続支援を行う事業に限
る。）の用に供する施設、地域活動支援セン
ター、福祉ホーム、母子福祉施設、母子健康
センター、保健センターその他これらに類す
るもの

グループホーム、サービス付き高齢者向け住
宅(建築物内の共用スペースにおいて食事、介
護等のサービスの提供を受けるものに限る)、
保育所(児童福祉法によるものに限る）
【介護保険法第８条に定める各施設】
・第７項に定める老人デイサービスセンター
・第９項に定める老人短期入所施設(ショート
ステイ施設)
・第11項に定める特定施設(有料老人ホーム、
養護老人ホーム、軽費老人ホーム）
・第18項に定める小規模多機能型居宅介護を
行う施設
・第20項に定める介護専用型特定施設、地域
密着型特定施設
・第24項定める介護保険施設(介護老人保健施
設、介護老人福祉施設※１）
※１　介護老人福祉施設は特別養護老人ホー
ムのことです。

すべて

(1) 金融機関 郵便局、銀行その他の金融機関の店舗 すべて

(2) 娯楽施設
劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これら
に類するもの

馬券売場 100

(3) 展示施設 展示場その他これに類するもの
モデルルームを設置した建物、モデルハウス
本体等を除く住宅展示場

100

(4) 物品販売
　　施設

卸売市場、百貨店、マーケットその他の物品
販売業を営む店舗

自動車販売施設、給油所、医薬品販売店舗(薬
局を除く。)

100

(5) 飲食施設
飲食店、喫茶店、キャバレー、料理店、ナイ
トクラブ、ダンスホールその他これらに類す
るもの

100

(6) サービス
　　施設

理髪店、美容院、クリーニング取次店、質
屋、貸衣装屋その他のサービス業を営む店舗

犬猫病院 100

(7) 遊技施設
マージャン店、パチンコ店、ゲームセン
ター、カラオケボックスその他これらに類す
るもの

500

図書館、博物館、美術館その他これらに類す
るもの

すべて

体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツ練
習場その他これらに類するもの

ゴルフ場のクラブハウス等(コースは対象
外。）

500

ホテル、旅館、民宿その他これらに類するも
の

旅館業法の適用を受ける宿泊施設 500

学校（専修学校を含む｡)その他これらに類す
るもの

野外教育センター、幼稚園 すべて

各種学校、自動車教習所、学習塾、華道教
室、囲碁教室その他これらに類するもの

学習体験施設、学童保育所、託児所(認可外保
育所含む。）

100

集会場、公会堂その他これらに類するもの 葬祭場、結婚式場、宗教関連施設(礼拝所等) 100

500

一般公共の用に供される自動車車庫（機械式
駐車場を除く｡ ）

500

すべて

すべて

共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類す
るもの

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅で共用ｽﾍﾟｰｽにおい
て食事・介護等のｻｰﾋﾞｽを提供しないもの

2000

事務所その他これに類するもの 2000

工場その他これに類するもの リサイクルセンター 2000

４から７までに掲げる施設のうち２以上の異
なる用途に供されたもので構成されるもの

道の駅、ドライブイン 500

３　社会福祉施設

４
　
商
業
施
設

５　文化施設

18　複合施設

公共的施設

12　自動車車庫

13　公衆便所

14　火葬場

15　共同住宅等

16　事務所

17　工　場

６　体育施設

７　宿泊施設

８　教育施設

９　各種学校等

10　集会施設

11　公衆浴場

１　官公庁施設

２　医療施設

 
 

２．⼿続きの流れ 
 
条例に基づく、事前協議、完了検査、適合証交付などの事務は、施設の所在地が、

桑名市・鈴⿅市・四⽇市市・津市・松阪市（特定⾏政庁）にある場合、各市で受付、
審査、検査が⾏われます。 

これらの市以外の区域においては、各市町の受付窓⼝で各提出書類の受付を⾏い、
建築物の場合は、三重県の各建設事務所または県⼟整備部建築開発課（床⾯積が
2,000 ㎡以上かつ階数が 4 以上の建築物の場合）で審査等を実施し、建築物以外の
場合は、⼦ども･福祉部地域福祉課で審査します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

申請者 

建築主など

の事業者 

工事着手 

建築確認手続き 

公共交通機

関の施設・

道路・公園

の事業者 

協議申請書

の提出 

計画づくり 

工事完了 

検査 

審 

査 

機 

関 

※
３ 

事前相談 

協議申請書を 2 部提出（窓口は市町） 

指導・助言・未申請の場合、勧告※1 

届出と異なった工事を行なった場合、 

勧告※１ 

工事完了届出書を 1 部提出 

（窓口は市町） 

適合証交付請求書を 1 部提出 

（窓口は市町）※２ 

検査を実施し、結果を通知します。 

※１ 勧告に従わない場合、公表   
※２ 交付を希望する場合 
※３ 建築物の場合： 

特定⾏政庁／三重県各建設事務所または県⼟整備部建築開発課（床⾯積が
2,000 ㎡以上かつ階数が 4 以上の建築物の場合） 
公共交通機関の施設・道路･公園の場合：特定⾏政庁／三重県⼦ども・福祉部 
※ 審査機関は変更する場合があります。 

適合証プレートをお渡しします。 

《手続きの流れ イメージ図》 
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３．対象施設と整備基準適⽤箇所 
（１）対象施設早⾒表 
 

  
別表第１による規定 事例

事前協議が
必要な規模(㎡)

国又は地方公共団体が設置する保健所、税務
署、警察署、消防署その他の施設

交番、消防分署、消防出張所 すべて

病院、診療所、薬局、老人保健施設その他こ
れらに類するもの

整骨(接骨)、あんま・マッサージ、針灸など
の施療院

すべて

老人福祉施設、児童福祉施設、身体障害者社
会参加支援施設、障害者支援施設、障害福祉
サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移
行支援又は就労継続支援を行う事業に限
る。）の用に供する施設、地域活動支援セン
ター、福祉ホーム、母子福祉施設、母子健康
センター、保健センターその他これらに類す
るもの

グループホーム、サービス付き高齢者向け住
宅(建築物内の共用スペースにおいて食事、介
護等のサービスの提供を受けるものに限る)、
保育所(児童福祉法によるものに限る）
【介護保険法第８条に定める各施設】
・第７項に定める老人デイサービスセンター
・第９項に定める老人短期入所施設(ショート
ステイ施設)
・第11項に定める特定施設(有料老人ホーム、
養護老人ホーム、軽費老人ホーム）
・第18項に定める小規模多機能型居宅介護を
行う施設
・第20項に定める介護専用型特定施設、地域
密着型特定施設
・第24項定める介護保険施設(介護老人保健施
設、介護老人福祉施設※１）
※１　介護老人福祉施設は特別養護老人ホー
ムのことです。

すべて

(1) 金融機関 郵便局、銀行その他の金融機関の店舗 すべて

(2) 娯楽施設
劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これら
に類するもの

馬券売場 100

(3) 展示施設 展示場その他これに類するもの
モデルルームを設置した建物、モデルハウス
本体等を除く住宅展示場

100

(4) 物品販売
　　施設

卸売市場、百貨店、マーケットその他の物品
販売業を営む店舗

自動車販売施設、給油所、医薬品販売店舗(薬
局を除く。)

100

(5) 飲食施設
飲食店、喫茶店、キャバレー、料理店、ナイ
トクラブ、ダンスホールその他これらに類す
るもの

100

(6) サービス
　　施設

理髪店、美容院、クリーニング取次店、質
屋、貸衣装屋その他のサービス業を営む店舗

犬猫病院 100

(7) 遊技施設
マージャン店、パチンコ店、ゲームセン
ター、カラオケボックスその他これらに類す
るもの

500

図書館、博物館、美術館その他これらに類す
るもの

すべて

体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツ練
習場その他これらに類するもの

ゴルフ場のクラブハウス等(コースは対象
外。）

500

ホテル、旅館、民宿その他これらに類するも
の

旅館業法の適用を受ける宿泊施設 500

学校（専修学校を含む｡)その他これらに類す
るもの

野外教育センター、幼稚園 すべて

各種学校、自動車教習所、学習塾、華道教
室、囲碁教室その他これらに類するもの

学習体験施設、学童保育所、託児所(認可外保
育所含む。）

100

集会場、公会堂その他これらに類するもの 葬祭場、結婚式場、宗教関連施設(礼拝所等) 100

500

一般公共の用に供される自動車車庫（機械式
駐車場を除く｡ ）

500

すべて

すべて

共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類す
るもの

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅で共用ｽﾍﾟｰｽにおい
て食事・介護等のｻｰﾋﾞｽを提供しないもの

2000

事務所その他これに類するもの 2000

工場その他これに類するもの リサイクルセンター 2000

４から７までに掲げる施設のうち２以上の異
なる用途に供されたもので構成されるもの

道の駅、ドライブイン 500

３　社会福祉施設

４
　
商
業
施
設

５　文化施設

18　複合施設

公共的施設

12　自動車車庫

13　公衆便所

14　火葬場

15　共同住宅等

16　事務所

17　工　場

６　体育施設

７　宿泊施設

８　教育施設

９　各種学校等

10　集会施設

11　公衆浴場

１　官公庁施設

２　医療施設

 
 

３．対象施設と整備基準適⽤箇所 
（１）対象施設早⾒表 
 

  
別表第１による規定 事例

事前協議が
必要な規模(㎡)

国又は地方公共団体が設置する保健所、税務
署、警察署、消防署その他の施設

交番、消防分署、消防出張所 すべて

病院、診療所、薬局、老人保健施設その他こ
れらに類するもの

整骨(接骨)、あんま・マッサージ、針灸など
の施療院

すべて

老人福祉施設、児童福祉施設、身体障害者社
会参加支援施設、障害者支援施設、障害福祉
サービス事業（生活介護、自立訓練、就労移
行支援又は就労継続支援を行う事業に限
る。）の用に供する施設、地域活動支援セン
ター、福祉ホーム、母子福祉施設、母子健康
センター、保健センターその他これらに類す
るもの

グループホーム、サービス付き高齢者向け住
宅(建築物内の共用スペースにおいて食事、介
護等のサービスの提供を受けるものに限る)、
保育所(児童福祉法によるものに限る）
【介護保険法第８条に定める各施設】
・第７項に定める老人デイサービスセンター
・第９項に定める老人短期入所施設(ショート
ステイ施設)
・第11項に定める特定施設(有料老人ホーム、
養護老人ホーム、軽費老人ホーム）
・第18項に定める小規模多機能型居宅介護を
行う施設
・第20項に定める介護専用型特定施設、地域
密着型特定施設
・第24項定める介護保険施設(介護老人保健施
設、介護老人福祉施設※１）
※１　介護老人福祉施設は特別養護老人ホー
ムのことです。

すべて

(1) 金融機関 郵便局、銀行その他の金融機関の店舗 すべて

(2) 娯楽施設
劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これら
に類するもの

馬券売場 100

(3) 展示施設 展示場その他これに類するもの
モデルルームを設置した建物、モデルハウス
本体等を除く住宅展示場

100

(4) 物品販売
　　施設

卸売市場、百貨店、マーケットその他の物品
販売業を営む店舗

自動車販売施設、給油所、医薬品販売店舗(薬
局を除く。)

100

(5) 飲食施設
飲食店、喫茶店、キャバレー、料理店、ナイ
トクラブ、ダンスホールその他これらに類す
るもの

100

(6) サービス
　　施設

理髪店、美容院、クリーニング取次店、質
屋、貸衣装屋その他のサービス業を営む店舗

犬猫病院 100

(7) 遊技施設
マージャン店、パチンコ店、ゲームセン
ター、カラオケボックスその他これらに類す
るもの

500

図書館、博物館、美術館その他これらに類す
るもの

すべて

体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツ練
習場その他これらに類するもの

ゴルフ場のクラブハウス等(コースは対象
外。）

500

ホテル、旅館、民宿その他これらに類するも
の

旅館業法の適用を受ける宿泊施設 500

学校（専修学校を含む｡)その他これらに類す
るもの

野外教育センター、幼稚園 すべて

各種学校、自動車教習所、学習塾、華道教
室、囲碁教室その他これらに類するもの

学習体験施設、学童保育所、託児所(認可外保
育所含む。）

100

集会場、公会堂その他これらに類するもの 葬祭場、結婚式場、宗教関連施設(礼拝所等) 100

500

一般公共の用に供される自動車車庫（機械式
駐車場を除く｡ ）

500

すべて

すべて

共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類す
るもの

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅で共用ｽﾍﾟｰｽにおい
て食事・介護等のｻｰﾋﾞｽを提供しないもの

2000

事務所その他これに類するもの 2000

工場その他これに類するもの リサイクルセンター 2000

４から７までに掲げる施設のうち２以上の異
なる用途に供されたもので構成されるもの

道の駅、ドライブイン 500

３　社会福祉施設

４
　
商
業
施
設

５　文化施設

18　複合施設

公共的施設

12　自動車車庫

13　公衆便所

14　火葬場

15　共同住宅等

16　事務所

17　工　場

６　体育施設

７　宿泊施設

８　教育施設

９　各種学校等

10　集会施設

11　公衆浴場

１　官公庁施設

２　医療施設

－5－



 
 

（２）整備基準適⽤箇所⼀覧 【建築物】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1：ただし書により「直接地上へ通ずる出入口又は出入口が視認できる場所において常時勤務する者により視覚障がい者

を誘導することができる場合その他視覚障がい者の誘導上支障のない場合は、この限りでない。」としています。 

※2：ただし書により、自動車販売のショールーム、ガソリンスタンドなどの自動車関連施設は、設置が免除されています。 

※3：ただし書により、傾斜路の勾配や高さなどに応じて、設置が免除される場合があります。  

※4：ただし書により、入所型の社会福祉施設、保育所については、設置が免除されています。自動車販売のショールーム、

ガソリンスタンドなどの自動車関連施設も、ただし書きにより設置が免除されています。 

※5：ただし書により、段がある部分と連続して手すりが設けられた踊り場の部分は、設置が免除されています。 

※6：特別支援学校のみ設置の対象です。 

1 2 3

金融
機関

娯楽
施設

展示
施設

物品販
売施設

飲食
施設

サービ
ス施設

遊技
施設

すべて すべて すべて すべて 100 100 100 100 100 500

1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

廊下、その他これらに類するも
の

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

情報提供できる場所までの視覚
障がい者用誘導ブロック等又は
音声による誘導装置等

◎
※1

◎
※1

◎
※1

◎
※1

◎
※1

◎
※1,2

◎
※1,2

◎
※1

◎
※1

◎
※1

傾斜路の上端等に設置する点状
ブロック等

◎
※3

◎
※3

◎
※3,4

◎
※3

◎
※3

◎
※3,4

◎
※3,4

◎
※3

◎
※3

◎
※3

階段（踊り場を含む） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

階段の上端等に設置する点状ブ
ロック等

◎
※5

◎
※5

◎
※4,5

◎
※5

◎
※5

◎
※4,5

◎
※4,5

◎
※5

◎
※5

◎
※5

4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

多機能便房
◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

手すり付き腰掛便座 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

手すり付き床置式等小便器 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

カウンター式又は手すり付き洗
面器等

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

乳幼児用いす等 ● ● ●※9 ● ● ● ● ● ●

乳幼児ベット等 ● ● ●※9 ● ● ● ● ● ●

オストメイト設備
（汚物流し、表示）

●
※10

●
※10

●
※10

●
※10

●
※10

●
※10

●
※10

●
※10

●
※10

●
※10

敷地内の通路 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

車路、段、傾斜路を注意喚起す
るための点状ブロック

◎
※11

◎
※11

◎
※11

◎
※11

◎
※11

◎
※2,11

◎
※2,11

◎
※11

◎
※11

◎
※11

道等から出入口までの視覚障が
い者用誘導ブロック

●
※12

●
※12

●
※12

●
※12

●
※12

●
※2,12

●
※2,12

●
※12

●
※12

●
※12

7 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

8 ◎ ◎

9

10

11 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

12 ◎

13 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

14 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

15 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

16 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

ひさし又は屋根

ローマ字、絵の案内 △：案内板には、必要に応じて、ローマ字又は絵による表示を行うよう努めること。

17
努　力
義　務

6
敷地内
通　路

　　整備事項

便　所5

客室：客室が50室以上ある場合

2

3

事前協議が必要な規模　（　㎡　）

出入口

案内板

改札口

避難設備：自動火災報知設備及び誘導
灯を設ける場合

カウンター等

医　療
施　設

社　会
福　祉
施　設

商　業　施　設

浴室：医療施設、社会福祉施設、宿泊
施設、公衆浴場で、用途面積が1,000㎡
以上の場合

更衣室・シャワー室：体育施設で、用
途面積が1,000㎡以上の場合

昇降機：2以上の階を有するもので、用
途面積が2,000㎡以上の場合

廊下等

　　　　対象施設
4

△：公共的施設の出入口、車いす駐車区画並びに車いす使用者駐車区画に至る敷地内通路
には、必要に応じて、ひさし又は屋根を設けること。

官公庁
施　設

階　段

観覧席・客席：固定式の観覧席等を設
ける場合

駐車場

授乳場所等

－6－



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

すべて 500 500 すべて 100 100 500 500 すべて すべて 2000 2000 2000 500

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎
※1

◎
※1

◎
※1

◎
※1,6

◎
※1

◎
※1

◎
※1

◎
※1

◎
※1

◎
※3

◎
※3

◎
※3

◎
※3,6

◎
※3

◎
※3

◎
※3

◎
※3

◎
※3

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎
※5

◎
※5

◎
※5

◎
※5,6

◎
※5

◎
※5

◎
※5

◎
※5

◎
※5

● ● ●
●

※７
● ● ● ● ● ●

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎
※8

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

●
※10

●
※10

●
※10

●
※6,10

●
※10

●
※10

●
※10

◎
※10

●
※10

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎
※11

◎
※11

◎
※11

◎
※11

◎
※11

◎
※11

◎
※11

◎
※11

◎
※11

◎
※11

●
※12

●
※12

●
※12

●
※12

●
※12

●
※12

●
※12

●
※12

●
※12

●
※12

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎

◎

◎

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

△：案内板には、必要に応じて、ローマ字又は絵による表示を行うよう努めること。

文化
施設

複合
施設

工場火葬場
自動車
車庫

各種
学校等

教育
施設

△：公共的施設の出入口、車いす駐車区画並びに車いす使用者駐車区画に至る敷地内通路には、必要に応じて、ひさし又は屋根を設ける
こと。

事務所
共同
住宅等

集会
施設

公衆
浴場

体育
施設

公衆
便所

宿泊
施設

＜凡例＞  ◎印は、整備基準が適用されます。  

  △印は、必要に応じて設置する努力が求められます。  

  ●印は、用途面積が 2,000 ㎡以上の場合に整備基準が適用されます。 

  斜線は、その項目の整備基準が適用されません。 

※7：地方公共団体の設置する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校が設置の対象です。 

※8：公共的施設の用途面積が 300 ㎡未満の場合は、コンパクトタイプの多機能便房の設置が可能です（公衆便所を除く。）。 

※9：社会福祉施設のうち、母子福祉施設、母子健康センター、保健センターについて、用途面積が 2,000 ㎡以上の場合に

適用されます。  

※10：バリアフリー法第 14 条第 1 項の規定により、オストメイト対応設備が設置義務の場合適用されます。 

※11：ただし書により、傾斜路の勾配や高さなどに応じて、設置が免除される場合があります。  

※12：公共的施設の用途面積が 2,000 ㎡以上の場合は、道等から直接地上へ通じる出入口まで視覚障がい者誘導用ブロッ

クを敷設します。         
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（３）整備基準適⽤箇所⼀覧 【公共交通機関の施設・道路・公園】 
 

＜凡例＞ ◎印は、整備基準が適用されます。 

 
 

2.公共交通機
関の施設

3.道路 4.特定道路 5.公園等 6.特定公園

すべてのもの

1 利用円滑化経路 ◎

2 通路 ◎

3 傾斜路 ◎

4 エスカレーター ◎

5 階段 ◎

6
視覚障がい者誘導用ブ
ロック等

◎

7 案内設備 ◎

8 便所 ◎

9
乗車券等販売所、待合所
および案内所

◎

10 券売機 ◎

11 休憩施設 ◎

12 改札口 ◎

13 乗降場 ◎

道路1 歩道 ◎

道路2 立体横断施設 ◎

道路3
視覚障がい者誘導用ブ
ロック等

◎

特定道路１ 歩道等 ◎

特定道路２ 立体横断施設 ◎

特定道路３ 乗合自動車停留所 ◎

特定道路４ 自動車駐車場 ◎

特定道路５
移動円滑化のために必要
なその他の施設

◎

公園１ 園路 ◎

公園２ 便所 ◎

公園３ 駐車場 ◎

公園４ 標識 ◎

公園５ 附帯設備 ◎

特定公園１ 園路および広場 ◎

特定公園２ 屋根付広場 ◎

特定公園３ 休憩所および管理事務所 ◎

特定公園４
野外劇場および野外音楽
堂

◎

特定公園５ 駐車場 ◎

特定公園６ 便所 ◎

特定公園７ 水飲場および手洗場等 ◎

特定公園８ 掲示板および標識 ◎

すべてのもの規模等

3
道
路
 
4
特
定
道
路

5
公
園
等
 
6
特
定
公
園

2
公
共
交
通
機
関
の
施
設

歩道等の新設等

対象施設
整備事項
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整備基準の解説は、「建築物」、「公共交通機関の施設」、「道路」、
「公園等」により構成されています。

本解説では、整備基準の内容等をわかりやすく伝えるため、⼀般的な事例
におけるイラスト・図表等をまじえて記載しています。
なお、イラスト・図表等内の注記の前に記載の記号は、下部欄外に記載の

凡例のとおり、条例の規定による必須基準である「●整備基準」、必須では
ないものの適⽤されることが望ましいと考えられる「○望ましい基準」、そ
の他関連する留意事項等を⽰す「※特記事項」を⽰しています。
また、整備基準本⽂の記載については、⼀部表現を修正しています。

（例：平⽅メートル→㎡、センチメートル→cm等）

本解説に記載の⽤語の意味は次のとおりです。
「条例」 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例

（平成11年3⽉19⽇三重県条例第2号）
「施⾏規則」 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例施⾏規則

（平成11年12⽉28⽇三重県規則第118号）
「整備基準」 施⾏規則別表第２第１から第６の整備基準
「バリアフリー法」

⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
（平成18年法律第91号）

「⾼齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」
図書「⾼齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計
標準」（平成29年3⽉）（編集国⼟交通省）

整備基準の解説

第 2 部
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■整備基準が適⽤される施設の範囲について

整備基準が適⽤されるのは、不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として
障がい者、⾼齢者等が利⽤する部分です。
したがって、例えば、次のような部分については、本基準は適⽤されません。

〇店舗等における荷物⽤エレベーター
○従業員専⽤の出⼊⼝、廊下、階段、便所、倉庫等
〇⼯場の⽣産ライン部分
○機械式の⾃動⾞⾞庫の内部部分
○通常時に、⼀般公衆の利⽤に供される⾒込みのない屋外避難階段など
の部分

■⾞いす使⽤者の使⽤設備付近の床・路⾯について

本解説の各ページに記載していませんが、原則として、⾞いす使⽤者が設
備（案内板、ベンチ等）を利⽤する際に⼀旦停⽌しないと利⽤しにくい床、
路⾯等の部分は⽔平とすることが望まれます。

整備基準の解説
【建築物】

１１

第 2 部 第 1 章
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建 築物

１ .出⼊⼝（外部出⼊⼝）
整 備 基 準

直直接接地地上上へへ通通ずずるる出出⼊⼊⼝⼝及及びび駐駐⾞⾞場場へへ通通ずずるる出出⼊⼊⼝⼝並並びびにに不不特特定定かかつつ多多数数のの
者者がが利利⽤⽤しし、、⼜⼜はは主主ととししてて障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが利利⽤⽤すするる室室（宿泊施設の客室
及び便所を含む。以下「利⽤室」という。）のの出出⼊⼊⼝⼝ののううちち、、そそれれぞぞれれ１１以以上上
のの出出⼊⼊⼝⼝はは、、次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。

※ 直接地上へ通ずる出⼊⼝「建物出⼊⼝」及び駐⾞場へ通ずる出⼊⼝「駐⾞場
出⼊⼝」並びに利⽤室の出⼊⼝「利⽤室出⼊⼝」のおのおの１以上を⾞いす使
⽤者等に配慮した構造とすることを求めています。
・「建物出⼊⼝」とは、避難階に位置し、地上に出ることのできる出⼊⼝をい
い、主に⽞関などを指します。
・「駐⾞場出⼊⼝」とは、店舗等で地下や屋上に駐⾞場がある場合に店舗等の
部分から駐⾞場に通じる出⼊⼝を指します。

イイ 直直接接地地上上へへ通通ずずるる出出⼊⼊⼝⼝及及びび駐駐⾞⾞場場へへ通通ずずるる出出⼊⼊⼝⼝のの有有効効幅幅員員はは、、9900ccmm
以以上上ととすするるこことと。。

※ 90cmは、⾞いすで通過しやすい幅員です。
※ 両開き⼾(⼿動)、親⼦扉(⼿動)、引分け⼾(⼿動)の場合、⽚側の⼾を開け
た際に、実際に通⾏できる幅員を有効幅員と考えます。

ロロ 利利⽤⽤室室のの出出⼊⼊⼝⼝のの有有効効幅幅員員はは、、8800セセンンチチメメーートトルル以以上上ととすするるこことと。。

※ 80cmは、⾞いすが通過できる幅員です。
※ 両開き⼾(⼿動)、親⼦扉(⼿動)、引分け⼾(⼿動)の場合、⽚側の⼾を開け
た際に、実際に通⾏できる幅員を有効幅員と考えます。

ハハ ⼾⼾をを設設けけるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該⼾⼾はは、、⾃⾃動動的的にに開開閉閉すするる構構造造⼜⼜はは⾞⾞いいすす
をを使使⽤⽤ししてていいるる者者（以下「⾞いす使⽤者」という。）そそのの他他のの障障ががいい者者、、
⾼⾼齢齢者者等等がが円円滑滑にに開開閉閉ししてて通通過過ででききるる構構造造ととすするるこことと。。

※ ⾞いす使⽤者が通過できない構造の回転扉等のみとしないことを求めて
いるものであり、これらを設置する場合には、別の形式による⼾を併設し
てください。

※ ドアの前後は⾞いす1台が⽌まることができるよう120cm以上の⻑さの⽔
平部を設けます。⾃動式扉でない場合は、⾞いすからの開閉動作のため⾞
いすが回転できるように150cm以上の⽔平部を設けることが望まれます。

ニニ ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者がが通通過過すするる際際にに⽀⽀障障ととななるる段段をを設設けけなないいこことと。。

※ ⾞いす使⽤者が通過できる仕様の段とは、⼀例として⾼低差が１〜２cm
程度で、丸みを持ち⼜はすりつけを⾏い処理された段のものが該当します。

ホホ 直直接接地地上上へへ通通ずずるる主主なな出出⼊⼊⼝⼝ににはは、、必必要要にに応応じじてて、、降降⾬⾬等等のの影影響響をを少少なな
くくすするるひひささしし⼜⼜はは屋屋根根をを設設けけるるこことと。。

１２
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「7.駐⾞場」の規定参照してください
●区画幅350㎝以上
●床⾯は平坦とし、⽔はけをよくする
●⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であることを⽰す
標⽰等（⽤途⾯積2,000㎡未満の施設で30台
未満の駐⾞場の場合を除く）
〇屋根または庇を設置することにより⾬に濡
れない配慮をする

〇⾳声誘導装置
〇⾃動ドア

「6.敷地内の通路」の規定参照してください
●点状ブロックおよび線状ブロックの設置
等（⽤途⾯積2,000㎡未満の公共的施設を
除く）

建物出入口および敷地内の通路の整備例

●出⼊⼝有効幅員 90㎝以上
●⾃動開閉⼾または開閉しやすい構造の⼾
●⾞いすに⽀障となる段を設けない

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

１３

すりつけの例

〇屋根またはひさしを設けること
により⾬に濡れない配慮をする

概ね１〜２㎝ 概ね１〜２㎝

〇〇〇〇 ××

すりつける 丸みをつける
⾞いすのキャスターがひっかかる

－13－
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建築物

１ .出⼊⼝（各室出⼊⼝）
整 備 基 準

直直接接地地上上へへ通通ずずるる出出⼊⼊⼝⼝及及びび駐駐⾞⾞場場へへ通通ずずるる出出⼊⼊⼝⼝並並びび利利⽤⽤室室のの出出⼊⼊⼝⼝ののうう
ちち、、そそれれぞぞれれ１１以以上上のの出出⼊⼊⼝⼝はは、、次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。

※ 共同住宅の場合は、共有スペースの居室等への出⼊⼝が該当します。

内部出入口の整備例

〇棒状 ×握り⽟〇レバーハンドル 〇プッシュプル
ハンドル

〇パニックバー

〇点字表⽰

〇突き出し型
案内表⽰

天端⾼さ○75㎝〜85㎝程度

●有効幅員80㎝以上

〇アルコーブの設置

〇2段⼿すり
の設置

〇柱の⾓やコーナーに
丸みをつける

●段差をなくす

〇安全ガラス窓
の設置

〇室名札

天端⾼さ○60㎝〜65㎝程度

取っ手の形式

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

１４

《使いやすい形状》 《使いにくい形状》

×堀込式も望まし
くありません
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引き戸の例

開き戸の例

外開き戸：アルコーブを設けた例

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

１５

※開き⼾の有効幅員は、扉の厚みを除き、
実際に通⾏できる幅員とします。

外開き⼾を設置する場合、廊下の通⾏者
との衝突を避けるため、アルコーブを設置
するなど配慮することが望まれます。

●有効幅員80㎝以上

●段差を設けない

○全体の幅は、容易に出⼊りできる
スペースを確保します

廊 下

○45㎝以上

－15－
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建 築物

２ .廊下
整 備 基 準

((11)) 表表⾯⾯のの仕仕上上げげはは、、滑滑りりににくくいいももののととすするるこことと。。
※ 障がい者、⾼齢者等が安全かつ快適に利⽤できるように整備することが求め
られており、⽔分や油の付着によって滑りやすくなる材料もあるので、床材の
選定にあたっては⼗分に注意が必要です。

((22)) 段段をを設設けけるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該段段はは、、３３にに定定めめるる構構造造にに準準じじたたももののととすするるここ
とと。。
※ ３の階段の規定により、⼿すりの設置、回り段を設けない、段が認識しやす
く、かつ、段⿐の突き出しがなく、つまづきにくい構造、階段の上端に点状ブ
ロック等の敷設など配慮をしてください。

((33)) 直直接接地地上上へへ通通ずずるる１１にに定定めめるる構構造造のの各各出出⼊⼊⼝⼝かからら利利⽤⽤室室のの１１にに定定めめるる構構造造のの
各各出出⼊⼊⼝⼝及及びび共共同同住住宅宅等等のの住住⼾⼾のの出出⼊⼊⼝⼝（以下「利⽤室等の各出⼊⼝」とい
う）にに⾄⾄るる経経路路、、駐駐⾞⾞場場へへ通通ずずるる１１にに定定めめるる構構造造のの各各出出⼊⼊⼝⼝かからら利利⽤⽤室室等等のの各各
出出⼊⼊⼝⼝にに⾄⾄るる経経路路並並びびにに利利⽤⽤室室等等のの各各出出⼊⼊⼝⼝かからら５５のの((11)) にに定定めめるる構構造造のの便便所所
のの各各出出⼊⼊⼝⼝にに⾄⾄るる経経路路ののううちち、、そそれれぞぞれれ１１以以上上のの経経路路のの廊廊下下等等ににおおいいててはは、、次次
にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。
ここのの場場合合ににおおいいてて、、４４のの((22)) にに定定めめるる構構造造ののエエレレベベーータターーがが設設置置さされれるるととききはは、、

当当該該１１以以上上のの経経路路はは当当該該エエレレベベーータターーのの昇昇降降路路をを含含むむももののととすするるこことと。。

※ 「直接地上へ通ずる１に定める構造の各出⼊⼝」、「駐⾞場へ通ずる１に定
める構造の各出⼊⼝」、「利⽤室の１に定める構造の各出⼊⼝」とは、「１．
出⼊⼝」に定める構造のものをいいます。

イイ 有有効効幅幅員員はは、、112200ccmm以以上上ととすするるこことと。。
※ 120cmは、廊下を⾞いすが通⾏しやすい幅員、⼈が横向きになればすれ違
える幅員及び松葉つえ使⽤者が円滑に通過できる幅員です。

ロロ 廊廊下下等等のの末末端端付付近近のの構構造造はは、、⾞⾞いいすすのの転転回回にに⽀⽀障障ののなないいももののととしし、、かかつつ、、
区区間間5500メメーートトルル以以内内ごごととにに⾞⾞いいすすがが転転回回すするるここととががででききるる構構造造のの部部分分をを設設けけ
るるこことと。。
※ ⾞いすの転回に⽀障のないものとは、180°転回では140×170cm以上のス
ペース（Ｔ字形の交差部など）が該当します。

ハハ ⼾⼾をを設設けけるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該⼾⼾はは、、次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。
((ｲｲ)) 有有効効幅幅員員はは、、8800ccmm以以上上ととすするるこことと。。
((ﾛﾛ)) ⾃⾃動動的的にに開開閉閉すするる構構造造⼜⼜はは⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者そそのの他他のの障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等
がが円円滑滑にに開開閉閉ししてて通通過過ででききるる構構造造ととすするるこことと。。

ニニ ⾼⾼低低差差ががああるる場場合合ににおおいいててはは、、((55))にに定定めめるる構構造造のの傾傾斜斜路路及及びびそそのの踊踊りり場場⼜⼜
はは⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤特特殊殊構構造造昇昇降降機機（建築基準法に定める規定に適合する昇
降機で専ら⾞いす使⽤者の利⽤に供するものをいう。以下同じ。）をを設設けけ
るるこことと。。
※ ⾞いす使⽤者⽤特殊構造昇降機とは、機械式段差解消装置のことです。

１６

その他これに類するもの
(以下「廊下等」という。)
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整 備 基 準

ホホ １１にに定定めめるる構構造造のの出出⼊⼊⼝⼝並並びびにに４４のの((22))にに定定めめるる構構造造ののエエレレベベーータターー及及びび⾞⾞
いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤特特殊殊構構造造昇昇降降機機のの昇昇降降路路のの出出⼊⼊⼝⼝にに接接すするる部部分分はは、、⽔⽔平平ととすするる
こことと。。

((44)) 直直接接地地上上へへ通通ずずるる出出⼊⼊⼝⼝ののううちち、、１１以以上上のの出出⼊⼊⼝⼝かからら⼈⼈⼜⼜はは案案内内設設備備にによよりり
視視覚覚障障ががいい者者にに公公共共的的施施設設全全体体のの利利⽤⽤にに関関すするる情情報報提提供供をを⾏⾏ううここととががででききるる場場
所所ままででのの廊廊下下等等ににはは、、視視覚覚障障ががいい者者誘誘導導⽤⽤ブブロロッックク等等をを敷敷設設しし、、⼜⼜はは⾳⾳声声にによよ
りり視視覚覚障障ががいい者者をを誘誘導導すするる装装置置そそのの他他ここれれにに代代わわるる装装置置をを設設けけるるこことと（教育施
設（特別⽀援学校を除く。）、各種学校等、共同住宅等、事務所、⼯場及び
⾃動⾞販売施設等の⾃動⾞関連施設を除く。）。。
たただだしし、、直直接接地地上上へへ通通ずずるる出出⼊⼊⼝⼝、、⼜⼜はは出出⼊⼊⼝⼝がが視視認認ででききるる場場所所ににおおいいてて常常

時時勤勤務務すするる者者にによよりり視視覚覚障障ががいい者者をを誘誘導導すするるここととががででききるる場場合合そそのの他他視視覚覚障障がが
いい者者のの誘誘導導上上⽀⽀障障ののなないい場場合合ににおおいいててはは、、ここのの限限りりででなないい。。

※ ⾃動⾞販売施設、給油所等の⾃動⾞関連施設において視覚障がい者誘導⽤ブ
ロック等を除いているのは、視覚障がい者には運転⼿等の視覚障がい者以外の
者が同⾏することが⾒込まれるためです。

※ 視覚障がい者の誘導が必要であり、情報提供を⾏うことができる場所には、
インターホンの設置や点字や⾳声による案内板等を含みます。
・その他視覚障がい者の誘導上⽀障のない場合とは、
① ホテルの⼊⼝に常時勤務している⼈により誘導が可能である
② 百貨店等で受付が⼊⼝付近にあるもの

※ 視覚障がい者誘導⽤ブロック等とは、線状ブロック等と点状ブロック等を適
切に組み合わせて、床⾯に敷設したもの。
線状ブロック等は、視覚障がい者を誘導するための床⾯に敷設されるブロッ

クその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周
囲の床材の⾊と明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことにより容易に識別できる
ものをいい、点状ブロック等は、突起の形状が点状になります。

((55)) 廊廊下下等等にに設設けけらられれるる傾傾斜斜路路及及びびそそのの踊踊りり場場はは、、次次にに定定めめるる構構造造（教育施設
（特別⽀援学校を除く。）、各種学校等、共同住宅等、事務所、⼯場、⾃動
⾞販売施設等の⾃動⾞関連施設、⼊所型の社会福祉施設、保育所及び学童保
育所にあっては、次のイからトまでに定める構造）ととすするるこことと。。
※ 傾斜路とは、勾配が1/20を超えるものをいいます。

イイ 有有効効幅幅員員はは、、112200ccmm((段段をを併併設設すするる場場合合ににああっっててはは、、9900ccmm))以以上上ととすするるこことと。。

ロロ ここうう配配はは、、11//1122((⾼⾼ささがが1166ccmm以以下下のの場場合合ににああっっててはは、、11//88))をを超超ええなないいこことと。。

ハハ ⾼⾼ささがが7755ccmmをを超超ええるる傾傾斜斜路路ににああっっててはは、、⾼⾼ささ7755ccmm以以内内ごごととにに踏踏幅幅115500ccmm
以以上上のの踊踊りり場場をを設設けけるるこことと。。
※ 傾斜路が⻑くなる場合には、⾞いす使⽤者が昇降中に休憩したり、加
（減）速できるような平坦部分を設ける必要があるためです。

ニニ 両両側側にに⽴⽴ちち上上げげ等等をを設設けけるるこことと。。
※ ⾞いすの脱輪防⽌や松葉つえ等が落ちないよう安全上の配慮を⾏うことが
必要となります。

１７
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整 備 基 準

ホホ ⾼⾼ささ8800ccmm程程度度のの⼿⼿すすりりをを設設けけるるこことと（（⾼⾼ささがが1166ccmm以以下下、、かかつつ、、ここうう配配がが
11//1122以以下下のの傾傾斜斜路路をを除除くく。。））。。
※ ⼿すりを設置した場合の廊下の有効幅員は⼿すりの内側の⼨法とします。
※ ⼿すりは⽚側まひの⽅の利⽤も考慮し、両側に設けることが望まれます。

ヘヘ 表表⾯⾯のの仕仕上上げげはは、、滑滑りりににくくいいももののととすするるこことと。。

トト 傾傾斜斜路路のの勾勾配配部部分分はは、、そそのの踊踊りり場場及及びび当当該該傾傾斜斜路路にに接接すするる廊廊下下等等ととのの⾊⾊のの
明明度度、、⾊⾊相相⼜⼜はは彩彩度度のの差差がが⼤⼤ききいいここととにによよりり識識別別ししややすすいいももののととすするるこことと。。
※ 弱視者等視覚障がい者の利⽤に配慮し、傾斜路の勾配部分の⾊彩を周囲の廊
下等の⾊彩と識別しやすいものとしてください。

チチ 傾傾斜斜路路のの上上端端にに近近接接すするる廊廊下下等等及及びび踊踊りり場場のの部部分分ににはは、、点点状状ブブロロッックク等等をを
敷敷設設すするるこことと。。たただだしし、、次次にに定定めめるる部部分分はは、、ここのの限限りりででなないい。。
※ 上端部に点状ブロック等を設け、視覚障がい者等への注意を促すことで、安
全な利⽤に対応するものです。

※ ⾃動⾞販売施設、給油所等の⾃動⾞関連施設において傾斜路の上端部点状ブ
ロック等を除いているのは、視覚障がい者には運転⼿等の視覚障がい者以外
の者が同⾏することが⾒込まれるためです。

※ ⼊所型の社会福祉施設、保育所及び学童保育所において傾斜路の上端部点状
ブロック等を除いているのは、⽇常的に利⽤するのは⼊所者や園児等の特定
された者であり、点状ブロック等がつまずきの原因となり危険であるとの声
が多く、⼀般的に介助者や保育⼠による対応が考えられるためです。

((ｲｲ)) ここうう配配がが11//2200以以下下のの傾傾斜斜路路のの上上端端にに近近接接すするる廊廊下下等等及及びび踊踊りり場場のの部部分分
((ﾛﾛ)) ⾼⾼ささがが1166ccmm以以下下、、かかつつ、、ここうう配配がが11//1122以以下下のの傾傾斜斜路路のの上上端端にに近近接接すするる廊廊
下下等等及及びび踊踊りり場場のの部部分分
※ 物販店や飲⾷店等では主要な通路について対象とします。従業員専⽤通路
等は対象外です。

((ﾊﾊ)) 傾傾斜斜路路とと連連続続ししてて⼿⼿すすりりがが設設けけらられれたた踊踊りり場場のの部部分分

確 保 が 必 要 な 経 路 に つ い て

※利⽤室等（図中では★印の室を利⽤室としています。）
利⽤室とは、不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として障がい者、⾼齢者

等が利⽤する室（便所、宿泊施設の客室を含む。）をいいます。利⽤室及び共
同住宅等の住⼾を「利⽤室等」といいます。
経路１の「利⽤室等」がない場合は経路２、経路５を確保してください。

次の経路のうち、それぞれ１以上を確保してください。増築や⼀部改築の場合
は、内容によって確保すべき経路が異なりますので、判断に迷う場合は審査機関
にご相談ください。

経路１．道等から利⽤室及び共同住宅等の住⼾（以下「利⽤室等」という。)
経路２．道等から多機能便房（経路１の多機能便房以外の利⽤室等がない場合)
経路３．利⽤室等から多機能便房
経路４．⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画から利⽤室等
経路５．⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画から道等（経路１の利⽤室等がない場合）
経路６．道等から案内設備（視覚障がい者利⽤円滑化経路）

１８
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▲

確 保 が 必 要 な 経 路 に つ い て

道路

★
案内設備

P P

経路３

経路５

経路２

経路１

経路４

経路６

WC

利用室内における「廊下等」の考え方

①利⽤室内を経由して、別の利⽤室に⾄る
経路にあたる通路等

原則として、⼀般的な利⽤室内部の部分に対して「廊下等」の整備基準は適⽤
しませんが、次のような事例においては、利⽤室内であったとしても「廊下等」
の基準を適⽤します。

②利⽤室内に別の利⽤室を内包する場合に
おける当該最⼩単位となる利⽤室に⾄る
経路にあたる通路等

③利⽤室内の主要な通路等
※売場・陳列棚、飲⾷店の客席の外⾒上の概ねの区画（以下「売場等区画」という。）
を利⽤室②における最⼩単位の利⽤室同等として扱い、⼀定の通路については主要な通
路として「廊下等」の基準を適⽤します。
その他の通路は、店員等の⼈的対応が講じられることを前提に、基準の適⽤外とします。

利⽤室

利⽤室
通路等

利⽤室

通路等 利⽤室

▲出⼊⼝ ▲

▲出⼊⼝

「廊下等」の基準を適⽤する通路等

陳列棚⼜は飲⾷店の客席

【凡例】
売場等区画

《⼤規模⼩売店舗の想定例》 《コンビニ店舗の想定例》 《飲⾷店舗の想定例》

▲出⼊⼝

カウンター
テーブル席

座敷席

１９

利⽤室

建物出⼊⼝

多機能便房
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情報提供の例

聞こえが不⾃由なことを表す
とともに、聞こえない⼈・聞こ
えにくい⼈への配慮を⽰すマー
クです。このマークを掲⽰する
ことで、聞こえが不⾃由な⽅か
らお申し出により必要な援助を
⾏うという意思表⽰ができます。

廊下の幅員

●滑りにくい床材とする

●案内板を設置する場合
⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画、
昇降機、多機能便房などを表⽰

●⾞いす使⽤者も利⽤で
きるカウンターの設置

〇公衆電話を設置する場合、⾞いす使⽤者に使い
やすいように設置⾼さは70㎝程度とする
受話器は、ボリュームコントロール付きがよい、

また、公衆ファクシミリを設置するとよい

〇⽿マークの設置

●案内板を設置する場合
視覚障がい者が円滑に利⽤できる構造

〇触知図・⾳声案内装置

〇休憩スペース
の設置

〇⼿すり上段
(天端⾼さ
75㎝〜85㎝程度）

〇⼿すり下段
(天端⾼さ
60㎝〜65㎝程度）

●有効幅員120㎝以上

※有効幅員120㎝
廊下を⾞いす使⽤者が通⾏しやすい⼨法
⾞いす使⽤者と横向きになった⼈がすれ違うことができる⼨法
松葉づえ利⽤者が円滑に通貨できる⼨法

《⽿マークについて》

２０

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

〇キックプレート
(⾼さ35㎝程度）
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廊下の例

傾斜路の例 段と傾斜路の併設

●有効幅員120㎝以上
段を併設する場合は、90㎝以上

●上端に点状ブロック ●勾配は1/12以下
(⾼さが16㎝以下の場合、1/8以下)

●表⾯は滑りにくいものとし、
廊下等の⾊彩と識別しやすいものとする

〇下端に点状ブロック

●⾼さが75㎝を超える場合は、
踏⾯150㎝以上の踊り場を設ける

●⼿すり 天端⾼さ75㎝〜85㎝程度
(⾼さが16㎝以下かつ勾配が1/12以下は除く)

●区間50m以内ごとに⾞いすの転回に⽀障のない空間を設ける
(直径150㎝の円や140㎝×170㎝以上のスペース、
T字型交差部などとする）

●有効幅員120㎝以上

●両端に⽴上げ等を設ける

２１

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

傾斜路の仕様

●150㎝以上の踊り場 ●150㎝以上の踊り場
900㎝

●勾配1/12以下75㎝

●⼿すり
天端⾼さ
●75㎝〜85㎝程度

天端⾼さ
○60㎝〜65㎝程度

●粗⾯または滑りにくい仕上げで
廊下等の⾊彩と識別しやすい⾊とする

up●勾配1/12以下
●上端に
点状ブロック

up

up

up

up ●上端に点状ブロック

踊り場

○屋外の傾斜路は⾬天等を考慮し、
勾配を1/15以下とすることが望ましい

－21－
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建築物

３ .階段（踊り場を含む）
整 備 基 準

不不特特定定かかつつ多多数数のの者者がが利利⽤⽤しし、、⼜⼜はは主主ととししてて障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが利利⽤⽤すするる階階
段段はは、、次次にに定定めめるる構構造造（（教教育育施施設設（特別⽀援学校を除く。）、、各各種種学学校校等等、、共共同同
住住宅宅等等、、事事務務所所、、⼯⼯場場、、⾃⾃動動⾞⾞販販売売施施設設等等のの⾃⾃動動⾞⾞関関連連施施設設、、⼊⼊所所型型のの社社会会福福祉祉
施施設設、、保保育育所所及及びび学学童童保保育育所所ににああっっててはは、、次次ののイイかかららホホままででにに定定めめるる構構造造））ととすす
るるこことと。。
※ 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として障がい者、⾼齢者等が利⽤する階段
について基準に適合することを求めています。

・⾃動⾞販売施設、給油所等の⾃動⾞関連施設において階段の上端部点状ブロック等
を除いているのは、視覚障がい者には運転⼿等の視覚障がい者以外の者が同⾏す
ることが⾒込まれるためです。

・⼊所型の社会福祉施設、保育所及び学童保育所において階段の上端部点状ブロック
等を除いているのは⽇常的に利⽤するのは⼊所者や園児等の特定された者であり、
点状ブロック等がつまずきの原因となり危険であるとの声も多く、⼀般的に介助
者や保育⼠による対応が考えられるためです。

イイ ⾼⾼ささ8800ccmm程程度度のの⼿⼿すすりりをを設設けけるるこことと。。
※ 階段の昇降を安全に⾏うための措置であり、廊下や踊場等と連続して設けてく
ださい。なお、⽚側まひの⽅の利⽤を考慮し、両側に設置することが望まれま
す。

ロロ 主主なな階階段段ににはは、、回回りり段段をを設設けけなないいこことと。。たただだしし、、建建築築物物のの構構造造上上回回りり段段をを設設
けけなないい構構造造ととすするるここととがが困困難難なな場場合合ににおおいいててはは、、ここのの限限りりででなないい。。
※ 回り階段の場合、視覚障がい者が⽅向を失いやすく、また、踏み⾯の⼨法が内
側と外側で異なるために段を踏み外す危険があります。

・ 建築物の構造上回り段を設けない構造とすることが困難な場合とは、⼩規模な
２階建など、構造上やむを得ない場合です。

ハハ 表表⾯⾯のの仕仕上上げげはは、、滑滑りりににくくいいももののととすするるこことと。。

ニニ 側側⾯⾯がが壁壁ででなないい場場合合はは、、⽴⽴ちち上上げげ等等をを設設けけるるこことと。。
※ 松葉つえ等使⽤者の安全な利⽤に考慮した対応です。

ホホ 踏踏⾯⾯のの端端部部ととそそのの周周囲囲のの部部分分ととのの⾊⾊のの明明度度、、⾊⾊相相⼜⼜はは彩彩度度のの差差がが⼤⼤ききいいこことと
にによよりり段段がが識識別別ししややすすくく、、かかつつ、、段段⿐⿐のの突突きき出出ししそそのの他他ののつつままずずききのの原原因因ととなな
るるももののをを設設けけなないい構構造造ととすするるこことと。。
※ 段⿐と踏⾯の⾊彩を明度差の⼤きいものとすること等により弱視者など視覚障
がい者の安全な利⽤に考慮した対応です。

ヘヘ 階階段段のの上上端端にに近近接接すするる廊廊下下等等及及びび踊踊りり場場のの部部分分ににはは、、点点状状ブブロロッックク等等をを敷敷設設
すするるこことと。。たただだしし、、段段ががああるる部部分分とと連連続続ししてて⼿⼿すすりりがが設設けけらられれたた踊踊りり場場のの部部分分
はは、、ここのの限限りりででなないい。。
※ 上端部に点状ブロック等を設け、視覚障がい者等への注意を促すことで、安全
な利⽤に対応するものです。

２２
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階 段 の 例

●仕上げは
滑りにくいものとする

●上端に点状ブロック
●⼿すりの設置
〇連続⼿すり
〇2段⼿すり
〇両側に設ける

〇⼿すり⽔平部分は
45㎝延⻑させる

〇下端に点状ブロック

〇点字表⽰(起点・終点)

●段⿐はわかりやすい⾊彩にする
●段が識別しやすく、かつ、
段⿐の突き出しその他のつまづきの
原因となるものを設けない

好ましくない回り階段の形状

●縁端部は、
⽴ち上がりまたは側壁

●回り段を設けない
●上端に点状ブロック

〇けあげは16㎝以下
踏⾯は30㎝以上
蹴込みは2㎝以下

踏⾯

けあげ

蹴込み

×× ××

蹴込板のないもの
はさける

踏⾯がとびだして
いると危険

けあげ・踏面の形状

〇〇

×× ×× ××

２３

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

××

手すりの形状

手すりの壁への取り付け

〇〇 〇〇 ××
⽀持材が⼿
にぶつかる
ため好まし
くない

○3.5〜6㎝

壁

○3.5〜4㎝

○直径3.5〜4㎝
○直径の1/2

天
端
⾼
さ
○
60
〜
65
㎝
程
度

天
端
⾼
さ
●
75
〜
85
㎝
程
度

《⼿すりの設置例》

○3.5〜6㎝

〇⽴ち上がり
5㎝以上

○30㎝程度
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建築物

４ .昇降機
整 備 基 準

((11)) ２２以以上上のの階階をを有有しし、、⽤⽤途途⾯⾯積積がが22,,000000㎡㎡以以上上のの公公共共的的施施設設（（教教育育施施設設（地⽅
公共団体が設置する⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校、中等教育学
校及び特別⽀援学校を除く。）、、各各種種学学校校等等、、共共同同住住宅宅等等、、事事務務所所及及びび⼯⼯場場をを
除除くく。。））ににはは、、エエレレベベーータターーをを設設けけるるこことと。。
※ 地⽅公共団体以外が設置する学校、各種学校、共同住宅等、事務所及び⼯場
の⽤途を除く2,000㎡以上の公共的施設である建築物に（２）で定める構造の
⾞いす使⽤者及び視覚障がい者対応の昇降機を設置することが必要となります。

((22)) ((11))にに規規定定すするるエエレレベベーータターーはは、、次次にに定定めめるる構構造造（⼊所型の社会福祉施設に
設ける寝台⽤エレベーターにあっては、次のロ及びニからワまでに定める構
造）ととしし、、かかつつ、、主主なな廊廊下下等等にに近近接接ししたた位位置置にに設設けけるるこことと。。たただだしし、、次次にに定定めめるる
構構造造とと同同等等以以上上のの性性能能等等をを有有すするるとと認認めめらられれるるエエレレベベーータターーをを設設置置すするる場場合合ににおお
いいててはは、、ここのの限限りりででなないい。。

※ 設置場所は、主要となる動線上のわかりやすい位置に設けることが必要です。

イイ かかごごのの幅幅はは、、114400ccmm以以上上ととすするるこことと。。

ロロ かかごごのの奥奥⾏⾏ききはは、、113355ccmm以以上上ととすするるこことと。。

ハハ かかごごのの平平⾯⾯形形状状はは、、⾞⾞いいすすのの転転回回にに⽀⽀障障ががなないいももののととすするるこことと。。
※ ⾞いす使⽤者もエレベーターには前進で乗り込み、できるだけ中で転回して前
進で降りられるよう⼀定⼨法を確保としています。ただし、⼀般的には、転回に
は直径150cmの円のスペースが必要とされていることから、全ての⾞いす使⽤者
が、中で転回できるとは限りません。

・かごの、内法幅1.4m×奥⾏き1.35m は、JIS規格による⼀般乗⽤エレベーターの
11⼈乗りの⼨法です。
・かごの、内法幅1.6m×奥⾏き1.35m は、JIS規格による⼀般乗⽤エレベーターの
13⼈乗りの⼨法です。
・かごの奥⾏き135cmは、電動⾞いす使⽤者も利⽤できる⼤きさです。

ニニ かかごご内内ににはは、、かかごごがが停停⽌⽌すするる予予定定のの階階及及びびかかごごのの現現在在位位置置をを表表⽰⽰すするる装装置置をを
設設けけるるこことと。。
※ 聴覚障がい者に対して電光表⽰等で現在階や停⽌予定階の表⽰を求めているも
のです。

ホホ 乗乗降降ロロビビーーににはは、、到到着着すするるかかごごのの昇昇降降⽅⽅向向をを表表⽰⽰すするる装装置置をを設設けけるるこことと。。

２４
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整 備 基 準

へへ かかごご内内ににはは、、かかごごがが到到着着すするる階階並並びびににかかごご及及びび昇昇降降路路のの出出⼊⼊⼝⼝のの⼾⼾のの閉閉鎖鎖をを
⾳⾳声声にによよりり知知ららせせるる装装置置をを設設けけるるこことと。。
※ 視覚障がい者に対して⾳声で到着する階並びに⼾の閉鎖を知らせることを求
めているものです。

トト かかごご及及びび昇昇降降路路のの出出⼊⼊⼝⼝のの有有効効幅幅員員はは、、8800ccmm以以上上ととすするるこことと。。
※ 80cmは、⾞いすが通過できる幅員です。

チチ かかごご内内及及びび乗乗降降ロロビビ−−ににはは、、⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者がが利利⽤⽤ししややすすいい位位置置にに制制御御装装置置をを
設設けけるるこことと。。
※ 床⾯から90cm程度の⾼さに設置し、ボタンは操作しやすいように⼤きめのも
のを⽤います。

・ この制御装置（副制御盤）に視覚障がい者対応を求めていないのは、視覚障
がい者である⾞いす使⽤者には介助者がつくことが想定されるためです。

リリ かかごご内内及及びび乗乗降降ロロビビ−−にに設設けけるる制制御御装装置置（チに規定する制御装置を除く｡)
はは、、視視覚覚障障ががいい者者がが円円滑滑にに操操作作すするるここととががででききるる構構造造ととすするるこことと。。
※ この制御装置（主操作盤）は、視覚障がい者が操作することを想定しており
制御装置の各ボタンに点字表⽰を適切に⾏い視覚障がい者の利⽤に対応できる
構造を求めています。

ヌヌ 乗乗降降ロロビビ−−のの幅幅及及びび奥奥⾏⾏ききはは、、そそれれぞぞれれ115500ccmm以以上上ととすするるこことと。。
※ 150cmは、⾞いすが転回できる⼨法です。

ルル かかごご内内のの側側⾯⾯ににはは、、⼿⼿すすりりをを設設けけるるこことと。。

ヲヲ かかごご内内ににはは、、かかごご及及びび昇昇降降路路のの出出⼊⼊⼝⼝のの⼾⼾のの開開閉閉状状態態をを確確認認すするるここととががでできき
るる鏡鏡をを設設けけるるこことと。。

ワワ かかごご内内⼜⼜はは乗乗降降ロロビビ−−ににはは、、到到着着すするるかかごごのの昇昇降降⽅⽅向向をを⾳⾳声声にによよりり知知ららせせるる
装装置置をを設設けけるるこことと。。
※ 視覚障がい者に対して⾳声による情報を提供することが必要となります。

２５
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エレベーター出入口の例

エレベーターかご内の例

1 2 3 4 5

●乗降ロビーには、到着するかごの
昇降⽅向を表⽰する装置を設ける

〇安全ガラス窓の設置

〇⼿すりの設置

●⼀般⽤ボタンに点字表⽰

●⾞いす使⽤者対応制御装置

〇点状ブロック

●乗降ロビー
奥⾏き150㎝以上

●乗降ロビー幅150㎝以上

●出⼊⼝
有効幅80㎝以上

中⼼⾼さ○100㎝程度

●出⼊⼝
有効幅80㎝以上

●
幅
14
0㎝

以
上

●奥⾏135㎝以上

〇点状ブロック

●⾞いす使⽤者
対応制御装置
(左右両⾯が望ましい)

●鏡設置

●乗降ロビー幅、奥⾏150㎝以上
●⼿すり設置

○⾳声装置

●⾞いすの転回に⽀障がないものとする

《平⾯図》

●⼀般⽤ボタンに点字表⽰
●停⽌する予定の階およびかごの位置を表⽰する装置
●到着階、⼾の閉鎖、かごの昇降⽅向を⾳声で知らせる装置

２６

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

※⼀般に⾞いすの転回には、直径150㎝の円の⾯積が必要とされている
ため、現基準によるエレベーター内で、すべての⾞いすが転回でき
るとは限りませんが、⼩型なものなど転回が可能なものもあること
から、壁⾯からの突出物やその位置等について配慮を求めています。

－26－



エレベーターのかご内制御装置の例

●鏡設置

○
40
㎝
程
度

●⾞いす使⽤者対応
制御装置
(左右両⾯が望ましい)

●⼀般⽤ボタンに
点字表⽰

●⼿すり設置
○天端⾼さ75〜85㎝程度

●停⽌する予定の階およびかごの位置を表⽰する装置

●到着階、⼾の閉鎖、かごの昇降⽅向を⾳声で知らせる装置

中⼼⾼さ○90〜100㎝程度

エレベーターかご内の例

《断⾯図》

〇過負荷表⽰灯
満員状態のかごに乗り込む
とき、聴覚障がい者が確認し
やすい表⽰等

《主操作盤》 《副操作盤：⾞いす使⽤者対応制御装置》

●点字表⽰

〇インターホン

〇インターホン
ボタン

〇インターホン

●階数表⽰

●⽅向表⽰

〇インターホンボタン

○点字表⽰

〇かご位置表⽰版

〇点字表⽰

●主操作盤には、
点字表⽰が必要

●視覚障がい者が円滑に操作できるボタン
※タッチセンサー式のボタンは視覚障がい者には押したかどうか
わかりにくく、また誤って押す可能性もあるため設置を避ける

２７

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

〇
15
0㎝

程
度

連動して聴覚障がい者に連絡が届いた旨の電
光表⽰等の装置を設けることが望ましい

－27－
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建 築物

５ .便所
整 備 基 準

((11)) 不不特特定定かかつつ多多数数のの者者がが利利⽤⽤しし、、⼜⼜はは主主ととししてて障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが利利⽤⽤すするる
便便所所をを設設けけるる場場合合ににおおいいててはは、、次次にに定定めめるる構構造造及及びび設設備備をを有有すするる便便所所をを１１以以上上
（男⼥⽤の区別があるときは、それぞれ１以上）設設けけるるこことと。。

イイ ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者がが円円滑滑にに利利⽤⽤すするるここととががででききるるよようう⼗⼗分分なな空空間間（直径150cm以
上の円が内接でき、かつ、便器の前⽅に120cm以上の距離があるもの）がが確確
保保さされれ、、かかつつ、、腰腰掛掛けけ便便座座、、⼿⼿すすりり（Ｌ字型⼿すり及び可動式⼿すりとす
る。）、、洗洗浄浄装装置置、、鏡鏡、、洗洗⾯⾯器器、、容容易易にに操操作作ででききるる⽔⽔栓栓器器具具、、⾮⾮常常通通報報装装置置、、
施施錠錠装装置置、、ペペーーパパーーホホルルダダーー等等がが適適切切なな位位置置にに配配置置さされれてていいるる便便房房 （以下
「多機能便房」という。）がが設設けけらられれてていいるるこことと。。
たただだしし、、⽤⽤途途⾯⾯積積がが330000㎡㎡未未満満のの公公共共的的施施設設（公衆便所を除く。）ににおおいいてて

はは、、｢｢⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者がが利利⽤⽤ででききるる空空間間をを確確保保ししたた便便房房｣｣ととすするるここととががででききるる。。
※ ⻑時間⾞いすを使⽤する者は、褥瘡を防⽌するためシートを使⽤することが
多いため、その厚みにも配慮した⾼さとすることが望ましいと考えられます。

※ ｢⾞いす使⽤者が利⽤できる空間を確保した便房｣は、「コンパクトタイプ」
と呼ぶこととします。

ロロ 多多機機能能便便房房のの出出⼊⼊⼝⼝及及びび当当該該便便房房ののああるる便便所所のの出出⼊⼊⼝⼝のの有有効効幅幅員員はは、、8800ccmm
以以上上ととしし、、かかつつ、、⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者のの通通⾏⾏にに⽀⽀障障ととななるる段段をを設設けけなないいこことと。。

ハハ 多多機機能能便便房房のの出出⼊⼊⼝⼝及及びび当当該該便便房房ののああるる便便所所のの出出⼊⼊⼝⼝にに⼾⼾をを設設けけるる場場合合ににおお
いいてて、、当当該該⼾⼾はは、、⾃⾃動動的的にに開開閉閉すするる構構造造⼜⼜はは⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者そそのの他他のの障障ががいい者者、、
⾼⾼齢齢者者等等がが円円滑滑にに開開閉閉ししてて通通過過ででききるる構構造造ととすするるこことと。。
※ ⼾は⾞いす使⽤者などの利⽤に配慮して、⾃動扉、⼿動引き⼾など円滑に開
閉して通過できる構造とすることが必要です（コンパクトタイプで⼾袋のス
ペースが取れない場合などは、外開き⼾、引き込み⼾などが考えられます。外
開き⼾とするときは、利⽤者の衝突の危険がないよう便房の位置を便所の奥側
にするなどの配慮が必要です）。また、緊急時の救出のため外部から鍵を開け
ることができる構造としてください。

ニニ 多多機機能能便便房房ののああるる便便所所ににはは、、そそのの出出⼊⼊⼝⼝付付近近にに当当該該便便房房がが設設置置さされれてていいるるここ
ととをを適適切切なな⽅⽅法法でで表表⽰⽰すするるこことと。。
※ 建物のどの位置にどのような便所、便房が設けられているかの適切な情報提
供が必要です。

ホホ 多多機機能能便便房房内内のの洗洗⾯⾯器器はは、、⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者がが利利⽤⽤ででききるる⾼⾼ささ及及びび下下部部にに空空間間をを
確確保保ししたた構構造造ととすするるこことと。。

((22)) 不不特特定定かかつつ多多数数のの者者がが利利⽤⽤しし、、⼜⼜はは主主ととししてて障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが利利⽤⽤すするる
便便所所をを設設けけるる場場合合ににおおいいててはは、、各各便便所所にに腰腰掛掛けけ便便座座及及びび⼿⼿すすりりをを設設けけたた便便房房をを
１１以以上上（男⼥⽤の区別があるときは、それぞれ１以上）設設けけるるこことと。。
たただだしし、、当当該該便便所所内内にに((11))にに定定めめるる構構造造のの便便房房をを設設けけるる場場合合ににおおいいててはは、、ここのの

限限りりででなないい。。
※ ⾼齢者等の利⽤に配慮した⼿すり付き腰掛便器のある便房の設置を求めてい
ます。

２８
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((33)) 不不特特定定かかつつ多多数数のの者者がが利利⽤⽤しし、、⼜⼜はは主主ととししてて障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが利利⽤⽤すするる
男男⼦⼦⽤⽤⼩⼩便便器器をを設設けけるる場場合合ににおおいいててはは、、両両側側にに⼿⼿すすりりののああるる床床置置式式のの⼩⼩便便器器、、
壁壁掛掛式式のの⼩⼩便便器器（受け⼝の⾼さが35cm以下のものに限る。）そそのの他他ここれれにに類類
すするる⼩⼩便便器器をを１１以以上上設設けけるるこことと。。
※ ⼦供や⾼齢者等の利⽤に配慮した両側⼿すり付きの受け⼝の低い⼩便器の設
置を求めています。

((44)) 便便所所ににはは、、次次にに定定めめるる構構造造及及びび設設備備をを有有すするる洗洗⾯⾯器器をを１１以以上上設設けけるるこことと。。

イイ カカウウンンタターー埋埋めめ込込みみ式式ととすするるかか⼜⼜はは⼿⼿すすりりをを設設置置すするるこことと。。たただだしし、、多多機機
能能便便房房内内にに設設けけらられれたた洗洗⾯⾯器器ににつついいててはは、、ここのの限限りりででははなないい。。

ロロ ⽔⽔栓栓器器具具はは、、レレババーー式式、、光光感感知知式式そそのの他他障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが容容易易にに操操作作
ででききるるももののととしし、、⾼⾼ささににもも配配慮慮すするるこことと。。
※ 障がい者等の利⽤に配慮した構造の洗⾯器を設けることを求めています。
※ 整備基準の洗⾯器には、⼿洗器を含みます。

((55)) 官官公公庁庁施施設設、、医医療療施施設設、、社社会会福福祉祉施施設設（⺟⼦福祉施設、⺟⼦健康センター
及び保健センターに限る。）、、商商業業施施設設（遊技施設を除く。）、、⽂⽂化化施施設設、、
体体育育施施設設、、宿宿泊泊施施設設⼜⼜はは集集会会施施設設でで、、⽤⽤途途⾯⾯積積がが22,,000000㎡㎡以以上上ののももののにに不不特特定定
かかつつ多多数数のの者者がが利利⽤⽤しし、、⼜⼜はは主主ととししてて障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが利利⽤⽤すするる便便所所をを設設
けけるる場場合合ににおおいいててはは、、次次にに定定めめるる構構造造のの便便所所をを１１以以上上（男⼥⽤の区別があると
きは、それぞれ１以上）設設けけるるこことと。。

イイ 乳乳幼幼児児いいすすそそのの他他乳乳幼幼児児をを座座ららせせるるここととががででききるる設設備備（以下「乳幼児いす
等」という。）ののああるる便便房房をを１１以以上上設設けけるるこことと。。

ロロ 乳乳幼幼児児ベベッッドドそそのの他他乳乳幼幼児児ののおおむむつつ替替ええののででききるる設設備備（以下「乳幼児ベッ
ド等」という。）をを１１以以上上設設けけるるこことと。。たただだしし、、便便所所以以外外ににおおむむつつ替替ええのの
ででききるる場場所所をを設設けけるる場場合合はは、、ここのの限限りりででなないい。。

ハハ 乳乳幼幼児児いいすす等等⼜⼜はは乳乳幼幼児児ベベッッドド等等ののああるる便便房房及及びび便便所所のの出出⼊⼊⼝⼝付付近近ににはは、、
当当該該設設備備がが設設置置さされれてていいるるここととをを適適切切なな⽅⽅法法でで表表⽰⽰すするるこことと。。

((66)) 不不特特定定かかつつ多多数数のの者者がが利利⽤⽤しし、、⼜⼜はは主主ととししてて障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが利利⽤⽤すするる
便便所所をを設設けけるる場場合合でで、、⾼⾼齢齢者者、、障障害害者者等等のの移移動動等等のの円円滑滑化化のの促促進進にに関関すするる法法律律
（平成18年法律第91号）第第1144条条第第11項項のの規規定定のの適適⽤⽤をを受受けけるるととききはは、、次次にに定定めめ
るる設設備備ののああるる便便房房をを１１以以上上（男⼥の区別があるときは、それぞれ１以上）設設
けけるるこことと。。

イイ ⼈⼈⼯⼯肛肛⾨⾨⼜⼜はは⼈⼈⼝⼝膀膀胱胱をを使使⽤⽤ししてていいるる者者（以下「オストメイト」とい
う。）ののたためめのの汚汚物物流流ししをを設設けけたた洗洗浄浄設設備備（ただし、既存便所の改修を⾏
う場合等で構造上やむを得ないときは、簡易洗浄装置とすることができ
る。）をを設設けけるるこことと。。

ロロ イイにに定定めめるる洗洗浄浄設設備備がが設設置置さされれてていいるる便便房房及及びび当当該該便便房房がが設設置置さされれてていいるる
便便所所のの出出⼊⼊⼝⼝付付近近ににはは、、オオスストトメメイイトトののたためめのの洗洗浄浄設設備備がが設設置置さされれてていいるるここ
ととをを適適切切なな⽅⽅法法でで表表⽰⽰すするるこことと。。

整 備 基 準

２９
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多機能便房等の配置について

多機能便房にオストメイト対応設備や乳幼児⽤いす、乳幼児⽤ベッド等などの機能
があるため、利⽤が集中する傾向にあります。このため、これらの機能を便所内に適
切に分散して配置することが望ましいと考えられます。
また、異性による介助のため、男⼥共⽤で利⽤できる便房のニーズが⾼まってきて

います。男⼥共⽤便房の配置も望ましいです。

オストメイト対応設備を有する便房

乳幼児ベッド等
乳幼児ベッド等

男⼦便所⼥⼦便所

乳幼児連れ利⽤者に
配慮した便房

乳幼児連れ利⽤者に
配慮した便房

案内表⽰

⼤型ベッド付
多機能便房

【機能分散して配置した事例】

【機能分散して配置した事例】 【男⼥共⽤便房を配置した事例】

案内表⽰
案内図もあるとよい

オストメイト対応
設備付き多機能便房

オストメイト対応設備を有する便房

乳幼児ベッド等

⼤型ベッド付
多機能便房

案内表⽰
案内図もあるとよい

⼥⼦便所

男⼦便所

男⼦便所 ⼥⼦便所

男⼥共⽤便房

乳幼児ベッド等

３０

⼤型ベッド付
多機能便房
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多機能便房整備例 基本プラン

〇フック

有効幅
●80㎝以上
〇90㎝以上が望ましい

20
0㎝

程
度
以
上

●多機能便房の表⽰

〇握り⼿
ドアの内側の左右両側
に設けることが望ましい

●ぺーパーホルダー

●120㎝以上

●Ｌ字型⼿すり
●洗浄装置

●⾮常通報装置

⼿
す
り
の
中
⼼
間
隔

〇
70
㎝
〜
75
㎝
程
度

⼿すりの中⼼までの距離
〇25㎝程度

●可動式
⽔平⼿すり

〇袖壁を設けることが望ましい

●⾃動式引き⼾、⼿動式引き⼾等円滑
に開閉して通過できる構造の⼾

●施錠装置

●鏡200㎝程度以上

〇
40
㎝
程
度

便
座
⾼
さ

●ぺーパー
ホルダー

●Ｌ字型⼿すり

●洗浄装置

●⾮常通報装置

●鏡

洗⾯器上端〇75㎝程度以下
洗⾯器下部〇65㎝程度以下

○鏡の⼤きさは、⾼さ100
㎝程度が望ましい

多機能便房の基本的なプランを⽰します。⾞いすが転回できるよう⼗分な空間を確
保しましょう。複数の多機能便房を設置する場合は、⼿すりの位置を反転させたり、
設置する設備の種類を変えるなどして、多様なプランを準備しましょう。

○⾮常通報装置は、転倒時の利⽤に配慮して、
ひも付きとするか、または低い位置にもう
１ヶ所ボタンを設置することが望まれます。

〇⾮常通報装置
(低い位置にもう1ヶ所設ける場合)

●洗⾯器

３１

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

〇
18
0㎝

程
度

○傾斜鏡は、⾒える部分が
限られたり、⾞いす使⽤
者以外の⼈には使いにく
いこともあるので注意が
必要です。
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多機能便房整備例 基本プラン+オストメイト対応設備

多機能便房にオストメイト対応設備と⼤型ベッドを備え付けた事例です。
バリアフリー法によりオストメイト対応の⽔栓器具が必要な場合、汚物流しの設置

が必要となります。

250㎝程度以上

有効幅
●80㎝以上
〇90㎝以上が望ましい

20
0㎝

程
度
以
上

〇フック

○ぺーパーホルダー

●Ｌ字型⼿すり
●可動式⽔平⼿すり

●鏡

〇フック

〇⼤きめの汚物⼊れ

〇⼤⼈⽤介護ベッド

●汚物流し

●多機能便房と
オストメイト対応
設備の表⽰

●洗⾯器

《⼤⼈⽤介護ベッドの例》

〇洗浄ボタン〇⼿荷物棚
〇⽯けん

〇温⽔シャワー付き
⽔栓器具

〇⼤きめの汚物⼊れ

一般便所内にオストメイト対応設備の便房を設けた例

多機能便房と分けて配置することにより、利⽤の集中を避けることができます。

16
0㎝

程
度

140㎝程度

有効幅
●便所出⼊⼝となる場合、
80㎝以上

〇便所内各ブース出⼊⼝と
なる場合、80㎝以上が望
ましい

●オストメイト対応
設備の表⽰

●汚物流し

〇鏡

〇温⽔シャワー付き
⽔栓器具

〇ペーパーホルダー

〇フック〇洗浄ボタン

〇着替え台

《オストメイト対応設備の例》

３２

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

●⾃動式引き⼾、⼿動式
引き⼾等円滑に開閉し
て通過できる構造の⼾
で施錠装置があるもの

バリアフリー法によりオストメ
イト対応の⽔栓器具が必要な場
合、汚物流しを設けます。

●汚物流し
バリアフリー法により
オストメイト対応の⽔
栓器具が必要な場合、
汚物流しを設けます。

バリアフリー法によりオストメ
イト対応の⽔栓器具が必要な場
合、汚物流しを設けます。
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多機能便房整備例 基本プラン+乳幼児ベッド等設備

多機能便房に乳幼児ベッド等を備え付けた事例です。

有効幅
●80㎝以上
〇90㎝以上が望ましい20

0㎝
程
度
以
上 ●120㎝以上

●可動式
⽔平⼿すり

●施錠装置

200㎝程度以上
⼿
す
り
の
中
⼼
間
隔

〇
70
㎝
〜
75
㎝
程
度

●Ｌ字型⼿すり

●鏡
●洗⾯器

●多機能便房の表⽰

〇乳幼児ベッド等
(規模・⽤途によっては、●整備
基準となり設置が必要です。）

〇フック

●可動式
⽔平⼿すり

●Ｌ字型⼿すり

〇フック

《乳幼児⽤設備の例》

一般便所内に乳幼児連れに配慮した便房を設けた例

16
0㎝

程
度

140㎝程度

〇乳幼児いす等
〇乳幼児⽤設備の表⽰

〇乳幼児ベッド等

《設備の表⽰例》
おむつ替えのための
乳幼児ベッド等があ
ることを⽰します。

乳幼児いす等がある
ことを⽰します。

３３

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

●⾃動式引き⼾、⼿動式引き⼾等円滑
に開閉して通過できる構造の⼾

〇握り⼿
ドアの内側の左右両側
に設けることが望ましい

⼿すりの中⼼までの距離
〇25㎝程度

有効幅
●便所出⼊⼝となる場合、
80㎝以上

〇便所内各ブース出⼊⼝と
なる場合、80㎝以上が望
ましい
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多機能便房整備例 コンパクトタイプ

⽤途⾯積300㎡未満の公共的施設（公衆便所を除く。）の場合、「⾞いす使⽤者が
利⽤できる空間を確保した便房」とすることができ、この便房を「コンパクトタイ
プ」と呼ぶこととします。
コンパクトタイプの形状や出⼊⼝の位置等により必要となる内部の⼨法が異なりま

すので、整備例を参考にしてください。
なお、コンパクトタイプであっても、通常の多機能便房で設置することとされてい

る設備等（洗⾯器を含む。）のすべてが必要となります。

※上図のほか側⽅⼊⼝の場合は、以下の取り扱いも参考にしてください。
①②のいずれかを満たす広さが必要ですが、独⾃のデータ等の根拠がある

場合などは個別に審査機関にご相談ください。

①便器前⽅距離をＡ、奥⾏（幅）⼨法をBとし、
A+B ≧ 260㎝、A ≧ 110㎝、B ≧ 120㎝ の広さを満たすもの。

②内接円150㎝以上の空間が確保されたもの。

《便房前⽅⼊⼝》

《便房側⽅⼊⼝》

有
効
幅

●
80
㎝
以
上

〇
90
㎝
以
上

が
望
ま
し
い

※120㎝以上

○出⼊⼝前の空間に配慮
150㎝⾓以上のスペースを
設けることが望ましい

※
11
0㎝

以
上

※
12
0㎝

以
上

〜
15
0㎝

未
満

※140㎝以上

有効幅
●80㎝以上
○90㎝以上が望ましい

※
15
0㎝

以
上

※120㎝以上

３４

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

〇フック●可動式⽔平⼿すり

●出⼊⼝に多機能便房の表⽰
●洗⾯器

●ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ
●L字型⼿すり

●外開き⼾、引き込み⼾等円滑に開閉して
通過できる構造の⼾で施錠装置があるもの

⼿
す
り
の
中
⼼
間
隔

〇
70
㎝
〜
75
㎝
程
度

●洗浄装置、⾮常通報装置、鏡を設置
(設置位置等は基本タイプを参照）

●洗⾯器
●ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ

●L字型⼿すり

●可動式⽔平⼿すり

⼿
す
り
の
中
⼼
間
隔

〇
70
㎝
〜
75
㎝
程
度

⼿
す
り
の
中
⼼
間
隔

〇
70
㎝
〜
75
㎝
程
度

●洗浄装置、⾮常通報装置、鏡を設置(設置位置等は基本タイプを参照）

●⾃動式引き⼾、⼿動式引き⼾等
円滑に開閉して通過できる構造
の⼾で施錠装置があるもの

〇フック ●洗⾯器
●ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ●L字型⼿すり

〇フック

●出⼊⼝に多機能便房の表⽰

●可動式⽔平⼿すり

有効幅
●80㎝以上
○90㎝以上が望ましい
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付属設備(ペーパーホルダー、洗浄装置等）標準配置例

ペーパーホルダー、洗浄装置は、便器に腰かけた状態及び⾞いすに座った状態から、
⾮常通報装置はさらに床に転倒した状態からも操作できる位置に設けます。
ペーパーホルダー、洗浄装置、⾮常通報装置の配置等の詳細は、JIS S 0026をご参

照ください。

小便器 整備例 案内板 整備例

●受け⼝の⾼さが
35㎝以下

●両側⼿すり

《壁掛式》

《床置式》

⼿すり中⼼までの距離
〇25㎝程度

●⾮常通報装置 ●洗浄装置

●ペーパーホルダー

基点(便座上⾯先端)

便座⾯までの⾼さ
〇40㎝程度

⼿すり天端までの⾼さ
〇25㎝程度

〇⾮常通報装置

基点から後⽅へ
〇10〜20㎝程度

基点から前⽅へ
〇0〜10㎝程度

〇20〜30㎝程度

〇
10
〜
20
㎝
程
度

〇
15
〜
40
㎝
程
度

〇
40
〜
55
㎝
程
度

〇55〜60㎝程度

〇80〜90㎝程度

〇55〜60㎝程度

●受け⼝の⾼さが
35㎝以下

●両側⼿すり

〇80〜90㎝程度

出⼊⼝に、内部の配置等をわかり
やすく⽰した案内図を設けることが
望まれます。
多機能便房には、備えられた設備、

機能を⽰した表⽰板を設置します。

⾞いす使⽤者対応で、
オストメイト対応設備、
乳幼児⽤ベッド等、介
助⽤ベッド、着替え台
の設備があります

Restroom
トイレ

点字

トイレ

３５

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

○⾮常通報装置は、転倒時の利⽤に
配慮して、ひも付きとするか、ま
たは低い位置にもう１ヶ所ボタン
を設置することが望まれます。

Restroom
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建 築物

６ .敷地内の通路
整 備 基 準

((11)) 表表⾯⾯のの仕仕上上げげはは、、滑滑りりににくくいいももののととすするるこことと。。

((22)) 段段をを設設けけるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該段段はは、、３３ののイイかかららホホままででにに定定めめるる構構造造にに準準じじ
たたももののととすするるこことと。。
【３の規定】
イ ⾼さ80cm程度の⼿すりを設けること。
ロ 主な階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上回り段を設けな
い構造とすることが困難な場合においては、この限りでない。

ハ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。
ニ 側⾯が壁でない場合は、⽴ち上げ等を設けること。
ホ 踏⾯の端部とその周囲の部分との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことによ
り段が識別しやすく、かつ、段⿐の突き出しその他のつまずきの原因となるものを
設けない構造とすること。

((33)) 通通路路をを横横断断すするる排排⽔⽔溝溝等等をを設設けけるる場場合合はは、、つつええ、、⾞⾞いいすすののキキャャススタタ−−等等がが落落
ちち込込ままなないい溝溝ふふたたをを設設けけるるこことと。。
※ 開⼝部分が⼩さなものや間隔等が狭い溝ふたを設置するようにしてください。

((44)) 直直接接地地上上へへ通通ずずるる１１にに定定めめるる構構造造のの各各出出⼊⼊⼝⼝かからら当当該該公公共共的的施施設設のの敷敷地地にに接接
すするる道道⼜⼜はは空空地地（建築基準法第43条第2項第1号で認められた道⼜は同項第2号
の許可を受けた敷地に接する空地に限る。以下「道等」という。）にに⾄⾄るる敷敷地地
内内のの通通路路及及びび直直接接地地上上へへ通通ずずるる１１にに定定めめるる構構造造のの各各出出⼊⼊⼝⼝かからら駐駐⾞⾞場場のの⾞⾞いいすす
使使⽤⽤者者がが円円滑滑にに利利⽤⽤ででききるる部部分分（以下「⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画」という。）
にに⾄⾄るる敷敷地地内内のの通通路路ののううちち、、そそれれぞぞれれ１１以以上上のの敷敷地地内内のの通通路路はは、、次次にに定定めめるる構構
造造ととすするるこことと。。
たただだしし、、地地形形のの特特殊殊性性にによよりり当当該該構構造造ととすするるここととがが著著ししくく困困難難でであありり、、かかつつ、、

直直接接地地上上へへ通通ずずるる１１にに定定めめるる構構造造のの出出⼊⼊⼝⼝かからら道道等等にに⾄⾄るる⾞⾞路路をを設設けけるる場場合合にに
おおけけるる当当該該出出⼊⼊⼝⼝かからら道道等等にに⾄⾄るる敷敷地地内内のの通通路路ににつついいててはは、、ここのの限限りりででなないい。。
※ 敷地内通路（建物出⼊⼝から道等に通ずる通路、建物出⼊⼝から屋外の⾞い
す使⽤者⽤駐⾞区画に⾄る通路）のそれぞれ１以上の通路の構造を定めたもの
です。ただし書で基準の適⽤が除外されるのは、建物出⼊⼝から道等に通ずる
⾞路を設けた場合の通路であり、建物出⼊⼝から屋外の⾞いす使⽤者⽤駐⾞区
画に⾄る通路は除外されていません。

イイ 有有効効幅幅員員はは、、112200ccmm以以上上ととすするるこことと。。

ロロ 5500ｍｍ以以内内ごごととにに⾞⾞いいすすのの転転回回にに⽀⽀障障ががなないい場場所所をを設設けけるるこことと。。

ハハ ⼾⼾をを設設けけるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該⼾⼾はは、、次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。
((ｲｲ)) 有有効効幅幅員員はは、、8800ccmm以以上上ととすするるこことと。。
((ﾛﾛ)) ⾃⾃動動的的にに開開閉閉すするる構構造造⼜⼜はは⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者そそのの他他のの障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等

がが円円滑滑にに開開閉閉ししてて通通過過ででききるる構構造造ととすするるこことと。。

３６
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ニニ ⾼⾼低低差差ががああるる場場合合ににおおいいててはは、、((66))にに定定めめるる構構造造のの傾傾斜斜路路及及びびそそのの踊踊りり場場⼜⼜
はは⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤特特殊殊構構造造昇昇降降機機をを設設けけるるこことと。。
※ 屋外の傾斜路は、⾬天等を考慮し勾配を1/15以下とすることが望まれます。

ホホ ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤駐駐⾞⾞区区画画にに⾄⾄るる敷敷地地内内のの通通路路ににはは、、必必要要にに応応じじてて、、降降⾬⾬等等
のの影影響響をを少少ななくくすするるひひささしし⼜⼜はは屋屋根根をを設設けけるるこことと。。

((55)) 公公共共的的施施設設（共同住宅等、事務所、⼯場及び⾃動⾞販売施設等の⾃動⾞関連
施設を除く。）のの直直接接地地上上へへ通通ずずるる１１にに定定めめるる構構造造のの各各出出⼊⼊⼝⼝かからら道道等等にに⾄⾄るる
敷敷地地内内のの通通路路ののううちち、、１１以以上上のの敷敷地地内内のの通通路路はは、、次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。
※ ⾃動⾞販売施設等の⾃動⾞関連施設に視覚障がい者誘導⽤ブロック等を除い
ているのは視覚障がい者には運転⼿等の視覚障がい者以外の者が同⾏すること
が⾒込まれるためです。

イイ ⽤⽤途途⾯⾯積積がが22,,000000㎡㎡以以上上のの公公共共的的施施設設ににおおいいててはは、、視視覚覚障障ががいい者者誘誘導導⽤⽤ブブ
ロロッックク等等をを敷敷設設しし、、⼜⼜はは⾳⾳声声にによよりり視視覚覚障障ががいい者者をを誘誘導導すするる装装置置そそのの他他ここれれ
にに代代わわるる装装置置をを設設けけるるこことと。。
※ 視覚障がい者誘導⽤ブロック等の敷設⼜は⾳声誘導装置等の設置が求められ
るのは、建物の各出⼊⼝から道等に⾄る通路のうち、１以上の通路とします。

ロロ ⾞⾞路路にに接接すするる部部分分並並びびにに傾傾斜斜路路及及びび段段のの上上端端にに近近接接すするる敷敷地地内内のの通通路路及及びび
踊踊りり場場のの部部分分ににはは、、点点状状ブブロロッックク等等をを敷敷設設すするるこことと。。たただだしし、、次次にに定定めめるる部部
分分はは、、ここのの限限りりででなないい。。
※ 視覚障がい者の安全確保のため視覚障がい者誘導⽤ブロック等の敷設を求め
ています。

((ｲｲ)) ここうう配配がが11//2200以以下下のの傾傾斜斜路路のの上上端端にに近近接接すするる敷敷地地内内のの通通路路及及びび踊踊りり場場
のの部部分分

((ﾛﾛ)) ⾼⾼ささがが1166ccmm以以下下、、かかつつ、、ここうう配配がが11//1122以以下下のの傾傾斜斜路路のの上上端端にに近近接接すするる
敷敷地地内内のの通通路路及及びび踊踊りり場場のの部部分分

((ﾊﾊ)) 段段ががああるる部部分分⼜⼜はは傾傾斜斜路路とと連連続続ししてて⼿⼿すすりりがが設設けけらられれたた踊踊りり場場のの部部分分
※ (イ)から(ロ)を満たしても、⾞路に接する部分への敷設は必要です。

((66)) 敷敷地地内内のの通通路路にに設設けけらられれるる傾傾斜斜路路及及びびそそのの踊踊りり場場はは、、次次にに定定めめるる構構造造ととすするる
こことと。。
※ 傾斜路とは、勾配が1/20を超えるものをいいます。

イイ ２２のの((55))ののイイかかららニニままでで及及びびヘヘにに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。
【２の(５)の規定】
イ 有効幅員は、120cm（段を併設する場合にあっては、90cm）以上とすること。
ロ こう配は、1/12（⾼さが16cm以下の場合にあっては、1/8）を超えないこと。
ハ ⾼さが75cmを超える傾斜路にあっては、⾼さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊
り場を設けること。

ニ 両側に⽴ち上げ等を設けること。
ヘ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ロロ ⾼⾼ささ8800ccmm程程度度のの⼿⼿すすりりをを設設けけるるこことと（⾼さが16cm以下、かつ、こう配が
1/12以下⼜はこう配が1/20以下の傾斜路を除く。）。。

ハハ 傾傾斜斜路路のの勾勾配配部部分分はは、、そそのの踊踊りり場場及及びび当当該該傾傾斜斜路路にに接接すするる敷敷地地内内のの通通路路とと
のの⾊⾊のの明明度度、、⾊⾊相相⼜⼜はは彩彩度度のの差差がが⼤⼤ききいいここととにによよりり識識別別ししややすすいいももののととすするる
こことと。。

整 備 基 準

３７
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建築物

７ .駐⾞場
整 備 基 準

((11)) 不不特特定定かかつつ多多数数のの者者がが利利⽤⽤しし、、⼜⼜はは主主ととししてて障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが利利⽤⽤すするる
⾃⾃動動⾞⾞のの駐駐⾞⾞場場をを設設けけるる場場合合ににおおいいてて、、１１以以上上のの⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤駐駐⾞⾞区区画画はは、、
次次にに定定めめるる構構造造（⽤途⾯積が2,000㎡未満の公共的施設に、⾃動⾞の駐⾞の⽤
に供する区画が30台未満の駐⾞場を設ける場合にあっては、次のイからハまで
に定める構造）ととすするるこことと。。

イイ 建建築築物物のの出出⼊⼊⼝⼝にに最最もも近近いい位位置置にに設設けけるるこことと。。
※ ⾞いす使⽤者等の移動距離をできるだけ短くして、安全の確保と利便に配慮
して設けてください。

※ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画のほか、建物出⼊⼝付近に乗降⽤の⾞寄せがあると、
運転者が別にいる場合、⾞いす使⽤者等が円滑に施設を利⽤することができま
す。

ロロ 区区画画のの幅幅はは、、335500ccmm以以上上ととすするるこことと。。
※ ⾞いす使⽤者等は、⾞の乗降の際、ドアを全開とする必要があるためです。

ハハ 床床⾯⾯はは、、平平坦坦ととしし、、⽔⽔ははけけのの良良いい仕仕上上げげととすするるこことと。。

ニニ ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤駐駐⾞⾞区区画画ででああるるここととをを⽴⽴てて看看板板等等⾒⾒ややすすいい⽅⽅法法にによよりり標標⽰⽰すす
るるこことと。。
※ ⽴て看板等を設置することで運転席から駐⾞区画の位置が認識しやすく、⾞
いす使⽤者等の円滑な誘導を図るためです。

ホホ 道道等等かからら駐駐⾞⾞場場にに⾄⾄るる主主なな出出⼊⼊⼝⼝付付近近ににはは、、⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤駐駐⾞⾞区区画画のの位位置置
をを標標⽰⽰すするる、、⼜⼜はは位位置置へへ誘誘導導すするる⽴⽴てて看看板板をを設設けけるるこことと。。たただだしし、、塀塀、、樹樹⽊⽊等等
ががななくく、、道道等等かからら⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤駐駐⾞⾞区区画画のの⽴⽴てて看看板板等等がが視視認認ででききるる場場合合はは、、
ここのの限限りりででなないい。。

へへ ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤駐駐⾞⾞区区画画ににはは、、必必要要にに応応じじてて、、降降⾬⾬等等のの影影響響をを少少ななくくすするるひひ
ささしし⼜⼜はは屋屋根根をを設設けけるるこことと。。
※ ⾞いす使⽤者や松葉杖使⽤者等、⾬天時、傘をさして歩⾏することが困難な
⼈にとっては、⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画から、建物出⼊⼝までの間に屋根やひ
さしがかかっていると⼤変有効です。

((22)) ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤駐駐⾞⾞区区画画へへ通通ずずるる出出⼊⼊⼝⼝かからら⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤駐駐⾞⾞区区画画にに⾄⾄るる
駐駐⾞⾞場場内内のの通通路路はは、、６６のの((11))かからら((44))ままででにに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。
※ 駐⾞区画に通じる出⼊⼝から⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画に⾄る通路は、⾞いす使
⽤者が通⾏できる構造とすることが必要です。

３８

障がい者が利⽤できる建築物、施設であることを⽰す世界共通の
シンボルマークです。
「⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画」に、このマークを⽰すことで、障が

い者が利⽤できる駐⾞区画として整備してあることを⽰しています。

国際シンボルマークについて
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車いす使用者用駐車区画・おもいやり駐車区画を設けた駐車場の例

⾞寄せ

〇屋根または庇をつける

出⼊⼝

●通路幅は120㎝以上

●350㎝以上

《標⽰等の例》

〇
60
0㎝

程
度

●⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であることを⽰す標⽰等
(⽤途⾯積2,000㎡未満の施設で30台未満の駐⾞場
の場合を除く)

※⼨法は参考です。
わかりやすい適切なサイズの
ものを設置してください。

●点状ブロックおよび
線状ブロックの設置等

（⽤途⾯積2,000㎡未満
の公共的施設を除く）

●上端に
点状ブロック

※ 傾斜路については、
2. 「廊下」の「傾斜路
の仕様」を参照

「⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画」は、整備基準やバリアフリー法の規定により
設置されることがありますが、利⽤対象者や利⽤⽅法が明確ではないため、
歩⾏に⽀障のない⽅の不適正な利⽤が問題となっています。
そこで、三重県では平成２４年１０⽉に「おもいやり駐⾞場利⽤証制度」

を導⼊し、駐⾞場の利⽤ルールとマークを定めました。

※⾬天時、傘をさすことが困難な⼈にとって、⾞
いす使⽤者⽤駐⾞区画から建物出⼊⼝までの庇
があると⼤変便利です。

※建物出⼊⼝付近に乗降⽤の⾞寄せがあると、
歩⾏が困難な⼈の乗降が円滑にできます。

この制度では、歩⾏が困難な⽅の外出を⽀援するため、障がいや病気等の状況・症状
等に応じて「おもいやり駐⾞場」の利⽤対象者を明確にし、県が利⽤証を交付します。
利⽤者は、「おもいやり駐⾞場」に駐⾞する際、利⽤証を⾞外から⾒えるように⾞内

に掲⽰することで適正な利⽤であることを⽰します。
施設を整備する際には、「おもいやり駐⾞場」の登録をご検討いただきますようお願

いします。

ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ

⾞いす使⽤者⽤
駐⾞区画

おもいやり
駐⾞場

〇おもいやり駐⾞区画

●段差がある場合
傾斜路を設ける

３９

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

※⾞寄せは、福祉⾞両の⼨法に配慮し、幅、⻑さ、
⾼さを検討しましょう。

50㎝〜60㎝程度

15
0㎝

〜
18
0㎝

程
度

○100㎝以上

三重おもいやり駐⾞場利⽤証制度について

Ⓐ Ⓑ

Ⓐ Ⓐ

Ⓑ
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建 築物

８ .浴室
整 備 基 準

⽤⽤途途⾯⾯積積がが11,,000000㎡㎡以以上上のの医医療療施施設設、、社社会会福福祉祉施施設設、、宿宿泊泊施施設設及及びび公公衆衆浴浴場場にに、、
不不特特定定かかつつ多多数数のの者者がが利利⽤⽤しし、、⼜⼜はは主主ととししてて障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが利利⽤⽤すするる浴浴室室
ををけけるる場場合合ににおおいいてて、、１１以以上上（男⼥⽤の区別があるときは、それぞれ１以上）のの
浴浴室室はは、、次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。

イイ 脱脱⾐⾐室室及及びび浴浴室室のの出出⼊⼊⼝⼝はは、、次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。

((ｲｲ)) 有有効効幅幅員員はは、、8800ccmm以以上上ととすするるこことと。。
※ 80cmは、⾞いすが通過できる幅員です。

((ﾛﾛ)) ⼾⼾はは、、⾃⾃動動的的にに開開閉閉すするる構構造造⼜⼜はは⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者そそのの他他のの障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢
者者等等がが円円滑滑にに開開閉閉ししてて通通過過ででききるる構構造造ととすするるこことと。。
※ 開き⼾形式の場合は、⼾の前後に⾞いす使⽤者が直進でき、⽅向転回で
きるスペースを設けてください。

((ﾊﾊ)) ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者がが通通過過すするる際際にに⽀⽀障障ととななるる段段をを設設けけなないいこことと。。

ロロ 表表⾯⾯のの仕仕上上げげはは、、滑滑りりににくくいいももののととすするるこことと。。
※ 滑りにくくするとともに転倒時や座位での移動で体を傷つけない仕上げとす
るように配慮してください。

ハハ 障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが利利⽤⽤ででききるるよようう、、⼿⼿すすりり等等がが適適切切にに配配置置さされれてていいるる
こことと。。
※ 浴槽への出⼊りに利⽤する⼿すりを取り付けるとともに、洗い場には、⽴ち
上がる動作を補助する垂直の⼿すりを取り付けてください。

ニニ ⽔⽔栓栓器器具具はは、、容容易易にに操操作作ででききるるももののででああるるこことと。。
※ レバー式など簡単に操作しやすい器具及びシャワーはハンドシャワーとして
シャワーヘッド掛けを可動タイプにするなど取り付け位置についても配慮し
てください。

４０
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脱衣室・浴室の整備例

４１

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

●段を設けない

浴槽

〇乳幼児ベッド等

●障がい者、⾼齢者等が利⽤
できるよう、⼿すり等が適
切に配置されていること

〇⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できる
⼗分な⾯積の確保
(転回できるスペース直径150㎝以上)

〇多機能便房

洗い場

脱衣室 浴室

〇ベンチ ●浴槽まわりの⼿すり
○天端⾼さ75㎝〜85㎝程度

●洗い場の
垂直⼿すり

●⾞いす使⽤者その他の障がい者、
⾼齢者等が円滑に開閉できる⼾

●有効幅員80㎝以上

〇⾞いす使⽤者⽤
洗い場

〇移乗台

浴槽

露天風呂

各出⼊⼝

〇縦⼿すり

《洗い場の例》

《⾞いす使⽤者⽤洗い場の例》

〇移乗台

●障がい者、⾼齢者等が利⽤できるよう、
⼿すり等が適切に配置されていること

〇40〜45㎝程度〇50㎝程度

〇75㎝程度

●洗い場の垂直⼿すり

〇昇降可能なシャワーヘッド

〇昇降可能な
シャワーヘッド

●⽔洗器具は、容易に操作
できるものであること

●⽔洗器具は、容易に操作
できるものであること

〇案内表⽰
○男⼥別の点字表⽰
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建 築物

整 備 基 準

⽤⽤途途⾯⾯積積がが11,,000000㎡㎡以以上上のの体体育育施施設設にに、、不不特特定定かかつつ多多数数のの者者がが利利⽤⽤しし、、⼜⼜はは主主とと
ししてて障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが利利⽤⽤すするる更更⾐⾐室室⼜⼜ははシシャャワワーー室室をを設設けけるる場場合合ににおおいいてて、、
以以上上（男⼥⽤の区別があるときは、それぞれ１以上）のの更更⾐⾐室室⼜⼜ははシシャャワワーー室室はは、、
次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。

イイ 出出⼊⼊⼝⼝はは、、次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。
((ｲｲ)) 有有効効幅幅員員はは、、8800ccmm以以上上ととすするるこことと。。

※ 80cmは、⾞いすが通過できる幅員です。

((ﾛﾛ)) ⼾⼾はは、、⾃⾃動動的的にに開開閉閉すするる構構造造⼜⼜はは⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者そそのの他他のの障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢
者者等等がが円円滑滑にに開開閉閉ししてて通通過過ででききるる構構造造ととすするるこことと。。
※ 開き⼾形式の場合は、⼾の前後に⾞いす使⽤者が直進でき、⽅向転回で
きるスペースを設けてください。

((ﾊﾊ)) ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者がが通通過過すするる際際にに⽀⽀障障ととななるる段段をを設設けけなないいこことと。。

ロロ 表表⾯⾯のの仕仕上上げげはは、、滑滑りりににくくいいももののととすするるこことと。。
※ 滑りにくくするとともに転倒時や座位での移動で体を傷つけない仕上げと
するように配慮してください。

ハハ 障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが利利⽤⽤ででききるるよようう、、⼿⼿すすりり等等がが適適切切にに配配置置さされれてていいるる
こことと。。
※ シャワーブース内での利⽤が⽀障なくできるように⼿すりを⽔平及び垂直
に取り付けるようにしてください。

ニニ ⽔⽔栓栓器器具具はは、、容容易易にに操操作作ででききるるももののででああるるこことと。。
※ レバー式など簡単に操作しやすい器具及びシャワーはハンドシャワーとし
てシャワーヘッド掛けを可動タイプにするなど取り付け位置についても配慮
してください。

９ .更⾐室⼜はシャワー室

４２
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車いす使用者用シャワー室の整備例

更衣室・シャワー室の配置例

●レバー式等容易に
操作できる⽔栓器具

〇ベンチ

〇ベンチ
〇脱⾐棚

〇脱⾐棚

●床⾯は濡れても滑りにくい仕上げ

〇シャワー⽤⾞いす
●レバー式等容易に操作できる⽔栓器具

●適切に配置された⼿すり

〇昇降可能なシャワー
ヘッド掛け

〇⾮常通報装置

●段を設けない
●⾞いす使⽤者その他の障がい者、
⾼齢者等が円滑に開閉できる⼾

●有効幅員80㎝以上

各出⼊⼝

〇シャワー⽤⾞いす

●適切に配置
された⼿すり

シ
ャ
ワ
ー
室

脱衣室 脱衣室

○多機能便房

⾞いす使⽤者⽤シャワー室
⾞いす使⽤者⽤脱⾐室

シ
ャ
ワ
ー
室

乳幼児⽤設備 乳幼児⽤設備

４３

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

〇案内表⽰
○男⼥別の点字表⽰

〇案内表⽰
○男⼥別の点字表⽰

〇⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できる
⼗分な⾯積の確保
(転回できるスペース直径150㎝以上)

〇⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できる
⼗分な⾯積の確保
(転回できるスペース直径150㎝以上)

○多機能便房
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建 築物

1 0 .客室
整 備 基 準

5500室室以以上上のの客客室室をを有有すするる宿宿泊泊施施設設ににはは、、次次にに定定めめるる構構造造のの客客室室をを客客室室のの総総数数のの
百百分分のの⼀⼀をを乗乗じじてて得得たた数数（その数に１未満の端数があるときは、その端数を切り
上げた数）以以上上設設けけるるこことと。。
※ 50室以上100室以下の場合 1室以上、101室以上200室以下の場合 2室以上の
設置が求められます。

イイ 出出⼊⼊⼝⼝はは、、次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。
((ｲｲ)) 有有効効幅幅員員はは、、8800ccmm以以上上ととすするるこことと。。
((ﾛﾛ)) ⼾⼾はは、、⾃⾃動動的的にに開開閉閉すするる構構造造⼜⼜はは⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者そそのの他他のの障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢

者者等等がが円円滑滑にに開開閉閉ししてて通通過過ででききるる構構造造ととすするるこことと。。
※ 引き⼾が望ましいものの構造上等により設けられない場合は、開き⼾と
し、⼾の前後に⾞いす使⽤者が転回できるスペ−スを設けてください。な
お、取っ⼿は、レバー等とし、取っ⼿側に袖壁等を設けるなど操作しやす
いようにしてください。

((ﾊﾊ)) ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者がが通通過過すするる際際にに⽀⽀障障ととななるる段段をを設設けけなないいこことと。。

ロロ 室室内内のの便便所所はは、、５５のの((11))ののイイかかららハハままででにに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。
【５の(1)のイ〜ハの規定】
イ ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤することができるよう⼗分な空間（直径150cm以上の円が
内接でき、かつ、便器の前⽅に120cm以上の距離があるもの）が確保され、かつ、腰掛
け便座、⼿すり（Ｌ字型⼿すり及び可動式⼿すりとする。）、洗浄装置、鏡、洗⾯器、
容易に操作できる⽔栓器具、⾮常通報装置、施錠装置、ペーパーホルダー等が適切な位
置に配置されている多機能便房が設けられていること。（略）

ロ 多機能便房の出⼊⼝及び当該便房のある便所の出⼊⼝の有効幅員は、80cm以上とし、
かつ、⾞いす使⽤者の通⾏に⽀障となる段を設けないこと。

ハ 多機能便房の出⼊⼝及び当該便房のある便所の出⼊⼝に⼾を設ける場合において、当
該⼾は、⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いす使⽤者その他の障がい者、⾼齢者等が円滑に
開閉して通過できる構造とすること。

ハハ 室室内内のの浴浴室室はは、、次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。
((ｲｲ)) ⾮⾮常常通通報報装装置置をを設設けけるるこことと。。
((ﾛﾛ)) ８８にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。
【８の規定】
イ 脱⾐室及び浴室の出⼊⼝は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、80cm以上とすること。
(ﾛ) ⼾は、⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いす使⽤者その他の障がい者、⾼齢者等が円滑

に開閉して通過できる構造とすること。
(ﾊ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。

ロ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。
ハ 障がい者、⾼齢者等が利⽤できるよう、⼿すり等が適切に配置されていること。
ニ ⽔栓器具は、容易に操作できるものであること。

ニニ ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者がが円円滑滑にに利利⽤⽤ででききるるよようう、、⼗⼗分分なな⾯⾯積積がが確確保保さされれてていいるるこことと。。

ホホ 視視覚覚障障ががいい者者及及びび聴聴覚覚障障ががいい者者にに配配慮慮ししたた⾳⾳声声、、光光等等にによよるる⾮⾮常常警警報報装装置置
をを設設けけるるこことと。。
※ ⾮常警報の伝達に有効な⼿段として視覚⼜は振動による伝達装置（光、⽂字
表⽰、バイブアラーム）などを設けてください。

４４
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客室の整備例

４５

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

〇案内表⽰
○客室の部屋番号の点字表⽰
または⽴体⽂字

⾯取り

〇150㎝以上

●障がい者、⾼齢者等が利⽤できるよう、
⼿すり等が適切に配置されていること

●L字型てすり
●可動式⽔平⼿すり

●腰掛便座
●洗⾯器
●鏡

●⾮常通報装置●洗浄装置

《多機能便房に必要な設備》
「5.便所」の規定参照してください

●容易に操作できる⽔栓器具

●ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ
●施錠装置

「8.浴室」の規定参照してください
《浴室に必要な設備》

●障がい者、⾼齢者等が
利⽤できる浴室と多機
能便房を設けること

●視覚障がい者および聴覚障がい者
に配慮した⾳声、光等による⾮常
警報装置を設けること
(⾳声付きフラッシュライト等の警
報装置など）

〇振動ベッド
〇ベッド下にはフットレスト
が⼊る空間を確保する

〇ファックス兼⽤電話
〇呼出時ランプ表⽰

●滑りにくい床とすること

●容易に操作できる⽔栓器具

●段を設けない
●障がい者、⾼齢者等が
円滑に開閉できる⼾

●有効幅80㎝以上

出⼊⼝

ベッド⾼さ
○40〜45㎝程度

コンセント位置
○40㎝程度

ベッド周辺スイッチ位置
○80〜90㎝程度

インターホン・スイッチ位置
○110㎝程度

ベッド下空間 ○25㎝程度

《出⼊⼝扉の例》

《ベッド、スイッチ類の⾼さ》

10
0〜

12
0㎝

程
度

ｱｲｽｺｰﾌﾟ

14
0㎝

程
度

90
㎝
程
度

ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ

〇⾮常通報装置

●⾞いす使⽤者が円滑に利
⽤できる⼗分な⾯積の確保
(転回できるスペース直径
150㎝以上)

〇ベッドが上下に移動できる
のが望ましい ●⾞いす使⽤者が円滑に利⽤

できる⼗分な⾯積の確保
(転回できるスペース直径
150㎝以上)

移乗台
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建築物

1１ .授乳場所等
整 備 基 準

公公共共的的施施設設ににはは、、必必要要にに応応じじてて、、円円滑滑にに授授乳乳及及びびおおむむつつ替替ええががででききるる場場所所をを
１１以以上上設設けけるるこことと。。

※ 少⼦化に伴う⼦育て⽀援の観点から、授乳のためのスペースの設置に努めるよ
う求めています。
授乳のためのスペースは、区切られた空間とし、プライバシーの確保に配慮す
る必要があります。男性による哺乳瓶での授乳もできるよう配慮する必要があ
ります。
授乳⽤のいす、荷物置き場、給湯設備、哺乳瓶の洗浄のための設備などを設け
ることが望ましく、おむつ替え⽤のスペースにも配慮します。
なお、出⼊⼝には授乳のためのスペースである旨の表⽰を⾏い、男⼥の⼊室可
否を表⽰します。

授乳室の整備例

４６

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

〇乳幼児いす等

〇流し台〇ごみ箱

〇案内表⽰

〇⼿洗い・鏡

〇乳幼児ベッド等
〇ごみ箱

〇⻑いす
※肘掛けがあると授乳が楽に
なる

※背もたれがあると姿勢が安
定する

※⻑椅⼦だと同伴者や上の⼦
も⼀緒に座ることができる

※授乳のためのスペースである旨
を表⽰する

※男性の哺乳びんによる授乳にも
配慮し、内部の設備や配置を⽰し、
男⼥の⼊室の可否を表⽰する

〇荷物置き場

※おむつ交換のための
シートを設け、近くに
おむつ⽤のごみ箱を⽤
意するとよい

○調乳スペース
※調乳のための給湯設備や、哺
乳瓶を洗浄するための流し台
を設置し、近くにごみ箱を⽤
意するとよい

※乳幼児を連れて外出する場
合、⾮常に荷物が多くなるた
め、荷物置き場を設置する

※授乳時に哺乳瓶をなどを置
く場所にも使⽤できる

※調乳スペースと
は別に、おむつ
交換後等の⼿洗
いのため、洗⾯
器があるとよい

※調乳時や⽚付けの時に
⼦どもを座らせておく
ことができる

〇給湯器

※出⼊⼝は、ベビーカーごと⼊る
ことができるようにする

※⼦どもを抱きかかえての移動よ
り、ベビーカーごと移動する⽅
がスムーズで時間短縮にもなる
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小規模な授乳室の整備例

大規模な授乳室の整備例

〇⼿洗い・鏡

〇乳幼児いす等

〇流し台
〇ごみ箱

〇案内表⽰

〇ごみ箱

〇いす

〇荷物置き場
〇給湯器

４７

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

授乳室

授乳室

調乳スペース

おむつ交換
スペース

〇荷物置き場

〇荷物置き場

哺乳瓶で授乳できる
ように共⽤部分に設置
する

〇荷物置き場

授乳室 授乳室

授乳室 授乳室

おむつ交換
スペース

〇荷物置き場〇いす
〇⾃動販売機

〇流し台
〇給湯器

調乳スペース〇⼿洗い・鏡

〇ごみ箱 〇案内表⽰

〇荷物置き場
〇ごみ箱

ベビーカー置場

おむつや飲み物の⾃動
販売機があると便利
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建築物

1２ .観覧席及び客席
整 備 基 準

娯娯楽楽施施設設、、体体育育施施設設及及びび集集会会施施設設にに、、固固定定式式のの観観覧覧席席等等をを設設けけるる場場合合ににおおいいてて、、
⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤観観覧覧席席等等はは、、席席数数がが110000席席以以上上440000席席以以下下ののととききはは２２席席以以上上のの、、
440000席席をを超超ええるるととききはは２２席席にに席席数数220000席席（200席に満たない場合は、200席とす
る。）ごごととにに１１席席をを加加ええたた席席数数（その席数が10席を超える場合は10席）以以上上ととしし、、
かかつつ、、次次にに定定めめるる構構造造でで、、利利⽤⽤ししややすすいい適適切切なな位位置置にに設設けけるるこことと。。
※ 100席未満でも、1席以上設けることが望ましいです。
※ ⾞いす使⽤者の観覧席は、舞台などを観覧しやすく、避難⼝に容易にアクセスで
きる位置に複数箇所で観覧できるよう客席の配置に配慮してください。

イイ １１席席ににつつきき、、幅幅8855ccmm以以上上、、奥奥⾏⾏きき112200ccmm以以上上ととすするるこことと。。
※ ⾞いす使⽤者の観覧席など１席当たりのスペースです。

ロロ ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤観観覧覧席席等等のの前前⾯⾯及及びび側側⾯⾯ににはは、、腰腰壁壁、、⼿⼿すすりり等等をを設設けけるるこことと。。
※ 転落等を防⽌するために腰壁、⼿すり等を設けてください。

ハハ 出出⼊⼊⼝⼝かからら⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤観観覧覧席席等等にに⾄⾄るる１１以以上上のの経経路路及及びび出出⼊⼊⼝⼝⼜⼜はは⾞⾞いい
すす使使⽤⽤者者⽤⽤観観覧覧席席等等かからら舞舞台台等等にに⾄⾄るる経経路路はは、、円円滑滑にに到到達達ででききるる構構造造ととすするるここ
とと。。
※ 出⼊⼝から観覧席等への経路及び出⼊⼝⼜は観覧席等から舞台や楽屋への経
路について、⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できることを求めています。
舞台など⾼低差がある部分への経路は、スロープや昇降機などによる円滑な

経路の確保を求めています。ただし、⾞いすで客席から直接舞台へのアプロー
チが困難な場合は、客席外の廊下等を経由する経路であっても構いません。

車いす使用者用観覧席の寸法

４８

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

●奥⾏き120㎝以上

●
幅
85
㎝
以
上

●奥⾏き
120㎝以上

〇平坦な床

●転落防⽌⽤腰壁・
⼿すりの設置

●通路幅員
120㎝以上
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車いす使用者用観覧席配置の例

⼿話通訳者
〇電光掲⽰板 緊急時、テロップが流れ

ることが望ましい

〇⾮常⼝の表⽰

●⾞いす使⽤者⽤観覧席

〇聴覚障がい者のための補聴装置を設置する
（ヒアリングループシステム、FM補聴装置、⾚外線補聴システム等）

●出⼊⼝または⾞いす使⽤者⽤観覧席等、楽屋から舞台に上がることができる経路
（舞台のそで⼝や廊下等を経由して上がる⽅法なども可能）を確保します。

●出⼊⼝幅80㎝以上
●通路幅120㎝以上

●⾞いす使⽤者⽤観覧席
幅85㎝以上

〇座席の肘掛けは⾼齢者、障がい者等が
利⽤しやすいよう跳ね上げ式が望ましい

要約筆記者
〇スロープの勾配は1/12以下とし、
⼿すりを設ける

〇⼿すり付階段
〇昇降装置

４９

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

〇ヒアリングループ

〇同伴者⽤
観覧席

〇同伴者⽤
観覧席

〇⾞いすが回転可能な
スペース

●通路幅120㎝以上

●
通
路
幅

12
0㎝

以
上

→出⼊⼝

●転落防⽌⽤腰壁・⼿すりの設置

●観覧席の⼨法
幅：85㎝以上
奥⾏き：120㎝以上

〇100席未満でも1席以上は設けることが望ましい
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建築物

13.ｶｳﾝﾀｰ 、記載台 、公衆電話台等
整 備 基 準

((11)) カカウウンンタターー等等をを設設けけるる場場合合ににおおいいてて、、１１以以上上ののカカウウンンタターー等等をを⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者
がが利利⽤⽤ででききるる⾼⾼ささ及及びび構構造造ととすするるこことと。。
※ ⾞いす使⽤者が利⽤できるカウンター等は、下部に床⾯から65cm程度、間⼝
80cm程度、奥⾏き45cm程度の、⾞いす使⽤者がカウンターに寄りつけること
ができるスペースが必要です。

((22)) レレジジカカウウンンタターー（（商商品品、、ササーービビスス等等のの代代⾦⾦をを⽀⽀払払うう場場所所ををいいうう｡｡））をを設設けけるる場場
合合ににおおいいてて、、１１以以上上ののカカウウンンタターーをを次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。

イイ 有有効効幅幅員員はは、、8800ccmm以以上上ととすするるこことと。。

ロロ ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者がが円円滑滑にに通通過過ででききるる構構造造ととすするるこことと。。

カウンターの寸法

５０

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

〇45㎝程度

〇45㎝程度

〇
60
〜
65
㎝
程
度

〇
70
㎝
程
度

下
部
⾼
さ

〇
60
〜
65
㎝
程
度

下
部
⾼
さ

上
端
⾼
さ

〇
90
〜
10
0㎝

程
度

〇
70
㎝
程
度

上
端
⾼
さ

〇
28
〜
38
㎝
程
度
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呼出カウンターの例

レジカウンターの例

５１

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

〇電光掲⽰板

〇スピーカー
〇電光表⽰

●⾞いす使⽤者⽤
カウンター

〇視覚障がい者⽤誘導ブロック

奥⾏き
○45㎝程度

上端⾼さ
○70㎝程度
下部⾼さ
○65㎝程度

上端⾼さ
○90〜100㎝程度

〇⽴位⽤カウンター
下
部
⾼
さ

○
65
㎝
程
度

●有効幅80㎝以上で
⾞いす使⽤者が
円滑に通⾏できる
構造とすること

上
端
⾼
さ

○
70
㎝
程
度

●有効幅80㎝以上

〇客側から⾦額が
わかるよう表⽰する

〇120㎝程度が
望ましい

〇⼿荷物や杖を置いて
財布の出し⼊れができるよう
台などを置く

奥⾏き○45㎝程度
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建 築物

1 4 .改札⼝
整 備 基 準

改改札札⼝⼝（（⼊⼊場場券券等等のの検検査査⼜⼜はは取取集集めめをを⾏⾏うう場場所所ををいいうう。。））をを設設けけるる場場合合ににおおいい
てて、、１１以以上上のの改改札札⼝⼝をを次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。

イイ 有有効効幅幅員員はは、、8800ccmm以以上上ととすするるこことと。。
※ 80cmは、⾞いすが通過できる幅員です。

ロロ ⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者がが円円滑滑にに通通過過ででききるる構構造造ととすするるこことと。。

ハハ 案案内内窓窓⼝⼝（（券券売売機機））かからら改改札札⼝⼝にに⾄⾄るる通通路路にに視視覚覚障障ががいい者者誘誘導導ブブロロッックク等等
をを敷敷設設すするるこことと。。
※ 視覚障がい者を案内窓⼝から改札⼝まで円滑に誘導するため、通路上に視覚
障がい者誘導⽤ブロック等を敷設する必要があります。

改札口の整備例

●有効幅80㎝以上で
⾞いす使⽤者が
円滑に通⾏できる
構造とすること

〇120㎝程度が
望ましい

５２

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

●有効幅80㎝以上

●視覚障がい者ブロック等
(案内窓⼝(券売機）から改札⼝まで）

※ 建築物の整備基準における改札⼝は、施⾏規則別表第２第２「公共
交通機関の施設」の適⽤を受けるもの以外で設けられるもの（映画館、
劇場、体育施設等）が対象となります。
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参考資料︓基本⼨法

《⾞いすの⼨法》 《⼈間⼯学的⼨法》

《主要⼨法の考え⽅》
80cm
⾞いす使⽤者が
通過できる⼨法

120cm
⾞いす使⽤者と横向
きになった⼈がすれ
違うことができる⼨
法

140cm
⾞いす使⽤者と⼈が
すれ違うことができ
る⼨法

150cm
⾞いす使⽤者が
転回(360度)できる⼨法

180cm
⾞いす使⽤者同⼠が
すれ違うことができる⼨法
⾞いすが転回しやすい⼨法

※通りやすいのは90㎝ ※転回しやすいのは180㎝

⽬線の⾼さ
110㎝

全⾼
130㎝

⼿の届く
⾼さ
155㎝

75㎝

※⾞いすの⼤きさや障がいの種別により異なり
ますので、参考としてください

５３

17
0㎝

※

※⻑さが170㎝以上
あれば、⾞いすが転
回できます
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建 築物

1５ .避難設備 ( 緊 急 時 の 設 備 )
整 備 基 準

((11)) ⾃⾃動動⽕⽕災災報報知知設設備備及及びび誘誘導導灯灯をを設設けけるる場場合合ににおおいいてて、、視視覚覚障障ががいい者者及及びび聴聴覚覚
障障ががいい者者にに配配慮慮ししたた⾳⾳声声、、光光等等にによよるる⾮⾮常常警警報報装装置置をを設設けけるるこことと。。
※ ⾮常警報装置には、視覚障がい者及び聴覚障がい者に配慮した⾳声、光、⽂
字などの設備を併設して⽕災報知機と連動させることが必要です。

((22)) ⾮⾮常常⼝⼝のの屋屋内内かからら外外部部にに⾄⾄るる主主要要なな避避難難通通路路ににはは、、段段差差をを設設けけなないいこことと。。
※ 避難階において、主要な避難通路においては避難上⽀障となる段差を設けな
いでください。

((33)) 防防⽕⽕⼾⼾にに附附帯帯すするるくくぐぐりり⼾⼾下下部部はは、、ままたたぐぐ必必要要ののなないい構構造造ととすするるこことと。。
※ 主要な避難経路上における防⽕⼾のくぐり⼾下部の構造で、避難の際に⽀障
とならないような措置が必要です。

緊急時には、まず⾮常事態発⽣を適切に伝達することが重要となり、特に視覚障が
い者や聴覚障がい者等に情報提供を⾏うための配慮が必要となります。
そのため、⾳声と光等による⾮常警報装置を適切に組み合わせて設置することが整

備基準で求められています。

円滑な避難のために、わかりやすい動線計画とし、避難⽅向等を適切に⽰します。
避難に⽀援や時間を必要とする⼈のために、⼀時的に待避し、安全に救助を待つた

めのスペースを設けることが望ましいでしょう。
⼦どもや外国⼈への情報提供のため、漢字にはふりがなをつけ、外国語による放送

や表⽰も⾏うことが望ましいです。
なお、各種装置設置にあたっては、消防機関と⼗分調整を⾏い、指導に従ってくだ

さい。

５４

緊急時の避難を考慮した計画の考え方について

参考：⽕災時における考え⽅

■連続した移動を可能とする避難経路
避難⾏動とは・・・
⽕災情報確認 →避難⽅向認識 →避難開始 →移動 →安全な場所に到達

■避難経路の円滑化
１．すべての在館者が円滑に避難できる避難経路
２．避難⽅向が表⽰等により明確
３．⽕災時でも運⾏可能な昇降機による経路が望ましい
４．上記昇降機がない場合は傾斜路、傾斜路がない場合は階段からの⼈的対応
５．階段による⼈的対応の場合、⼈的対応が開始されるまでの待避所の設置
６．階段の上端の踊場に待避区画

■避難経路の並列化
１．⽕煙によって、同時に避難不能とならないよう２⽅向以上の避難経路の設置
２．各階の平⾯上を防⽕⼾でブロックに分割
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非常用文字表示装置の例

５５

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

《点滅式誘導⾳付加型誘導灯》 《点滅型誘導灯》

《既設誘導灯に追加取付する⽅法》

●⾳声装置 ●点滅装置
●点滅装置

●点滅装置
●⾳声装置

●またぐ必要の
ない構造

〇80㎝以上

〇待避所
90㎝×120㎝程度

〇待避所であることの表⽰

〇インターホン

非常警報装置の例

防火戸の構造

待避所の例

廊下

⽕事です

○電光⽂字表⽰

階段

UP

くぐり⼾

EV
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建 築物

1 6 .案内板
整 備 基 準

案案内内板板をを設設けけるる場場合合はは、、次次にに定定めめるる構構造造ととすするるこことと。。
※ 施設全体を配置図や平⾯図で表し、位置関係を案内したものを対象とし、階ごと
の簡易な案内や⽂字のみの案内は対象としません。

イイ 位位置置、、⾼⾼ささ、、⽂⽂字字のの⼤⼤ききささ、、⾊⾊彩彩等等はは、、障障ががいい者者、、⾼⾼齢齢者者等等がが⾒⾒ややすすくく理理解解
ししややすすいいよよううにに配配慮慮ししたたももののととすするるこことと。。

※ ⽂字は、⼤きく太い⽂字書体( ⾓ゴシック体）が望まれます。
サイン計画では、図⾊と地⾊の明度差、彩度差を⼤きくするとともに、⾊覚

に特性がある⼈や⽩内障の⼈にも⾒やすい⾊の組み合わせに配慮してください。

【⾒分けにくい⾊の組み合わせの例と⾒分けやすくする改善⽅法の例】
・ ⾚と⿊ → オレンジ⼜はオレンジに近い⾚に
・ ⾚と緑 → ⾚と⻘、⾚と⽔⾊の組み合わせに
・ ピンクと⽔⾊ → ⾚と⻘の組み合わせに
・ ⻩⾊と明るい⻩緑、オレンジと⻩緑 → ⻩緑の代わりに⻘みの強い緑に
・ 茶⾊と⾚、茶⾊と緑 → 焦げ茶⾊と明るい緑など、明度差を⼤きく
・ ⻘と⿊、⽩と⻩も、⾒分けにくい組み合わせ
・ ⾊の変更ができない場合は、図と地の境⽬に、⽩⼜は⿊で細い線を⼊れる
と⾒分けることができます。

※ 案内板の掲出⾼さは、⾞いす使⽤者、視覚障がい者、⾼齢者等が利⽤しやす
い位置に設けるように配慮してください。

ロロ 点点字字にによよるる表表記記、、⽂⽂字字等等のの浮浮きき彫彫りり、、⾳⾳にによよるる案案内内そそのの他他ここれれららにに類類すするるもも
ののにによよりり、、視視覚覚障障ががいい者者がが円円滑滑にに利利⽤⽤すするるここととががででききるる構構造造ととすするるこことと。。
たただだしし、、案案内内所所、、案案内内設設備備等等にによよりり、、視視覚覚障障ががいい者者へへのの情情報報提提供供がが⽀⽀障障ななくく

⾏⾏わわれれるる場場合合⼜⼜はは教教育育施施設設（特別⽀援学校を除く）、、各各種種学学校校等等、、共共同同住住宅宅等等、、
事事務務所所、、⼯⼯場場及及びび⾃⾃動動⾞⾞販販売売施施設設等等のの⾃⾃動動⾞⾞関関連連施施設設にに案案内内板板をを設設けけるる場場合合にに
おおいいててはは、、ここのの限限りりででなないい。。
※ 点字表記や⽂字等の浮き彫り、⾳声等により視覚障がい者が利⽤できるよう
に配慮してください。⾳声等の案内装置を設置する場合、対⾯して操作する利
⽤者の「前、後、右、左」など、分かりやすい⾔葉を⽤いて、簡単、明瞭に施
設等の⽅向を⽰してください。

ハハ 多多機機能能便便房房ののああるる便便所所、、エエレレベベーータターーそそのの他他のの昇昇降降機機⼜⼜はは⾞⾞いいすす使使⽤⽤者者⽤⽤駐駐
⾞⾞区区画画をを設設けけるる場場合合はは、、そそのの位位置置をを表表⽰⽰すするるこことと。。

ニニ 必必要要にに応応じじててロローーママ字字⼜⼜はは絵絵にによよるる表表⽰⽰をを⾏⾏ううこことと。。
※ JIS Z 8210 で、案内⽤図記号が定められているものは、これを使⽤すること
が望まれます。
また、英語を併記する場合、英訳できない固有名詞にはヘボン式ローマ字つ

づりを使⽤します。固有名詞のみによる英⽂表⽰には、ローマ字つづりの後に
〜Bridgeや、〜Riverなど、意味が伝わる英語を補⾜します。地域ごとの来訪者
事情などにより、⽇本語、英語以外の⾔語を併記することが望ましいです。

５６
－56－



案内板の例

表示内容の例

●点字、⽂字の浮き彫り、⾳声等により
視覚障がい者が円滑に利⽤できること

●多機能便房、エレベーターその他の昇
降機、⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画の位置
を表⽰

〇⾳声案内
装置 触知図中⼼⾼さ

○90〜95㎝程度

案内⽂
触知図

案内⽂
触知図

〇⾳声案内装置

〇⽴位の⼈、⾞いす使⽤者の両⽅が
確認できるよう図中⼼⾼さ135㎝程度
指で読み取る範囲の中⼼は140㎝程度

●位置、⾼さ、⽂字の⼤きさ、⾊彩等に
配慮すること

※触知図については、JIS T 0922も参考にしてください
案内⽤図記号については、 JIS Z 8210も参考にしてください

●点字表記、⽂字の浮き彫り等
〇凡例は⼀般に図形の左側または
表題の下付近に配置する

〇必要に応じて、ふりがなや外国語表記を⾏う

５７

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

〇
60
㎝
程
度
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案内用図記号の例

Question & answer
案内所

Information
案内

Check‐in / Reception
チェックイン / 受付

Parking
駐⾞場

Toilets
お⼿洗

Men
男性

Women
⼥性

Facilities for Ostomy 
オストメイト⽤設備

Accessible facility
障がいがある⼈が

使える設備

Slope
スロープ

Tickets / 
Fare adjustment

きっぷうりば / 精算所

Coin lockers
コインロッカー

Stairs
階段

Elevator
エレベーター

Escalator
エスカレーター

Prams / Strollers
ベビーカー

Baby care room
ベビーケアルーム

《ＪＩＳ Ｚ ８２１０ 抜粋》

Squatting Style Seat
和⾵便座

Sitting Style Seat
洋⾵便座

Spray seat
温⽔洗浄便座

《ＪＩＳ Ｚ ８２１０ 以外の記号》
（公財）交通エコロジー・モビリティ財団の標準案内⽤図記号より⼀部抜粋

All gender toilet
男⼥共⽤お⼿洗い

Children’s toilet
こどもお⼿洗い

Care bed
介助⽤ベッド

Diaper changing table
おむつ交換台

Baby chair
ベビーチェア

Changing board
着替え台

Calm down/Cool down
カームダウン
クールダウン
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■留意事項
公共交通機関の施設と⽤途上不可分の関係にある建築物については、公共交

通機関の施設として事前協議または通知等を⾏いますが、建築物の基準も適⽤
します。(この場合は、建築物の整備基準の適合表も添付してください。）

原則として、⾞いす使⽤者が設備（案内板、ベンチ等）を利⽤する際に⼀旦
停⽌しないと利⽤しにくい床、路⾯等の部分は⽔平とするのが望ましいです。

整備基準の解説
【公共交通機関の施設】

５９

第 2 部 第 ２ 章

公共的施設 特定施設
鉄道駅、船舶の発着場およびバスターミナ

ル等の施設で旅客の乗降または待合の⽤に供
するもの

すべてのもの

■対象施設
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公 共交通機関の施設

１ . 整備基準

６０

1. 移動円滑化経路

(1) 公共⽤通路（公共交通機関の施設の営業時間内において常時⼀般交通の⽤
に供されている道路、駅前広場、通路その他の施設であって、当該公共交通
機関の施設の外部にあるものをいう。以下同じ。）と公共⾞両等の乗降⼝と
の間の経路には、移動円滑化経路を乗降場ごとに１以上設けること。

〇 線路によって地域が分断されている場合などは、各⽅⾯への主要出⼊⼝から移
動円滑化経路を確保することが望ましいです。

● 同⼀業種で事業者の異なる路線相互の乗り換え経路についても、旅客の移動が
最も⼀般的な経路を移動円滑化経路とします。

〇 他の業種の交通機関への乗換え経路の確保についても配慮することが望まれま
す。

(2) 移動円滑化経路の床⾯に⾼低差がある場合においては、傾斜路⼜はエレ
ベーターを設けること。ただし、構造上の理由により傾斜路⼜はエレベー
ターを設置することが困難である場合は、エスカレーター（構造上の理由に
よりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以
外の昇降機であって⾞いす使⽤者が円滑に利⽤することができる構造のも
の）をもってこれに代えることができる。

(3) 公共交通機関の施設に隣接しており、かつ、当該公共交通機関の施設と⼀
体的に利⽤される他の施設の傾斜路((6)に定める構造のものに限る。）⼜はエ
レベーター((7)に定める構造のものに限る。）を利⽤することにより障がい者、
⾼齢者等が公共交通機関の施設の営業時間内において常時公共⽤通路と公共
⾞両等の乗降⼝との間の移動を円滑に⾏うことができる場合は、(2)の規定に
よらないことができる。管理上の理由により昇降機を設置することが困難で
ある場合も、また同様とする。

● 隣接する施設にエレベーター等があり、それを活⽤する場合は⼗分な案内設備
を設置します。

(4) 移動円滑化経路と公共⽤通路の出⼊⼝は、次に定める構造とすること。
イ 有効幅員は、90㎝以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得
ない場合は、80㎝以上とすることができる。

ロ ⼾を設ける場合において、当該⼾は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、90㎝以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむ

を得ない場合は、80㎝以上とすることができる。
(ﾛ) ⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いす使⽤者その他の障がい者、⾼齢者等

が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ハ ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。ただし、構造
上の理由によりやむを得ず段を設ける場合で、傾斜路を併設する場合は、こ
の限りでない。

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項
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６１

1. 移動円滑化経路 続き

● 公共⽤通路と旅客施設の境界部分については、管理区域および施⾏区分が異
なることによる段差が⽣じないように配慮します。

※ ドアの前後は⾞いす１台が⽌まることができるよう120㎝以上の⻑さの⽔平
部を設けます。⾃動式扉でない場合は、⾞いすからの開閉動作のため⾞いすが
回転できるように150㎝以上の⽔平部を設けることが望ましいです。

(5) 移動円滑化経路を構成する通路は、次に定める構造とすること。

イ 有効幅員は、140㎝以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを
得ない場合は、通路の末端付近の構造を⾞いすの転回に⽀障のないものとし、
かつ、区間50ｍ以内ごとに⾞いすが転回することができる構造の部分を設け
た上で、120㎝以上とすることができる。
〇 ⾞いす使⽤者同⼠のすれ違いを考慮すると180㎝以上の有効幅員を確保する
ことが望まれます。

ロ ⼾を設ける場合において、当該⼾は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、90㎝以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむ

を得ない場合は、80㎝以上とすることができる。
(ﾛ) ⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いす使⽤者その他の障がい者、⾼齢者等

が円滑に開閉して通過できる構造とすること。
※ （４）の出⼊⼝と同様に、120㎝以上の⻑さの⽔平部を設けます。⾃動式扉
でない場合は、150㎝以上の⽔平部を設けることが望ましいです。

ハ ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。ただし、構造
上の理由によりやむを得ず段を設ける場合で、傾斜路を併設するときは、こ
の限りでない。

ニ 照明設備が設けられていること。

(6) 移動円滑化経路を構成する傾斜路は、次に定める構造とすること。

イ 有効幅員は、120㎝（段を併設する場合にあっては、90㎝）以上とするこ
と。
〇 （５）と同様に、180㎝以上の有効幅員を確保することが望まれます。

ロ 勾配は、12分の1（⾼さが16㎝以下の場合にあっては、8分の1）を超えな
いこと。

ハ ⾼さが75㎝を超える傾斜路にあっては、⾼さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以
上の踊り場を設けること。
※ 勾配のある通路の場合、下り時に加速がついて危険であり、上りの時には休
憩したり、加速をつけるために⽔平な部分が必要となります。

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項
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６２

1. 移動円滑化経路 続き

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

(7) 移動円滑化経路を構成するエレベーターは、次に定める構造とすること。
イ かごの幅は、内のりを140㎝以上とし、奥⾏きは135㎝以上とすること。

ただし、かごの出⼊⼝が複数あるエレベーターであって、⾞いす使⽤者が
円滑に乗降できる構造のもの（開閉するかごの出⼊⼝を⾳声により知らせる
装置が設けられているものに限る。）については、この限りでない。
※ かごの出⼊⼝が複数あるエレベーターとは、貫通型や直⾓２⽅向型のことです。

ロ かご内には、かごが停⽌する予定の階及びかごの現在位置を表⽰する装置
を設けること。

ハ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出⼊⼝の⼾の閉鎖
を⾳声により知らせる装置を設けること。

ニ かご及び昇降路の出⼊⼝の有効幅員は、80㎝以上とすること。
〇 ⾞いすで通過しやすい⼨法である90㎝以上の有効幅の確保が望まれます。

ホ かご内及び乗降ロビーには、⾞いす使⽤者が利⽤しやすい位置に制御装置
を設けること。
● 操作盤は、操作盤中⼼⾼さが90㎝〜100㎝程度に設置します。
〇 かご内に設置する操作盤は、左右壁⾯に設置するのが望ましいです。

ヘ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（ホに規定する制御装置を除
く。）は、視覚障がい者が円滑に操作することができる構造とすること。
● ⼀般操作盤、インターホン等には、ボタンに点字表⽰を⾏い、誤って押して
はいけないボタンにはそのすぐ近くに点字表記を⾏います。

ト かご及び昇降路の出⼊⼝の⼾の開扉時間を延⻑する機能を有すること。

チ 乗降ロビーの幅及び奥⾏きは、それぞれ150㎝以上とすること。
〇 電動⾞いすが回転できる広さ（180㎝×180㎝以上）の確保が望まれます。

リ かご内の側⾯には、⼿すりを設けること。
● ⼿すりの天端⾼さは、75㎝〜80㎝程度とし、握りやすい形状とします。

ヌ かご内には、かご及び昇降路の出⼊⼝の⼾の開閉状態を確認することがで
きる鏡を設けること。ただし、イのただし書に規定する場合は、この限りで
ない。

ル かご及び昇降路の出⼊⼝の⼾にガラスその他これに類するものがはめ込ま
れていること⼜はかご外及びかご内に画像を表⽰する設備が設置されている
ことにより、かご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認できる
構造とすること。

ヲ かご内⼜は乗降ロビーには、到着するかごの昇降⽅向を⾳声により知らせ
る装置を設けること。ただし、当該エレベーターの停⽌する階が2のみである
場合は、この限りでない。
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６３

1. 移動円滑化経路 続き

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

(8) 移動円滑化経路を構成するエスカレーターは、次に定める構造とすること。
ただし、ト及びチについては、複数のエスカレーターが隣接した位置に設け

られる場合は、そのうち１のみが適合していれば⾜りるものとする。

イ 上り専⽤のものと下り専⽤のものをそれぞれ設置すること。
ただし、旅客が同時に双⽅向に移動することがない場合については、この

限りでない。

ロ 踏み段の表⾯及びくし板の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ハ 昇降⼝において、3枚以上の踏み段が同⼀平⾯上にあること。

ニ 踏み段の端部とその周囲の部分との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きい
ことにより踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

ホ くし板の端部と踏み段との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことによ
りくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

ヘ エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床⾯等において、エスカ
レーターへの進⼊の可否が⽰されていること。ただし、上り専⽤⼜は下り専
⽤でないエスカレーターについては、この限りでない。
● 点状ブロックを設置すること。
〇 点状ブロックは２列に設置するのが望ましいです。

ト 有効幅員は、80㎝以上とすること。

チ 踏み段の⾯を⾞いす使⽤者が円滑に昇降するために必要な広さとすること
ができる構造であり、かつ、⾞⽌めを設けること。
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６４

２.通路

通路は、次に定める構造とすること。

イ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ロ 段を設ける場合において、踏⾯の端部とその周囲の部分との⾊の明度、⾊
相⼜は彩度の差が⼤きいことにより段が識別しやすく、かつ、段⿐の突き出
しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

※ 移動円滑経路を構成する通路の場合は「公共交通機関の施設 1.移動円滑化経
路（５）」も参照して下さい。
移動円滑化経路を構成しない通路であっても、移動円滑化経路を構成する経路

と同等の整備が望ましいです。

※ 歩⾏に制約のある利⽤者に配慮して、⼿すりを設置することが望ましいです。
⼿すりは２段とすることがなお望ましいです。
⼿すりの構造等については「建築物 2.廊下」を参照してください。

３.傾斜路

傾斜路（階段に代わり、⼜はこれに併設するものに限る。）は、次に定める構
造とすること。

イ 両側に⾼さ80㎝程度の⼿すりを設けること。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

※ ⼿すりの形状、設置⽅法については「建築物 2.廊下、3.階段」を参照してく
ださい。

ロ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ハ 傾斜路の勾配部分は、その踊り場及び当該傾斜路に接する通路との⾊の明
度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことにより識別しやすいものとすること。

ニ 両側に⽴ち上げ等を設けること。

〇 ⽴ち上げの⾼さは5㎝以上が望ましい。

※ 側⾯が壁⾯である場合はこの限りではありません。

※ 移動円滑経路を構成する傾斜路の場合は「公共交通機関の施設 1.移動円滑
化経路（６）」も参照して下さい。
移動円滑化経路を構成しない傾斜路であっても、移動円滑化経路を構成する

傾斜路と同等の整備が望ましいです。

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項
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６５

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

４.エスカレーター

エスカレーターには、当該エスカレーターの⾏き先及び昇降⽅向を⾳声により
知らせる設備を設けること。

※ 移動円滑経路を構成するエスカレーターの場合は「公共交通機関の施設 1.移動円
滑化経路（８）」も参照して下さい。

５.階段

階段は、次に定める構造とすること。

イ 両側に⾼さ80㎝程度の⼿すりを設けること。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

※ ⼿すりの形状、設置⽅法については「建築物 2.廊下、3.階段」を参照してく
ださい。

〇 階段の幅が、4mを超える場合には、中間にも設置するのが望ましい。

ロ ⼿すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を⽰す点字を貼り付けること。

〇 点字には、その内容を⽂字で併記することが望ましい。

ハ 回り段を設けないこと。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

※ 「回り段を設けない」とは、回り段は踏⾯が内側と外側で異なるため視覚障
がい者等が段を踏み外す、また、⽅向がわからなくなる恐れがあるからです。

ニ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ホ 側⾯が壁でない場合は、⽴ち上げ等を設けること。

〇 ⽴ち上げの⾼さは5㎝以上が望ましい。

ヘ 踏⾯の端部とその周囲の部分との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいこ
とにより段が識別しやすく、かつ、段⿐の突き出しその他のつまずきの原因
となるものを設けない構造とすること。

※ 「建築物 3.階段」を参照してください。

ト 照明設備が設けられていること。

〇 ⾼さ3m以内ごとに踊り場を設置するのが望ましい。なお、踊り場の⻑さは
120㎝以上が望ましい。
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●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

６.視覚障がい者用誘導ブロック等

(１) 通路その他これに類するもの（以下「通路等」という。）であって公共⽤
通路と公共⾞両等の乗降⼝との間の経路を構成するものには、視覚障がい者
誘導⽤ブロック（線状ブロック（床⾯に敷設されるブロックであって、線状
の突起が設けられており、かつ、周囲の床⾯との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の
差が⼤きいことにより容易に識別できるもの(⽇本産業規格T9251に適合する
ものに限る。)をいう。）及び点状ブロック（床⾯に敷設されるブロックで
あって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床⾯との⾊の明度、⾊
相⼜は彩度の差が⼤きいことにより容易に識別できるもの(⽇本産業規格
T9251に適合するものに限る。)をいう。以下同じ。）を適切に組み合わせて
床⾯に敷設したものをいう。以下同じ。）を敷設し、⼜は⾳声その他の⽅法
により視覚障がい者を誘導する装置を設けること。
ただし、視覚障がい者の誘導を⾏う者が常駐する2以上の設備がある場合で

あって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の
設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。

※ 視覚障がい者に対して、視覚障がい者誘導⽤ブロック等、⾳響⾳声案内装置、
点字等による案内板及び点字表⽰を動線に沿って適所に配置して、誘導案内の
ための情報提供を⾏います。

※ ただし書きにより、視覚障がい者⽤誘導ブロックを敷設しない場合は、イン
ターホン等により視覚障がい者から常駐するものへ連絡する設備が必要です。
また、当該設備までの案内設備も必要となります。

(2) (1)の規定により視覚障がい者誘導⽤ブロックが敷設された通路等と 1の(7)
のヘに規定する乗降ロビーに設ける制御装置、7の(5)に規定する設備、便所
の出⼊⼝及び乗⾞券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ
視覚障がい者誘導⽤ブロックを敷設すること。ただし、(1)のただし書に規定
する場合は、この限りでない。

※ 視覚障がい者誘導⽤ブロックを敷設した経路上から、移動円滑化のための主
要な設備であるエレベーター、便所、乗⾞券等販売所（券売機を含む）および
旅客施設の構造、主要な設備の配置を視覚障がい者に⽰すための設備へ分岐す
る経路上にも敷設します。この分岐する経路では、往経路と復経路を別としま
せん。

(3) 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点
状ブロックを敷設すること。

※ 視覚障がい者誘導⽤ブロック等は、歩⾏できるスペースが確保できるよう、
壁⾯、柱等から適度な距離に配置します。

※ 視覚障がい者⽤誘導ブロック等の標準職は⻩⾊となります。敷設⽅法等につ
いては「公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン」
（交通エコロジー・モビリティ財団）も参考としてください。

(4) 旅客船ターミナルにおいて、乗降⽤設備その他波浪による影響により旅客が
転倒するおそれがある場所には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、視覚障
がい者誘導⽤ブロックを敷設しないことができる。
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●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

７.案内設備

(1) 公共⾞両等の運⾏に関する情報について、⽂字等により表⽰するための設備
及び⾳声により提供するための設備を設けること。ただし、電気設備がない場
合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

※ 表⽰する情報内容は、発⾞番線、発⾞時刻、⾞両種別、⾏先など、⾞両等の運
⾏に関する情報となります。

(2) エレベーター等の昇降機、傾斜路、便所、乗⾞券等販売所、待合所、案内所
若しくは休憩設備（以下「移動円滑化のための主要な設備」という。）⼜は(4)
に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表⽰す
る標識を設けること。

(3) (2)に定める標識は、⽇本産業規格Ｚ8210に適合するものでなければならな
い。

(4) 公共⽤通路に直接通ずる出⼊⼝⼜は改札⼝の付近には、移動円滑化のための
主要な設備（1の(3)前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同号
前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。(5)において同じ。)の配置を
表⽰した案内板その他の設備を設けること。ただし、移動円滑化のための主要
な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

(5) 公共⽤通路に直接通ずる出⼊⼝の付近その他の適切な場所には、公共交通機
関の施設の構造及び主要な設備の配置を⾳、点字その他の⽅法により視覚障が
い者に⽰すための設備を設けること。

※ 出⼊⼝と改札⼝が離れている場合に出⼊⼝付近、改札⼝付近にそれぞれの箇所
の移動⽅向にある主要な設備等の位置や⽅向を点字等でわかりやすく⽰した案内
板等を設置します。

○ 点字による案内板等は、指先で読み取りやすい外形⼨法、⾼さ及び表⽰⾯の傾
きとします。

○ 点字による案内板等にスピーカーを内蔵し、押しボタンによって作動する⾳声
案内装置を設置することが望ましいです。この装置を設置する場合、対⾯して操
作する利⽤者の「前、後、右、左」など、わかりやすい⾔葉を⽤いて、簡単、明
瞭に施設等の⽅向を掲⽰してください。
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６８

便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。

イ 便所の出⼊⼝付近には、男⼥⽤の区別（当該区別がある場合に限る。）及
び便所の構造を⾳、点字その他の⽅法により視覚障がい者に⽰すための設備
を設けること。

※ ⾞いす使⽤者、オストメイト、妊産婦、乳幼児を連れた⼈等の使⽤に配慮した
便所であることを表⽰します。

ロ 第1の５の(1)（同号イただし書を除く。）から(4)までに定める構造とする
こと。

ハ １の(1)に規定する移動円滑化経路と多機能便房が設けられた便所との間の
経路における通路のうち１以上は、１の(5)に定める構造とすること。

ニ ⼀⽇の平均乗降客が5,000⼈以上の公共交通機関の施設については、次に定
める構造の便所を1以上（男⼥⽤の区別があるときは、それぞれ１以上）設け
ること。

(ｲ) 乳幼児いす等のある便房を１以上設けること。
(ﾛ) 乳幼児ベッド等を１以上設けること。ただし、便所以外におむつ替えの
できる場所を設ける場合は、この限りでない。

(ﾊ) 乳幼児いす等⼜は乳幼児ベッド等のある便房及び便所の出⼊⼝付近には、
当該設備が設置されていることを適切な⽅法で表⽰すること。

ホ 次に定める設備を有する便房を1以上（男⼥⽤の区別があるときは、それぞ
れ１以上）設けること。

(ｲ) オストメイトのための汚物流しを設けた洗浄設備を設けること（ただし、
既存便所の改修を⾏う場合等で構造上やむを得ないときは簡易洗浄装置と
することができる。）。

(ﾛ) (ｲ)に定める洗浄設備が設置されている便房及び当該便房が設置されてい
る便所の出⼊⼝付近には、当該設備が設置されていることを適切な⽅法で
表⽰すること。

８.便所

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項
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乗⾞券等販売所、待合所及び案内所を設ける場合は、それぞれ1以上は、次に定
める構造とすること。

イ 移動円滑化経路と乗⾞券等販売所、待合所及び案内所との間の経路におけ
る通路のうちそれぞれ1以上は、1の(5)に定める構造とすること。

ロ 出⼊⼝を設ける場合において、そのうち1以上は、次に定める構造とするこ
と。

(ｲ) 有効幅員は、80㎝以上とすること。
(ﾛ) ⼾を設ける場合において、当該⼾は、次に定める構造とすること。
1 有効幅員は、80㎝以上とすること。
2 ⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いす使⽤者その他の障がい者、⾼齢者等が
円滑に開閉して通過できる構造とすること。

※ ドアの前後は⾞いす１台が⽌まることができるよう120㎝以上の⻑さの⽔
平部を設けます。⾃動式扉でない場合は、⾞いすからの開閉動作のため⾞
いすが回転できるように150㎝以上の⽔平部を設けることが望ましいです。

(ﾊ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。ただし、構
造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合で、傾斜路を併設する場合は、
この限りでない。

ハ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、⾞いす使⽤者の円滑な利⽤
に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前
に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

※ 「建築物 13.カウンター、記載台、公衆電話台等」を参照してください。

ニ 乗⾞券等販売所⼜は案内所（勤務する者を置かないものを除く。）は、聴
覚障がい者が⽂字により意思疎通を図るための設備を備えるとともに、当該
設備を保有している旨を当該乗⾞券等販売所⼜は案内所に表⽰すること。

９.乗車券等販売所、待合所及び案内所

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項
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●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

１０.券売機

乗⾞券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、障がい者、⾼齢者
等の円滑な利⽤に適した構造とすること。ただし、乗⾞券等の販売を⾏う者が常
時対応し、⾞いす使⽤者の円滑な利⽤に適した構造の窓⼝が設置されている場合
は、この限りでない。

○ 障がい者、⾼齢者等の円滑な利⽤に適した構造の券売機付近には点字運賃表を設
置します。

※ 点字運賃表は⼤きな⽂字でその内容を⽰します。

※ 券売機の運賃等を表⽰するボタンには点字を表⽰します。
点字の表⽰位置は、縦⽅向に並ぶボタンの場合はその左側、横⽅向に並ぶボタン
の場合はその上側が望ましいですが、スペース上やむを得ない場合はこの限りでは
ありません。

※ ボタンの料⾦表⽰は、周辺との明度の差が⼤きいこと等により容易に識別できる
ようにします。

※ タッチパネル式の場合は点字表⽰付きのテンキーを設置します。
テンキーを設置した券売機には⾳声案内を設置します。

１１.休憩施設

障がい者、⾼齢者等の休憩の⽤に供する設備を1以上設けること。ただし、旅客
の円滑な流動に⽀障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。

※ ⼤規模な旅客施設においては、⾼齢者や⾝体障がい者、妊産婦、乳幼児連れの旅
客等が休憩できるための設備が必要です。

● 旅客の移動を妨げないよう配慮しつつ、主要な経路上に休憩のためのベンチ等を
設けます。
⽔飲み台を設置する場合も旅客の移動を妨げないよう配慮します。

○ ベンチの形状は、はねあげ式や折りたたみ式を避け、背もたれ付きの固定式とし、
腰掛の⾼さは40㎝程度とします。

○ ⽔飲み台は⾞いす使⽤者が使いやすいよう飲み⼝の⾼さ75cm程度、壁付きの場合
は奥⾏き45cm程度とします。
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●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

１２.改札口

(1) 移動円滑化経路上に改札⼝を設ける場合は、そのうち１以上の改札⼝の有効
幅員は、80㎝以上とすること。

※ ⾼齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児を連れた旅客等が⼀般の旅客同様に改札⼝
を利⽤できるよう配慮する必要があります。
⾃動改札機の利⽤が困難な場合もあるため、有⼈改札⼝を併設するのが望まれ

ます。その場合、改札⼝への線状ブロックの敷設経路は有⼈改札⼝が望ましいで
す。

○ 80cmとは⾞いすが通過できる有効幅員です。⾞いすが通過しやすい90cm以上
の有効幅員とするのが望ましいです。

(2) ⾃動改札機を設ける場合は、当該⾃動改札機⼜はその付近に、当該⾃動改札
機への進⼊の可否を、容易に識別できる⽅法で表⽰すること。
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７２

１３.乗降場

(1)鉄道駅のプラットホームは、次に定める構造とすること。

イ プラットホームの縁端と鉄道⾞両の旅客⽤乗降⼝の床⾯の縁端との間隔は、
鉄道⾞両の⾛⾏に⽀障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り⼩さ
いものとすること。この場合において、構造上の理由により当該間隔が⼤き
いときは、旅客に対しこれを警告するための設備を設けること。

ロ プラットホームと鉄道⾞両の旅客⽤乗降⼝の床⾯とは、できる限り平らと
すること。

ハ プラットホームの縁端と鉄道⾞両の旅客⽤乗降⼝の床⾯との隙間⼜は段差
により⾞いす使⽤者の円滑な乗降に⽀障がある場合は、⾞いす使⽤者の乗降
を円滑にするための設備を1以上備えること。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ニ 排⽔のための横断勾配は、1％を標準とすること。
ただし、ホームドア若しくは可動式ホームさくが設けられたプラットホー

ム⼜は構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

※ １％とは⾞いす使⽤者等の線路内への転落防⽌に配慮した勾配です。

ホ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ヘ ホームドア、可動式ホームさく、内⽅線付き点状ブロック（⽇本産業規格
T9251に適合するものに限る。）その他の視覚障がい者の転落を防⽌するため
の設備を設けること（発着するすべての鉄道⾞両の旅客⽤乗降⼝の位置が⼀
定しており、鉄道⾞両を⾃動的に⼀定の位置に停⽌させることができるプ
ラットホーム（鋼索鉄道に係るものを除く。）にあっては、旅客の円滑な流
動に⽀障を及ぼすおそれがない限り、ホームドア⼜は可動式ホームさくを設
けること。）。

ト プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防⽌するためのさ
くを設けること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客
が転落するおそれのない場合は、この限りでない。

チ 列⾞の接近を⽂字等により警告するための設備及び⾳声により警告するた
めの設備を設けること。ただし、ホームドア若しくは可動式ホームさくが設
けられたプラットホーム⼜は電気設備がない場合その他技術上の理由により
やむを得ない場合は、この限りでない。

リ 照明設備が設けられていること。

ヌ 列⾞に⾞いす使⽤者が利⽤することができる部分を設ける場合は、当該部
分に通ずる旅客⽤乗降⼝の位置をプラットホーム上に表⽰すること。
ただし、当該位置が⼀定していない場合は、この限りでない。

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項
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７３

(2) バスターミナルの乗降場は、次に定める構造とすること。

イ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ロ 乗降場の縁端のうち、誘導⾞路その他の⾃動⾞の通⾏、停留⼜は駐⾞の⽤
に供する場所（以下「⾃動⾞⽤場所」という。）に接する部分には、さく、
点状ブロック等その他の視覚障がい者の⾃動⾞⽤場所への進⼊を防⽌するた
めの設備を設けること。

※ 視覚障がい者を⾞等から守るために設置するものです。

ハ 当該乗降場に接して停留する⾃動⾞に⾞いす使⽤者が円滑に乗降できる構
造とすること。

※ ⾞いす使⽤者の円滑な移動により、安全を確保します。

(3) 旅客船ターミナルにおいて旅客船に乗降するためのタラップその他の設備を
設置する場合は、次に定める構造とすること。

イ ⾞いす使⽤者が持ち上げられることなく乗降できること。ただし、構造上
の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。

ロ 有効幅員は、90㎝以上とすること。

ハ ⾼さ80㎝程度の⼿すりを設けること。

ニ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ホ 視覚障がい者が⽔⾯に転落するおそれのある場所には、さく、点状ブロッ
クその他の視覚障がい者の⽔⾯への転落を防⽌するための設備を設けること。

※ 連絡橋、ボーディングブリッジは「旅客船に乗降するためのその他の施設」に含ま
れます。

※ 連絡橋、タラップ、ボーディングブリッジの勾配は潮位がH.W.L〜L.W.Lの間にて
1/12以下とするのが望ましいです。

１３.乗降場 続き

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項
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公共交通機関の施設

２ .整備例
１．移動円滑化経路の例

７４

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

●移動円滑化経路を乗降場ごとに
１以上確保すること

《基本的な考え⽅》
● ⾼齢者、障がい者、妊産婦、⼦ども、外国⼈等すべての⼈が可能な限り単独で、
駅前広場や公共⽤通路などの旅客施設の外部から施設内へ移動し、⾞両等へスムー
ズに乗降できるよう、連続性のある移動経路を確保する必要があります。
旅客の移動が最も⼀般的な経路について、乗降場ごとに移動円滑化経路を１以上

確保することが必要です。
○ 他の経路についても可能な限り移動の円滑化に努めることが必要です。

《移動円滑化経路を構成する通路》
通 路 有効幅員●１４０㎝以上(原則)
⼾を設ける場合：有効幅員●９０㎝以上(原則)

傾斜路 有効幅員●１２０㎝以上
段を併設する場合：有効幅員●９０㎝以上

傾斜路の勾配 ●１／１２を超えない
⾼さ１６㎝以下の場合 ●１／８を超えない

《移動円滑化経路のイメージ》

《移動円滑化経路と出⼊⼝の例》

《移動円滑化経路と公共⽤通路の出⼊⼝》
出⼊⼝ 有効幅員●９０㎝以上(原則)
⼾を設ける場合：有効幅員●９０㎝以上(原則)

改札⼝

○点字運賃表
のある券売機

●140㎝以上
○180㎝以上
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７５

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

《エレベーターの例》

●⾞いす使⽤者⽤制御盤
○中⼼⾼さ90㎝〜100㎝程度
○左右壁に設置するのが
望ましい

《エレベーターの例：２⽅向型》

１．移動円滑化経路の例

●点状ブロック
●線状ブロック

●鏡

○150㎝程度

●⾞いす使⽤者⽤制御盤
○中⼼⾼さ100㎝程度

●⼀般⽤制御盤
ボタンに点字表⽰

●⼿すり
○天端⾼さ75㎝〜85㎝程度

●ガラス窓または、かご外
およびかご内に映像を
表⽰する装置 ○40㎝程度

●点状ブロック
●線状ブロック

●⾞いす使⽤者⽤制御盤
○中⼼⾼さ100㎝程度

●⼀般⽤制御盤
ボタンに点字表⽰

○凸⾯鏡

●ガラス窓または、かご外
およびかご内に映像を
表⽰する装置

●⾞いす使⽤者⽤制御盤
○中⼼⾼さ90㎝〜100㎝程度

●点状ブロック
●線状ブロック

●有効幅員
80㎝以上

●⼿すり
○天端⾼さ75㎝〜85㎝程度

○点状ブロック設置位置は、
30㎝程度セットバックする
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２．通路、３．傾斜路、５．階段の例

７６

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

７．案内設備の例

●⼿すりの天端⾼さ
75㎝〜85㎝

○⼿すりの天端⾼さ
60㎝〜65㎝

●勾配 1/12以下

●踊り場 150㎝以上
（⾼さが75㎝を超える場合）

●段を併設する場合の
有効幅員90㎝以上

○傾斜路に明度差をつける

●段が識別しやすく、かつ段⿐の
突き出しその他つまづきの原因
となるものを設けない構造

○ノンスリップを設置

○踏⾯30㎝以上
蹴上げ16㎝以下
蹴込みは2㎝以下
におさえる

●床の表⾯の仕上げは滑りにくいもの
●照明設備を設ける

●階段、傾斜路およびエスカレーターの上端と下端には
点状ブロックを敷設する

○点状ブロックは、2列に配置するのが望ましい
○点状ブロック設置位置は、30㎝程度セットバックする

●点状ブロック

●線状ブロック

○点状ブロック設置位置は、
30㎝程度セットバックする

●床の表⾯の仕上げは滑りにくいもの

○⾞いす使⽤者が容易に接近
しやすいよう下部に蹴込みを
設ける(65㎝程度)

○図の中⼼⾼さ
90㎝〜100㎝程度

●⾳、点字その他の⽅法により視覚障がい者に情報を提供
●エレベーター等の昇降機、傾斜路、便所、乗⾞券等販売所、
待合所、案内所、休憩設備の位置等の表⽰
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８．便所の例

７７

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

●第2の１(1)に規定する移動円滑化経路と多機能便房が設けられた便所と
の間の経路のうち1以上は、第2の1(5)に定める構造とすること。

●⼿すり付き腰掛便座

※1 乳幼児いす、乳幼児ベッド等については、平均乗降客5,000⼈以上/⽇の
公共交通機関の施設には必ず設置する。

●乳幼児ベッド等
※1

●乳幼児ベッド等
※1

●乳幼児いす※1

《多機能便房の整備例：オストメイト対応設備と⼤型ベッドを備え付けた事例》

●⼿すり付き床置き式
⼩便器

●カウンター埋め
込み式または
⼿すり付き洗⾯器

●オストメイト
対応設備

●オストメイト
対応設備

●乳幼児いす、乳幼児ベッド等が
設置されていることを表⽰※1

●多機能便房、オストメイト
対応設備の表⽰

●便所の構造等を⾳、点字その他の
⽅法により視覚障がい者に⽰す設備

250㎝程度以上

有効幅
●80㎝以上
〇90㎝以上が望ましい

20
0㎝

程
度
以
上

●引き⼾
(⾃動式が望ましい)
円滑に開閉して通過できる
構造で施錠装置があるもの

●Ｌ字型⼿すり
●可動式⽔平⼿すり

〇フック

〇⼤きめの汚物⼊れ

〇⼤⼈⽤介護ベッド

●オストメイト対応設備

●多機能便房と
オストメイト対応
設備の表⽰ ●鏡

●洗⾯器

●⾮常通報装置
●洗浄装置
●ペーパー
ホルダー

※第1 建築物 5.便所の整備基準も参照してください。
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９．待合所の例

７８

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

１０．券売機の例

●線状ブロック
●点状ブロック
○点状ブロック設置位置は、
30㎝程度セットバックする

●床の表⾯の仕上げは滑りにくいもの

○主要なボタン類の⾼さ
110㎝程度

○⾦銭投⼊⼝の⾼さ
110㎝以下

○カウンターの⾼さ 75㎝程度
○蹴込みの⾼さ 60㎝程度、
奥⾏き 40㎝程度

出⼊⼝

●有効幅員80㎝以上
⾃動的に開閉する構造または⾞いす使⽤者
その他の障がい者、⾼齢者等が円滑に開閉
して通過できる構造

●段を設けない
○⼾が透明な場合、衝突防⽌のための横線や
模様などで識別できるようにする

電話

ベビー
ルーム

便所

受付

●カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は⾞いす使⽤者に適した構造とする
（常時勤務する者が容易にカウンターの前に出てきて対応できる場合はこの限りではない）
●乗⾞券販売所または案内所には、聴覚障がい者が⽂字により意思疎通を図るための設備を
備えるとともに、その旨を表⽰する

受付

待合所

●床の表⾯の仕上げは
滑りにくいもの

●便所、案内設備等については、各整備基準を
参照してください。
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１２．改札口の例

●制御装置
点字表記

●床の表⾯の仕上げは滑りにくいもの

券売機

エレベーター

○カウンターの⾼さ 75㎝程度
○蹴込みの⾼さ 60㎝程度、
奥⾏き 40㎝程度

○誘導チャイム

○⼦ども、⾞いす使⽤者に
配慮した⾼さ

○案内板がある場合は、
点字表記

●有効幅員
80㎝以上

●⾃動改札機を設ける場合は、当該⾃動改札機またはその付近に、
進⼊の可否を容易に識別できる⽅法で表⽰

６．視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設方法

７９

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

T字型 ⼗字型 L字型 クランク

30㎝×30㎝
の場合

40㎝×40㎝
の場合

《分岐部・屈曲部の例》

●視覚障がい者誘導⽤ブロック等はT9251に適合するものとする。
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１３．乗降場の例

８０

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

エレベーター

●床の表⾯の仕上げは滑りにくいもの

●端部に防護柵を設置する
○⾼さ110㎝以上が望ましい

●エスカレーターが移動円滑化経路の場合
有効幅員80㎝以上
昇降⼝において3枚以上の踏み段が同⼀平⾯上にあること
踏み段の端部とその周囲の明度、⾊相または彩度の差が
⼤きいこと
くし板の端部と踏み段との明度、⾊相または彩度の差が
⼤きいこと

●線状ブロック

●ホームドア、可動式ホームさく、
内⽅線付き点状ブロック
その他の視覚障がい者の転落を
防⽌するための設備を設けること

●プラットホームには照明設備を設けること

●線状ブロック

《ホーム始終端部の敷設例》

●視覚障がい者⽤ブロック等は、
T9251に適合するものとする

《T字部における敷設例》

《内⽅線付き点状ブロック》

内⽅線

内⽅線がホームの内側である
ことを⽰す。

○60㎝以上
(やむを得ない場合
40㎝以上)

●防護柵を設置
○⾼さ110㎝以上

○60㎝以上
(少なくとも40㎝以上)
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■留意事項

道路とは⼀般交通の⽤に供する道で、現在から将来に⾄る間において地⽅公
共団体の⻑が認定⼜は国が政令にてその路線を指定するものをいいます。
原則として、⾞いす使⽤者が設備（案内板、ベンチ等）を利⽤する際に⼀旦

停⽌しないと利⽤しにくい床、路⾯等の部分は⽔平とすることが望まれます。

整備基準の解説
【道路】

８１

第 2 部 第 3 章

■対象施設

公共的施設 特定施設
⼀般の道路（⾃動⾞のみの交通の

⽤に供する道路は除く。）
歩道等を新設し、または
改築するもの

■「特定道路」の整備基準の適⽤について

道路の整備基準は、「特定道路以外の道路」（別表第2 第3） と「県の特定道
路」（別表第2 第4）の2つの基準に分かれています。
「特定道路」とは、市町が作成する基本構想等に基づき、多数の⾼齢者、障が

い者等の通⾏のあるもので、国⼟交通⼤⾂が指定した道路のことです。
「特定道路」の場合、適⽤する基準が異なりますので、注意してください。

国の特定道路 県の特定道路 市町の特定道路
UD条例
（別表第2 第3）

+
バリアフリー法省令

UD条例
（別表第2 第４）
「県の特定道路」

UD条例
（別表第2 第3）

+
バリアフリー法省令を
参酌した市町の条例
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道 路︓県の特定道路以外の道路

１ . 整備基準

８２

1.歩道 原則として、次に定める構造とすること。

イ 有効幅員は、原則として200㎝以上とすること。ただし、トンネル及び橋
りょう部の区間については、この限りでない。
※有効幅員とは歩道等の幅員から縁⽯、⼿摺り、路上施設若しくは歩⾏者の安全かつ
円滑な通⾏を妨げるおそれのある⼯作物、物件若しくは施設（照明灯、標識等）を
設置するために必要な幅員を除いた幅員をいいます。

ロ 歩道（縁⽯を除く。）の⾞道⼜は⾞道に接続する路肩がある場合の当該路
肩（以下「⾞道等」という。）に対する⾼さは、5㎝を標準とする（交差点⼜
は横断歩道において、⾞道等に接続する歩道の部分を除く。）。
ただし、乗合⾃動⾞停留所部分における歩道については、乗降する⾞いす

使⽤者の利便性を考慮して、15㎝を標準とする。

ハ 歩道と⾞道等の境界は、縁⽯、防護柵、植樹帯等を設けること。

ニ 横断勾配は、2％以下とすること。

ホ 縦断勾配は、5％以下とすること。ただし、沿道の状況等によりやむを得な
い場合は、8％以下とすることができる。

ヘ 歩道が交差点⼜は横断歩道において、⾞道等に接続する部分の縁端の段差
は、2㎝以下とすること。
※縁⽯は、⾞いす使⽤者の通⾏に配慮して、縁端部分に丸みをもたせます。

ト ヘの段差に接続する歩道の部分には、⾞いす使⽤者が静⽌し、⼜は円滑に
転回することができる部分を設けること。ただし、沿道の状況等によりやむ
を得ない場合は、この限りでない。

チ 舗装の表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。

リ 切り下げ部へのすりつけ勾配は、5％以下とすること。ただし、沿道の状況
等によりやむを得ない場合は、8 ％以下とすることができる。

ヌ 歩道内に排⽔溝等を設ける場合は、つえ、⾞いすのキャスター等が落ち込
まない形状の溝ふたを設けること。
※歩道等に排⽔溝を設ける場合のふたについては、以下の構造とします。
・コンクリートぶたの場合は、⼿掛けが⽚⽅のもの。
・グレーチングぶたの場合は、細めタイプ、すべり⽌め付きのもの。

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項
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８３

(１) 視覚障がい者誘導⽤ブロック等は、次に定める場所に設置すること。

イ 視覚障がい者の歩⾏の多い歩道、公共交通機関の駅等と視覚障がい者の
利⽤が多い施設を結ぶ歩道等は、必要に応じて連続して敷設すること。

ロ 横断歩道のある交差点では、横断歩道の直前及び直後に敷設すること。

ハ ⽴体横断施設における階段等の上端及び下端に近接する当該通路、歩道
及び踊り場に敷設すること。

(２) 視覚障がい者誘導⽤ブロック等の⾊彩は、原則として⻩⾊とすること。
※周囲の⾯との⾊の明度の差が⼤きいことが前提となります。
なお、⻩⾊によりがたい場合は、周囲の⾯との⾊の明度の差が⼤きい⾊彩を選
択してください。
○視覚障がい者誘導⽤ブロック等の形状、⼨法については、JIS T 9251
に合わせたものとします。

※線状ブロックは誘導の⽅向と線状突起の⽅向を平⾏にして、原則連続して設置
します。

3 視覚障がい者誘導用ブロック等

2.立体横断施設 次に定める構造とすること。

イ 横断歩道橋の有効幅員は、200㎝以上とすること。ただし、地下横断歩道に
ついては、300㎝以上とすること。

ロ 傾斜路⼜は傾斜路付きの階段を設けること（昇降装置等の施設を設置する
場合は除く。）
※⾞いす等の円滑な通⾏を考えると、昇降装置等の設置が好ましいが、多額の費⽤
を要することから設置が困難な場合は、傾斜路⼜は傾斜路付き階段とする。この場
合の、傾斜路及び傾斜路付き階段の勾配は、それぞれ12％、25％を超えないように
します。

ハ 階段⼜は傾斜路付きの階段（以下「階段等」という。）の⾼さが300㎝を超
える場合には、その途中に踊り場を設けること。

ニ 階段の踏⾯及び路⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ホ 階段等及び踊り場には、⼿すりを両側に設けること。

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

－83－

道
　
路



道路

２ .整備例
歩道と車道の分離方法

８４

交差点部の整備例

植樹帯セミフラット形式

防護柵マウンドアップ形式

有効幅員

有効幅員

有効幅員
●2.0m以上

●2.0m以上

〇排⽔溝は歩⾏者導線に
設置しない

有効幅員

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

●歩道の⾼さ
5㎝を標準

●歩道の有効幅員2.0m以上
※⾃転⾞歩⾏者道は3.0ｍ以上

●1.5m以上の⽔平区間を設ける

●すりつけ勾配5％以下

●縦断勾配5％以下
●横断勾配2％以下

●⾞道との段差は、
2㎝以下とする

●表⾯は、粗⾯⼜は
滑りにくい材料で仕上げ

歩道

歩道

歩道

歩道

⾞道

⾞道

⾞道

⾞道

道
路
境

道
路
境

植樹帯
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歩道の整備例

８５

●排⽔路を設ける
場合は⾞いす使
⽤者、つえ使⽤
者の⽀障のない
溝ぶた

●表⾯は滑りにくい仕上げ

〇視覚障がい者誘導⽤
ブロック等の敷設

●⾞道との段差は
2㎝以下とする

●点状ブロック

●歩道の有効
幅員2.0m以上

●横断勾配
は2％以下

●縦断勾配
は5％以下

〇視覚障がい者
誘導⽤ブロック等
の敷設

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

●横断勾配2.0%以下

〇乗⼊部 縁端段差5㎝

車乗入部の整備例

●2.0ｍ以上

〇15%以下

マウンドアップの場合

歩道の高さ、縁端段差の考え方

縁端段差 歩道の路肩に
対する⾼さ

⾞
道
側

歩
道
側
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乗合自動車停留所部分の整備例

８６

●両側に⼿すりの設置

●階段は回り段を設けない

●表⾯は滑りにくい
仕上げ

●視覚障がい者誘導⽤ブロック等の敷設

※傾斜路および傾斜路付き階段の勾配は、それぞれ12％、
25％を超えてはならない

●階段等の⾼さが3.0m超える場合、
階段の途中に踊り場を設ける

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

横断歩道橋の整備例

⾞道

歩道

●縁⽯の⾼さ：15㎝

●歩道⼀般部の⾼さ：5㎝

●乗合⾃動⾞停留所を設ける
区間は全⾯を⾼さ15㎝とする
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視覚障がい者用誘導ブロックの整備例

８７

A

B

C

歩道幅員が広い場合

さらに歩道幅員が広い場合は、Aの部分
の設置する範囲がひろくなることとなる

継続的に直線歩⾏を案内している場合

W1：30㎝ 程度
ℓ ：60㎝ 程度（ただし、路上施設や占⽤物
件の設置状況などによって、この値とするこ
とが適切でない場合は、この限りではない）

※線状ブロックの設置にあたっては視覚障がい者の歩⾏空間
の確保のため、線状ブロック左右端から60㎝程度の空間が
必要です

⾃転⾞横断帯がある場合

W1

W1

W1：30㎝ 程度

横
断
歩
道
幅
員

W1：30㎝ 程度

W1

この部分を点状ブロックとし、ここが
分岐点であることを案内する

点状ブロックの設置する幅

B

A

C

ℓ

ℓ

W1：30㎝ 程度

W1

W1

W1

W1

W1

W1

⾃
転
⾞
横
断
帯
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視覚障がい者用誘導ブロックの整備例

８８

地下横断歩道等の⼊り⼝部分の⽅向が歩道上の歩⾏⽅向と⼀致している場合

⾞路付き階段のある横断歩道橋の例

２⽅向に横断が⽣じる場合

横断歩道が近接している場合

W1：30㎝程度

W1

W1

W1.

W1

W1W1

W1

W1

W1

W1

線状ブロックで、横断歩
道上の歩⾏⽅向及び横断
歩道の中⼼部を案内する

W1：30㎝程度

※前後に線状ブロックによる誘導がない場合

W1：30㎝ 程度
W2：30〜60㎝程度

W２

W1

W1

斜路

⾞道

W1

W1

W1：30㎝程度

地下横断歩道等
の⼊⼝部分
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道 路︓県の特定道路

３ . 整備基準

８９

(1)道路（⾃転⾞歩⾏者道を設ける道路を除く。）には、原則として歩道を設ける
こと。

(2) 有効幅員は、次に定めるとおりとすること。
イ 歩道⼜は⾃転⾞歩⾏者道（以下「歩道等」という。）の有効幅員は、原則と
して道路の構造基準を定めた「三重県が管理する県道の構造の技術基準を定
める規則」に規定する幅員の値以上とすること。

ロ 歩道等の有効幅員は、当該歩道等の⾼齢者、障がい者等の交通の状況を考慮
して定めること。

(3) 舗装は、次に定める構造とすること。
イ ⾬⽔を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。ただし、道路
の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限り
でない。

ロ 平坦で、滑りにくく、かつ、⽔はけの良い仕上げとすること。

(4) 勾配は、次に定めるとおりとすること。
イ 縦断勾配は、5％以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由
によりやむを得ない場合は、8％以下とすることができる。

ロ 横断勾配（⾞両の沿道への出⼊りの⽤に供される歩道等の部分（以下「⾞両
乗⼊れ部」という。）を除く。）は1％以下であること。
ただし、(3)のイただし書に規定する場合⼜は地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合は、2％以下とすることができる。
ハ 切り下げ部へのすりつけ勾配は、5％以下とすること。ただし、沿道の状況
等によりやむを得ない場合は、8％以下とすることができる。

(5) 歩道等と⾞道若しくは⾞道に接続する路肩がある場合の当該路肩（以下「⾞
道等」という。）は、次に定めるとおり分離すること。
イ 歩道等には、⾞道等⼜は⾃転⾞道に接続して縁⽯線を設けること。
ロ 歩道等（⾞両乗⼊れ部及び交差点⼜は横断歩道に接続する部分を除く。）に
設ける縁⽯の⾞道等に対する⾼さは15㎝以上とし、当該歩道等の構造及び交
通の状況並びに沿道の⼟地利⽤の状況等を考慮して定めること。

ハ 歩⾏者の安全かつ円滑な通⾏を確保するため必要がある場合は、歩道等と⾞
道等の間に植樹帯を設け、⼜は歩道等の⾞道等側に並⽊若しくは柵を設ける
こと。

(6) 歩道等（縁⽯を除く。）の⾞道等に対する⾼さは、次のとおりとすること。
イ ⾼さは、原則として、5㎝を標準とすること。ただし、交差点⼜は横断歩道
に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

ロ イの⾼さは、乗合⾃動⾞停留所及び⾞両乗⼊れ部の設置の状況等を考慮して
定めること。

1.歩道等
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2.立体横断施設

(1)道路には、⾼齢者、障がい者等の移動等円滑化のために必要であると認められ
る箇所に、⾼齢者、障がい者等の円滑な移動に適した構造の⽴体横断施設を設
けること。

(2) 次に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、昇降の⾼さが低い場
合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾
斜路を設けることができる。
イ かごの内のり幅は150㎝以上とし、内のり奥⾏きは150㎝以上とすること。
ロ イの規定にかかわらず、かごの出⼊⼝が複数あるエレベーターで、⾞いす使
⽤者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉するかごの出⼊⼝を⾳声により知
らせる装置が設けられているものに限る。）の場合は、内のり幅は140㎝以上
とし、内のり奥⾏きは135㎝以上とすること。

ハ かご及び昇降路の出⼊⼝の有効幅員は、イに定める構造のエレベーターの場
合は90㎝以上とし、ロに定める構造のエレベーターの場合は80㎝以上とする
こと。

ニ かご内には、⾞いす使⽤者が乗降する際にかご及び昇降路の出⼊⼝を確認す
るための鏡を設けること。ただし、ロに定める構造のエレベーターの場合は、
この限りでない。

ホ かご及び昇降路の出⼊⼝の⼾にガラスその他これに類するものがはめ込まれ
ていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。

ヘ かご内の側⾯には、⼿すりを設けること。
ト かご及び昇降路の出⼊⼝の⼾の開扉時間を延⻑する機能を設けること。
チ かご内には、かごが停⽌する予定の階及びかごの現在位置を表⽰する装置を
設けること。

リ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出⼊⼝の⼾の閉鎖を
⾳声により知らせる装置を設けること。

ヌ かご内及び乗降ロビーには、⾞いす使⽤者が利⽤しやすい位置に制御装置を
設けること。

ル かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（ヌに定める制御装置を除く。）は、
視覚障がい者が円滑に操作することができる構造とすること。

ヲ 乗降ロビーの幅及び奥⾏きはそれぞれ150㎝以上とすること。

(7) 交差点⼜は横断歩道に接続する歩道等の部分は次に定める構造とすること。
イ 縁端は、⾞道等の部分より⾼くするものとし、その段差は2㎝以下とするこ
と。

ロ イの段差に接続する歩道等の部分は、⾞いす使⽤者が円滑に転回できる構造
とすること。

(8) (2)の規定にかかわらず、⾞両乗⼊れ部のうち、(4)のロに規定する勾配の基
準を満たす部分の有効幅員は、原則として、200㎝以上とすること。

(9) 歩道等内に排⽔溝等を設ける場合は、つえ、⾞いすのキャスター等が落ち込
まない形状の溝ふたを設けること。

1.歩道の続き
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2.立体横断施設 続き

ワ 停⽌する階が3以上であるエレベーターの乗降ロビーには、到着するかごの
昇降⽅向を⾳声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及
び昇降路の出⼊⼝の⼾が開いた時にかごの昇降⽅向を⾳声により知らせる装
置が設けられている場合は、この限りでない。

(3) 傾斜路は、次に定める構造とすること。
イ 有効幅員は、200㎝以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別
の理由によりやむを得ない場合には、100㎝以上とすることができる。

ロ 縦断勾配は、5％以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の
理由によりやむを得ない場合は、8％以下とすることができる。

ハ 横断勾配は、設けないこと。
ニ ⼆段式の⼿すりを両側に設けること。
ホ ⼿すりの端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を⽰す点字を貼り付けること。
ヘ 路⾯は、平坦で、滑りにくく、かつ、⽔はけの良い仕上げとすること。
ト 傾斜路の勾配部分は、その踊り場及び当該傾斜路に接する歩道等⼜は通路の
部分との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことにより識別しやすいもの
とすること。

チ 両側に、⽴ち上げ及び柵その他これに類する⼯作物を設けること。ただし、
側⾯が壁⾯である場合は、この限りでない。

リ 傾斜路の下⾯と歩道等の路⾯との間が250㎝以下の歩道等の部分への進⼊を
防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する⼯作物を設けること。

ヌ ⾼さが75㎝を超える傾斜路にあっては、⾼さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以上
の踊り場を設けること。

(4) (2)に定めるもののほか、⾼齢者、障がい者等の交通の状況により必要があ
る場合は、次に定める構造のエスカレーターを設けること。
イ 上り専⽤のものと下り専⽤のものをそれぞれ設置すること。
ロ 踏み段の表⾯及びくし板の仕上げは、滑りにくいものとすること。
ハ 昇降⼝において、3枚以上の踏み段が同⼀平⾯上にあること。
ニ 踏み段の端部とその周囲の部分との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいこ
とにより踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

ホ くし板の端部と踏み段の⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことによりく
し板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

ヘ エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路⾯において、
エスカレーターへの進⼊の可否が⽰されていること。

ト 踏み段の有効幅員は、100㎝以上とすること。ただし、歩⾏者の交通量が少
ない場合は、60㎝以上とすることができる。

(5) 通路は、次に定める構造とすること。
イ 有効幅員は、200㎝以上（地下横断歩道にあっては、300㎝以上）とし、当
該通路の⾼齢者、障がい者等の通⾏の状況を考慮して定めること。

ロ 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを
得ない場合⼜は路⾯の排⽔のため必要な場合は、この限りでない。
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3.乗合自動車停留所

(1)乗合⾃動⾞停留所を設ける歩道等の部分の⾞道等に対する⾼さは、15㎝を標
準とすること。

(2) ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、それらの機能を代替する施設が
既に存する場合⼜は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、
この限りでない。

4.自動車駐車場

(1)⾃動⾞駐⾞場には、全駐⾞台数が200以下の場合は当該駐⾞台数に50分の1を
乗じて得た数以上、全駐⾞台数が200を超える場合は当該駐⾞台数に100分の1
を乗じて得た数に2を加えた数以上の⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画を設けること。

(2) ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画は、次に定める構造とすること。
イ 当該⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画へ通ずる歩⾏者の出⼊⼝に最も近い位置に設け
ること。

ロ 区画の幅は、350㎝以上とすること。
ハ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であることを⽴て看板等⾒やすい⽅法により標⽰す
ること。

ハ ⼆段式の⼿すりを両側に設けること。
ニ ⼿すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を⽰す点字を貼り付けること。
ホ 路⾯は、平坦で、滑りにくく、かつ、⽔はけの良い仕上げとすること。
ヘ 両側に⽴ち上げ及び柵その他これに類する⼯作物を設けること。ただし、側
⾯が壁⾯である場合は、この限りでない。

(6) 階段は、次に定める構造とすること。
イ 有効幅員は、150㎝以上とすること。
ロ ⼆段式の⼿すりを両側に設けること。
ハ ⼿すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を⽰す点字を貼り付けること。
ニ 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむ
を得ない場合は、この限りでない。

ホ 踏⾯は、平坦で、滑りにくく、かつ、⽔はけの良い仕上げとすること。
ヘ 階段の両側には、⽴ち上げ及び柵その他これに類する⼯作物を設けること。
ただし、側⾯が壁⾯である場合は、この限りでない。

ト 踏⾯の端部とその周囲の部分との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいこと
により段が識別しやすく、かつ、段⿐の突き出しその他つまずきの原因とな
るものを設けない構造とすること。

チ 階段の下⾯と歩道等の路⾯との間が、250㎝以下の歩道等の部分への進⼊を
防ぐため、必要がある場合は、柵その他これに類する⼯作物を設けること。

リ 階段の⾼さが300㎝を超える場合には、その途中に踊り場を設けること。
ヌ 踊り場の踏幅は、直階段の場合は120㎝以上とし、その他の場合は、当該階
段の幅員の値以上とすること。

2.立体横断施設 続き
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4.自動車駐車場 続き

(3) ⾃動⾞の出⼊⼝⼜は⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画を設ける階には、次に定める構
造の⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できる停⾞の⽤に供する部分（以下「⾞いす使
⽤者⽤停⾞施設」という。）を設けること。ただし、構造上の理由によりやむ
を得ない場合は、この限りでない。
イ 当該⾞いす使⽤者⽤停⾞施設へ通ずる歩⾏者の出⼊⼝に最も近い位置に設け
ること。

ロ ⾞両への乗降の⽤に供する部分の有効幅員及び有効奥⾏きは、それぞれ150
㎝以上とする等、⾞いす使⽤者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

ハ ⾞いす使⽤者⽤停⾞施設であることを⽴て看板等⾒やすい⽅法により標⽰す
ること。

(4) 歩⾏者の出⼊⼝は、次に定める構造とすること。ただし、当該出⼊⼝に近接
した位置に設けられる歩⾏者の出⼊⼝については、この限りでない。
イ 有効幅員は、90㎝以上とすること。ただし、当該⾃動⾞駐⾞場外へ通ずる
歩⾏者の出⼊⼝のうち、1以上の出⼊⼝の有効幅員は120㎝以上とすること。

ロ ⼾を設ける場合において、当該⼾は、有効幅員を120㎝以上とする歩⾏者の
出⼊⼝のうち、1以上の出⼊⼝にあっては⾃動的に開閉する構造とし、その他
の出⼊⼝にあっては⾞いす使⽤者が円滑に開閉して通過できる構造とするこ
と。

ハ ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。

(5) ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画へ通ずる歩⾏者の出⼊⼝から当該⾞いす使⽤者⽤駐
⾞区画に⾄る通路のうち、1以上の通路は、次に定める構造とすること。
イ 有効幅員は、200㎝以上とすること。
ロ ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。
ハ 路⾯は、平坦で、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(6) ⾃動⾞駐⾞場外へ通ずる歩⾏者の出⼊⼝がない階（⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画
が設けられている階に限る。）を有する⾃動⾞駐⾞場には、当該階に停⽌する
エレベーターを設けるものとし、次に定める構造とすること。ただし、構造上
の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて傾斜路を設けること
ができる。
イ 当該エレベーターのうち、1以上のエレベーターは、(5)に規定する出⼊⼝に
近接して設けること。

ロ 当該エレベーター（イのエレベーターを除く。）は、２の(2)のイからニま
でに定める構造とすること。

ハ イのエレベーターは、２の(2)に定める構造とすること。

(7) 傾斜路は、２の(3)に定める構造とすること。

(8) ⾃動⾞駐⾞場外へ通ずる歩⾏者の出⼊⼝がない階に通ずる階段は、２の(6)
に定める構造とすること。

(9) 屋外に設けられる⾃動⾞駐⾞場の⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画、⾞いす使⽤者⽤
停⾞施設及び(5)に規定する通路には、屋根を設けること。
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5.移動等円滑化のために必要なその他の施設

(1) 交差点、駅前広場その他の移動の⽅向を⽰す必要がある箇所には、⾼齢者、
障がい者等が⽇常⽣活⼜は社会⽣活において利⽤すると認められる官公庁施設、
福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な
施設の案内標識を設けること。

(2) (1)の案内標識には、点字、⾳声その他の⽅法により視覚障がい者を案内す
る設備を設けること。

(3) 歩道等、⽴体横断施設の通路、乗合⾃動⾞停留所及び⾃動⾞駐⾞場の通路に
は、視覚障がい者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視
覚障がい者誘導⽤ブロックを敷設すること。

(4) ⽴体横断施設及び⾃動⾞駐⾞場における階段、傾斜路及びエスカレーターの
上端及び下端に近接する通路及び踊り場には点状ブロックを敷設すること。

(5) 視覚障がい者誘導⽤ブロックの⾊彩は、原則として⻩⾊とする。
(6) 視覚障がい者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、⾳声
により視覚障がい者を案内する設備を設けること。

(7) 歩道等には適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けること。ただし、これら
の機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむ
を得ない場合は、この限りでない。

(8) 歩道等及び⽴体横断施設には、照明設備を連続して設けること。ただし、夜
間における当該歩道等及び⽴体横断施設の路⾯の照度が⼗分に確保される場合
は、この限りでない。

(9) 乗合⾃動⾞停留所及び⾃動⾞駐⾞場には、⾼齢者、障がい者等の移動等円滑
化のために必要と認められる箇所には、照明設備を設けること。ただし、夜間
における当該乗合⾃動⾞停留所及び⾃動⾞駐⾞場の路⾯の照度が⼗分に確保さ
れる場合は、この限りでない。

4.自動車駐車場 続き

(10) ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画を設ける階に便所を設ける場合において、当該便
所は、次に定める構造とすること。
イ 便所の出⼊⼝付近に、男⼦⽤及び⼥⼦⽤の区別（当該区別がある場合に限
る。）並びに便所の構造を視覚障がい者に⽰すための点字による案内板その
他の設備を設けること。

ロ 床の表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。
ハ 男⼦⽤⼩便器を設ける場合においては、両側に⼿すりのある床置式の⼩便器、
壁掛式の⼩便器（受け⼝の⾼さが35㎝以下のものに限る。）その他これに類
する⼩便器を1以上設けること。

ニ 1以上（男⼥⽤の区別があるときは、それぞれの1以上）の便所は、次に定
める構造とすること。
(ｲ) 第１の５の(1)のイからホまでに定める構造とすること。
(ﾛ) 第１の５の(6)のイ及びロに定める設備を設けること。

ホ 第１の５の(1)に定める便所にあっては、第１の５の(4)に定める構造とし、
それ以外の便所にあっては、第１の５の(2)及び(4)に定める構造とすること。
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■留意事項

原則として、⾞いす使⽤者が設備（案内板、ベンチ等）を利⽤する際に⼀旦
停⽌しないと利⽤しにくい床、路⾯等の部分は⽔平とすることが望まれます。

整備基準の解説
【公園等】

９５

第 2 部 第 ４ 章

■対象施設

公共的施設 特定施設
都市公園、動物園、植物園、緑地、

遊園地その他これらに類するもの
すべてのもの

■「特定公園施設」の整備基準の適⽤について

公園の整備基準は、「県営の都市公園以外の公園」（別表第2 第5） と「県営
の都市公園」（別表第2 第6）の2つの基準に分かれています。
「特定公園施設」とは、都市公園法による都市公園の主要な施設のことです。
「特定公園施設」の場合、適⽤する基準が異なりますので、注意してください。

国の特定公園施設 県の特定公園施設 市町の特定公園施設
UD条例
（別表第2 第５）

+
バリアフリー法省令

UD条例
（別表第2 第６）
「県の特定公園施設」

UD条例
（別表第2 第５）

+
バリアフリー法省令を
参酌した市町の条例
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公園等︓県の特定公園施設以外の公園

１ . 整備基準

９６

１.園路

不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利⽤する主
要な園路は、次に定める構造とすること。

イ 道路へ通ずる出⼊⼝⼜は駐⾞場へ通ずる出⼊⼝のうち、それぞれ1以上の
出⼊⼝は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、120㎝以上とすること。
(ﾛ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。
(ﾊ) 必要に応じて視覚障がい者誘導⽤ブロック等を敷設すること。
※注意を要するところへの敷設に配慮をしてください。
※出⼊⼝部は⾞いすでの円滑な通⾏を考慮して、その前後に150cm以上の⽔平部
を確保するのが望ましいです。

ロ 通路は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、120㎝以上とすること。
※ 120㎝は、横向きの⼈と⾞いす使⽤者のすれ違いを考慮した幅員です。

(ﾛ) 舗装の表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。
(ﾊ) 縦断勾配は、4％以下とすること。ただし、地形の状況等によりやむを
得ない場合は、8％以下とすることができる。
※地形等やむを得ない場合でも、８％の勾配を超えないこととします。

※勾配のある園路が⻑く続くと、下り時は加速がついて危険であり、上り時は休
憩したり、加速をつけるための⽔平部が必要となります。

(ﾆ) 歩⾞道のある通路については、第３の１に定める構造とすること。
(ﾎ) 必要に応じて視覚障がい者誘導⽤ブロック等を敷設すること。
※注意を要するところへの敷設に配慮をしてください。

(ﾍ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、
傾斜路を併設すること。

ハ 階段は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、120㎝以上とすること。
※120㎝は、杖使⽤者等を考慮した幅員です。

(ﾛ) 第１の３のイ及びハからホまでに定める構造とすること。
※側⾯が壁でない場合は、⽴ち上げ等を設けて杖先が落ちないように配慮します。

(ﾊ) 階段の上端に近接する通路及び踊り場の部分には、点状ブロック等を
敷設すること。ただし、段がある部分と連続して⼿すりが設けられた踊
り場の部分については、この限りでない。

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項
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９７

２.便所

便所を設ける場合は、第１の５の(1)から(4)までに定める構造とすること。

３.駐車場

駐⾞場を設ける場合において、１以上の⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画は、次に定め
る構造（⾃動⾞の駐⾞の⽤に供する区画が30台未満の場合は、次のイからハまで
に定める構造）とすること。

イ 公園の出⼊⼝に最も近い位置に設けること。
ロ 区画の幅は、350㎝以上とすること。
ハ 床⾯は、平坦とし、⽔はけの良い仕上げとすること。
ニ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であることを⽴て看板等⾒やすい⽅法により標⽰
すること。

ホ 道等から駐⾞場に⾄る主な出⼊⼝付近には、⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画の位
置を標⽰する、⼜は位置へ誘導する⽴て看板を設けること。ただし、塀、樹
⽊等がなく、道等から⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画の⽴て看板等が視認できる場
合は、この限りでない。

４.標識

標識を設ける場合は、第１の16に定める構造とすること。

５.附帯設備

ベンチ、野外卓及び⽔飲場その他設備を設ける場合は、障がい者、⾼齢者等が
円滑に利⽤できる構造とすること。

ニ 傾斜路（階段若しくは段に代わり、⼜はこれに併設するものに限る。）は、
次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、120㎝（階段⼜は段を併設する場合にあっては、90㎝）以
上とすること。

(ﾛ) 勾配は、8％以下とすること。
(ﾊ) ⾼さが75㎝を超える傾斜路にあっては、⾼さ75㎝以内ごとに踏幅150
㎝以上の踊り場を設けること。

(ﾆ) 両側に⽴ち上げ等を設けること。
(ﾎ) ⾼さ80㎝程度の⼿すりを設けること。
(ﾍ) 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。
(ﾄ) 傾斜路の上端に近接する通路及び踊り場の部分には、点状ブロック等
を敷設すること。ただし、次に定める部分は、この限りでない。
a 勾配が5％以下の傾斜路の上端に近接する通路及び踊り場の部分
b ⾼さが16㎝以下、かつ、勾配が8％以下の傾斜路の上端に近接する通
路及び踊り場の部分

c 傾斜路と連続して⼿すりが設けられた踊り場の部分

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項
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公園等

２ .整備例
公園の考え方

※公園等を設計・施⼯するにあたって、国定公園内等で⾃然の地形を利⽤する
場合は当該基準を遵守することが難しい場合があります。
その場合は公園の利⽤計画が重要となります。
利⽤計画（ふれあいゾーン、アスレッチックゾーン等）に基づき、障がい者、
⾼齢者等の移動経路、利⽤施設を考慮することにより、対象エリアを明確に
した設計が必要です。
⼜、利⽤計画に基づき、経路の確保が必要となります。

●確保が必要な経路
１．道等から不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、⾝体障が

い者等が利⽤する対象エリア
２．道等から⾞いすが使⽤可能なトイレ（１.の対象エリアがない場合）
３．１の対象エリアから⾞いすが使⽤可能なトイレ
４．⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画から１.の対象エリア
５．⾞いす使⽤者駐⾞区画から道等（１.の対象エリアがない場合）
６．道等から案内設備（視覚障がい者利⽤円滑化経路）

※上記経路のうち、それぞれ１以上を確保してください。
※原則として、⾞いす使⽤者が設備(案内板、ベンチ等）を利⽤する際に⼀旦停
⽌しないと利⽤しにくい床、路⾯等の部分は⽔平とするのが望ましいです。

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

道
路

公園

９８

休憩所
管理事務所

駐⾞場

便所①

便所②

広場

野外劇場
野外⾳楽堂

屋根付広場

主要な公園施設

移動等円滑化経路

園路

出⼊⼝

標識掲⽰板
案内板
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出入口の整備例

車止めと視覚障がい者誘導用ブロック

〇逆Ｕ字タイプの⾞⽌めは、⽩杖が当たる部分を設けるなど、
視覚障がい者に配慮した構造とする

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

有効幅員
●120㎝以上

※⾞⽌めを設置する場合は、視覚障がい者誘導⽤ブロック等
を設置して、⾞⽌めに視覚障がい者が衝突しないよう配慮
してください。
ただし、⼟⾯等構造上不可能なものは除き、⾞⽌めは⼈が
ぶつかってもよい材質としてください

※⾞⽌め間の有効幅員は、必ず120㎝以上確保してください。
付属品やピン等も張り出さないようにしてください

〇30㎝程度

〇50〜60㎝程度

●必要に応じて敷設する

●有効幅員120㎝以上

※出⼊⼝からの⽔平距離が150㎝以上
の⽔平⾯を確保するのが望ましい。

●⽀障となる段を設けない

○⾞⽌めは、弱視の⼈や⾊覚に特性がある⼈が認識できる
⾊調（周辺との対⽐を考慮）とする

〇視覚障がい者誘導⽤ブロック等の形状、⼨法については、
JIS T 9251にあわせたものとします

⾞⽌め

※⾞⽌め前後に⽔平部150㎝以上
確保するのが望ましい

●⾞⽌め間の
有効幅員120㎝以上

●必要に応じて敷設する

●⽀障となる段を設けない

●公園利⽤者の移動経路上
に排⽔路や桝を設ける
場合は、⾞いす使⽤者や
つえ使⽤者の使⽤に⽀障
のないふたを設置する
コンクリートぶた
：⽚側⼿掛けタイプ
グレーチングぶた
：細⽬ノンスリップタイプ

⾞⽌め

⾞⽌め

《⾞⽌め２本設置の例》

《⾞⽌め１本設置の例》

●有効幅員120㎝以上

フ
ェ
ン
ズ
等
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園路の考え方

１００

●有効幅員120㎝以上

●縁⽯の切り下げ120㎝以上

●勾配：原則５%以下

●⾼低差がある場合は傾斜路⼜は階段付きの傾斜路とする

●両側に⼿すり：天端⾼さ75cm〜85cm

●表⾯は濡れても滑りにくい材料

●勾配8%以下

●点状ブロック

〇点状ブロック

●勾配8%以下

●⾼さが75cmを超える場合は、
⾼さ75cm以内ごとに踏み幅
150cm以上の踊り場を設ける

傾斜路

階段

〇
⾼
さ

５
cm
以
上

〇脱輪及び
危険落下防⽌ブロック

⽔平部分

●有効幅員120cm以上
段を併設する場合は90cm以上

●有効幅員120cm以上

●段が識別しやすく、
段⿐の突き出し等
つまづきの原因と
なるものを設けない

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

●表⾯は濡れても滑りにくい材料
※コンクリート舗装の場合は、ハケ引き等、
⼟系舗装の場合は、不陸が発⽣しにくい
ように⼗分な転圧を⾏う
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１０１

案内設備・附帯設備の整備例

〇下部の⾼さ
65㎝程度

〇奥⾏き45㎝程度

〇⾞いす使⽤者の円滑な利⽤に
適した広さ（150㎝×150㎝以上）

〇間隔150㎝以上 〇間隔220㎝以上

野
外
卓

施
設

〇奥⾏き45㎝程度

〇⾼さ75㎝程度

〇下部65㎝程度

⽔平部分
〇150㎝以上

〇150㎝以上

〇桝等は段差をつくらない
●ふたは、細⽬ノンスリップ
タイプのグレーチング

腰
掛
け
の
⾼
さ

〇
40
㎝
程
度

〇両端に⼤きめの肘掛を設ける
（⼿すり兼⽤となるようなもの）

●点字、⽂字等の浮き彫り、⾳声等により、
視覚障がい者が円滑に利⽤できる構造とする

●多機能便房のある便所、エレベーター
その他昇降機、⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画の
位置を表⽰する

〇触知図

〇案内板

●整備基準 〇望ましい基準 ※特記事項

《野外卓の例》

《⽔飲み場の例》

《ベンチの例》

《案内板の例》
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公 園等︓県の特定公園施設

３ . 整備基準

１０２

不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利⽤する
「⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施⾏令」（平成18年政
令第379号）第３条第１号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以
上は、次に定める構造とすること。

イ 出⼊⼝は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、120㎝以上とすること。
(ﾛ) ⾞⽌めを設ける場合において、当該⾞⽌めの相互間の間隔のうち、1以上
は、120㎝以上とすること。

(ﾊ) 出⼊⼝からの⽔平距離が150㎝以上の⽔平⾯を確保すること。ただし、地
形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(ﾆ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。
(ﾎ) 必要に応じて視覚障がい者誘導⽤ブロック等を設けること。

ロ 通路は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、180㎝以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の
理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを⾞いすの転回に
⽀障のないものとし、かつ、50m以内ごとに⾞いすが転回することができる
広さの場所を設けた上で、120㎝以上とすることができる。

(ﾛ) (ﾊ)に掲げる場合を除き、⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設
けないこと。

(ﾊ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜
路を併設すること。

(ﾆ) 縦断勾配は、4％以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理
由によりやむを得ない場合は、8％以下とすることができる。

(ﾎ) 横断勾配は、1％以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理
由によりやむを得ない場合は、2％以下とすることができる。

(ﾍ) 表⾯の仕上げは滑りにくいものとすること。
(ﾄ) 歩⾞道がある場合は、第３の１に定める構造とすること。
(ﾁ) 必要に応じて視覚障がい者誘導⽤ブロック等を敷設すること。

ハ 階段は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、120㎝以上とすること。
(ﾛ) 両側に⾼さが80㎝程度の⼿すりを設けること。ただし、地形の状況その他
の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(ﾊ) ⼿すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を⽰す点字を貼り付けること。
(ﾆ) 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりや
むを得ない場合においては、この限りでない。

(ﾎ) 第１の３のハからホまでに定める構造とすること。

１.園路および広場
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１０３

１.園路および広場 続き

ニ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状
況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレ
ベーター、エスカレーターその他の昇降機であって⾼齢者、障がい者等の円
滑な利⽤に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

ホ 傾斜路（階段若しくは段に代わり、⼜はこれに併設するものに限る。その踊
り場を含む。）は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、120㎝（段を併設する場合にあっては90㎝）以上とすること。
(ﾛ) 縦断勾配は、8％以下とすること。
(ﾊ) 横断勾配は、設けないこと。
(ﾆ) ⾼さが75㎝を超える傾斜路にあっては、⾼さ75㎝以内ごとに踏幅150㎝以
上の踊り場を設けること。

(ﾎ) 両側に⽴ち上げ等を設けること。
(ﾍ) 両側に⾼さが80㎝程度の⼿すりを設けること。ただし、地形の状況その他
の特別の理由によりやむを得ない場合は、⽚側とすることができる。

(ﾄ) 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ヘ ⾼齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘
導⽤ブロック等その他の⾼齢者、障がい者等の転落を防⽌するための設備を
設けること。

ト ２から７までに規定する特定公園施設のうち、それぞれ１以上及び「⾼齢者、
障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施⾏規則」（平成18年国⼟交
通省令第110号）第２条第２項の主要な公園施設に接続すること。
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１０４

不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利⽤する休
憩所⼜は管理事務所を設ける場合において、当該休憩所のうち1以上及び管理事務
所は、それぞれ次に定める構造とすること。

イ 出⼊⼝は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、120㎝以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、80㎝以上とすることができる。
(ﾛ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。
(ﾊ) ⼾を設ける場合において、当該⼾は、次に定める構造とすること。

a 有効幅員は、80㎝以上とすること。
b ⾼齢者、障がい者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ロ カウンターを設ける場合において、そのうち1以上は、⾞いす使⽤者の円滑
な利⽤に適した構造のものとすること。ただし、常時勤務する者が容易にカ
ウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ハ ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう⼗分な空間を確保すること。

ニ 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利⽤する
便所を設ける場合において、そのうち1以上は、６のイからハまでに定める構
造とすること。

３．休憩所および管理事務所

２.屋根付広場

不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利⽤する屋
根付広場を設ける場合において、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

イ 出⼊⼝は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、120㎝以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の
理由によりやむを得ない場合は、80㎝以上とすることができる。

(ﾛ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。

ロ ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう⼗分な空間を確保すること。
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１０５

４.野外劇場および野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利⽤する野
外劇場⼜は野外⾳楽堂を設ける場合は、それぞれ次に定める構造とすること。

イ 出⼊⼝は、２のイに定める構造とすること。

ロ 出⼊⼝とハに規定する⾞いす使⽤者⽤観覧スペース及びヘに規定する便所と
の間の経路を構成する通路は、次に定める構造とすること。
(ｲ) 有効幅員は、120㎝以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端付近の広さを⾞いすの転回
に⽀障のないものとした上で、80㎝以上とすることができる。

(ﾛ) (ﾊ)に掲げる場合を除き、⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設
けないこと。

(ﾊ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合におい
ては、傾斜路を併設すること。

(ﾆ) 縦断勾配は、5％以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理
由によりやむを得ない場合は、8％以下とすることができる。

(ﾎ) 横断勾配は、1％以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理
由によりやむを得ない場合は、2％以下とすることができる。

(ﾍ) 表⾯の仕上げは滑りにくいものとすること。
(ﾄ) ⾼齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい

者誘導⽤ブロック等その他の⾼齢者、障がい者等の転落を防⽌するための
設備を設けること。

ハ 収容定員が200以下の場合は、当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、
収容定員が200を超える場合は、当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2
を加えた数以上の⾞いす使⽤者が円滑に利⽤することができる観覧スペース
（以下「⾞いす使⽤者⽤観覧スペース」という。）を設けること。

ニ ⾞いす使⽤者⽤観覧スペースは、次に定める構造とすること。
(ｲ) 幅は、90㎝以上、奥⾏きは、120㎝以上とすること。
(ﾛ) ⾞いす使⽤者が利⽤する際に⽀障となる段を設けないこと。

ホ ⾞いす使⽤者が転落するおそれのある場所には、柵その他の⾞いす使⽤者の
転落を防⽌するための設備を設けること。

ヘ 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利⽤する
便所を設ける場合において、そのうち1以上は、６のイからハまでに定める構
造とすること。
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１０６

６.便所

不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利⽤する便
所を設ける場合は、次に定める構造とすること。
ただし、ロに規定する第１の５の(3)中「1以上」とあるのは、「当該⼩便器が

設けられた便所ごとに1以上」と読み替えるものとする。

イ 床の表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。

ロ 第１の５の(1)から(4)までに定める構造とすること。

ハ 第１の５の(6)のイ及びロに定める設備のある便房を1以上（男⼥⽤の区別が
あるときは、それぞれ1以上）を設けること。

７.水飲場および手洗場等

不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利⽤する⽔
飲場、⼿洗場、ベンチ⼜は野外卓を設ける場合は、それぞれ⾼齢者、障がい者等
の円滑な利⽤に適した構造のものとすること。

５.駐車場

(1)不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利⽤する
駐⾞場を設ける場合においては、そのうち1以上に、当該駐⾞場の全駐⾞台数
が200以下の場合は当該駐⾞台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐⾞台数
が200を超える場合は当該駐⾞台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数
以上の⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画を設けること。
ただし、専ら⼤型⾃動⼆輪⾞及び普通⾃動⼆輪⾞（いずれも側⾞付きのもの
を除く。）の駐⾞のための駐⾞場については、この限りでない。

(2) ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画は、次に定める構造（⾃動⾞の駐⾞の⽤に供する区
画が30台未満の場合は、次のイからニまでに定める構造）とすること。

イ 当該駐⾞場へ通ずる園路及び広場に最も近い位置に設けること。

ロ 区画の幅は、350㎝以上とすること。

ハ 床⾯は、平坦とし、⽔はけの良い仕上げとすること。

ニ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であることを⽴て看板等⾒やすい⽅法により標⽰す
ること。

ホ 道等から駐⾞場に⾄る主な出⼊⼝付近には、⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画の位置
を標⽰する、⼜は位置へ誘導する⽴て看板を設けること。ただし、塀、樹⽊
等がなく、道等から⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画の⽴て看板等が視認できる場合
は、この限りでない。
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１０７

８.掲示板および標識

(1)不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利⽤する掲
⽰板は、次に定める構造とすること。

イ ⾼齢者、障がい者等の円滑な利⽤に適した構造とすること。

ロ 当該掲⽰板に表⽰された内容が容易に識別できるものとすること。

(2) １から７までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表⽰した標識を
設ける場合において、そのうち1以上は、(1)に定めるもののほか、次に定める
構造とすること。

イ 標識を設ける位置は、１の規定により設けられた園路及び広場の出⼊⼝の付
近とすること。

ロ 位置、⾼さ、⽂字の⼤きさ及び⾊彩等は、⾼齢者、障がい者等が⾒やすく理
解しやすいように配慮したものとすること。

ハ 点字による表記、⽂字等の浮き彫り、⾳による案内その他これらに類するも
のにより、視覚障がい者が円滑に利⽤できる構造にすること。ただし、案内
所、案内設備等により視覚障がい者への情報提供が⽀障なく⾏われる場合は、
この限りでない。

ニ 多機能便房のある便所、エレベーターその他の昇降機⼜は⾞いす使⽤者⽤駐
⾞区画を設ける場合は、その位置を表⽰すること。

ホ 必要に応じてローマ字⼜は絵による表⽰を⾏うこと。
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○ 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例 
○ 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例施⾏規則 
○ 別表第１ 
○ 別表第２ 第１ 建築物に関する整備基準 
  別表第２ 第２ 公共交通機関の施設に関する整備基準 
  別表第２ 第３ 道路(県道の特定道路以外の道路)に関する整備基準 
  別表第２ 第４ 道路(県道の特定道路)に関する整備基準 
  別表第２ 第５ 公園(県営の特定公園施設以外の公園)に関する整備基準 
  別表第２ 第６ 公園(県営の特定公園施設)に関する整備基準 
○ 別表第３  
○ 第 1 号様式 適合証交付請求書 

第３号様式 特定施設新築等(変更)協議申請書 
第４号様式 特定施設⼯事完了届出書 
第 5 号様式 ⾝分証明書 
第 6 号様式 特定施設新築等通知書 
適合表：第 2 号様式(その１) 建築物 
適合表：第 2 号様式(その２) 公共交通機関の施設 
適合表：第 2 号様式(その３) 道路(県道の特定道路以外の道路) 
適合表：第 2 号様式(その４) 道路(県道の特定道路) 
適合表：第 2 号様式(その５) 公園(県営の特定公園施設以外の公園) 
適合表：第 2 号様式(その６) 公園(県営の特定公園施設) 

条 例 ・ 施 ⾏ 規 則  

第 ３ 部  
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三三重重県県ユユニニババーーササルルデデザザイインンののままちちづづくくりり推推進進条条例例  
平成 11 年 3 ⽉ 19 ⽇    
三 重 県 条 例 第 2 号 

 
改正  平成 12 年 ７⽉ 13 ⽇ 三重県条例第 65 号 

平成 13 年 ３⽉ 27 ⽇ 三重県条例第 47 号 
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平成 24 年 10 ⽉ 19 ⽇ 三重県条例第 56 号 

 
 

障害のある⼈もない⼈も、⾼齢者も若者も、すべての⼈の⼈権が尊重され、共に
暮らすことができる社会を実現することは、私たち県⺠すべての願いである。 

こうした社会を実現するためには、社会のあらゆる分野におけるすべての⼈々
の社会参加の機会を確保し、⼀⼈⼀⼈が互いの価値を認め合いながら、⾃由に⾏
動し、安全で快適に⽣活できるユニバーサルデザインのまちづくりに取り組む
必要がある。 

ここに、私たちは、障害者、⾼齢者等にとって暮らしやすいまちが、すべての⼈
にとって暮らしやすいまちであるという認識に⽴ち、共に⼒を合わせ、⼈間性豊
かな社会の実現を⽬指して、この条例を制定する。 
 
 

第第１１章章  総総則則  
 

（（⽬⽬的的））  
第第１１条条 この条例は、ユニバーサルデザインのまちづくりに関し、県、事業者及び

県⺠の責務を明らかにするとともに、施策の基本⽅針を定めることにより、ユニ
バーサルデザインのまちづくりを総合的に推進し、もって障害者、⾼齢者等を始
めとするすべての県⺠が⾃由な活動や平等な社会参加ができる社会の実現に
寄与することを⽬的とする。  

 
（（定定義義））  
第第２２条条 この条例において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 
⼀ ユニバーサルデザインのまちづくり 障害の有無、年齢、性別等にかかわら

ず、すべての県⺠が社会のあらゆる分野の活動に参加でき、安全かつ快適な⽣
活を営むことができるようあらかじめ配慮されたまちづくりをいう。 

⼆ 障害者、⾼齢者等 障害者、⾼齢者、妊産婦、⼦ども、外国⼈等で⽇常⽣活
⼜は社会⽣活において制限を受ける者をいう。 

－110－



 
 

 
三 公共的施設 官公庁施設、医療施設、社会福祉施設、商業施設、⽂化施設、

体育施設、宿泊施設、教育施設、公共交通機関の施設、道路、公園その他の不
特定かつ多数の者の利⽤に供する施設で規則で定めるものをいう。 

四 特定施設 公共的施設のうち、特定道路（⾼齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号。以下この号及び第 21 条にお
いて「法」という。）第 2 条第 9 号の特定道路をいう。）、特定公園施設（法第
2 条第 13 号の特定公園施設をいう。）その他の特に障害者、⾼齢者等が⽇常⽣
活⼜は社会⽣活を営む上で整備することが必要な施設として規則で定めるも
のをいう。 

五 公共⾞両等 ⼀般旅客の⽤に供する鉄道の⾞両、⾃動⾞及び船舶で、規則で
定めるものをいう。 

六 公共⼯作物 案内標識、公衆電話所その他の公共の⽤に供する⼯作物で規
則で定めるものをいう。 

七 施設等 公共的施設、公共⾞両等、公共⼯作物及び住宅をいう。 
 

（（県県のの責責務務））  
第第３３条条 県は、市町との連携並びに事業者及び県⺠との協働の下に、ユニバーサ

ルデザインのまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する
責務を有する。 

２ 県は、⾃ら設置し、⼜は管理する施設等について、障害者、⾼齢者等を始めと
するすべての⼈が安全かつ快適に利⽤できるよう整備するものとする。 

 
第第４４条条 削除 
 
（（事事業業者者のの責責務務））  
第第５５条条 事業者は、県が実施するユニバーサルデザインのまちづくりに関する施

策に協⼒するよう努めるものとする。 
２ 事業者は、⾃ら設置し、⼜は管理する施設等について、障害者、⾼齢者等を始

めとするすべての⼈が安全かつ快適に利⽤できるようその整備に努めるものと
する。 

 
（（県県⺠⺠のの責責務務））  
第第６６条条 県⺠は、ユニバーサルデザインのまちづくりに関して理解を深めるとと

もに、県が実施するユニバーサルデザインのまちづくりに関する施策に協⼒す
るよう努めるものとする。 

２ 県⺠は、障害者、⾼齢者等を始めとするすべての⼈が施設等を安全かつ快適
に利⽤できるよう配慮するとともに、その利⽤の妨げとなる⾏為をしてはなら
ない。 
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第第２２章章  ユユニニババーーササルルデデザザイインンののままちちづづくくりりのの基基本本⽅⽅針針等等  

  
（（基基本本⽅⽅針針））  
第第７７条条 県は、次に掲げる基本⽅針に基づき、ユニバーサルデザインのまちづく

りに関する施策を総合的に実施するものとする。 
⼀ すべての県⺠がユニバーサルデザインのまちづくりに理解を深め、積極的

にこれに参画するよう意識の⾼揚を図ること。 
⼆ すべての県⺠が⾃由に移動し、及び安全かつ快適に暮らすことができるよ

う施設等の整備を推進すること。 
三 誰もが使いやすい製品、良質なサービス及び分かりやすい情報がすべての県

⺠に提供されるよう事業者等への⽀援等を推進すること。 
 
（（ユユニニババーーササルルデデザザイインンののままちちづづくくりり推推進進計計画画のの策策定定等等））  
第第８８条条 知事は、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進するための基本的な

計画（以下「推進計画」という。）を策定するものとする。 
２ 県は、推進計画を実施するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるも

のとする。 
３ 知事は、推進計画を策定するに当たっては、あらかじめ、次条第⼀項の三重県

ユニバーサルデザインのまちづくり推進協議会の意⾒を聴き、議会の議決を経
なければならない。 

４ 前項の規定は、推進計画の変更について準⽤する。 
 
（（三三重重県県ユユニニババーーササルルデデザザイインンののままちちづづくくりり推推進進協協議議会会））  
第第９９条条 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進のために必要な事項を調査審

議するため、三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進協議会（以下「協
議会」という。）を設置する。 

２ 協議会は、ユニバーサルデザインのまちづくりの推進に関する事項について、
知事に意⾒を述べることができる。 

３ 協議会は、委員 15 ⼈以内で組織する。 
４ 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事

が任命する。 
５ 委員の任期は 2 年とする。ただし、補⽋の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 
６ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知

事が定める。 
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第第３３章章  ユユニニババーーササルルデデザザイインンののままちちづづくくりりにに関関すするる施施策策  
  
（（啓啓発発及及びび情情報報のの提提供供））  
第第 1100 条条 県は、ユニバーサルデザインのまちづくりに関し、県⺠及び事業者の理

解を深め、⾃発的な活動を促進するため、必要な啓発及び情報の提供を⾏うもの
とする。 

 
（（教教育育のの充充実実等等））  
第第 1111 条条 県は、県⺠の⼈権を尊重する意識を育成し、県⺠の障害者、⾼齢者等に

対する理解と共感の⼼を醸成するため、幼児教育、学校教育及び⽣涯学習の充実
その他必要な施策を推進するものとする。 

 
（（ボボラランンテティィアア活活動動等等のの促促進進））  
第第 1122 条条 県は、ユニバーサルデザインのまちづくりに関し、ボランティア活動を

始めとする⾃由な社会貢献活動を促進するため、情報の提供、活動基盤の整
備その他必要な施策を推進するものとする。  

 
（（安安全全なな⽣⽣活活のの確確保保））  
第第 1133 条条 県は、障害者、⾼齢者等を始めとするすべての⼈が安全に⽇常⽣活を営

むことができるよう防犯、防災及び交通安全の確保に関し必要な施策を推進す
るものとする。 

 
（（⼈⼈材材のの養養成成等等））  
第第 1144 条条 県は、障害者、⾼齢者等を始めとするすべての⼈の社会参加を促進し、

その⾃⽴した⽣活を⽀援するため、介助等の知識及び技能を有する者の養成、確
保及び資質の向上を図るために必要な施策を推進するものとする。 

 
（（福福祉祉⽤⽤具具等等にに関関すするる研研究究開開発発等等））  
第第 1155 条条 県は、障害者、⾼齢者等の⾃⽴及び社会参加の促進並びに介護者の負担

の軽減を図るため、福祉⽤具の研究開発及び普及の促進に関する法律（平成 5 年
法律第 38 号）第２条に規定する福祉⽤具等に関する研究及び開発を促進し、並
びにこれらの成果の普及を図るものとする。 

 
（（情情報報のの利利⽤⽤等等））  
第第 1166 条条 県は、障害者、⾼齢者等を始めとするすべての⼈が円滑に情報を利⽤し、

及びその意思を表⽰して社会参加できるよう情報伝達⼿段の充実に必要な施策
を推進するものとする。 
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第第４４章章  公公共共的的施施設設等等のの整整備備  
  

第第１１節節  公公共共的的施施設設のの整整備備  
  
（（整整備備基基準準））  
第第 1177 条条 知事は、公共的施設の整備に関し、障害者、⾼齢者等が安全かつ快

適に利⽤できるようにするために必要な基準（以下「整備基準」という。）を
定めるものとする。 

２ 整備基準は、出⼊⼝、廊下、階段、昇降機、便所、敷地内の通路、駐⾞場その
他の知事が必要と認めるものについて、公共的施設の区分に応じて規則で定め
る。 

 
（（整整備備基基準準のの遵遵守守））  
第第 1188 条条 公共的施設の新築、新設、増築、改築、⽤途の変更（施設の⽤途を変更

して公共的施設とする場合を含む。）、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第
２条第⼗四号に規定する⼤規模の修繕⼜は同条第⼗五号に規定する⼤規模の
模様替（以下「新築等」という。）をしようとする者は、当該公共的施設（当
該新築等に係る部分に限る。）について整備基準を遵守しなければならない。
ただし、規模、構造、地形若しくは敷地の状況その他やむを得ない事由によ
り、整備基準を遵守することが困難であると知事が認める場合は、この限り
でない。 

２ 公共的施設を所有し、⼜は管理する者（以下「公共的施設の所有者等」とい
う。）は、当該公共的施設を整備基準に適合させるよう努めるものとする。 

 
（（適適合合証証のの交交付付））  
第第 1199 条条 公共的施設の所有者等は、当該公共的施設を整備基準に適合させてい

るときは、規則で定めるところにより、知事に対し、当該公共的施設が整備
基準に適合していることを証する証票（以下「適合証」という。）の交付を請
求することができる。 

２ 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該公共的施設が整
備基準に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、当該請求を
した者に対し、適合証を交付するものとする。 

３ 知事は、前項の規定により適合証を交付した場合において、当該交付に係る
公共的施設が、整備基準に適合している旨を公表することができる。 

 
（（維維持持保保全全））  
第第 2200 条条 公共的施設の所有者等は、当該公共的施設の整備基準に適合させたとき

は、当該適合させた部分の機能を維持するよう努めなければならない。 
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第第２２節節  特特定定施施設設のの整整備備  
  
（（事事前前協協議議））  
第第 2211 条条 特定施設の新築等をしようとする者は、その計画（整備基準に適合させ

るべき部分を含まない計画を除く。）について、規則で定めるところにより、あ
らかじめ、知事に協議しなければならない。これを変更（規則で定める軽微な変
更を除く。）しようとするときも、同様とする。ただし、法第 17 条第 1 項の規
定により計画の認定を申請したときは、この限りでない。 

２ 知事は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る特定
施設が整備基準に適合しないと認めるときは、当該協議をした者に対し、必要な
指導及び助⾔を⾏うことができる。 

 
（（⼯⼯事事完完了了のの届届出出））  
第第 2222 条条 前条第１項の規定による協議をした者は、当該協議に係る⼯事を完了し

たときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければ
ならない。 

 
（（完完了了検検査査））  
第第 2233 条条 知事は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る特

定施設が整備基準に適合しているかどうかの検査を⾏うものとする。  
 
（（勧勧告告））  
第第 2244 条条 知事は、特定施設の新築等をしようとする者が第 21 条第１項の規定に

よる協議を⾏わずに当該⼯事に着⼿したときは、その者に対し、当該協議を⾏う
べきことを勧告することができる。 

２ 知事は、第 21 条第１項の規定による協議をした者が当該協議の内容と異なる
⼯事を⾏ったときは、その者に対し、当該協議の内容に従った⼯事を⾏うべきこ
とその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

３ 知事は、第 21 条第２項の規定による指導及び助⾔を受けた者が正当な理由な
く当該指導及び助⾔に従わなかったときは、その者に対し、当該指導及び助⾔に
従うべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 

 
（（公公表表））  
第第 2255 条条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に

従わないときは、その者の⽒名、当該勧告の内容その他の規則で定める事項を公
表することができる。 

２ 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該勧告を受けた者
に対し、弁明の機会を与えなければならない。  
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（（報報告告のの徴徴収収及及びび⽴⽴⼊⼊調調査査））  
第第 2266 条条 知事は、この章の規定の施⾏に必要な限度において、特定施設を所有し、

⼜は管理する者に対し、当該特定施設の整備基準への適合状況その他必要な事
項について報告を求めることができる。 

２ 知事は、この章の規定の施⾏に必要な限度において、その職員に、特定施設に
⽴ち⼊り、当該特定施設の整備基準への適合状況を調査させ、⼜は関係者に質問
させることができる。 

３ 前項の規定により⽴⼊調査⼜は質問をする職員は、その⾝分を⽰す証明書を
携帯し、関係者の請求があったときは、これを提⽰しなければならない。  

 
第第３３節節  公公共共⾞⾞両両等等のの整整備備等等  

  
（（公公共共⾞⾞両両等等のの整整備備））  
第第 2277 条条 公共⾞両等を所有し、⼜は管理する者は、当該公共⾞両等について、障

害者、⾼齢者等を始めとするすべての⼈が安全かつ快適に利⽤できるよう整備
に努めるものとする。 

 
（（公公共共⼯⼯作作物物のの整整備備））  
第第 2288 条条 公共⼯作物を設置し、⼜は管理する者は、当該公共⼯作物について、障

害者、⾼齢者等を始めとするすべての⼈が安全かつ快適に利⽤できるよう整備
に努めるものとする。 

 
（（住住宅宅のの整整備備））  
第第 2299 条条 県⺠は、その所有する住宅について、将来にわたって安全かつ快適に⽣

活できるよう整備に努めるものとする。 
２ 住宅を供給する事業者は、当該事業を実施するに当たっては、障害者、⾼

齢者等を始めとするすべての⼈が安全かつ快適に利⽤できるよう配慮された
住宅の供給に努めるものとする。  

 
 

第第５５章章  雑雑則則  
  
（（国国等等にに関関すするる特特例例））  
第第 3300 条条 国、地⽅公共団体その他規則で定める者（以下「国等」という。）につ

いては、第 21 条から第 26 条までの規定は適⽤しない。ただし、国等は、特定
施設の新築等をしようとするときは、あらかじめ、知事にその内容を通知しなけ
ればならない。 

２ 知事は、前項ただし書の規定による通知があったときは、国等に対し、整備基
準への適合等について必要な措置を講じるよう要請を⾏うことができる。  
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（（委委任任））  
第第 3311 条条 この条例に定めるもののほか、条例の施⾏に関し必要な事項は、規則で

定める。 
 

附附  則則  
この条例は、平成 11 年４⽉１⽇から施⾏する。ただし、第４章の規定は、平成

12 年４⽉１⽇から施⾏する。 
附附  則則（平成 12 年７⽉ 13 ⽇三重県条例第 65 号） 

この条例は、公布の⽇から施⾏する。 
附附  則則（平成 13 年３⽉ 27 ⽇三重県条例第 47 号抄） 

（（施施⾏⾏期期⽇⽇））  
１ この条例は、平成 13 年４⽉１⽇から施⾏し、同⽇以降に策定される計画につい

て適⽤する。 
附附  則則（平成 15 年３⽉ 17 ⽇三重県条例第 9 号） 

この条例は、平成 15 年４⽉１⽇から施⾏する。 
  附附  則則（平成 17 年 10 ⽉ 21 ⽇三重県条例第 67 号） 
この条例は、平成 18 年１⽉ 10 ⽇から施⾏する。 

附附  則則（平成 19 年３⽉ 20 ⽇三重県条例第 17 号） 
（（施施⾏⾏期期⽇⽇））  

１ この条例は、平成 19 年４⽉１⽇から施⾏する。ただし、第 21 条第１項ただ
し書の改正規定は、公布の⽇から施⾏する。 

 （（三三重重県県のの事事務務処処理理のの特特例例にに関関すするる条条例例のの⼀⼀部部改改正正））  
２ 三重県の事務処理の特例に関する条例（平成 12 年三重県条例第 2 号）の⼀部

を次のように改正する。 
   別表第２第 25 号の項及び第 26 号の項中「三重県バリアフリーのまちづくり

推進条例」を「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に改める。 
附附  則則（平成 24 年 10 ⽉ 19 ⽇ 三重県条例第 56 号） 

（（施施⾏⾏期期⽇⽇））  
 この条例は、平成 25 年４⽉１⽇から施⾏する。
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三三重重県県ユユニニババーーササルルデデザザイインンののままちちづづくくりり推推進進条条例例施施⾏⾏規規則則 
 

三重県規則第 118 号   平成 11 年 12 ⽉ 28 ⽇ 
改正 三重県規則第 37 号 平成 16 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
改正 三重県規則第 15 号 平成 19 年 3 ⽉ 20 ⽇ 
改正 三重県規則第 36 号  平 成 22 年 4 ⽉ 2 ⽇ 
改正 三重県規則第 23 号 平成 25 年 3 ⽉ 29 ⽇ 
改正 三重県規則第 47 号 平成 29 年４⽉ 18 ⽇ 
改正 三重県規則第 9 号 令 和 元 年 6 ⽉ 25 ⽇ 

 
（（趣趣旨旨））  
第第１１条条 この規則は、三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(平成 11

年三重県条例第 2 号。以下「条例」という。)の施⾏に関し必要な事項を定める
ものとする。 

 
（（公公共共的的施施設設））  
第第２２条条 条例第２条第３号の規則で定める公共的施設は、別表第１の左欄に掲げ

るものとする。 
 
（（特特定定施施設設））  
第第３３条条 条例第２条第４号の規則で定める特定施設は、別表第１の左欄に掲げる

もののうち、同表の右欄に掲げるものとする。 
 
（（公公共共⾞⾞両両等等））  
第第４４条条 条例第 2 条第 5 号の規則で定める公共⾞両等は、次に掲げるものとする。 

(1) 海上運送法(昭和 24 年法律第 187 号)第 2 条第 5 項に規定する⼀般旅客定
期航路事業の⽤に供する旅客船 

(2) 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第 3 条第 1 号イに掲げる⼀般乗合旅
客⾃動⾞運送事業⼜は同号ハに掲げる⼀般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業の⽤に供
する⾃動⾞ 

(3) 移動等円滑化のために必要な旅客施設⼜は⾞両等の構造及び設備に関す
る基準を定める省令（平成 18 年国⼟交通省令第 111 号）第 1 条第 1 項第 10
号に規定する鉄道⾞両 

 
（（公公共共⼯⼯作作物物））  
第第５５条条 条例第 2 条第 6 号の規則で定める公共⼯作物は、次に掲げるものとする。 

(1) 案内標識 
(2) 公衆電話所 
(3) 交通信号機 
(4) 銀⾏その他の⾦融機関の現⾦⾃動⽀払所 
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(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めるもの 
 
（（整整備備基基準準））  
第第６６条条 条例第 17 条第 2 項の規則で定める整備基準は、別表第 2 のとおりとす

る。 
 
（（適適合合証証のの交交付付））  
第第７７条条 条例第 19 条第 1 項の規定による適合証の交付の請求は、適合証交付請求

書（第 1 号様式）に整備基準適合表（第 2 号様式）及び別表第 3 に定める書類
（以下「適合表等」という。）を添付して⾏うものとする。ただし、条例第 21 条
第 1 項によるあらかじめ知事にする協議（以下「事前協議」という。）を完了し、
⼜は条例第 30 条第 1 項ただし書に規定する通知を⾏っている場合においては、
適合表等の添付を省略することができる。 

２ 条例第 19 条第 2 項の規定による適合証の交付は、知事が別に定める様式によ
り⾏うものとする。 

 
（（適適合合証証のの返返還還））  
第第８８条条 知事は、条例第 19 条第 2 項の規定により適合証の交付を受けた者が、次

の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、適合証を返還させること
ができる。 
(1) 偽りその他不正の⾏為により適合証の交付を受けたとき。 
(2)  適合証の交付の対象となった公共的施設が整備基準に適合しないことが

判明したとき。 
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、知事が適合証を返還させることが適当である

と認めるとき。 
 
（（事事前前協協議議））  
第第９９条条 事前協議は、特定施設の新築等に係る基本計画等を策定するまでに、特

定施設新築等協議申請書（第 3 号様式）に適合表等を添付して⾏うものとする。 
２ 条例第 21 条第 1 項の規定による変更の協議は、特定施設新築等変更協議申請

書（第 3 号様式）に適合表等を添付して⾏うものとする。 
 
（（軽軽微微なな変変更更））  
第第 1100 条条 条例第 21 条第 1 項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとす

る。 
(1) 整備基準の適⽤がない部分の変更 
(2) 整備基準に適合している部分を障害者、⾼齢者等がより安全かつ快適に利

⽤できるようにする変更 
(3) ⼯事着⼿⼜は⼯事完了の予定年⽉⽇の変更で 3 ⽉以内のもの 
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（（⼯⼯事事完完了了のの届届出出））  
第第 1111 条条 条例第 22 条の規定による⼯事完了の届出は、特定施設⼯事完了届出書
（第 4 号様式）により⾏うものとする。 

 
（（公公表表すするる事事項項等等））  
第第 1122 条条 条例第 25 条第 1 項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 勧告を受けた者の⽒名及び住所（法⼈にあっては、その名称、代表者の⽒
名及び主な事務所の所在地） 

(2) 勧告の内容 
(3) 勧告の対象となった特定施設の名称及び所在地 
(4)  前 3 号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 
２ 条例第 25 条第 1 項の規定による公表は、三重県公報への登載その他知事

が適当と認める⽅法により⾏うものとする。 
 
（（⾝⾝分分証証明明書書））  
第第 1133 条条 条例第 26 条第 3 項に規定する⾝分を⽰す証明書の様式は、第 5 号様式

のとおりとする。 
 
（（国国等等ととみみななさされれるる法法⼈⼈））  
第第 1144 条条 条例第 30 条第 1 項の規則で定める者は、建築基準法(昭和 25 年法律第

201 号)第 18 条の規定の適⽤について、法令の規定により国⼜は地⽅公共団体
とみなされる法⼈とする。 

 
（（国国等等のの通通知知））  
第第 1155 条条 条例第 30 条第 1 項ただし書の規定による通知は、特定施設新築等通知

書（第 6 号様式）に適合表等を添付して⾏うものとする。 
 
（（書書類類のの提提出出部部数数））  
第第 1166 条条 条例及びこの規則の規定による申請書等については、第 9 条に規定する

書類にあっては 2 部、その他の書類にあっては 1 部を提出するものとする。 
 
 
 
     附附  則則  
 この規則は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第 6 条から第 16 条までの規定
は、平成 12 年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
    附附  則則  
 この規則は、平成 16 年 10 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
    附附  則則  
 この規則は、平成 19 年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
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    附附  則則  
（（施施⾏⾏期期⽇⽇））  
１ この規則は、平成 22 年 10 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
（（経経過過措措置置））  
２ この規則の施⾏の際現に⼯事中の公共的施設の新築、新設、増築、改築、⽤途

の変更（施設の⽤途を変更して公共的施設とする場合を含む。）、建築基準法（昭
和 25 年法律第 201 号）第 2 条第 14 号に規定する⼤規模の修繕⼜は同条第 15
号に規定する⼤規模の模様替（以下「新築等」という。）については、第 6 条及
び三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例（平成 11 年三重県条例
第 2 号。以下「条例」という。）第 17 条に規定する整備基準は、改正後の三重
県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例施⾏規則（以下「改正後の規則」
という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この規則の施⾏の際現に存する公共的施設については、第８条の規定は、改
正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 施⾏⽇から障害者⾃⽴⽀援法（平成 17 法律第 123 号）附則第１条第３号に掲
げる規定の施⾏の⽇の前⽇までの間は、改正後の規則別表第 1 の 1 の表第３号
の項中「供する施設」とあるのは、「供する施設、障害者⾃⽴⽀援法（平成 17 年
法律第 123 号）附則第 41 条第 1 項の規定によりなお従前の例により運営する
ことができるとされた同法附則第 41 条第 1 項に規定する⾝体障害者更⽣援護
施設、同法附則第 48 条の規定によりなお従前の例により運営することができ
ることとされた同法附則第 48 条に規定する精神障害者社会復帰施設」とする。 

    附附  則則  
（（施施⾏⾏期期⽇⽇））  
１ この規則は、平成 25 年 4 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。 
（（経経過過措措置置））  
２ この規則の施⾏の際現に⼯事中の公共的施設の新設⼜は改築については、こ

の規則による改正後の三重県ユニバーサルのまちづくり推進条例施⾏規則の規
定にかかわらず、なお従前の例による。 

附附  則則  
（（施施⾏⾏期期⽇⽇））  
１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。 

附附  則則  
（（施施⾏⾏期期⽇⽇））  
１ この規則は、令和元年 7 ⽉ 1 ⽇から施⾏する。ただし、別表第 2 第 1 の「10 

客室」の項及び第 2 号様式（その 1）の改正規定は、令和元年 9 ⽉ 1 ⽇から施
⾏する。 

（（経経過過措措置置））  
２ この規則の施⾏の際現に⼯事中の公共的施設の新築、新設、増築、改築、⽤途

の変更（施設の⽤途を変更して公共的施設とする場合を含む。）、建築基準法（昭
和 25 年法律第 201 号）第 2 条第 14 号に規定する⼤規模の修繕⼜は同条第 15
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号に規定する⼤規模の模様替については、第 6 条及び三重県ユニバーサルデザ
インのまちづくり推進条例（平成 11 年三重県条例第 2 号）第 17 条に規定する
整備基準は、この規則による改正後の三重県ユニバーサルデザインのまちづく
り推進条例施⾏規則（以下「改正後の規則」という。）の規定にかかわらず、な
お従前の例による。 

３ この規則の施⾏の際現に存する公共的施設については、第 8 条の規定は、改
正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ この規則の施⾏の際現にこの規則による改正前の三重県ユニバーサルデザイ
ンのまちづくり推進条例施⾏規則（次項において「改正前の規則」という。）の
規定に基づいて提出されている整備基準適合表等は、改正後の規則に基づいて
提出された整備基準適合表等とみなす。 

５ この規則の施⾏の⽇前に、改正前の規則に規定する様式により作成されてい
る⽤紙は、当分の間、所要の調整をして使⽤することができる。 
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別 表 第 １ （ 第 ２ 条 、 第 ３ 条 関 係 ）  
１  建 築 物  

公  共  的  施  設 特 定 施 設 

１ 官公庁施設 国⼜は地⽅公共団体が設置する保健所、税
務署、警察署、消防署その他の施設 

すべてのもの 

２ 医療施設 病院、診療所、薬局、⽼⼈保健施設その他
これらに類するもの 

すべてのもの 

３ 社会福祉施設 ⽼⼈福祉施設、児童福祉施設、⾝体障害者
社会参加⽀援施設、障害者⽀援施設、障害福
祉サービス事業（⽣活介護、⾃⽴訓練、就労
移⾏⽀援⼜は就労継続⽀援を⾏う事業に限
る。）の⽤に供する施設、地域活動⽀援セン
ター、福祉ホーム、⺟⼦福祉施設、⺟⼦健康
センター、保健センターその他これらに類す
るもの 

すべてのもの 

４ 
 

 

商 
 

 
 

業 
 

 
 

施 
 

 
 

設 

(1) ⾦融機関 郵便局、銀⾏その他の⾦融機関の店舗 すべてのもの 

(2) 娯楽施設 劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これ
らに類するもの 

左の施設の⽤途に供
する部分の床⾯積の
合計(以下「⽤途⾯積」
という｡)が 100 平⽅メ
ートル以上のもの 

(3) 展⽰施設 展⽰場その他これに類するもの ⽤途⾯積が 100 平⽅ 
メートル以上のもの 

(4) 物 品 販 売
施設 

卸売市場、百貨店、マーケットその他の物
品販売業を営む店舗 

⽤途⾯積が 100 平⽅ 
メートル以上のもの 

(5) 飲⾷施設 飲⾷店、喫茶店、キャバレー、料理店、ナ
イトクラブ、ダンスホールその他これらに類
するもの 

⽤途⾯積が 100 平⽅ 
メートル以上のもの 

(6) サ ー ビ ス
施設 

理髪店、美容院、クリーニング取次店、質
屋、貸⾐装屋その他のサービス業を営む店舗 

⽤途⾯積が 100 平⽅ 
メートル以上のもの 

(7) 遊技施設 マージャン店、パチンコ店、ゲームセンタ
ー、カラオケボックスその他これらに類する
もの 

⽤途⾯積が 500 平⽅ 
メートル以上のもの 

５ ⽂化施設 図書館、博物館、美術館その他これらに類す
るもの 

すべてのもの 

６ 体育施設 体育館、⽔泳場、ボウリング場、スポーツ
練習場その他これらに類するもの 

⽤途⾯積が 500 平⽅ 
メートル以上のもの 

７ 宿泊施設 ホテル、旅館、⺠宿その他これらに類する
もの 

⽤途⾯積が 500 平⽅ 
メートル以上のもの  
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８ 教育施設 学校（専修学校を含む｡)その他これらに類
するもの 

すべてのもの 

９ 各種学校等 各種学校、⾃動⾞教習所、学習塾、華道教
室、囲碁教室その他これらに類するもの 

⽤途⾯積が 100 平⽅ 
メートル以上のもの 

10 集会施設 集会場、公会堂その他これらに類するもの ⽤途⾯積が 100 平⽅ 
メートル以上のもの 

11 公衆浴場  ⽤途⾯積が 500 平⽅ 
メートル以上のもの 

12 ⾃動⾞⾞庫 ⼀般公共の⽤に供される⾃動⾞⾞庫（機械
式駐⾞場を除く｡ ） 

⽤途⾯積が 500 平⽅ 
メートル以上のもの 

13 公衆便所  すべてのもの 

14 ⽕葬場  すべてのもの 

15 共同住宅等 共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類
するもの 

⽤途⾯積が 2,000 平⽅
メートル以上のもの 

16 事務所 事務所その他これに類するもの ⽤途⾯積が 2,000 平⽅
メートル以上のもの 

17 ⼯ 場 ⼯場その他これに類するもの ⽤途⾯積が 2,000 平⽅
メートル以上のもの 

18 複合施設 ４から７までに掲げる施設のうち２以上
の異なる⽤途に供されたもので構成される
もの 

⽤途⾯積の合計が 500
平⽅メートル以上の
もの 

 

２  公 共 交 通 機 関 の 施 設  
公  共  的  施  設 特 定 施 設 

鉄道駅、船舶の発着場及びバスターミナル等の施
設で旅客の乗降⼜は待合の⽤に供するもの 

すべてのもの 

 

３  道  路  
公  共  的  施  設 特 定 施 設 

⼀般の道路（⾃動⾞のみの交通の⽤に供する道路
は除く｡ ） 

歩道等を新設し、⼜は改築するもの 

 

４  公 園 等  
公  共  的  施  設 特 定 施 設 

都市公園、動物園、植物園、緑地、遊園地その他
これらに類するもの すべてのもの 
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別 表 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）  
第１ 建 築 物 に 関 す る 整 備 基 準  

部  分 整   備   基   準 【建築物】 

１ 出⼊⼝ 直接地上へ通ずる出⼊⼝及び駐⾞場へ通ずる出⼊⼝並びに不特定かつ
多数の者が利⽤し、⼜は主として障がい者、⾼齢者等が利⽤する室（宿
泊施設の客室及び便所を含む。以下「利⽤室」という。）の出⼊⼝のう
ち、それぞれ１以上の出⼊⼝は、次に定める構造とすること。 

イ 直接地上へ通ずる出⼊⼝及び駐⾞場へ通ずる出⼊⼝の有効幅員
は、90 センチメートル以上とすること。 

ロ 利⽤室の出⼊⼝の有効幅員は、80 センチメートル以上とするこ
と。 

ハ ⼾を設ける場合において、当該⼾は、⾃動的に開閉する構造⼜は
⾞いすを使⽤している者（以下「⾞いす使⽤者」という。）その他の
障がい者、⾼齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 

ニ ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。 
ホ 直接地上へ通ずる主な出⼊⼝には、必要に応じて、降⾬等の影響
を少なくするひさし⼜は屋根を設けること。 

２ 廊下その他
これに類する
もの（以下
「廊下等」と
いう。） 

(1) 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
(2) 段を設ける場合において、当該段は、３に定める構造に準じたも

のとすること。 
(3) 直接地上へ通ずる１に定める構造の各出⼊⼝から利⽤室の１に定

める構造の各出⼊⼝及び共同住宅等の住⼾の出⼊⼝（以下「利⽤室
等の各出⼊⼝」という。）に⾄る経路、駐⾞場へ通ずる１に定める
構造の各出⼊⼝から利⽤室等の各出⼊⼝に⾄る経路並びに利⽤室等
の各出⼊⼝から５の(1)に定める構造の便所の各出⼊⼝に⾄る経路の
うち、それぞれ１以上の経路の廊下等においては、次に定める構造
とすること。この場合において、４の(2)に定める構造のエレベータ
ーが設置されるときは、当該１以上の経路は当該エレベーターの昇
降路を含むものとすること。 
イ 有効幅員は、120 センチメートル以上とすること。 
ロ 廊下等の末端付近の構造は、⾞いすの転回に⽀障のないものと

し、かつ、区間 50 メートル以内ごとに⾞いすが転回することがで
きる構造の部分を設けること。 

ハ ⼾を設ける場合において、当該⼾は、次に定める構造とするこ
と。 
(ｲ) 有効幅員は、80 センチメートル以上とすること。 
(ﾛ) ⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いす使⽤者その他の障がい者、

⾼齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 
ニ ⾼低差がある場合においては、(5)に定める構造の傾斜路及びそ

の踊り場⼜は⾞いす使⽤者⽤特殊構造昇降機（建築基準法に定める
規定に適合する昇降機で専ら⾞いす使⽤者の利⽤に供するものをい
う。以下同じ。）を設けること。 

ホ １に定める構造の出⼊⼝並びに４の(2)に定める構造のエレベータ
ー及び⾞いす使⽤者⽤特殊構造昇降機の昇降路の出⼊⼝に接する部
分は、⽔平とすること。 
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  (4) 直接地上へ通ずる出⼊⼝のうち、１以上の出⼊⼝から⼈⼜は案内
設備により視覚障がい者に公共的施設全体の利⽤に関する情報提供
を⾏うことができる場所までの廊下等には、視覚障がい者誘導⽤ブロ
ック等（線状ブロック等（視覚障がい者を誘導するための床⾯に敷設
されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設け
られており、かつ、周囲の床材の⾊と明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤き
いことにより容易に識別できるものをいう。）及び点状ブロック等（視
覚障がい者の注意を喚起するための床⾯に敷設されるブロックその
他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、
周囲の床材の⾊と明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことにより容易に
識別できるものをいう。以下同じ。）を適切に組み合わせて床⾯に敷
設したものをいう。以下同じ。)を敷設し、⼜は⾳声により視覚障がい
者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること（教育施設
（特別⽀援学校を除く。）、各種学校等、共同住宅等、事務所、⼯場
及び⾃動⾞販売施設等の⾃動⾞関連施設を除く。）。ただし、直接地
上へ通ずる出⼊⼝⼜は出⼊⼝が視認できる場所において常時勤務す
る者により視覚障がい者を誘導することができる場合その他視覚障
がい者の誘導上⽀障のない場合においては、この限りでない。 

(5) 廊下等に設けられる傾斜路及びその踊り場は、次に定める構造（教
育施設（特別⽀援学校を除く。）、各種学校等、共同住宅等、事務所、
⼯場、⾃動⾞販売施設等の⾃動⾞関連施設、⼊所型の社会福祉施設、
保育所及び学童保育所にあっては、次のイからトまでに定める構造）
とすること。 
イ 有効幅員は、120 センチメートル（段を併設する場合にあっては、

90 センチメートル）以上とすること。 
ロ こう配は、12 分の 1（⾼さが 16 センチメートル以下の場合にあ

っては、8 分の 1）を超えないこと。 
ハ ⾼さが 75 センチメートルを超える傾斜路にあって は、⾼さ 75

センチメートル以内ごとに踏幅 150 センチメートル以上の踊り場を
設けること。 

ニ 両側に⽴ち上げ等を設けること。 
ホ ⾼さ 80 センチメートル程度の⼿すりを設けること（⾼さが 16 セ

ンチメートル以下、かつ、こう配が 12 分の 1 以下の傾斜路を除く。）。 
ヘ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ト 傾斜路の勾配部分は、その踊り場及び当該傾斜路に接する廊下等

との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことにより識別しやすい
ものとすること。 

チ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、点状ブロ
ック等を敷設すること。ただし、次に定める部分は、この限りでな
い。 
(ｲ) こう配が 20 分の 1 以下の傾斜路の上端に近接する廊下等及び

踊り場の部分 
(ﾛ) ⾼さが 16 センチメートル以下、かつ、こう配が 12 分の 1 以

下の傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分 
(ﾊ) 傾斜路と連続して⼿すりが設けられた踊り場の部分 
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３ 階段（踊り
場を含む。以
下同じ。） 

不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として障がい者、⾼齢者等が利
⽤する階段は、次に定める構造（教育施設（特別⽀援学校を除く。）、
各種学校等、共同住宅等、事務所、⼯場、⾃動⾞販売施設等の⾃動⾞関
連施設、⼊所型の社会福祉施設、保育所及び学童保育所にあっては、次
のイからホまでに定める構造）とすること。 

イ  ⾼ さ 80 セ ン チ メ ー ト ル 程 度 の ⼿ す り を 設 け る こ と 。  
ロ 主な階段には、回り段を設けないこと。ただし、建築物の構造上

回り段を設けない構造とすることが困難な場合においては、この限
りでない。 

ハ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ニ 側⾯が壁でない場合は、⽴ち上げ等を設けること。 
ホ 踏⾯の端部とその周囲の部分との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が

⼤きいことにより段が識別しやすく､かつ、段⿐の突き出しその他
のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

へ 階段の上端に近接する廊下等及び踊り場の部分には、点状ブロッ
ク等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して⼿すりが設
けられた踊り場の部分は、この限りでない。 

４ 昇降機 (1) 2 以上の階を有し、⽤途⾯積が 2,000 平⽅メートル以上の公共的施
設（教育施設（地⽅公共団体の設置する⼩学校、中学校、義務教育学
校、⾼等学校、中等教育学校及び特別⽀援学校を除く。）、各種学校
等、共同住宅等、事務所及び⼯場を除く。）には、エレベーターを設
けること。 

(2) (1)に規定するエレベーターは、次に定める構造（⼊所型の社会福
祉施設に設ける寝台⽤エレベーターにあっては、次のロ及びニからワ
までに定める構造）とし、かつ、主な廊下等に近接した位置に設ける
こと。ただし、次に定める構造と同等以上の性能等を有すると認めら
れるエレベーターを設置する場合においては、この限りでない。 
イ かごの幅は、140 センチメートル以上とすること。 
ロ かごの奥⾏きは、135 センチメートル以上とすること。 
ハ かごの平⾯形状は、⾞いすの転回に⽀障がないものとすること。 
ニ かご内には、かごが停⽌する予定の階及びかごの現在位置を表⽰

する装置を設けること。 
ホ 乗降ロビーには、到着するかごの昇降⽅向を表⽰する装置を設け

ること。 
ヘ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出⼊⼝の

⼾の閉鎖を⾳声により知らせる装置を設けること。 
ト かご及び昇降路の出⼊⼝の有効幅員は、80 センチメートル以上と

すること。 
チ かご内及び乗降ロビーには、⾞いす使⽤者が利⽤しやすい位置に

制御装置を設けること。 
リ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（チに規定する制御装置

を除く。）は、視覚障害者が円滑に操作することができる構造とす
ること。 
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ヌ 乗降ロビーの幅及び奥⾏きは、それぞれ 150 センチメートル以上
とすること。 

ル かご内の側⾯には、⼿すりを設けること。 
ヲ かご内には、かご及び昇降路の出⼊⼝の⼾の開閉状態を確認する

ことができる鏡を設けること。 
ワ かご内⼜は乗降ロビーには、到着するかごの昇降⽅向を⾳声によ

り知らせる装置を設けること。 

５ 便 所 (1) 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として障がい者、⾼齢者等が
利⽤する便所を設ける場合においては、次に定める構造及び設備を有
する便所を 1 以上（男⼥⽤の区別があるときは、それぞれ１以上）設
けること。 
イ ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤することができるよう⼗ 分な空間

（直径 150 センチメートル以上の円が内接でき、かつ便器の前⽅に
120 センチ 
メートル以上の距離があるもの）が確保され、かつ、腰掛け便座、
⼿すり（Ｌ字型⼿すり及び可動式⼿すりとする。）、洗浄装置、鏡、
洗⾯器、容易に操作できる⽔栓器具、⾮常通報装置、施錠装置、ペ
ーパーホルダー等が適切な位置に配置されている便房（以下「多機
能便房」という。）が設けられていること。ただし、⽤途⾯積が 300
平⽅メートル未満の公共的施設（公衆便所を除く。）においては、
⾞いす使⽤者が利⽤できる空間を確保した便房とすることができ
る。 

ロ 多機能便房の出⼊⼝及び当該便房のある便所の出⼊⼝の有効幅
員は、80 センチメートル以上とし、かつ、⾞いす使⽤者の通⾏に⽀
障となる段を設けないこと。 

ハ 多機能便房の出⼊⼝及び当該便房のある便所の出⼊⼝に⼾を設
ける場合において、当該⼾は、⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いす使
⽤者その他の障害者、⾼齢者等が円滑に開閉して通過できる構造と
すること。 

ニ 多機能便房のある便所には、その出⼊⼝付近に当該便房が設置さ
れていることを適切な⽅法で表⽰すること。 

ホ 多機能便房内の洗⾯器は、⾞いす使⽤者が利⽤できる⾼さ及び下
部に空間を確保した構造とすること。 

(2) 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として障がい者、⾼齢者等が
利⽤する便所を設ける場合においては、各便所に腰掛け便座及び⼿す
りを設けた便房を１以上（男⼥⽤の区別があるときは、それぞれ 1 以
上）設けること。ただし、当該便所内に(１)に定める構造の便房を設
ける場合においては、この限りでない。 

(3) 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として障がい者、⾼齢者等が
利⽤する男⼦⽤⼩便器を設ける場合においては、両側に⼿すりのある
床置式の⼩便器、壁掛式の⼩便器（受け⼝の⾼さが 35 センチメート
ル以下のものに限る。）その他これに類する⼩便器を１以上設けるこ
と。 
 
 

－129－



 
 

部  分 整   備   基   準 【建築物】 

  (4) 便所には、次に定める構造及び設備を有する洗⾯器を１以上設け
ること。 
イ カウンター埋め込み式とする⼜は⼿すりを設置すること。ただ

し、多機能便房内に設けられた洗⾯器については、この限りでない。 
ロ ⽔栓器具は、レバー式、光感知式その他障がい者、⾼齢者等が容

易に操作できるものとし、⾼さにも配慮すること。 
(5) 官公庁施設、医療施設、社会福祉施設（⺟⼦福祉施設、⺟⼦健康セ

ンター及び保健センターに限る。）、商業施設（遊技施設を除く。）、
⽂化施設、体育施設、宿泊施設⼜は集会施設で、⽤途⾯積が 2,000 平
⽅メートル以上のものに、不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主とし
て障がい者、⾼齢者等が利⽤する便所を設ける場合においては、次に
定める構造の便所を１以上（男⼥⽤の区別があるときは、それぞれ１
以上）設けること。 
イ 乳幼児いすその他乳幼児を座らせることができる設 備（以下「乳

幼児いす等」という。）のある便房を１以上設けること。 
ロ 乳幼児ベッドその他乳幼児のおむつ替えのできる設備（以下「乳

幼児ベッド等」という。）を１以上設けること。ただし、便所以外
におむつ替えのできる場所を設ける場合は、この限りでない。 

ハ 乳幼児いす等⼜は乳幼児ベッド等のある便房及び便所の出⼊⼝
付近には、当該設備が設置されていることを適切な⽅法で表⽰する
こと。 

(6) 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として障がい者、⾼齢者等が
利⽤する便所を設ける場合で、⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）第 14 条第１項の規定の
適⽤を受けるときは、次に定める設備のある便房を 1 以上（男⼥⽤の
区別があるときは、それぞれ 1 以上）設けること。 
イ ⼈⼯肛⾨⼜は⼈⼯膀胱を使⽤している者（以下「オストメイト」

という。）のための汚物流しを設けた洗浄設備（ただし、既存便所
の改修を⾏う場合等で構造上やむを得ないときは、簡易洗浄装置と
することができる。）を設けること。 

ロ イに定める洗浄設備が設置されている便房及び当該便房が設置
されている便所の出⼊⼝付近には、オストメイトのための洗浄設
備が設置されていることを適切な⽅法で表⽰すること。 

６ 敷地内の通
路 

(1) 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
(2) 段を設ける場合において、当該段は、３のイからホまでに定める構

造に準じたものとすること。 
(3) 通路を横断する排⽔溝等を設ける場合は、つえ、⾞いすのキャスタ

ー等が落ち込まない溝ふたを設けること。 
(4) 直接地上へ通ずる１に定める構造の各出⼊⼝から当該公共的施設

の敷地に接する道⼜は空地（建築基準法第 43 条第 2 項第 1 号で認め
られた道⼜は同項第 2 号の許可を受けた敷地に接する空地に限る。以
下「道等」という。）に⾄る敷地内の通路及び直接地上へ通ずる１に
定める構造の各出⼊⼝から駐⾞場の⾞いす使⽤者が円滑に利⽤でき
る部分（以下「⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画」という。）に⾄る敷地内の
通路のうち、それぞれ１以上の敷地内の通路は、次に定める構造とす 
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 ること。ただし、地形の特殊性により当該構造とすることが著しく困
難であり、かつ、直接地上へ通ずる１に定める構造の出⼊⼝から道等
に⾄る⾞路を設ける場合における当該出⼊⼝から道等に⾄る敷地内
の通路については、この限りでない。 
イ 有効幅員は、120 センチメートル以上とすること。 
ロ 50 メートル以内ごとに⾞いすの転回に⽀障がない場所を設ける

こと。 
ハ ⼾を設ける場合において、当該⼾は、次に定める構造とすること。 

(ｲ) 有効幅員は、80 センチメートル以上とすること。 
(ﾛ) ⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いす使⽤者その他の障がい者、⾼

齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 
ニ ⾼低差がある場合においては、(6)に定める構造の傾斜路及びその

踊り場⼜は⾞いす使⽤者⽤特殊構造昇降機を設けること。 
ホ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画に⾄る敷地内の通路には、必要に応じ

て、降⾬等の影響を少なくするひさし⼜は屋根を設けること。 
(5) 公共的施設（共同住宅等、事務所、⼯場及び⾃動⾞販売施設等の⾃

動⾞関連施設を除く。）の直接地上へ通ずる１に定める構造の各出⼊
⼝から道等に⾄る敷地内の通路のうち、１以上の敷地内の通路は、次
に定める構造とすること。 
イ ⽤途⾯積が 2,000 平⽅メートル以上の公共的施設においては、視

覚障がい者誘導⽤ブロック等を敷設し、⼜は⾳声により視覚障がい
者を誘導する装置その他これに代わる装置を設けること。 

ロ ⾞路に接する部分並びに傾斜路及び段の上端に近接する敷地内
の通路及び踊り場の部分には、点状ブロック等を敷設すること。た
だし、次に定める部分は、この限りでない。 
(ｲ) こう配が 20 分の 1 以下の傾斜路の上端に近接する敷地内の通

路及び踊り場の部分 
(ﾛ) ⾼さが 16 センチメートル以下、かつ、こう配が 12 分の 1 以

下の傾斜路の上端に近接する敷地内の通路及び踊り場の部分 
(ﾊ) 段がある部分⼜は傾斜路と連続して⼿すりが設けられた踊り

場の部分 
(6) 敷地内の通路に設けられる傾斜路及びその踊り場は、次に定める構

造とすること。 
イ ２の(5)のイからニまで及びヘに定める構造とすること。 
ロ ⾼さ 80 センチメートル程度の⼿すりを設けること（⾼さが 16 セ

ンチメートル以下、かつ、こう配が 12 分の 1 以下⼜はこう配が 20
分の１以下の傾斜路を除く。）。 

ハ 傾斜路の勾配部分は、その踊り場及び当該傾斜路に接する敷地内
の通路との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことにより識別し
やすいものとすること。 
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７ 駐⾞場 (1) 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として障がい者、⾼齢者等が
利⽤する⾃動⾞の駐⾞場を設ける場合において、１以上の⾞いす使⽤
者⽤駐⾞区画は、次に定める構造（⽤途⾯積が 2,000 平⽅メートル未
満の公共的施設に⾃動⾞の駐⾞の⽤に供する区画が 30 台未満の駐⾞
場を設ける場合にあっては、次のイからハまでに定める構造）とする
こと。 
イ 建築物の出⼊⼝に最も近い位置に設けること。 
⼝ 区画の幅は、350 センチメートル以上とすること。 
ハ 床⾯は、平坦とし、⽔はけの良い仕上げとすること。 
ニ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であることを⽴て看板等⾒やすい⽅法

により標⽰すること。 
ホ 道等から駐⾞場に⾄る主な出⼊⼝付近には、⾞いす使⽤者⽤駐⾞

区画の位置を標⽰する、⼜は位置へ誘導する⽴て看板を設けるこ
と。ただし、塀、樹⽊等がなく、道等から⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画
の⽴て看板等が視認できる場合は、この限りでない。 

へ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画には、必要に応じて、降⾬等の影響を少
なくするひさし⼜は屋根を設けること。 

(2) ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画へ通ずる出⼊⼝から⾞いす使⽤者⽤駐⾞
区画に⾄る駐⾞場内の通路は、６の(1)から(4)までに定める構造とす
ること。 

８ 浴 室 ⽤途⾯積が 1,000 平⽅メートル以上の医療施設、社会福祉施設、宿泊
施設及び公衆浴場に、不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として障が
い者、⾼齢者等が利⽤する浴室を設ける場合において、１以上（男⼥⽤
の区別があるときは、それぞれ１以上）の浴室は、次に定める構造とす
ること。 

イ 脱⾐室及び浴室の出⼊⼝は、次に定める構造とすること。 
(ｲ) 有効幅員は、80 センチメートル以上とすること。 
(ﾛ) ⼾は、⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いす使⽤者その他の障がい

者、⾼齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 
(ﾊ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。 

ロ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ハ 障がい者、⾼齢者等が利⽤できるよう、⼿すり等が適切に配置さ

れていること。 
ニ ⽔栓器具は、容易に操作できるものであること。 

９ 更⾐室⼜は
シャワー室 

⽤途⾯積が 1,000 平⽅メートル以上の体育施設に、不特定かつ多数の
者が利⽤し、⼜は主として障がい者、⾼齢者等が利⽤する更⾐室⼜はシ
ャワー室を設ける場合において、１以上（男⼥⽤の区別があるときは、
それぞれ１以上）の更⾐室⼜はシャワー室は、次に定める構造とするこ
と。 

イ 出⼊⼝は、次に定める構造とすること。 
(ｲ) 有効幅員は、80 センチメートル以上とすること。 
(ﾛ) ⼾は、⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いす使⽤者その他の障がい

者、⾼齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 
 (ﾊ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。 
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 ロ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ハ 障がい者、⾼齢者等が利⽤できるよう、⼿すり等が適切に配置さ

れていること。 
ニ ⽔栓器具は、容易に操作できるものであること。 

10 客 室 50 室以上の客室を有する宿泊施設には、次に定める構造の客室を客室
の総数に百分の⼀を乗じて得た数（その数に 1 未満の端数があるときは、
その端数を切り上げた数）以上設けること。 

イ 出⼊⼝は、次に定める構造とすること。 
(ｲ) 有効幅員は、80 センチメートル以上とすること。 
(ﾛ) ⼾は、⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いす使⽤者その他の障がい

者、⾼齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 
(ﾊ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。 

ロ 室内の便所は、５の(1)のイからハまでに定める構造とすること。 
ハ 室内の浴室は、次に定める構造とすること。 

(ｲ) ⾮常通報装置を設けること。 
(ﾛ) ８に定める構造とすること。 

ニ ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう、⼗分な⾯積が確保されて
いること。 

ホ 視覚障がい者及び聴覚障がい者に配慮した⾳声、光等による⾮常
警報装置を設けること。 

11 授乳場所等 公共的施設には、必要に応じて、円滑に授乳及びおむつ替えができる
場所を１以上設けること。 

12 観覧席及び
客席（以下
「観覧席等」
という。） 

 娯楽施設、体育施設及び集会施設に、固定式の観覧席等を設ける場合
において、⾞いす使⽤者⽤観覧席等は、席数が 100 席以上 400 席以下の
ときは２席以上の、400 席を超えるときは２席に席数 200 席（200 席に
満たない場合は、200 席とする。）ごとに１席を加えた席数（その席数
が 10 席を超える場合は 10 席）以上とし、かつ、次に定める構造で、利
⽤しやすい適切な位置に設けること。 

イ １席につき、幅 85 センチメートル以上、奥⾏ 120 センチメート
ル以上とすること。 

ロ ⾞いす使⽤者⽤観覧席等の前⾯及び側⾯には、腰壁、⼿すり等を
設けること。 

ハ 出⼊⼝から⾞いす使⽤者⽤観覧席等に⾄る１以上の経路及び出
⼊⼝⼜は⾞いす使⽤者⽤観覧席等から舞台等に⾄る経路は、円滑に到達
できる構造とすること。 

13 カウンタ
ー、記載台、
公衆電話台等
（以下「カウ
ンター等」と
いう。） 

(1) カウンタ⼀等を設ける場合において、１以上のカウンター等を⾞い
す使⽤者が利⽤できる⾼さ及び構造とすること。 

(2) レジカウンター（商品、サービス等の代⾦を⽀払う場所をいう。）
を設ける場合において、１以上のカウンターを次に定める構造とする
こと。 
イ 有効幅員は、80 センチメートル以上とすること。 
ロ ⾞いす使⽤者が円滑に通過できる構造とすること。 
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14 改札⼝ 
 

改札⼝（⼊場券等の検査⼜は取集めを⾏う場所をいう。）を設ける場
合において、１以上の改札⼝を次に定める構造とすること。 

イ 有効幅員は、80 センチメートル以上とすること。  
ロ  ⾞いす使⽤者が円滑に通過できる構造とすること。 
ハ 案内窓⼝（券売機）から改札⼝に⾄る通路に視覚障がい者誘導⽤
ブロック等を敷設すること。 

15 避難設備 
(緊急時の設備) 

(1) ⾃動⽕災報知設備及び誘導灯を設ける場合において、視覚障がい者
及び聴覚障がい者に配慮した⾳声、光等による⾮常警報装置を設ける
こと。 

(2) ⾮常⼝の屋内から外部に⾄る主要な避難通路には、段差を設けない
こと。 

(3) 防⽕⼾に附帯するくぐり⼾下部は、またぐ必要のない構造とするこ
と。 

16  案内板 案内板を設ける場合は、次に定める構造とすること。 
イ 位置、⾼さ、⽂字の⼤きさ、⾊彩等は、障がい者、⾼齢者等が⾒

やすく理解しやすいように配慮したものとすること。 
ロ 点字による表記、⽂字等の浮き彫り、⾳による案内その他これら

に類するものにより、視覚障がい者が円滑に利⽤することができ
る構造とすること。ただし、案内所、案内設備等により、視覚障
がい者への情報提供が⽀障なく⾏われる場合⼜は教育施設（特別
⽀援学校を除く。）、各種学校等、共同住宅等、事務所、⼯場及
び⾃動⾞販売施設等の⾃動⾞関連施設に案内板を設ける場合にお
いては、この限りでない。 

ハ 多機能便房のある便所、エレベーターその他の昇降機⼜は⾞いす
使⽤者⽤駐⾞区画を設ける場合は、その位置を表⽰すること。 

ニ 必要に応じてローマ字⼜は絵による表⽰を⾏うこと。 
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別 表 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）  
第２ 公 共 交 通 機 関 の 施 設 に 関 す る 整 備 基 準  

部  分 整   備   基   準 【公共交通機関】 
１ 障がい者、

⾼齢者等の円
滑な通⾏に適
する経路（以
下「移動円滑
化経路」とい
う。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 公共⽤通路（公共交通機関の施設の営業時間内において常
時⼀般交通の⽤に供されている道路、駅前広場、通路その
他の施設であって、当該公共交通機関の施設の外部にある
ものをいう。以下同じ。）と公共⾞両等の乗降⼝との間の経
路には、移動円滑化経路を乗降場ごとに１以上設けること。 

(2) 移動円滑化経路の床⾯に⾼低差がある場合においては、傾
斜路⼜はエレベーターを設けること。ただし、構造上の理
由により傾斜路⼜はエレベーターを設置することが困難で
ある場合は、エスカレーター（構造上の理由によりエスカ
レーターを設置することが困難である場合は、エスカレー
ター以外の昇降機であって⾞いす使⽤者が円滑に利⽤する
ことができる構造のもの）をもってこれに代えることがで
きる。 

(3) 公共交通機関の施設に隣接しており、かつ、当該公共交通
機関の施設と⼀体的に利⽤される他の施設の傾斜路((6)に
定める構造のものに限る。）⼜はエレベーター((7)に定める
構造のものに限る。）を利⽤することにより障がい者、⾼齢
者等が公共交通機関の施設の営業時間内において常時公共
⽤通路と公共⾞両等の乗降⼝との間の移動を円滑に⾏うこ
とができる場合は、(2)の規定によらないことができる。管
理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合
も、また同様とする。 

(4) 移動円滑化経路と公共⽤通路の出⼊⼝は、次に定める構造
とすること。 
イ 有効幅員は、90 センチメートル以上とすること。ただ

し、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80 センチ
メートル以上とすることができる。 

ロ ⼾を設ける場合において、当該⼾は、次に定める構造
とすること。 

 (ｲ) 有効幅員は、90 センチメートル以上とすること。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、
80 センチメートル以上とすることができる。 

 (ﾛ) ⾃動 的 に 開閉 す る 構造 ⼜ は ⾞い す 使 ⽤者 そ の 他 の  
障がい者、⾼齢者等が円滑に開閉して通過できる構
造とすること。 

ハ ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けない
こと。ただし、構造上の理由によりやむを得ず段を設け
る場合で、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 

(5) 移動円滑化経路を構成する通路は、次に定める構造とする
こと。 
イ 有効幅員は、140 センチメートル以上とすること。た

だし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路 
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の末端付近の構造を⾞いすの転回に⽀障のないものと
し、かつ、区間 50 メートル以内ごとに⾞いすが転回す
ることができる構造の部分を設けた上で、120 センチメ
ートル以上とすることができる。 

ロ ⼾を設ける場合において、当該⼾は、次に定める構造
とすること。 

(ｲ) 有効幅員は、90 センチメートル以上とすること。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、
80 センチメートル以上とすることができる。 

(ﾛ) ⾃ 動 的 に 開 閉 す る 構 造 ⼜ は ⾞ い す 使 ⽤ 者 そ の 他
の障がい者、⾼齢者等が円滑に開閉して通過で き
る構造とすること。 

ハ  ⾞ い す 使 ⽤ 者 が 通 過 す る 際 に ⽀ 障 と な る 段 を 設 け な
いこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ず段を
設ける場合で、傾斜路を併設するときは、この限りで
ない。 

ニ 照明設備が設けられていること。  
(6) 移動円滑化経路を構成する傾斜路は、次に定める構造とす

ること。 
イ 有効幅員は、120 センチメートル（段を併設する場合

にあっては、90 センチメートル）以上とすること。 
ロ こう配は、12 分の 1（⾼さが 16 センチメートル以下

の場合にあっては、8 分の 1）を超えないこと。 
ハ ⾼さが 75 センチメートルを超える傾斜路にあっては、

⾼さ７５センチメートル以内ごとに踏幅 150 センチメー
トル以上の踊り場を設けること。 

(7) 移動円滑化経路を構成するエレベーターは、次に定める構
造とすること。 
イ かごの幅は、内のりを 140 センチメートル以上とし、

奥⾏きは 135 センチメートル以上とすること。ただし、
かごの出⼊⼝が複数あるエレベーターであって、⾞いす
使⽤者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉するかごの
出⼊⼝を⾳声により知らせる装置が設けられているもの
に限る。）については、この限りでない。 

ロ かご内には、かごが停⽌する予定の階及びかごの現在
位置を表⽰する装置を設けること。 

ハ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路
の出⼊⼝の⼾の閉鎖を⾳声により知らせる装置を設ける
こと。 

ニ かご及び昇降路の出⼊⼝の有効幅員は、80 センチメー
トル以上とすること。 

ホ かご内及び乗降ロビーには、⾞いす使⽤者が利⽤しや
すい位置に制御装置を設けること。 

ヘ かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（ホに規定す
る制御装置を除く。）は、視覚障がい者が円滑に操作する
ことができる構造とすること。 
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ト  か ご 及 び 昇 降 路 の 出 ⼊ ⼝ の ⼾ の 開 扉 時 間 を 延 ⻑ す る  
機能を有すること。 

チ 乗降ロビーの幅及び奥⾏きは、それぞれ 150 センチメ
ートル以上とすること。 

リ かご内の側⾯には、⼿すりを設けること。 
ヌ かご内には、かご及び昇降路の出⼊⼝の⼾の開閉状態

を確認することができる鏡を設けること。ただし、イの
ただし書に規定する場合は、この限りでない。 

ル かご及び昇降路の出⼊⼝の⼾にガラスその他これに類
するものがはめ込まれていること⼜はかご外及びかご内
に画像を表⽰する設備が設置されていることにより、か
ご外にいる者とかご内にいる者が互いに視覚的に確認で
きる構造とすること。 

ヲ かご内⼜は乗降ロビーには、到着するかごの昇降⽅向
を⾳声により知らせる装置を設けること。ただし、当該
エレベーターの停⽌する階が 2 のみである場合は、この
限りでない。 

(8) 移動円滑化経路を構成するエスカレーターは、次に定める
構造とすること。ただし、ト及びチについては、複数のエ
スカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのう
ち１のみが適合していれば⾜りるものとする。 
イ 上り専⽤のものと下り専⽤のものをそれぞれ設置する

こと。ただし、旅客が同時に双⽅向に移動することがな
い場合については、この限りでない。 

ロ 踏み段の表⾯及びくし板の仕上げは、滑りにくいもの
とすること。 

ハ 昇降⼝において、3 枚以上の踏み段が同⼀平⾯上にあ
ること。 

ニ 踏み段の端部とその周囲の部分との⾊の明度、⾊相⼜
は彩度の差が⼤きいことにより踏み段相互の境界を容易
に識別できるものとすること。 

ホ くし板の端部と踏み段との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の
差が⼤きいことによりくし板と踏み段との境界を容易に
識別できるものとすること。 

ヘ エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床⾯
等において、エスカレーターへの進⼊の可否が⽰されて
いること。ただし、上り専⽤⼜は下り専⽤でないエスカ
レーターについては、この限りでない。 

ト 有効幅員は、80 センチメートル以上とすること。 
チ 踏み段の⾯を⾞いす使⽤者が円滑に昇降するために必

要な広さとすることができる構造であり、かつ、⾞⽌め
を設けること。 
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２  通 路 
 

通路は、次に定める構造とすること。 
イ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ロ 段を設ける場合において、踏⾯の端部とその周囲の部分

との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことにより段が
識別しやすく、かつ、段⿐の突き出しその他のつまずきの
原因となるものを設けない構造とすること。 

３ 傾斜路 傾斜路（階段に代わり、⼜はこれに併設するものに限る。）は、
次に定める構造とすること。 

イ 両側に⾼さ 80 センチメートル程度の⼿すりを設けるこ
と。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、こ
の限りでない。 

ロ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ハ 傾斜路の勾配部分は、その踊り場及び当該傾斜路に接する通路

との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことにより識別しやす
いものとすること。 

ニ 両側に⽴ち上げ等を設けること。 

４ エスカレー
ター 

 エスカレーターには、当該エスカレーターの⾏き先及び昇降
⽅向を⾳声により知らせる設備を設けること。 

５ 階 段  階段は、次に定める構造とすること。 
イ 両側に⾼さ 80 センチメートル程度の⼿すりを設けるこ

と。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、こ
の限りでない。 

ロ ⼿すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を⽰す点字
をはり付けること。 

ハ 回り段を設けないこと。ただし、構造上の理由によりや
むを得ない場合は、この限りでない。 

ニ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ホ 側⾯が壁でない場合は、⽴ち上げ等を設けること。 
ヘ 踏⾯の端部とその周囲の部分との⾊の明度、⾊相⼜は彩

度の差が⼤きいことにより段が識別しやすく、かつ、段⿐
の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない
構造とすること。 

ト 照明設備が設けられていること。 
６ 視覚障がい

者誘導⽤ブロ
ック等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 通路その他これに類するもの（以下「通路等」という。）で
あって公共⽤通路と公共⾞両等の乗降⼝との間の経路を構
成するものには、視覚障がい者誘導⽤ブロック（線状ブロ
ック（床⾯に敷設されるブロックであって、線状の突起が
設けられており、かつ、周囲の床⾯との⾊の明度、⾊相⼜
は 彩 度 の 差 が ⼤ き い こ と に よ り 容 易 に 識 別 で き る も の (⽇
本産業規格 T9251 に適合するものに限る。)をいう。）及び
点状ブロック（床⾯に敷設されるブロックであって、点状
の突起が設けられており、かつ、周囲の床⾯との⾊の明度、
⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことにより容易に識別できるも
の(⽇本産業規格 T9251 に適合するものに限る。)をいう。
以下同じ。）を適切に組み合わせて床⾯に敷設したものをい 
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う。以下同じ。）を敷設し、⼜は⾳声その他の⽅法により視
覚障がい者を誘導する装置を設けること。ただし、視覚障
がい者の誘導を⾏う者が常駐する 2 以上の設備がある場合
であって、当該 2 以上の設備間の誘導が適切に実施される
ときは、当該 2 以上の設備間の経路を構成する通路等につ
いては、この限りでない。 

(2) (1)の規定により視覚障がい者誘導⽤ブロックが敷設され
た通路等と 1 の(7)のヘに規定する乗降ロビーに設ける制
御装置、7 の(5)に規定する設備、便所の出⼊⼝及び乗⾞券
等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視
覚障がい者誘導⽤ブロックを敷設すること。ただし、(1)の
ただし書に規定する場合は、この限りでない。 

(3) 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接す
る通路等には、点状ブロックを敷設すること。 

(4) 旅客船ターミナルにおいて、乗降⽤設備その他波浪による影響に
より旅客が転倒するおそれがある場所には、(1)から(3)までの規定
にかかわらず、視覚障がい者誘導⽤ブロックを敷設しないことが
できる。 

７ 案内設備 
 

(1) 公共⾞両等の運⾏に関する情報について、⽂字等により表
⽰するための設備及び⾳声により提供するための設備を設
けること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理
由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

(2) エレベーター等の昇降機、傾斜路、便所、乗⾞券等販売所、
待合所、案内所若しくは休憩設備（以下「移動円滑化のた
めの主要な設備」という。）⼜は(4)に規定する案内板その他
の設備の付近には、これらの設備があることを表⽰する標
識を設けること。 

(3) (2)に定める標識は、⽇本産業規格Ｚ8210 に適合するもの
でなければならない。 

(4) 公共⽤通路に直接通ずる出⼊⼝⼜は改札⼝の付近には、移
動円滑化のための主要な設備(1 の(3)前段の規定により昇
降機を設けない場合にあっては、同号前段に規定する他の
施設のエレベーターを含む。(5)において同じ。)の配置を表
⽰した案内板その他の設備を設けること。ただし、移動円
滑 化 の た め の 主 要 な 設 備 の 配 置 を 容 易 に 視 認 で き る 場 合
は、この限りでない。 

(5) 公 共 ⽤ 通 路 に 直 接 通 ず る 出 ⼊ ⼝ の 付 近 そ の 他 の 適 切 な 場
所には、公共交通機関の施設の構造及び主要な設備の配置
を⾳、点字その他の⽅法により視覚障がい者に⽰すための
設備を設けること。 

８ 便 所  便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。 
イ 便所の出⼊⼝付近には、男⼥⽤の区別（当該区別がある

場合に限る。）及び便所の構造を⾳、点字その他の⽅法によ
り視覚障がい者に⽰すための設備を設けること。 

ロ 第 1 の５の(1)（同号イただし書を除く。）から(4)までに
定める構造とすること。  
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 ハ  １ の (1)に 規 定 す る 移 動 円 滑 化 経 路 と 多 機 能 便 房 が 設 け

られた便所との間の経路における通路のうち１以上は、１
の(5)に定める構造とすること。 

ニ ⼀⽇の平均乗降客が 5,000 ⼈以上の公共交通機関の施設
については、次に定める構造の便所を 1 以上（男⼥⽤の区
別があるときは、それぞれ１以上）設けること。  

(ｲ) 乳幼児いす等のある便房を１以上設けること。 
(ﾛ) 乳幼児ベッド等を１以上設けること。ただし、便所

以外におむつ替えのできる場所を設ける場合は、この
限りでない。 

(ﾊ) 乳幼児いす等⼜は乳幼児ベッド等のある便房及び便
所の出⼊⼝付近には、当該設備が設置されていること
を適切な⽅法で表⽰すること。 

ホ 次に定める設備を有する便房を 1 以上（男⼥⽤の区別が
あるときは、それぞれ１以上）設けること。 

(ｲ) オストメイトのための汚物流しを設けた洗浄設備を
設けること（ただし、既存便所の改修を⾏う場合等で
構 造 上 や む を 得 な い と き は 簡 易 洗 浄 装 置 と す る こ と
ができる。）。 

(ﾛ) (ｲ)に 定 め る 洗 浄 設 備 が 設 置 さ れ て い る 便 房 及 び 当
該便房が設置されている便所の出⼊⼝付近には、当該
設 備 が 設 置 さ れ て い る こ と を 適 切 な ⽅ 法 で 表 ⽰ す る
こと。  

９ 乗⾞券等販 
売所、待合所
及び案内所 

 乗⾞券等販売所、待合所及び案内所を設ける場合は、それぞ
れ 1 以上は、次に定める構造とすること。 

イ 移動円滑化経路と乗⾞券等販売所、待合所及び案内所と
の間の経路における通路のうちそれぞれ 1 以上は、1 の(5)
に定める構造とすること。 

ロ 出⼊⼝を設ける場合において、そのうち 1 以上は、次に
定める構造とすること。 
(ｲ) 有効幅員は、80 センチメートル以上とすること。 
(ﾛ) ⼾を設ける場合において、当該⼾は、次に定める構造

とすること。 
1 有効幅員は、80 センチメートル以上とすること。 
2 ⾃動的に開閉する構造⼜は⾞いす使⽤者その他の障

がい者、⾼齢者等が円滑に開閉して通過できる構造と
すること。 

(ﾊ) ⾞ い す 使 ⽤ 者 が 通 過 す る 際 に ⽀ 障 と な る 段 を 設 け な 
いこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ず段を
設ける場合で、傾斜路を併設する場合は、この限りで
ない。 

ハ  カウンターを設ける場合は、そのうち 1 以上は、⾞いす
使⽤者の円滑な利⽤に適した構造とすること。ただし、常
時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構
造である場合は、この限りでない。  
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 ニ 乗⾞券等販売所⼜は案内所（勤務する者を置かないもの

を除く。）は、聴覚障害者が⽂字により意思疎通を図るため
の設備を備えるとともに、当該設備を保有している旨を当
該乗⾞券等販売所⼜は案内所に表⽰すること。 

10 券売機 乗⾞券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち 1 以上は、
障がい者、⾼齢者等の円滑な利⽤に適した構造とすること。た
だし、乗⾞券等の販売を⾏う者が常時対応し、⾞いす使⽤者の
円滑な利⽤に適した構造の窓⼝が設置されている場合は、この
限りでない。 

11 休憩施設 障がい者、⾼齢者等の休憩の⽤に供する設備を 1 以上設ける
こと。ただし、旅客の円滑な流動に⽀障を及ぼすおそれのある
場合は、この限りでない。 

12 改札⼝ (1) 移動円滑化経路上に改札⼝を設ける場合は、そのうち１以
上の改札⼝の有効幅員は、80 センチメートル以上とするこ
と。 

(2) ⾃動改札機を設ける場合は、当該⾃動改札機⼜はその付近
に、当該⾃動改札機への進⼊の可否を、容易に識別できる
⽅法で表⽰すること。  

13 乗降場 (1) 鉄道駅のプラットホームは、次に定める構造とすること。 
イ プラットホームの縁端と鉄道⾞両の旅客⽤乗降⼝の床⾯

の縁端との間隔は、鉄道⾞両の⾛⾏に⽀障を及ぼすおそれ
のない範囲において、できる限り⼩さいものとすること。
この場合において、構造上の理由により当該間隔が⼤きい
ときは、旅客に対しこれを警告するための設備を設けるこ
と。 

ロ プラットホームと鉄道⾞両の旅客⽤乗降⼝の床⾯とは、
できる限り平らとすること。 

ハ プラットホームの縁端と鉄道⾞両の旅客⽤乗降⼝の床⾯
との隙間⼜は段差により⾞いす使⽤者の円滑な乗降に⽀障
がある場合は、⾞いす使⽤者の乗降を円滑にするための設
備を 1 以上備えること。ただし、構造上の理由によりやむ
を得ない場合は、この限りでない。 

ニ 排⽔のための横断こう配は、1 パーセントを標準とする
こと。ただし、ホームドア若しくは可動式ホームさくが設
けられたプラットホーム⼜は構造上の理由によりやむを得
ない場合は、この限りでない。 

ホ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ヘ ホームドア、可動式ホームさく、内⽅線付き点状ブロッ

ク（⽇本産業規格 T9251 に適合するものに限る。）その他
の視覚障がい者の転落を防⽌するための設備を設けること
（発着するすべての鉄道⾞両の旅客⽤乗降⼝の位置が⼀定
しており、鉄道⾞両を⾃動的に⼀定の位置に停⽌させるこ
とができるプラットホーム（鋼索鉄道に係るものを除く。）
にあっては、旅客の円滑な流動に⽀障を及ぼすおそれがな
い限り、ホームドア⼜は可動式ホームさくを設けること。）。 
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 ト プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を

防⽌するためのさくを設けること。ただし、当該端部に階
段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのな
い場合は、この限りでない。 

チ 列⾞の接近を⽂字等により警告するための設備及び⾳声
により警告するための設備を設けること。ただし、ホーム
ドア若しくは可動式ホームさくが設けられたプラットホー
ム⼜は電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむ
を得ない場合は、この限りでない。 

リ  照明設備が設けられていること。 
ヌ 列⾞に⾞いす使⽤者が利⽤することができる部分を設け

る場合は、当該部分に通ずる旅客⽤乗降⼝の位置をプラッ
トホーム上に表⽰すること。ただし、当該位置が⼀定して
いない場合は、この限りでない。 

(2) バスターミナルの乗降場は、次に定める構造とすること。 
イ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ロ 乗降場の縁端のうち、誘導⾞路その他の⾃動⾞の通⾏、停

留⼜は駐⾞の⽤に供する場所（以下「⾃動⾞⽤場所」とい
う。）に接する部分には、さく、点状ブロック等その他の視
覚障がい者の⾃動⾞⽤場所への進⼊を防⽌するための設備
を設けること。 

ハ 当該乗降場に接して停留する⾃動⾞に⾞いす使⽤者が円
滑に乗降できる構造とすること。 

(3) 旅 客 船 タ ー ミ ナ ル に お い て 旅 客 船 に 乗 降 す る た め の タ ラ
ップその他の設備を設置する場合は、次に定める構造とす
ること。 

イ ⾞いす使⽤者が持ち上げられることなく乗降できること。ただ
し、構造上の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。 

ロ 有効幅員は、90 センチメートル以上とすること。 
ハ ⾼さ 80 センチメートル程度の⼿すりを設けること。 
ニ 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ホ 視覚障がい者が⽔⾯に転落するおそれのある場所には、

さく、点状ブロックその他の視覚障がい者の⽔⾯への転落
を防⽌するための設備を設けること。 
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別 表 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）  
第３ 道路（第４の基準の適⽤を受けるものを除く。）に関する整備基準 

部  分 整   備   基   準 【県道の特定道路以外】 

１ 歩 道 歩道は、原則として、次に定める構造とすること。 
イ 有効幅員は、原則として 200 センチメートル以上とすること。ただ

し、トンネル及び橋りょう部の区間については、この限りでない。  
ロ 歩道（縁⽯を除く。）の⾞道⼜は⾞道に接続する路肩がある場合の

当該路肩（以下「⾞道等」という。）に対する⾼さは、5 センチメート
ルを標準とする（交差点⼜は横断歩道において、⾞道等に接続する歩
道の部分を除く。）。ただし、乗合⾃動⾞停留所部分における歩道につ
いては、乗降する⾞いす使⽤者の利便性を考慮して、15 センチメート
ルを標準とする。   

ハ 歩道と⾞道等の境界は、縁⽯、防護柵、植樹帯等を設けること。  
ニ 横断こう配は、2 パーセント以下とすること。 
ホ 縦断こう配は、5 パーセント以下とすること。ただし、沿道の状況等

によりやむを得ない場合は、8 パーセント以下とすることができる。 
ヘ 歩道が交差点⼜は横断歩道において、⾞道等に接続する部分の縁端

の段差は、2 センチメートル以下とすること。   
ト ヘの段差に接続する歩道の部分には、⾞いす使⽤者が静⽌し、⼜は

円滑に転回することができる部分を設けること。ただし、沿道の状況
等によりやむを得ない場合は、この限りでない。  

チ 舗装の表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。  
リ 切り下げ部へのすりつけこう配は、5 パーセント以下とすること。た

だし、沿道の状況等によりやむを得ない場合は、8 パーセント以下と
することができる。 

ヌ 歩道内に排⽔溝等を設ける場合は、つえ、⾞いすのキャスター等が
落ち込まない形状の溝ふたを設けること。 

2 ⽴体横断
施設 

⽴体横断施設を設ける場合には、次に定める構造とすること。 
イ 横断歩道橋の有効幅員は、200 センチメートル以上とすること。ただ

し、地下横断歩道については、300 センチメートル以上とすること。 
ロ 傾斜路⼜は傾斜路付きの階段を設けること（昇降装置等の施設を設置

する場合は除く。）。 
ハ 階段⼜は傾斜路付きの階段(以下「階段等」という。）の⾼さが 300

センチメートルを超える場合には、その途中に踊り場を設けること。 
ニ 階段の踏⾯及び路⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ホ 階段等及び踊り場には、⼿すりを両側に設けること。 

3 視覚障害
者誘導⽤ブ
ロック等 

(1) 視覚障がい者誘導⽤ブロック等は、次に定める場所に設置すること。 
イ 視覚障がい者の歩⾏の多い歩道、公共交通機関の駅等と視覚障が

い者の利⽤が多い施設を結ぶ歩道等は、必要に応じて連続して敷設
すること。 

ロ 横断歩道のある交差点では、横断歩道の直前及び直後に敷設する
こと。 

ハ ⽴体横断施設における階段等の上端及び下端に近接する当該⽴体
横断施設の通路、歩道及び踊り場に敷設すること。 

(2) 視覚障がい者誘導⽤ブロック等の⾊彩は、原則として⻩⾊とするこ
と。 
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別 表 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）  
第４ 道路（県道の特定道路に限る。）に関する整備基準 

部  分 整   備   基   準 【県道の特定道路】 

１ 歩道等 (1) 道路（⾃転⾞歩⾏者道を設ける道路を除く。）には、原則として歩
道を設けること。 

(2) 有効幅員は、次に定めるとおりとすること。 
イ 歩道⼜は⾃転⾞歩⾏者道（以下「歩道等」という。）の有効幅員は、

原則として道路の構造基準を定めた「三重県が管理する県道の構造
の技術的基準を定める規則」に規定する幅員の値以上とすること。 

ロ 歩道等の有効幅員は、当該歩道等の⾼齢者、障がい者等の交通の状
況を考慮して定めること。 

(3) 舗装は、次に定める構造とすること。 
イ ⾬⽔を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。た

だし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得な
い場合は、この限りでない。 

ロ 平坦で、滑りにくく、かつ、⽔はけの良い仕上げとすること。 
(4) 勾配は、次に定めるとおりとすること。 

イ 縦断勾配は、5 パーセント以下とすること。ただし、地形の状況そ
の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8 パーセント以下と
することができる。 

ロ 横断勾配（⾞両の沿道への出⼊りの⽤に供される歩道等の部分（以
下「⾞両乗⼊れ部」という。）を除く。）は 1 パーセント以下であ
ること。ただし、(3)のイただし書に規定する場合⼜は地形の状況そ
の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2 パーセント以下と
することができる。 

ハ 切り下げ部へのすりつけ勾配は、5 パーセント以下とすること。た
だし、沿道の状況によりやむを得ない場合は、8 パーセント以下とす
ることができる。 

(5) 歩道等と⾞道⼜は⾞道に接続する路肩がある場合の当該路肩（以下
「⾞道等」という。）は、次に定めるとおり分離すること。 
イ 歩道等には、⾞道等⼜は⾃転⾞道に接続して縁⽯線を設けること。 
ロ 歩道等（⾞両乗⼊れ部及び交差点⼜は横断歩道に接続する部分を

除く。）に設ける縁⽯の⾞道等に対する⾼さは 15 センチメートル以
上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の⼟地利⽤の
状況等を考慮して定めること。 

ハ 歩⾏者の安全かつ円滑な通⾏を確保するため必要がある場合は、
歩道等と⾞道等の間に植樹帯を設け、⼜は歩道等の⾞道等側に並⽊
若しくは柵を設けること。 

(6) 歩道等（縁⽯を除く。）の⾞道等に対する⾼さは、次のとおりとす
ること。 

イ ⾼さは、原則として、5 センチメートルを標準とすること。ただ
し、交差点⼜は横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この
限りでない。 

ロ イの⾼さは、乗合⾃動⾞停留所及び⾞両乗⼊れ部の設置の状況等
を考慮して定めること。 

(7) 交差点⼜は横断歩道に接続する歩道等の部分は次に定める構造と
すること。 
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部  分 整   備   基   準 【県道の特定道路】 

イ 縁端は、⾞道等の部分より⾼くするものとし、その段差は 2 セン
チメートル以下とすること。 

ロ イの段差に接続する歩道等の部分は、⾞いす使⽤者が円滑に転回
できる構造とすること。 

(8) (2)の規定にかかわらず、⾞両乗⼊れ部のうち、(4)のロに規定する
勾配の基準を満たす部分の有効幅員は、原則として、200 センチメー
トル以上とすること。 

(9) 歩道等内に排⽔溝等を設ける場合は、つえ、⾞いすのキャスター等
が落ち込まない形状の溝蓋を設けること。 

２ ⽴体横断
施設 

(1) 道路には、⾼齢者、障がい者等の移動等円滑化のために必要である
と認められる箇所に、⾼齢者、障がい者等の円滑な移動に適した構造
の⽴体横断施設を設けること。 

(2) 次に定める構造のエレベーターを設けること。ただし、昇降の⾼さ
が低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベー
ターに代えて、傾斜路を設けることができる。 
イ かごの内のり幅は、150 センチメートル以上とし、内のり奥⾏き

は、150 センチメートル以上とすること。 
ロ イの規定にかかわらず、かごの出⼊⼝が複数あるエレベーターで、

⾞いす使⽤者が円滑に乗降できる構造のもの（開閉するかごの出⼊
⼝を⾳声により知らせる装置が設けられているものに限る。）の場
合は、内のり幅は 140 センチメートル以上とし、内のり奥⾏きは 135
センチメートル以上とすること。 

ハ かご及び昇降路の出⼊⼝の有効幅員は、イに定める構造のエレベ
ーターの場合は 90 センチメートル以上とし、ロに定める構造のエレ
ベーターの場合は 80 センチメートル以上とすること。 

ニ かご内には、⾞いす使⽤者が乗降する際にかご及び昇降路の出⼊
⼝を確認するための鏡を設けること。ただし、ロに定める構造のエ
レベーターの場合は、この限りでない。 

ホ かご及び昇降路の出⼊⼝の⼾にガラスその他これに類するものが
はめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認で
きる構造とすること。 

ヘ かご内の側⾯には、⼿すりを設けること。 
ト かご及び昇降路の出⼊⼝の⼾の開扉時間を延⻑する機能を設ける

こと。 
チ かご内には、かごが停⽌する予定の階及びかごの現在位置を表⽰

する装置を設けること。 
リ かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出⼊⼝の

⼾の閉鎖を⾳声により知らせる装置を設けること。 
ヌ かご内及び乗降ロビーには、⾞いす使⽤者が利⽤しやすい位置に

制御装置を設けること。 
ル かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置（ヌに定める制御装置を

除く。）は、視覚障がい者が円滑に操作することができる構造とする
こと。 

ヲ 乗降ロビーの幅及び奥⾏きはそれぞれ 150 センチメートル以上と
すること。 
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部  分 整   備   基   準 【県道の特定道路】 

ワ 停⽌する階が 3 以上であるエレベーターの乗降ロビーには、到着
するかごの昇降⽅向を⾳声により知らせる装置を設けること。ただ
し、かご内にかご及び昇降路の出⼊⼝の⼾が開いた時にかごの昇降
⽅向を⾳声により知らせる装置が設けられている場合は、この限り
でない。 

(3) 傾斜路は、次に定める構造とすること。 
イ 有効幅員は、200 センチメートル以上とすること。ただし、設置場

所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合には、100 セ
ンチメートル以上とすることができる。 

ロ 縦断勾配は、5 パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状
況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8 パーセント以
下とすることができる。 

ハ 横断勾配は、設けないこと。 
ニ ⼆段式の⼿すりを両側に設けること。 
ホ ⼿すりの端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を⽰す点字を貼り

付けること。 
ヘ 路⾯は、平坦で、滑りにくく、かつ、⽔はけの良い仕上げとするこ

と。 
ト 傾斜路の勾配部分は、その踊り場及び当該傾斜路に接する歩道等

⼜は通路の部分との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいことによ
り識別しやすいものとすること。 

チ 両側に、⽴ち上げ及び柵その他これに類する⼯作物を設けること。
ただし、側⾯が壁⾯である場合は、この限りでない。 

リ 傾斜路の下⾯と歩道等の路⾯との間が 250 センチメートル以下の
歩道等の部分への進⼊を防ぐため必要がある場合は、柵その他これ
に類する⼯作物を設けること。 

ヌ ⾼さが 75 センチメートルを超える傾斜路にあっては、⾼さ 75 セ
ンチメートル以内ごとに踏幅 150 センチメートル以上の踊り場を設
けること。 

(4) (2)に定めるもののほか、⾼齢者、障がい者等の交通の状況により必
要がある場合は、次に定める構造のエスカレーターを設けること。 
イ 上り専⽤のものと下り専⽤のものをそれぞれ設置すること。 
ロ 踏み段の表⾯及びくし板の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ハ 昇降⼝において、3 枚以上の踏み段が同⼀平⾯上にあること。 
ニ 踏み段の端部とその周囲の部分との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差

が⼤きいことにより踏み段相互の境界を容易に識別できるものとす
ること。 

ホ くし板の端部と踏み段の⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいこ
とによりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとするこ
と。 

ヘ エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路⾯
において、エスカレーターへの進⼊の可否が⽰されていること。 

ト 踏み段の有効幅員は、100 センチメートル以上とすること。ただ
し、歩⾏者の交通量が少ない場合は、60 センチメートル以上とする
ことができる。 

(5) 通路は、次に定める構造とすること。 
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部  分 整   備   基   準 【県道の特定道路】 

イ 有効幅員は、200 センチメートル以上（地下横断歩道にあっては、
300 センチメートル以上）とし、当該通路の⾼齢者、障がい者等の通
⾏の状況を考慮して定めること。 

ロ 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由に
よりやむを得ない場合⼜は路⾯の排⽔のため必要な場合は、この限
りでない。 

ハ ⼆段式の⼿すりを両側に設けること。 
ニ ⼿すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を⽰す点字を貼り付

けること。 
ホ 路⾯は、平坦で、滑りにくく、かつ、⽔はけの良い仕上げとするこ

と。 
ヘ 両側に⽴ち上げ及び柵その他これに類する⼯作物を設けること。

ただし、側⾯が壁⾯である場合は、この限りでない。 
(6) 階段は、次に定める構造とすること。 

イ 有効幅員は、150 センチメートル以上とすること。 
ロ ⼆段式の⼿すりを両側に設けること。 
ハ ⼿すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を⽰す点字を貼り付

けること。 
ニ 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合は、この限りでない。 
ホ 踏⾯は、平坦で、滑りにくく、かつ、⽔はけの良い仕上げとするこ

と。 
ヘ 階段の両側には、⽴ち上げ及び柵その他これに類する⼯作物を設

けること。ただし、側⾯が壁⾯である場合は、この限りでない。 
ト 踏⾯の端部とその周囲の部分との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が

⼤きいことにより段が識別しやすく、かつ、段⿐の突き出しその他
つまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

チ 階段の下⾯と歩道等の路⾯との間が、250 センチメートル以下の
歩道等の部分への進⼊を防ぐため、必要がある場合は、柵その他こ
れに類する⼯作物を設けること。 

リ 階段の⾼さが 300 センチメートルを超える場合には、その途中に
踊り場を設けること。 

ヌ 踊り場の踏幅は、直階段の場合は 120 センチメートル以上とし、
その他の場合は、当該階段の幅員の値以上とすること。 

３ 乗合⾃動
⾞停留所 

(1) 乗合⾃動⾞停留所を設ける歩道等の部分の⾞道等に対する⾼さは、
15 センチメートルを標準とすること。 

(2) ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、それらの機能を代替す
る施設が既に存する場合⼜は地形の状況その他の特別の理由によりや
むを得ない場合は、この限りでない。 

４ ⾃動⾞駐
⾞場 

(1) ⾃動⾞駐⾞場には、全駐⾞台数が 200 以下の場合は当該駐⾞台数に
50 分の 1 を乗じて得た数以上、全駐⾞台数が 200 を超える場合は当該
駐⾞台数に 100 分の 1 を乗じて得た数に 2 を加えた数以上の⾞いす使
⽤者⽤駐⾞区画を設けること。 

(2) ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画は、次に定める構造とすること。 
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部  分 整   備   基   準 【県道の特定道路】 

イ 当該⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画へ通ずる歩⾏者の出⼊⼝に最も近い
位置に設けること。 

ロ 区画の幅は、350 センチメートル以上とすること。 
ハ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であることを⽴て看板等⾒やすい⽅法に

より標⽰すること。 
(3) ⾃動⾞の出⼊⼝⼜は⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画を設ける階には、次に

定める構造の⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できる停⾞の⽤に供する部分
（以下「⾞いす使⽤者⽤停⾞施設」という。）を設けること。ただし、
構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 
イ 当該⾞いす使⽤者⽤停⾞施設へ通ずる歩⾏者の出⼊⼝に最も近い

位置に設けること。 
ロ ⾞両への乗降の⽤に供する部分の有効幅員及び有効奥⾏きは、そ

れぞれ 150 センチメートル以上とする等、⾞いす使⽤者が安全かつ
円滑に乗降できる構造とすること。 

ハ ⾞いす使⽤者⽤停⾞施設であることを⽴て看板等⾒やすい⽅法に
より標⽰すること。 

(4) 歩⾏者の出⼊⼝は、次に定める構造とすること。ただし、当該出⼊
⼝に近接した位置に設けられる歩⾏者の出⼊⼝については、この限り
でない。 
イ 有効幅員は、90 センチメートル以上とすること。ただし、当該⾃

動⾞駐⾞場外へ通ずる歩⾏者の出⼊⼝のうち、1 以上の出⼊⼝の有
効幅員は 120 センチメートル以上とすること。 

ロ ⼾を設ける場合において、当該⼾は、有効幅員を 120 センチメー
トル以上とする歩⾏者の出⼊⼝のうち、1 以上の出⼊⼝にあっては
⾃動的に開閉する構造とし、その他の出⼊⼝にあっては⾞いす使⽤
者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 

ハ ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。 
(5) ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画へ通ずる歩⾏者の出⼊⼝から当該⾞いす

使⽤者⽤駐⾞区画に⾄る通路のうち、1 以上の通路は、次に定める構造
とすること。 
イ 有効幅員は、200 センチメートル以上とすること。 
ロ ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。 
ハ 路⾯は、平坦で、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 

(6) ⾃動⾞駐⾞場外へ通ずる歩⾏者の出⼊⼝がない階（⾞いす使⽤者⽤
駐⾞区画が設けられている階に限る。）を有する⾃動⾞駐⾞場には、
当該階に停⽌するエレベーターを設けるものとし、次に定める構造と
すること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベ
ーターに代えて傾斜路を設けることができる。 
イ 当該エレベーターのうち、1 以上のエレベーターは、(5)に規定す

る出⼊⼝に近接して設けること。 
ロ 当該エレベーター（イのエレベーターを除く。）は、２の(2)のイ

からニまでに定める構造とすること。 
ハ イのエレベーターは、２の(2)に定める構造とすること。 

(7) 傾斜路は、２の(3)に定める構造とすること。 
(8) ⾃動⾞駐⾞場外へ通ずる歩⾏者の出⼊⼝がない階に通ずる階段は、

２の(6)に定める構造とすること。 
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(9) 屋外に設けられる⾃動⾞駐⾞場の⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画、⾞いす
使⽤者⽤停⾞施設及び(5)に規定する通路には、屋根を設けること。 

(10) ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画を設ける階に便所を設ける場合におい
て、当該便所は、次に定める構造とすること。 
イ 便所の出⼊⼝付近に、男⼦⽤及び⼥⼦⽤の区別（当該区別がある

場合に限る。）並びに便所の構造を視覚障がい者に⽰すための点字
による案内板その他の設備を設けること。  

ロ 床の表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ハ 男⼦⽤⼩便器を設ける場合においては、両側に⼿すりのある床置

式の⼩便器、壁掛式の⼩便器（受け⼝の⾼さが 35 センチメートル以
下のものに限る。）その他これに類する⼩便器を 1 以上設けること。 

ニ 1 以上（男⼥⽤の区別があるときは、それぞれの 1 以上）の便所
は、次に定める構造とすること。 
(ｲ) 第１の５の(1)のイからホまでに定める構造とすること。 
(ﾛ) 第１の５の(6)のイ及びロに定める設備を設けること。 

ホ 第１の５の(1)に定める便所にあっては、第１の５の(4)に定める基
準に適合させるものとし、それ以外の便所にあっては、第１の５の
(2)及び(4)に定める基準に適合させるものとすること。 

５ 移動等円
滑化のため
に必要なそ
の他の施設 

(1) 交差点、駅前広場その他の移動の⽅向を⽰す必要がある箇所には、
⾼齢者、障がい者等が⽇常⽣活⼜は社会⽣活において利⽤すると認め
られる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の
移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けること。 

(2) (1)の案内標識には、点字、⾳声その他の⽅法により視覚障がい者を
案内する設備を設けること。 

(3) 歩道等、⽴体横断施設の通路、乗合⾃動⾞停留所及び⾃動⾞駐⾞場
の通路には、視覚障がい者の移動等円滑化のために必要であると認め
られる箇所に、視覚障がい者誘導⽤ブロックを敷設すること。 

(4) ⽴体横断施設及び⾃動⾞駐⾞場における階段、傾斜路及びエスカレ
ーターの上端及び下端に近接する通路及び踊り場には点状ブロックを
敷設すること。 

(5) 視覚障がい者誘導⽤ブロックの⾊彩は、原則として⻩⾊とする。 
(6) 視覚障がい者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇

所に、⾳声により視覚障がい者を案内する設備を設けること。 
(7) 歩道等には適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けること。ただ

し、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特
別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

(8) 歩道等及び⽴体横断施設には、照明設備を連続して設けること。た
だし、夜間における当該歩道等及び⽴体横断施設の路⾯の照度が⼗分
に確保される場合は、この限りでない。 

(9) 乗合⾃動⾞停留所及び⾃動⾞駐⾞場には、⾼齢者、障がい者等の移
動等円滑化のために必要と認められる箇所には、照明設備を設けるこ
と。ただし、夜間における当該乗合⾃動⾞停留所及び⾃動⾞駐⾞場の
路⾯の照度が⼗分に確保される場合は、この限りでない。 
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別 表 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）  
第５ 公園等（第６の基準の適⽤を受けるものを除く。）に関する整備基準 

部  分 整   備   基   準 【県営の特定公園施設以外】 

１ 園 路 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利
⽤する主要な園路は、次に定める構造とすること。 

イ 道路へ通ずる出⼊⼝⼜は駐⾞場へ通ずる出⼊⼝のうち、それぞれ
1 以上の出⼊⼝は、次に定める構造とすること。 
(ｲ) 有効幅員は、120 センチメートル以上とすること。 
(ﾛ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。 
(ﾊ) 必要に応じて視覚障がい者誘導⽤ブロック等を敷設すること。 

ロ 通路は、次に定める構造とすること。 
  (ｲ) 有効幅員は、120 センチメートル以上とすること。 
  (ﾛ) 舗装の表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
  (ﾊ) 縦断勾配は、4 パーセント以下とすること。ただし、地形の状

況によりやむを得ない場合は、8 パーセント以下とすることができ
る。 

  (ﾆ) 歩⾞道のある通路については、第３の１に定める構造とするこ
と。 

  (ﾎ) 必要に応じて視覚障がい者誘導⽤ブロック等を敷設すること。 
  (ﾍ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける

場合は、傾斜路を併設すること。 
ハ 階段は、次に定める構造とすること。 

  (ｲ) 有効幅員は、120 センチメートル以上とすること。 
  (ﾛ) 第１の３のイ及びハからホまでに定める構造とすること。 
  (ﾊ) 階段の上端に近接する通路及び踊り場の部分には、点状ブロッ

ク等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して⼿すりが
設けられた踊り場の部分については、この限りでない。 

ニ 傾斜路（階段⼜は段に代わり、⼜はこれに併設するものに限る。）
は、次に定める構造とすること。 

  (ｲ) 有効幅員は、120 センチメートル（階段⼜は段を併設する場合
にあっては、90 センチメートル）以上とすること。 

  (ﾛ) 勾配は、8 パーセント以下とすること。 
  (ﾊ) ⾼さが 75 センチメートルを超える傾斜路にあっては、⾼さ 75

センチメートル以内ごとに踏幅 150 センチメートル以上の踊り場
を設けること。 

  (ﾆ) 両側に⽴ち上げ等を設けること。 
  (ﾎ) ⾼さ 80 センチメートル程度の⼿すりを設けること。 
  (ﾍ) 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
  (ﾄ) 傾斜路の上端に近接する通路及び踊り場の部分には、点状ブロ

ック等を敷設すること。ただし、次に定める部分は、この限りでな
い。 
ａ 勾配が 5 パーセント以下の傾斜路の上端に近接する通路及び

踊り場の部分 
ｂ ⾼さが 16 センチメートル以下、かつ、勾配が 8 パーセント以

下の傾斜路の上端に近接する通路及び踊り場の部分  
ｃ 傾斜路と連続して⼿すりが設けられた踊り場の部分 
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部  分 整   備   基   準 【県営の特定公園施設以外】 

２ 便 所 
 

便所を設ける場合は、第１の５の(1)から(4)までに定める構造とするこ
と。 

３ 駐⾞場 
 

駐⾞場を設ける場合において、１以上の⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画は、
次に定める構造（⾃動⾞の駐⾞の⽤に供する区画が 30 台未満の場合は、
次のイからハまでに定める構造）とすること。 

イ 公園の出⼊⼝に最も近い位置に設けること。 
ロ 区画の幅は、350 センチメートル以上とすること。 
ハ 床⾯は、平坦とし、⽔はけの良い仕上げとすること。 
ニ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であることを⽴て看板等⾒やすい⽅法に

より標⽰すること。 
ホ 道等から駐⾞場に⾄る主な出⼊⼝付近には、⾞いす使⽤者⽤駐⾞区

画の位置を標⽰する、⼜は位置へ誘導する⽴て看板を設けること。
ただし、塀、樹⽊等がなく、道等から⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画の⽴て
看板等が視認できる場合は、この限りでない。 

４ 標 識 標識を設ける場合は、第１の 16 に定める構造とすること。 

５ 附 帯 設 備 ベンチ、野外卓及び⽔飲場その他設備を設ける場合は、障がい者、⾼
齢者等が円滑に利⽤できる構造とすること。 
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別 表 第 ２ （ 第 ６ 条 関 係 ）  
第６ 公園等（県営の都市公園に限る。）に関する整備基準 

部分 整   備   基   準 【県営の特定公園施設】 

１ 園路及び
広場 

不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利
⽤する⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施⾏令
（平成 18 年政令第 379 号）第３条第 1 号に規定する園路及び広場を設
ける場合は、そのうち 1 以上は、次に定める構造とすること。 

イ 出⼊⼝は、次に定める構造とすること。 
(ｲ) 有効幅員は、120 センチメートル以上とすること。 
(ﾛ) ⾞⽌めを設ける場合において、当該⾞⽌めの相互間の間隔の

うち、1 以上は、120 センチメートル以上とすること。 
(ﾊ) 出⼊⼝からの⽔平距離が 150 センチメートル以上の⽔平⾯を

確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや
むを得ない場合は、この限りでない。 

(ﾆ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。 
(ﾎ) 必要に応じて視覚障がい者誘導⽤ブロック等を敷設すること。

ロ 通路は、次に定める構造とすること。 
(ｲ) 有効幅員は、180 センチメートル以上とすること。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の
末端の付近の広さを⾞いすの転回に⽀障のないものとし、かつ、
50 メートル以内ごとに⾞いすが転回することができる広さの場
所を設けた上で、120 センチメートル以上とすることができる。 

(ﾛ) (ﾊ)に掲げる場合を除き、⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障と
なる段を設けないこと。 

(ﾊ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける
場合は、傾斜路を併設すること。 

(ﾆ) 縦断勾配は、4 パーセント以下とすること。ただし、地形の状
況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8 パーセント
以下とすることができる。 

(ﾎ) 横断勾配は、1 パーセント以下とすること。ただし、地形の状
況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2 パーセント
以下とすることができる。 

(ﾍ) 表⾯の仕上げは滑りにくいものとすること。 
(ﾄ) 歩⾞道がある場合は、第３の１に定める構造とすること。 
(ﾁ) 必要に応じて視覚障がい者誘導⽤ブロック等を敷設すること。

ハ 階段は、次に定める構造とすること。 
(ｲ) 有効幅員は、120 センチメートル以上とすること。 
(ﾛ) 両側に⾼さが 80 センチメートル程度の⼿すりを設けること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合
は、この限りでない。 

(ﾊ) ⼿すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を⽰す点字を貼
り付けること。 

(ﾆ) 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別な
理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

(ﾎ) 第１の３のハからホまでに定める構造とすること。 
ニ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、

地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難
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部分 整   備   基   準 【県営の特定公園施設】 

である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であ
って⾼齢者、障がい者等の円滑な利⽤に適した構造のものをもって
これに代えることができる。 

ホ 傾斜路（階段⼜は段に代わり、⼜はこれに併設するものに限る。
その踊り場を含む。）は、次に定める構造とすること。 
(ｲ) 有効幅員は、120 センチメートル（階段⼜は段を併設する場合

にあっては、90 センチメートル）以上とすること。 
(ﾛ) 縦断勾配は、8 パーセント以下とすること。 
(ﾊ) 横断勾配は、設けないこと。 
(ﾆ) ⾼さが 75 センチメートルを超える傾斜路にあっては、⾼さ 75

センチメートル以内ごとに踏幅 150 センチメートル以上の踊り
場を設けること。 

(ﾎ) 両側に⽴ち上げ等を設けること。 
(ﾍ) 両側に⾼さが 80 センチメートル程度の⼿すりを設けること。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合
は、⽚側とすることができる。 

(ﾄ) 表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ヘ ⾼齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚

障がい者誘導⽤ブロック等その他の⾼齢者、障がい者等の転落を防
⽌するための設備を設けること。 

ト ２から７までに規定する特定公園施設のうち、それぞれ１以上及
び⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施⾏規則
（平成 18 年国⼟交通省令第 110 号）第２条第２項の主要な公園施
設に接続すること。 

２ 屋根付広場 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利
⽤する屋根付広場を設ける場合において、そのうち 1 以上は、次に定め
る構造とすること。 

イ 出⼊⼝は、次に定める構造とすること。 
(ｲ) 有効幅員は、120 センチメートル以上とすること。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80 セ
ンチメートル以上とすることができる。 

(ﾛ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。 
ロ ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう⼗分な空間を確保するこ

と。 

３ 休憩所及
び管理事務
所 

不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利
⽤する休憩所⼜は管理事務所を設ける場合において、当該休憩所のうち
1 以上及び管理事務所は、それぞれ次に定める構造とすること。 

イ 出⼊⼝は、次に定める構造とすること。 
(ｲ) 有効幅員は、120 センチメートル以上とすること。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80 セ
ンチメートル以上とすることができる。 

(ﾛ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる段を設けないこと。 
(ﾊ) ⼾を設ける場合において、当該⼾は、次に定める構造とする

こと。 
ａ 有効幅員は、80 センチメートル以上とすること。 
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部分 整   備   基   準 【県営の特定公園施設】 

ｂ ⾼齢者、障がい者等が円滑に開閉して通過できる構造とする
こと。 

ロ カウンターを設ける場合において、そのうち 1 以上は、⾞いす使
⽤者の円滑な利⽤に適した構造のものとすること。ただし、常時勤
務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場
合は、この限りでない。 

ハ ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう⼗分な空間を確保するこ
と。 

ニ 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等
が利⽤する便所を設ける場合において、そのうち 1 以上は、６のイ
からハまでに定める構造とすること。 

４ 野外劇場
及び野外⾳
楽堂 

不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利
⽤する野外劇場⼜は野外⾳楽堂を設ける場合は、それぞれ次に定める構
造とすること。 

イ 出⼊⼝は、２のイに定める構造とすること。 
ロ 出⼊⼝とハに規定する⾞いす使⽤者⽤観覧スペース及びヘに規

定する便所との間の経路を構成する通路は、次に定める構造とする
こと。 
(ｲ) 有効幅員は、120 センチメートル以上とすること。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の
末端付近の広さを⾞いすの転回に⽀障のないものとした上で、
80 センチメートル以上とすることができる。 

(ﾛ) (ﾊ)に掲げる場合を除き、⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障と
なる段を設けないこと。 

(ﾊ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける
場合においては、傾斜路を併設すること。 

(ﾆ) 縦断勾配は、5 パーセント以下とすること。ただし、地形の状
況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8 パーセント
以下とすることができる。 

(ﾎ) 横断勾配は、1 パーセント以下とすること。ただし、地形の状
況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2 パーセント
以下とすることができる。 

(ﾍ) 表⾯の仕上げは滑りにくいものとすること。 
(ﾄ) ⾼齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視

覚障がい者誘導⽤ブロック等その他の⾼齢者、障がい者等の転落
を防⽌するための設備を設けること。 

ハ 収容定員が 200 以下の場合は、当該収容定員に 50 分の 1 を乗じ
て得た数以上、収容定員が 200 を超える場合は、当該収容定員に
100 分の 1 を乗じて得た数に 2 を加えた数以上の⾞いす使⽤者が
円滑に利⽤することができる観覧スペース（以下「⾞いす使⽤者⽤
観覧スペース」という。）を設けること。 

ニ ⾞いす使⽤者⽤観覧スペースは、次に定める構造とすること。 
(ｲ) 幅は、90 センチメートル以上、奥⾏きは、120 センチメート

ル以上とすること。 
(ﾛ) ⾞いす使⽤者が利⽤する際に⽀障となる段を設けないこと。 
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部分 整   備   基   準 【県営の特定公園施設】 

ホ ⾞いす使⽤者が転落するおそれのある場所には、柵その他の⾞い
す使⽤者の転落を防⽌するための設備を設けること。 

ヘ 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等
が利⽤する便所を設ける場合において、そのうち 1 以上は、６のイ
からハまでに定める構造とすること。 

５ 駐⾞場 (1) 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等
が利⽤する駐⾞場を設ける場合においては、そのうち 1 以上に、当該
駐⾞場の全駐⾞台数が 200 以下の場合は当該駐⾞台数に 50 分の 1 を
乗じて得た数以上、全駐⾞台数が 200 を超える場合は当該駐⾞台数
に 100 分の 1 を乗じて得た数に 2 を加えた数以上の⾞いす使⽤者⽤
駐⾞区画を設けること。ただし、専ら⼤型⾃動⼆輪⾞及び普通⾃動⼆
輪⾞（いずれも側⾞付きのものを除く。）の駐⾞のための駐⾞場につ
いては、この限りでない。 

(2) ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画は、次に定める構造（⾃動⾞の駐⾞の⽤
に供する区画が 30 台未満の場合は、次のイからニまでに定める構造）
とすること。 
イ 当該駐⾞場へ通ずる園路及び広場に最も近い位置に設けること。 
ロ 区画の幅は、350 センチメートル以上とすること。 
ハ 床⾯は、平坦とし、⽔はけの良い仕上げとすること。 
ニ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であることを⽴て看板等⾒やすい⽅法

により標⽰すること。 
ホ 道等から駐⾞場に⾄る主な出⼊⼝付近には、⾞いす使⽤者⽤駐⾞

区画の位置を標⽰する、⼜は位置へ誘導する⽴て看板を設けるこ
と。ただし、塀、樹⽊等がなく、道等から⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画
の⽴て看板等が視認できる場合は、この限りでない。 

６ 便 所 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利
⽤する便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。ただし、ロに
規定する第１の５の(3)中「1 以上」とあるのは「当該⼩便器が設けられ
た便所ごとに 1 以上」と読み替えるものとする。 

イ 床の表⾯の仕上げは、滑りにくいものとすること。 
ロ 第１の５の(1)から(4)までに定める構造とすること。 
ハ 第１の５の(6)のイ及びロに定める設備のある便房を 1 以上（男

⼥⽤の区別があるときは、それぞれ 1 以上）を設けること。 

７ ⽔飲場及
び⼿洗場等 

不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等が利
⽤する⽔飲場、⼿洗場、ベンチ⼜は野外卓を設ける場合は、それぞれ⾼
齢者、障がい者等の円滑な利⽤に適した構造のものとすること。 

８ 掲⽰板及
び標識 

(1) 不特定かつ多数の者が利⽤し、⼜は主として⾼齢者、障がい者等
が利⽤する掲⽰板は、次に定める構造とすること。 
イ ⾼齢者、障がい者等の円滑な利⽤に適した構造とすること。 
ロ 当該掲⽰板に表⽰された内容が容易に識別できるものとするこ

と。 
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(2) １から７までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表⽰
した標識を設ける場合において、そのうち 1 以上は、(1)に定めるも
ののほか、次に定める構造とすること。 
イ 標識を設ける位置は、１の規定により設けられた園路及び広場の

出⼊⼝の付近とすること。 
ロ 位置、⾼さ、⽂字の⼤きさ⾊彩等は、⾼齢者、障がい者等が⾒や

すく理解しやすいように配慮したものとすること。 
ハ 点字による表記、⽂字等の浮き彫り、⾳による案内その他これら

に類するものにより、視覚障がい者が円滑に利⽤できる構造にする
こと。ただし、案内所、案内設備等により視覚障がい者への情報提
供が⽀障なく⾏われる場合は、この限りでない。 

ニ 多機能便房のある便所、エレベーターその他の昇降機⼜は⾞いす
使⽤者⽤駐⾞区画を設ける場合は、その位置を表⽰すること。 

ホ 必要に応じてローマ字⼜は絵による表⽰を⾏うこと。 
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別 表 第 ３ （ 第 ７ 条 関 係 ）  
公共的施設 図書の種類 明  ⽰  す  べ  き  事  項 

１ 建築物 付近⾒取図 ⽅位、道路及び⽬標となる建物 

配 置 図 縮尺、⽅位、敷地の境界線、⼟地の⾼低、敷地内の
建築物の⽤途、位置及び出⼊⼝、敷地内の通路及び傾
斜路、駐⾞場のうち⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画その他の
主要な部分の位置及び⼨法並びに敷地に接する道路
の位置及び幅員 

各階平⾯図 
(構造詳細図) 

縮尺、⽅位、間取り、各室の⽤途、床の⾼低、出⼊
⼝、駐⾞施設その他の主要な部分の位置及び⼨法、多
機能便房の仕様並びに視覚障がい者誘導⽤ブロック
等の敷設位置 

２ 公共交通機
関の施設 

付近⾒取図 ⽅位、道路及び⽬標となる建物 

 
配 置 図 

縮尺、⽅位、敷地の境界線、⼟地の⾼低、敷地に接
する公共⽤通路の位置並びに公共交通機関の施設及
び出⼊⼝の位置 

 
各階平⾯図 

(構造詳細図) 

縮尺、⽅位、間取り、各室の⽤途、床の⾼低、出⼊
⼝、移動円滑化経路、乗降場その他主要な部分の位置
及び⼨法、多機能便房の仕様並びに視覚障がい者誘導
⽤ブロック等の敷設位置 

３ 道路 付近⾒取図 ⽅位、道路及び⽬標となる建物 

平 ⾯ 図 縮尺、⽅位、道路の位置及び幅員並びに整備に係る
箇所の位置、⼨法及び仕様並びに視覚障がい者誘導⽤
ブロック等の敷設位置 

４ 公園等 付近⾒取図 ⽅位、道路及び⽬標となる建物 

配 置 図 縮尺、⽅位、公園等の境界線、⼟地の⾼低、公園等
内の施設の⽤途、位置及び出⼊⼝、園路、階段及び傾
斜路並びに駐⾞場（⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画）その他
の主要な部分の位置、⼨法及び仕様、公園等に接する
道路の位置及び幅員並びに視覚障がい者誘導⽤ブロ
ック等の敷設位置 
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第１号様式（第７条関係） 
適適  合合  証証  交交  付付  請請  求求  書書 

年   ⽉   ⽇  
 三 重 県 知 事 あて 
 
                       住  所 
                  申 請 者 
                       ⽒  名              印 

法⼈にあっては、主な事務所の所在地 

及び名称並びに代表者の⽒名 
 
                            電話番号        （   ） 
  
 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例第19条第１項の規定により、次の施設について
適合証の交付を受けたいので請求します。  

 施  設  の  名  称   

 施 設 の 所 在 地  

 施 設 の 主 要 ⽤ 途  

 新 築 等 の 種 類   新 築 ・ 新 設 ・ 増 築 ・ 改 築 ・ ⽤途の変更 
  ⼤規模の修繕 ・ ⼤規模の模様替 ・ その他（       ） 

 ⼯ 事 完 了 年 ⽉ ⽇          年    ⽉    ⽇ 

 
 施 
 設 
 の 
 概 
 要 

 
 建築物⼜は公共 
 交通機関の施設 

  請求部分の 
  延べ⾯積 

          ㎡  請求部分外の 
 延べ⾯積 

          ㎡ 

  階    数           階   構    造           造 

 道路⼜は公園等 
 の規模等 

 

 事前協議書・通知書    あ り （      年   ⽉   ⽇）    な し 

 設   計   者   の 
 住 所 及 び ⽒ 名 

 （     ）建築⼠ ⼤⾂・知事       登録 第        号 
 
                  電話番号    （   ） 

 ⼯ 事 施 ⼯ 者 の 
 住 所 及 び ⽒ 名 

   建設業登録  ⼤⾂・知事       登録 第        号 
 
                  電話番号    （   ） 

 施設名公表の可否  障がい者、⾼齢者等が利⽤できる施設としてデーターベースへ⼊⼒し、施設名を 
 公表することについて        同意する  ・  同意しない 

 
 ※ 受 付 欄 

 

 
備 考 条例第21条第１項の規定による事前協議（変更協議）⼜は条例第30条第１項ただし書の規定に

よる通知を⾏った特定施設を除く公共的施設にあっては、適合表等を添付してください。 
 
 担当者の連絡先 
  ⽒    名 
  事務所の名称 
  所  在  地 
  電 話 番 号      （   ）       FAX番号      （   ） 
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第３号様式（第９条関係） 
特特定定施施設設新新築築等等（（変変更更））協協議議申申請請書書 

                                         年   ⽉   ⽇ 
 三 重 県 知 事 あて 
 
                       住  所 
                  申 請 者 
                       ⽒  名              印 

法⼈にあっては、主な事務所の所在地 

及び名称並びに代表者の⽒名 
                                                   
                       電話番号        （   ） 
 
 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例第21条第１項の規定により、次のとおり関係書
類を添付して（変更）協議申請します。  

 施 設 の 名 称   

 施 設 の 所 在 地  

 施設の主要⽤途  

 ⼯ 事 種 別   新築 ・ 新設 ・ 増築 ・ 改築 ・ ⽤途の変更 ・ その他(      ) 

 施 
 
 
 設 
 
 
 の 
 
 概 
 
 
 要 

機
関
の
施
設 

 
 

 

建
築
物
⼜
は
公
共
交
通 

 敷地 ⾯積              ㎡  申 請 棟 数           棟 

   施設の⽤途   新築等の部分    既存の部分   合    計  階 数 
   地上   階 
   地下   階 
 
 構 造 
             造 

 
 
 
   合   計 

      (㎡)       (㎡)        (㎡) 

 道公 
 路園 
 ⼜等 
 は 

 

 ⼯ 事 予 定 期 間        年   ⽉   ⽇ から      年   ⽉   ⽇ まで 

 設  計  者  の 
 住 所 及 び ⽒ 名 

 (        )建築⼠ ⼤⾂・知事         登録 第        号 
 
                電話番号     （   ） 

 ⼯ 事 施 ⼯ 者 の 
 住 所 及 び ⽒ 名 

   建設業登録  ⼤⾂・知事         登録 第        号 
 
                電話番号     （   ） 

 
 ※ 受  付 欄 

 

 
 備 考 変更協議の場合は、変更前及び変更後の整備内容を別紙に記⼊し添付してください。 
 
  担当者の連絡先 
   ⽒    名 
   事務所の名称 
   所  在  地 
   電 話 番 号       （   ）       FAX番号      （   ） 
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第４号様式（第11条関係） 
 

特特定定施施設設⼯⼯事事完完了了届届出出書書 
 
                                           年   ⽉   ⽇ 
 三 重 県 知 事 あて 
 
                       住  所 
                  申 請 者 
                       ⽒  名               印 

法⼈にあっては、主な事務所の所在地 

及び名称並び代表者の⽒名 
 
                       電話番号         （   ） 
 
 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例第22条の規定により、次のとおり届け出ます。  

 施 設 の 名 称   

 施 設 の 所 在 地  

 施 設 の 主 要 ⽤ 途  

 協議等結果通知書 
 番 号 及 び 年 ⽉ ⽇ 

 (当初)    第        号   (変更)     第        号 
        年   ⽉   ⽇            年   ⽉   ⽇ 

 建 築 確 認 通 知 
 年 ⽉ ⽇ 及 び 番 号 

         年   ⽉   ⽇     第           号 

 ⼯ 事 完 了 年 ⽉ ⽇          年   ⽉   ⽇ 

 設  計  者  の 
 住 所 及 び ⽒ 名 

 (       )建築⼠ ⼤⾂・知事        登録 第        号 
 
                電話番号     （   ） 

 ⼯ 事 施 ⼯ 者 の 
 住 所 及 び ⽒ 名 

   建設業登録  ⼤⾂・知事        登録 第        号 
 
                電話番号     （   ） 

 事前協議⼜は変更 
 協議における結果 
 通知書の指導及び 
 助⾔項⽬の対応に 
 ついて 

 

 
 ※ 受 付 欄 

 

 
 
 担当者の連絡先 
  ⽒    名 
  事務所の名称 
   所  在  地 
   電 話 番 号       （   ）       FAX番号      （   ） 
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第５号様式（第13条関係） 
 
 
                  （表   ⾯） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  （裏   ⾯） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         （⽤紙の⼤きさ 縦5.5 ㎝ 横９㎝） 
 

 

 
 

第      号 
 

⾝   分   証   明   書 
 
                   所 属 名 
                   職名・⽒名 
 
  上記の者は、三重県バリアフリーのまちづくり推進条例第26条第２項に
規定する⽴⼊調査等を⾏う職員であることを証明します。 
 
       年  ⽉  ⽇ 
                   

三重県知事         印 
 

 

 
 
 

三重県バリアフリーのまちづくり推進条例（抜粋） 
 
（報告の徴収及び⽴⼊調査） 
第26条  知事は、この章の規定の施⾏に必要な限度において、特定施設を

所有し、⼜は管理する者に対し、当該特定施設の整備基準への適合状況
その他必要な事項について報告を求めることができる。 

２ 知事は、この章の規定の施⾏に必要な限度において、その職員に、特
定施設に⽴ち⼊り、当該特定施設の整備基準への適合状況を調査させ、
⼜は関係者に質問させることができる。 

３ 前項の規定により⽴⼊調査⼜は質問をする職員は、その⾝分を⽰す証
明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提⽰しなければな
らない。 
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第６号様式（第15条関係） 
 

特特  定定  施施  設設  新新  築築  等等  通通  知知  書書 
 
                                         年   ⽉   ⽇ 
 三 重 県 知 事 あて 
 
                       住  所 
                   申 請 者 
                       ⽒  名               印 

法⼈にあっては、主な事務所の所在地 

及び名称並びに代表者の⽒名 
 
                       電話番号         （   ） 
 
 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例第30条第１項ただし書の規定により、次のと
おり関係書類を添えて通知します。  

 施 設 の 名 称   

 施 設 の 所 在 地  

 施 設 の 主 要 ⽤ 途  

 ⼯  事  種  別   新築 ・ 新設 ・ 増築 ・ 改築 ・ ⽤途の変更 ・ その他(     ) 

 施 
 
 
 設 
 
 
 の 
 
 
 概 
 
 
 要 

機
関
の
施
設 

建
築
物
⼜
は
公
共
交
通 

 

  敷地⾯積              ㎡    申請棟数           棟 

   施設の⽤途   新築等の部分    既存の部分    合    計  階 数 
  地上   階 
  地下   階 
 
 構 造 
       造 

 
 
 
  合   計 

      (㎡)       (㎡)        (㎡) 

 道公 
 路園 
 ⼜等 
 は 

 

 ⼯ 事 予 定 期 間        年   ⽉   ⽇ から     年   ⽉   ⽇ まで 

 設  計  者  の 
 住 所 及 び ⽒ 名 

 (       )建築⼠ ⼤⾂・知事        登録 第        号 
 
                電話番号     （   ） 

 ⼯ 事 施 ⼯ 者 の 
 住 所 及 び ⽒ 名 

   建設業登録  ⼤⾂・知事        登録 第        号 
 
                電話番号     （   ） 

 
 ※ 受  付 欄 

 

 
 
 担当者の連絡先 
  ⽒    名 
  事務所の名称 
   所  在  地 
   電 話 番 号       （   ）       FAX番号      （   ） 
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第 2 号様式（その 1）（第 7 条関係） 
整 備 基 準 適 合 表 （ 建 築 物 ） 

 
公 共 的 施 設 
（特定施設） 
の  名  称 

 公 共 的 施 設 
（特定施設） 
の 所 在 地 

 

主 要 ⽤ 途  構 造 ・ 階 数       造・地上   階、 
        地下   階 

延 べ ⾯ 積              ㎡ 
 

整 備 部 分 ・ 
整 備 項 ⽬ 整  備  基  準 記載図⾯の 

名称及び番号 整 備 内 容 適 合 
状 況 

※ 
判定欄 

１ 出 ⼊ ⼝ 
 (1) 建 物 出 ⼊ ⼝

（直接地上へ通
ずる 1 以上の出
⼊⼝の構造） 

イ 有効幅員 90 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 ロ ⼾を設ける場合は、⾃動開閉⼜は⾞
いす使⽤者等が円滑に開閉して通過で
きる構造 

 （開閉⽅法） 適 否  

 ハ ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の禁⽌  （段差処理） 
 

適 否  

 (2)  駐⾞場出⼊⼝
（駐⾞場へ通ず
る 1 以上の出⼊
⼝の構造） 
※(1)の建物出⼊
⼝と駐⾞場出⼊
⼝が同じ場合は、
記⼊不要 

イ 有効幅員 90 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 ロ ⼾を設ける場合は、⾃動開閉⼜は⾞
いす使⽤者等が円滑に開閉して通過で
きる構造 

 （開閉⽅法） 適 否  

 ハ ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の禁⽌  （段差処理） 
 

適 否  

 (3)  利⽤室 出⼊⼝
（利⽤室の 1 以
上の出⼊⼝の構
造） 

イ 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 ロ ⼾を設ける場合は、⾃動開閉⼜は⾞
いす使⽤者等が円滑に開閉して通過で
きる構造 

 （開閉⽅法） 適 否  

 ハ ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の禁⽌ 
 
 

 （段差処理） 
 

適 否  

 (4) 建 物 出 ⼊ ⼝ 
（直接地上へ通
ずる主な出⼊⼝） 

イ 必要に応じて、降⾬等の影響を少な
くするひさし⼜は屋根の設置 

 （講じた措置）   

２ 廊 下 等 
 (1)  表⾯の仕上げは、滑りにくい材料  （仕上げ材） 

 
適 否  

 (2)  段 を 設 け る 場
合の段の構造（３
に定める構造） 

イ ⾼さ 80 ㎝程度の⼿すりの設置  （講じた措置） 
  

適 否  

 ロ 主な階段には、回り段の禁⽌  （講じた措置） 
 

適 否  

 ハ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料  （仕上げ材） 
 

適 否  

 ニ 側⾯が壁でない場合は、⽴ち上げ等
の設置 

 （講じた措置） 適 否  

 ホ 踏⾯の端部とその周囲の部分との⾊
の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいこ
とにより段が識別しやすく、かつ、段⿐
の突き出しその他のつまづきの原因
となるものを設けない構造 

 （講じた措置） 適 否  

 ヘ 階段の上端に近接する廊下等及び踊
り場の部分に点状ブロック等の敷設 

 

（講じた措置） 適 否  

－163－



 
 

 

 (3) 建物出⼊⼝か 
ら利⽤室等の各出
⼊⼝に⾄る経路、
駐⾞場出⼊⼝から
利⽤室等の各出⼊
⼝に⾄る経路及び
利⽤室等の各出⼊
⼝から多機能便房
を設けた便所の出
⼊⼝に⾄る経路に
おけるそれぞれ 1
以上の廊下等の構
造 

イ 有効幅員 120 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 ロ ⾞いすが転回できる部分を廊下等の
末端及び 50ｍ以内ごとに設置 

 （講じた措置） 適 否  

 ハ ⼾を設ける場合の当該⼾の構造     
  (イ) 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 

㎝ 
適 否  

  (ロ) ⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者等が円
滑に開閉して通過できる構造 

 （開閉⽅法） 適 否  

 ニ ⾼低差がある場合は、(5)の傾斜路及
びその踊り場⼜は特殊構造昇降機の設
置 

 （講じた措置） 適 否  

 ホ １の出⼊⼝並びに４のエレベーター
及び特殊構造昇降機の出⼊⼝に接する
部分を⽔平にすること。 

 （講じた措置） 適 否  

 (4)  建物出⼊⼝か
ら情報提供を⾏
う場所までの廊
下等（教育施設
（特別⽀援学校
を除く。）、各種学
校等、共同住宅
等、事務所、⼯場
及び⾃動⾞販売
施設等の⾃動⾞
関 連 施 設 を 除
く。） 

 視覚障がい者誘導⽤ブロック等の敷設
⼜は⾳声により視覚障がい者を誘導する
装置等の設置。ただし、建物出⼊⼝⼜は
出⼊⼝が視認できる場所において、常時
勤務する者が視覚障がい者を誘導できる
場合等は、この限りでない。 

 （講じた措置） 適 否  

 (5)  傾斜路及びそ
の踊り場の構造
（教育施設（特別
⽀ 援 学 校 を 除
く。）、各種学校
等、共同住宅等、
事務所、⼯場、⾃
動⾞販売施設等
の⾃動⾞関連施
設、⼊所型の社会
福祉施設、保育所
及び学童保育所
にあっては、イか
らトまでに定め
る構造） 

イ 有効幅員 120 ㎝以上（段併設の場合
は、90 ㎝以上） 

 

 （有効幅員） 
         ㎝ 

適 否  

 ロ こう配 1／12（⾼さ 16 ㎝以下の場合
は、1／8）を超えない構造 

 

 （こう配） 適 否  

 ハ ⾼さ 75 ㎝以内ごとに踏幅 150 ㎝以
上の踊り場の設置 

 （⾼さ）      ㎝
 
（踏幅）      ㎝

適 否  

 ニ 両側に⽴ち上げ等の設置 
 
 

 （講じた措置） 
 

適 否  

 ホ  ⾼ さ 80 ㎝ 程 度 の ⼿ す り の 設 置
（⾼さ 16 ㎝以下、かつ、こう配 
1／12 以下の傾斜路を除く。） 

 （講じた措置） 適 否  

 ヘ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料  （仕上げ材） 
 

適 否  

 ト 傾斜路の勾配部分は、踊り場及び廊
下等との⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差
が⼤きいことにより識別がしやすい構
造 

 （講じた措置） 適 否  

 チ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び
踊り場の部分に点状ブロック等の敷
設。ただし、次に定める部分は、この限
りでない。 
(ｲ) こう配 1／20 以下の傾斜路の上

端に近接する廊下等及び踊り場の部
分 

 (ﾛ) ⾼さ 16 ㎝以下、かつ、こう配 1／
12 以下の傾斜路の上端に近接する
廊下等及び踊り場の部分  

(ﾊ) 傾斜路と連続して⼿すりが設け
られた踊り場の部分 

 （講じた措置） 適 否  
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３ 階 段  
（教育施設（特別⽀
援学校を除く。）、各
種学校等、共同住宅
等、事務所、⼯場、⾃
動⾞販売施設等の⾃
動⾞関連施設、⼊所
型の社会福祉施設、
保育所及び学童保育
所にあっては、イか
らホまでに定める構
造） 

イ ⾼さ 80 ㎝程度の⼿すりの設置  （講じた措置） 
 

適 否  

ロ 主な階段には、回り段の禁⽌  （講じた措置） 
 

適 否  

ハ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料  （仕上げ材） 
 

適 否  

ニ 側⾯が壁でない場合は、⽴ち上げ等
の設置 

 （講じた措置） 適 否  

ホ 踏⾯の端部とその周囲の部分との⾊
の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいこ
とにより段が識別しやすく、かつ、段⿐
の突き出しその他のつまづきの原因
となるものを設けない構造 

 （講じた措置） 適 否  

へ 階段の上端に近接する廊下等及び踊
り場の部分に点状ブロック等の敷設。
ただし、段がある部分と連続して⼿す
りが設けられた踊り場の部分は、この
限りでない。 

 （講じた措置） 適 否  

４ 昇 降 機（エレベーター） 
 (1)  ２以上の階を有し、⽤途⾯積 2,000 ㎡以上の公共的施設

（教育施設（地⽅公共団体の設置する⼩学校、中学校、義
務教育学校、⾼等学校、中等教育学校及び特別⽀援学校を
除く。）、各種学校等、共同住宅等、事務所及び⼯場を除く。）
には、エレベーターの設置 

 （設置数） 
   

   基 

適 否  

 (2)  (1)に規定する
エレベーターの構
造（⼊所型の社会
福祉施設に設ける
寝台⽤エレベータ
ーにあっては、ロ
及びニからワまで
に定める構造） 

主な廊下等に近接して設置 
 
 

 （位置） 
 

適 否  

 イ かごの幅 140cm 以上  （有効⼨法） 
㎝  

適 否  

 ロ かごの奥⾏き 135 ㎝以上  （有効⼨法） 
             ㎝  

適 否  

 ハ かごは⾞いすの転回に⽀障のない形
状 

 （講じた措置） 
 

適 否  

 ニ かご内に停⽌予定階及び現在位置を
表⽰する装置の設置 

 （講じた措置） 適 否  

 ホ 乗降ロビーに到着するかごの昇降⽅
向を表⽰する装置の設置 

 （講じた措置） 適 否  

 へ かご内に到着階並びにかご及び昇降
路の出⼊⼝の⼾の閉鎖を⾳声で知らせ
る装置の設置 

 （講じた措置） 適 否  

 ト かご及び昇降路の出⼊⼝の有効幅員
80 ㎝以上 

 （有効⼨法） 
 ㎝  

適 否  

 チ かご内及び乗降ロビーに⾞いす使⽤
者が利⽤しやすい位置に制御装置の設
置 

 （⾼さ） 
 

         ㎝

適 否  

リ かご内及び乗降ロビーの制御装置
（チを除く。）は、視覚障がい者の円滑
な操作が可能な構造（点字表⽰等） 

 （表⽰⽅法） 適 否  

 ヌ 乗降ロビーの幅及び奥⾏きの⼨法
は、それぞれ 150 ㎝以上 

 

 （幅）      
       ㎝  
（奥⾏き）   

㎝  

適 否  

 ル かご内の側⾯に⼿すりの設置  （講じた措置） 
 

適 否  

 ヲ かご内にかご及び昇降路の出⼊⼝の
⼾の開閉状態を確認できる鏡の設置 

 （形状） 
 
（下端の⾼さ） 

㎝ 

適 否  

 ワ かご内⼜は乗降ロビーにかごの昇降
⽅向を⾳声で知らせる装置の設置 

 （講じた措置） 適 否  
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５ 便   所 
 (1) 多 機 能 便 房 

（⽤途⾯積 300 ㎡
未 満 の 公 共 的 施
設（公衆便所を
除く。）は、⾞いす
使⽤者が利⽤でき
る空間を確保した
便房（以下「コンパ
クトタイプ」とい
う。）とすることが
できる。） 

不特定多数の者⼜は主として障がい
者、⾼齢者等が利⽤する便所を設ける
場合は、次に定める構造及び設備を有
する便所（多機能便房）を 1 以上（男⼥
⽤の区別があるときは、それぞれ 1 以
上）設置 

 （設置数） 
  男⼦⽤ 
  ⼥⼦⽤ 
  男⼥兼⽤ 

適 否  

     

 イ−1 ⾞いす使⽤者が利⽤できる⼗
分な空間（直径 150cm 以上の円が内
接でき、かつ便器の前⽅に 120cm 以
上の距離があるもの（コンパクトタ
イプを除く。））の確保 

 
（コンパクトタイプの場合） 
(ｲ) 便器の正⾯⽅向に出⼊⼝があ

り、直進で進⼊する場合は、便器の
前⽅に120cm以上の距離を確保 

(ﾛ) 便器の側⾯⽅向に出⼊⼝があ
り、転回しながら進⼊する場合は、
便房の奥⾏きを 120cm 以上とし、
便器の前⽅に 140cm 以上の距離を
確保（ただし、便房の奥⾏きが
150cm 以上の場合は便器の前⽅の
距離は 120cm 以上とすることがで
きる。） 

 （⼗分な空間）   
内接する円の直 
径 

㎝ 
便器の前⽅ 

㎝ 
（コンパクトタ

イプの場合） 
(ｲ)の場合 
便器の前⽅ 

 ㎝ 
(ﾛ)の場合 
便房の奥⾏き 
             ㎝ 
便器の前⽅ 

㎝ 

適 否 

  イ−2 設備機器類が適切な位置及び
⾼さに配置 
（設置設備） 
(ｲ)腰掛け便座 (ﾛ)⼿すり（Ｌ字型⼿
すり及び可動式⼿すり）  (ﾊ)洗浄装
置 (ﾆ)鏡 (ﾎ)洗⾯器 (ﾍ)操作容易
な⽔栓器具 (ﾄ)⾮常通報装置  
(ﾁ)施錠装置 (ﾘ)ペーパーホルダー 

 

（設置設備） 適 否  

 ロ−1 出⼊⼝の有効幅員 80 ㎝以上（コ
ンパクトタイプを除く） 

 
（コンパクトタイプの場合） 
(ｲ) 便器の正⾯⽅向に出⼊⼝があ

り、直進で進⼊する場合は、出⼊⼝
の有効幅員 80cm 以上 

(ﾛ) 便器の側⾯⽅向に出⼊⼝があ
り、転回しながら進⼊する場合は、
出⼊⼝の有効幅員 90cm 以上 

 （有効幅員） 
            ㎝ 
 
（コンパクトタ 

イプの場合）  
(ｲ)の場合 

㎝ 
 
(ﾛ)の場合 

          ㎝ 

適 否  

 ロ−2 ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の
禁⽌ 

 （段差処理） 適 否  

 ハ ⼾を設ける場合は、⾃動開閉⼜は⾞
いす使⽤者等が円滑に開閉して通過
できる構造 

 （開閉⽅法） 適 否  

 ニ 出⼊⼝付近に多機能便房が設置さ
れている旨の表⽰ 

 （表⽰⽅法） 適 否  

 ホ 洗⾯器は、⾞いす使⽤者が利⽤しや
すい⾼さ及び下部に空間を確保した
構造 

（⾼さ） 
㎝ 

（下部空間の⼨ 
法） 
 

適 否  

 (2)  ⼀般便所  不特定多数の者⼜は主として障がい
者、⾼齢者等が利⽤する便所を設ける
場合は、各便所に⼿すり付き腰掛け便
座を設けた便房を 1 以上（男⼥⽤の区
別があるときは、それぞれ 1 以上）設
置。ただし、当該便所内に(1)に定める
構造の便房を設ける場合は、この限り
でない。 

 （設置数） 
 男⼦⽤ 
  

⼥⼦⽤ 

適 否  
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 (3)  男⼦⽤⼩便器 不特定多数の者⼜は主として障がい
者、⾼齢者等が利⽤する男⼦⽤⼩便器
を設ける場合は、両側⼿すり付きの床
置式⼩便器、壁掛式⼩便器（受け⼝の⾼
さが 35 ㎝以下のものに限る。）その他
これに類する⼩便器を 1 以上設置 

 （設置数） 
 
（便器形式） 

適 否  

      

 (4) 便所内の洗⾯器
の構造 

イ カウンター埋込み式⼜は⼿すりの
設置。ただし、多機能便房内に設けら
れた洗⾯器は、この限りでない。 

 

 （構造） 適 否  

 ロ レバー式、光感知式等容易に操作で
きる⽔栓器具の設置 

 

 （構造） 適 否  

 (5) 便所内の乳幼児
いす等及び乳幼児
ベッド等（⽤途⾯
積 2,000 ㎡以上の
官公庁施設、医療
施設、社会福祉施
設（⺟⼦福祉施設、
⺟⼦健康センター
及び保健センター
に限る。）、商業施
設（遊技施設を除
く。）、⽂化施設、体
育施設、宿泊施設
⼜は集会施設の便
所） 

不特定多数の者⼜は主として障がい
者、⾼齢者等が利⽤する便所を設ける
場合は、次に定める構造の便所を 1 以
上（男⼥⽤の区別があるときは、それぞ
れ 1 以上）設置 

 

 （設置数） 適 否  

 イ 乳幼児いす等のある便房を 1 以上
設置 

 （設置数） 
  男⼦⽤ 
  ⼥⼦⽤ 
  多機能 

適 否  

 ロ 乳幼児ベッド等を 1 以上設置。 
ただし、便所以外におむつ替えので
きる場所を設ける場合は、この限り
でない。 

 （設置数） 
  男⼦⽤ 
  ⼥⼦⽤ 
  多機能 

適 否  

 ハ 便房及び便所の出⼊⼝付近に乳幼
児いす等⼜は乳幼児ベッド等が設置
されている旨の表⽰ 

 

 （表⽰⽅法） 適 否  

 (6) オストメイト対
応の設備 

不特定多数の者⼜は主として障がい
者、⾼齢者等が利⽤する便所を設ける
場合で、⾼齢者、障がい者等の移動等の
円滑化の促進に関する法律（平成 18 年
法律第 91 号）第 14 条第 1 項の規定の
適⽤を受けるときは、次に定めるオス
トメイトのための洗浄設備のある便房
を 1 以上（男⼥⽤の区別があるときは、
それぞれ 1 以上）設置 

 

 （設置数） 
  男⼦⽤ 
  ⼥⼦⽤ 
  多機能 
 

適 否  

  イ 汚物流し（既存便所の改修を⾏う
場合等で構造上やむを得ないとき
は、簡易洗浄装置とすることができ
る。）を設置 

 

 （設置設備） 
   
 

適 否  

  ロ 便房及び便所の出⼊⼝付近にオス
トメイト対応の設備が設置されてい
る旨の表⽰ 

 

 （表⽰⽅法） 適 否  

  ハ 設置されることが望ましい設備等 
 

(ｲ)温⽔シャワー付き⽔栓器具  
(ﾛ)⼿荷物棚 (ﾊ)⾐服を掛けるための
フック (ﾆ)⼤きめの汚物⼊れ  
(ﾎ)姿⾒⽤鏡 (ﾍ)ペーパーホルダー 
(ﾄ)⽯けん⽔⼊れ (ﾁ)チェンジング
ボード⼜は⼤⼈⽤介護ベットなど着
替えをするための台 
 
 

 
 

 （設置設備等）   

－167－



 
 

 

６ 敷地内の通路 
 (1)  表⾯の仕上げは、滑りにくい材料  （仕上げ材） 適 否  
 (2)  段を設ける場

合の段の構造（3
のイからホまでに
定める構造） 

イ ⾼さ 80 ㎝程度の⼿すりの設置  （講じた措置） 
 

適 否  

 ロ 主な階段には、回り段の禁⽌  （講じた措置） 
 

適 否  

  ハ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料 （仕上げ材） 
 

適 否  

  ニ 側⾯が壁でない場合は、⽴ち上げ等
の設置 

 （講じた措置） 適 否  

  ホ 踏⾯の端部とその周囲の部分との 
⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きい
ことにより段が識別しやすく、かつ、
段⿐の突き出しその他のつまづきの
原因となるものを設けない構造 

 （講じた措置） 適 否  
      

 (3)  通路を横断する排⽔溝等には、つえ、⾞いすのキャスタ
ー等が落ち込まない溝ふたの設置 

 （講じた措置） 適 否  

 (4)-1 建物出⼊⼝
から道等に⾄る
1 以上の敷地内
の通路 

イ 有効幅員 120 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 ロ ⾞いすが転回できる部分を 50ｍ以内
ごとに設置 

 （講じた措置） 適 否  

 ハ ⼾を設ける場合の⼾の構造     
  (イ) 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 

㎝ 
適 否  

  (ロ) ⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者等が
円滑に開閉して通過できる構造 

 （開閉⽅法） 適 否  

 ニ ⾼低差がある場合は、(6)の傾斜路及
びその踊り場⼜は特殊構造昇降機の設
置 

 （講じた措置） 適 否  

 (4)-2 建 物 出 ⼊ ⼝
から⾞いす使⽤
者⽤駐⾞区画に
⾄る 1 以上の敷
地内の通路 

イ 有効幅員 120 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 ロ ⾞いすが転回できる部分を 50ｍ以内
ごとに設置 

 （講じた措置） 適 否  

 ハ ⼾を設ける場合の⼾の構造     
  (イ) 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 

㎝ 
適 否  

  (ロ) ⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者等が
円滑に開閉して通過できる構造 

 （開閉⽅法） 適 否  

 ニ ⾼低差がある場合は、(6)の傾斜路及
びその踊り場⼜は特殊構造昇降機の設
置 

 （講じた措置） 適 否  

 ホ 必要に応じて、降⾬等の影響を少な
くするひさし⼜は屋根の設置 

 （講じた措置）   

(5) 建物出⼊⼝か
ら道等に⾄る 1
以上の敷地内の
通路（共同住宅
等、事務所、⼯場
及び⾃動⾞販売
施設等の⾃動⾞
関 連 施 設 を 除
く。） 

イ ⽤途⾯積が 2,000 ㎡以上の公共的施
設には、視覚障がい者誘導⽤ブロック
等の敷設⼜は⾳声により視覚障がい者
を誘導する装置等の設置 

 （講じた措置） 適 否  

 ロ ⾞路に接する部分並びに傾斜路及び
段の上端に近接する敷地内の通路及び
踊り場の部分に点状ブロック等の敷
設。ただし、次に定める部分は、この限
りでない。 
(ｲ) こう配 1／20 以下の傾斜路の上端

に近接する敷地内の通路及び踊り場
の部分 

(ﾛ) ⾼さ 16 ㎝以下、かつ、こう配 1／
12 以下の傾斜路の上端に近接する敷
地内の通路及び踊り場の部分 

 (ﾊ) 段がある部分⼜は傾斜路と連続し
て⼿すりが設けられた踊り場の部分 

 （講じた措置） 適 否  
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 (6) 傾斜路及びそ
の踊り場の構造 

イ 2 の(5)のイからニまで及びヘに定め
る構造 

    

  (ｲ) 有効幅員 120 ㎝以上（段併設の
場合は、90 ㎝以上） 

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

  (ﾛ) こう配 1／12（⾼さ 16 ㎝以下の
場合は、1／8）を超えない構造 

 （こう配） 適 否  

  (ﾊ) ⾼さ 75 ㎝以内ごとに踏幅 150 ㎝ 
以上の踊り場の設置 

 (⾼さ)      ㎝  
 
(踏幅)      ㎝  

適 否  

  (ﾆ) 両側に⽴ち上げ等の設置 
        

 （講じた措置） 適 否  

  (ﾎ) 表⾯の仕上げは、滑りにくい 
材料 

 （仕上げ材） 
 

適 否  

 ロ ⾼さ 80 ㎝程度の⼿すりの設置（⾼さ
16 ㎝以下、かつ、こう配 1／12 以下⼜
はこう配 1／20 以下の傾斜路を除く。） 

 

 （講じた措置） 適 否  

 ハ 傾斜路の勾配部分は、踊り場及び敷
地内の通路との⾊の明度、⾊相⼜は彩
度の差が⼤きいことにより識別しやす
い構造 

 
 
 

（講じた措置） 適 否  

７ 駐 ⾞ 場 
 (1) ⾞いす使⽤者

⽤ 駐 ⾞ 区 画 の
設置 

 

⼆
千
平
⽅
メ
ー
ト
ル
未
満
の 

公
共
的
施
設
に
三
⼗
台
未
満
の 

駐
⾞
区
画
を
設
け
る
場
合 

 次に定める構造の⾞いす使
⽤者⽤駐⾞区画を 1 以上設置 
 

 （設置数） 
 

区画 

適 否  

イ 建物出⼊⼝に最も近い位
置に設置 

 （講じた措置） 
 
 

適 否  

ロ 区画幅員 350 ㎝以上 
 
 

 （１区画幅員） 
 

㎝ 

適 否  

ハ 床⾯は、平坦とし、⽔はけ
の良い構造 

 

 （講じた措置） 適 否  

  ⼆
千
平
⽅
メ
ー
ト
ル
以
上
の
公
共
的
施
設
⼜
は
三
⼗
台
以
上
の 

駐
⾞
区
画
を
設
け
る
場
合 

 次に定める構造の⾞いす使
⽤者⽤駐⾞区画を 1 以上設置 
 

 （設置数） 
 

区画 

適 否  

  イ 建物出⼊⼝に最も近い位
置に設置 

 

 （講じた措置） 適 否  

  ロ 区画幅員 350 ㎝以上 
 
 

 （１区画幅員） 
 

㎝ 

適 否  

  ハ 床⾯は、平坦とし、⽔はけ
の良い構造 

 

 （講じた措置） 
 

適 否  

  ニ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画
であることを⽴て看板等⾒
やすい⽅法により標⽰ 

 

 （標⽰⽅法） 
 
（⾼さ）    
      ㎝ 

適 否  

  ホ 道等から駐⾞場に⾄る主
な出⼊⼝付近に⾞いす使⽤
者⽤駐⾞区画の位置を標⽰、
⼜は位置ヘ誘導する⽴て看
板の設置 

 
 

（標⽰⽅法） 
 
 
（⾼さ）    
      ㎝ 

 

適 否  

 へ 必要に応じて、降⾬等の影
響を少なくするひさし⼜は
屋根の設置 

 
 

（講じた措置）   
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 (2) ⾞いす使⽤者
⽤駐⾞区画に⾄
る駐⾞場内の通
路 

イ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料  （仕上げ材） 
 

適 否  

 ロ 段を設ける場合の段の構造     
  (ｲ) ⾼さ 80 ㎝程度の⼿すりの設置    （講じた措置） 

 
適 否  

  (ﾛ) 主な階段には、回り段の禁⽌     （講じた措置） 
 

適 否  

   (ﾊ) 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料   （仕上げ材） 
 

適 否  

  (ﾆ) 側⾯が壁でない場合は、⽴ち上げ
等の設置 

 （講じた措置） 
 

適 否  

  (ﾎ) 踏⾯の端部とその周囲の部分と
の⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤
きいことにより段が識別しやすく、
かつ、段⿐の突き出しその他のつま
づきの原因となるものを設けない
構造 

 （講じた措置） 適 否  

  ハ 通路を横断する排⽔溝等には、つえ、
⾞いすのキャスター等が落ち込まない
溝ふたの設置 

 （講じた措置） 適 否  

  ニ 有効幅員 120 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

  ホ ⾞いすが転回できる部分を 50ｍ以内
ごとに設置 

 （講じた措置） 適 否  

  へ ⼾を設ける場合の⼾の構造     
   (ｲ) 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 

㎝ 
適 否  

   (ﾛ) ⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者等が
円滑に開閉して通過できる構造 

 （開閉⽅法） 適 否  

  ト ⾼低差がある場合は、傾斜路及びそ
の踊り場⼜は特殊構造昇降機の設置 

 （講じた措置） 適 否  

  チ 傾斜路及びその踊り場の構造     
   (ｲ) 有効幅員 120 ㎝以上（段併設の場

合は、90 ㎝以上） 
 （有効幅員） 

㎝ 
適 否  

   (ﾛ) こう配 1／12（⾼さ 16 ㎝以下の場
合は 1／8）を超えない構造     

 （こう配） 適 否  

   (ﾊ) ⾼さ 75 ㎝以内ごとに踏幅 150 ㎝
以上の踊り場の設置       

 （⾼さ）   
  ㎝  

（踏幅）   
   ㎝  

適 否  

   (ﾆ) 両側に⽴ち上げ等の設置 
 

 （講じた措置） 適 否  

   (ﾎ) 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料 
 

 （仕上げ材） 適 否  

   (ﾍ) ⾼さ 80 ㎝程度の⼿すりの設置（⾼
さ 16 ㎝以下、かつ、こう配 1／12
以下⼜はこう配 1／20 以下の傾斜路
を除く。） 

 （講じた措置） 適 否  

   (ﾄ) 傾斜路の勾配部分は、踊り場及び
敷地内の通路との⾊の明度、⾊相⼜
は彩度の差が⼤きいことにより識別
しやすい構造 

 

 （講じた措置） 適 否  

  リ 必要に応じて、降⾬等の影響を少な
くするひさし⼜は屋根の設置 

 
 

 （講じた措置）   
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８   浴 室 
⽤ 途 ⾯ 積 1,000  

㎡ 以 上 の 医 療 施
設、社会福祉施設、
宿泊施設及び公衆
浴場 

 浴室を設ける場合は、1 以上（男⼥⽤の
区別があるときは、それぞれ１以上）の浴
室は、次に定める構造 

 （設置数） 適 否  

イ 脱⾐室及び浴室の出⼊⼝     
 (ｲ) 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 

㎝ 
適 否  

  (ﾛ) ⼾は、⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者
等が円滑に開閉して通過できる構造 

 （開閉⽅法） 適 否  

  (ﾊ) ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の
禁⽌ 

 （段差処理） 
 

適 否  

 ロ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料  （仕上げ材） 
 

適 否  

ハ 障がい者、⾼齢者等が利⽤しやすい
よう⼿すり等の設置 

 （講じた措置） 適 否  

ニ 容易に操作できる⽔栓器具の設置 （設置数） 
（型式） 

適 否  

９ 更⾐室⼜はシャ
ワー室 

⽤途⾯積 1,000
㎡以上の体育施設 

更⾐室⼜はシャワー室を設ける場合
は、1 以上（男⼥⽤の区別があるときは、
それぞれ 1 以上）の更⾐室⼜はシャワー
室は、次に定める構造 

 （設置数） 適 否  

 イ 更⾐室⼜はシャワー室の出⼊⼝     
 (ｲ) 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 適 否  
   ㎝   
 (ﾛ) ⼾は、⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者

等が円滑に開閉して通過できる構造 
 （開閉⽅法） 適 否  

 (ﾊ) ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の禁
⽌ 

 （段差処理） 適 否  

ロ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料  （仕上げ材） 
 

適 否  

ハ 障がい者、⾼齢者等が利⽤しやすい
よう⼿すり等の設置 

 （講じた措置） 適 否  

ニ 容易に操作できる⽔栓器具の設置 
 

 （設置数） 
（型式） 

適 否  

10 客 室 
  50 室以上の客室

を有する宿泊施設 

 次に定める構造の客室を客室の総数に
百分の⼀を乗じて得た数（その数に 1 未
満の端数があるときは、その端数を切り
上げた数）以上設置 

 （設置数） 
 

室 

適 否  

イ 客室の出⼊⼝     
 (ｲ) 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 

  ㎝ 
適 否  

 (ﾛ) ⼾は、⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者
等が円滑に開閉して通過できる構造 

 

 （開閉⽅法） 適 否  

 (ﾊ) ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の
禁⽌ 

 （段差処理） 
 

適 否  

ロ 室内の便所の構造     
   (ｲ)⾞いす使⽤者が利⽤できる⼗分な

空間（直径 150cm 以上の円が内接で
き、かつ便器の前⽅に 120cm 以上の
距離があるもの）の確保並びに設備
機器類が適切な位置及び⾼さに配置 

 （設置設備） 
①腰掛け便座 ②⼿すり（Ｌ字型⼿
すり及び可動式⼿すり） ③洗浄装
置 ④鏡 ⑤洗⾯器 ⑥操作容易な
⽔栓器具 ⑦⾮常通報装置 ⑧施錠
装置 ⑨ペーパーホルダー 

 （⼗分な空間）   
内接する円の直 
径 

㎝ 
便器の前⽅ 

㎝ 
 

（設置設備） 

適 否  
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   (ﾛ) 出⼊⼝の有効幅員 80 ㎝以上、か
つ、⾞いす使⽤者に⽀障となる段の
禁⽌ 

 

 （有効幅員） 
㎝ 

（段差処理） 

適 否  

  (ﾊ) ⼾を設ける場合は、⾃動開閉⼜は
⾞いす使⽤者等が円滑に開閉して通
過できる構造 

 （開閉⽅法） 適 否  
      

  ハ 室内の浴室の構造     
   (ｲ) ⾮常通報装置の設置  （講じた措置） 

 
適 否  

   (ﾛ) ８に定める構造     
    ① 脱⾐室及び浴室の出⼊⼝     
     有効幅員 80 ㎝以上   （有効幅員） 

㎝ 
適 否  

     ⼾は、⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者
等が円滑に開閉して通過できる
構造 

 （開閉⽅法） 適 否  

     ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の
禁⽌ 
 

 （段差処理） 適 否  

    ②  表⾯の仕上げは、滑りにくい材
料 

 （仕上げ材） 
 

適 否  

    ③  障がい者、⾼齢者等が利⽤しや
すいよう⼿すり等の設置 

 （講じた措置） 適 否  

    ④  容易に操作できる⽔栓器具の設
置 

 

 （設置数） 
（型式） 

適 否  

  ニ ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できる⼗
分な⾯積の確保 

 （室内⾯積） 
㎡ 

適 否  

  ホ 視覚障がい者及び聴覚障がい者に配
慮した⾳声、光等による⾮常警報装置
の設置 

 （設置数） 
（型式） 

適 否  

11 授乳場所等 公共的施設には、必要に応じて、円滑に
授乳及びおむつ替えができる場所を1以
上設置 
（設置設備） 

(ｲ) 乳幼児いす等、乳幼児ベッド等 
(ﾛ) 給湯設備 (ﾊ) 洗⾯器⼜は流し台
(ﾆ) ⼤きめの汚物⼊れ  
(ﾎ) 出⼊⼝付 近に授乳場所等である

旨の表⽰ 

 （設置場所） 
 
 
（設置設備） 

  

12 観覧席及び客席 
娯楽施設、体育施

設及び集会施設 

イ 固定式の観覧席等を設ける場合は、
次に定める構造の⾞いす使⽤者⽤観覧
席等の設置 

 （設置数）   席 適 否  

 (ｲ) 観覧席等が 100 席以上 400 席以
下の場合（2 席以上） 

 （設置数）  席 適 否  

 (ﾛ) 観覧席等が 400 席を超える場合
（2 席以上 10 席） 

 （設置数）   席 適 否  

ロ 幅 85 ㎝以上、奥⾏き 120 ㎝以上（1
席当たり） 

 （幅）       ㎝ 
（奥⾏き）  ㎝ 

適 否  

ハ 観覧席等の正⾯及び側⾯に腰壁、⼿
すり等の設置 

 （講じた措置） 適 否  

ニ ⾞いす使⽤者が円滑に到達できる 1
以上の経路の確保 

    

 (ｲ) 出⼊⼝から⾞いす使⽤者⽤観覧
席等に⾄る経路 

 （講じた措置） 適 否  

 (ﾛ) 出⼊⼝⼜は⾞いす使⽤者⽤観覧
席等から舞台等に⾄る経路 

 （講じた措置） 
 

適 否  
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13 カウンター等 
（カウンター、記
載台、公衆電話台
等） 

(1) カウンター等を設ける場合は、⾞いす
使⽤者に配慮したカウンター等を１以
上設置 

 （設置箇所） 適 否  

 イ カウンター等の⾼さ  （⾼さ） 
             ㎝ 

適 否  

 ロ 下部には、⾞いすで接近しやすい
空間を確保（ 床⾯から 65 ㎝程度、
奥⾏き 45 ㎝程度） 

 （床⾯からの⾼ 
さ）        

 ㎝ 
（奥⾏き）   
       ㎝ 

適 否  

 (2) レジカウンターを設ける場合は、1 以
上のレジカウンターは、次に定める構
造 

 （設置箇所） 適 否  

  イ 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

  ロ ⾞いす使⽤者が円滑に通過できる
構造 

 （講じた措置） 
 

適 否  

14 改 札 ⼝ 
⼊場券等の検査

⼜は取集めを⾏う
場所 

改札⼝を設ける場合は、1 以上の改札⼝
は、次に定める構造 

 （設置数） 適 否  

イ 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 ロ ⾞いす使⽤者が円滑に通過できる構
造 

 （講じた措置） 
 

適 否  

 ハ 案内窓⼝（券売機）から改札⼝に⾄る
通路に視覚障がい者誘導⽤ブロック等
の敷設 

 （講じた措置） 適 否  

15 避 難 設 備 
（緊急時の設備） 

(1) ⾃動⽕災報知設備及び誘導灯を設け
る場合は、視覚障がい者及び聴覚障が
い者に配慮した⾳声、光等による⾮常
警報装置の設置 

 （講じた措置） 適 否  

 
 
 
 

(2) ⾮常⼝の屋内から屋外に⾄る主要な
避難通路には、段差の禁⽌ 

 （講じた措置） 適 否  

(3) 防⽕⼾に附帯するくぐり⼾下部は、
またぐ必要のない構造 

 （講じた措置） 適 否  

16 案 内 板 案内板を設ける場合は、次に定める構  （設置場所）   
 造     
 イ 位置、⾼さ、⽂字の⼤きさ、⾊彩等は、

障がい者、⾼齢者等が⾒やすく理解し
やすいように配慮 

 （講じた措置） 適 否  

 ロ 点字による表記、⽂字等の浮き彫り、
⾳による案内等により視覚障がい者が
円滑に利⽤できる構造。ただし、案内
所、案内設備等により、視覚障がい者へ
の情報提供が⽀障なく⾏われる場合⼜
は教育施設（特別⽀援学校を除く。）、各
種学校等、共同住宅等、事務所、⼯場及
び⾃動⾞販売施設等の⾃動⾞関連施設
に案内板を設ける場合においては、こ
の限りでない。 

 （講じた措置） 適 否  

 ハ 多機能便房のある便所、エレベータ
ーその他の昇降機⼜は⾞いす使⽤者⽤
駐⾞区画を設ける場合は、その位置を
表⽰ 

 （講じた措置） 適 否  

ニ 必要に応じて、ローマ字⼜は絵によ
る表⽰ 

 （講じた措置） 
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第 2 号様式（その 2）（第 7 条関係） 
整 備 基 準 適 合 表（公共交通機関の施設） 

公共的施設
（公共交通
機 関 の 施
設）の名称 

 公 共 的 施 設 
（ 公 共 交 通 機 
関 の 施 設 ） 
の 所 在 地 

 

主 要 ⽤ 途  構 造 ・ 階 数    造・地上   階、 
   地下   階 

延 べ ⾯ 積             
              ㎡ 

 
整 備 部 分 ・ 
整 備 項 ⽬ 整  備  基  準 記載図⾯の名

称 及 び 番 号 整 備 内 容 適 合 
状 況 

※ 
判定欄

１ 移動円滑化経路 
 (1) 公共⽤通路と公共⾞両等の乗降⼝との間の経路に移動

円滑化経路を乗降場ごとに 1 以上設置 
 （講じた措置） 

 
適 否  

 (2) (3) 
移動円滑化経路の床⾯に⾼低差がある場合は、傾斜路

⼜はエレベーター（構造上傾斜路⼜はエレベーターを設
置することが困難な場合は、エスカレーター（構造上エ
スカレーターを設置することが困難な場合は、その他の
⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できる構造の昇降機））の設
置。ただし、公共交通機関の施設に隣接し、かつ、当該
公共交通機関の施設と⼀体的に利⽤される他の施設の
傾斜路（(6)に定める構造のもの）⼜はエレベーター（(7)
に定める構造のもの）を利⽤することにより公共交通機
関の施設の営業時間内に常時公共⽤通路と公共⾞両等
の乗降⼝との間の移動を円滑に⾏うことができる場合
⼜は管理上の理由により昇降機を設置することが困難
な場合は、この限りでない。 

 （講じた措置） 適 否  

 (4) 移動円滑化経
路 と 公 共 ⽤ 通
路の出⼊⼝ 

イ 有効幅員 90 ㎝以上（構造上やむを
得ない場合は、80 ㎝以上） 

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 ロ ⼾を設ける場合の当該⼾の構造     
  (イ) 有効幅員 90 ㎝以上（構造上や

むを得ない場合は、80 ㎝以上） 
  

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

  (ロ) ⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者等
が円滑に開閉して通過できる構造 

 

 （開閉⽅法） 適 否  

 ハ ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の禁
⽌。ただし、構造上やむを得ず段を設
ける場合で、傾斜路を併設するとき
は、この限りでない。 

 （段差処理） 適 否  

 (5) 移動円滑化経
路 を 構 成 す る
通路 

イ 有効幅員 140 ㎝以上（構造上やむ
を得ない場合で、⾞いすが転回でき
る部分を通路の末端付近及び 50ｍ以
内ごとに設けるときは、120 ㎝以上） 

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 ロ ⼾を設ける場合の当該⼾の構造     
  (イ) 有効幅員 90 ㎝以上（構造上や

むを得ない場合は、80 ㎝以上） 
  

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

  (ロ) ⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者等
が円滑に開閉して通過できる構造 

 

 （開閉⽅法） 適 否  

 ハ ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の禁
⽌。ただし、構造上やむを得ず段を設
ける場合で、傾斜路を併設するとき
は、この限りでない。 

 （段差処理） 適 否  
 

  ニ 照明設備が設けられていること。 
 

 （講じた措置） 適 否  
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 (6) 移動円滑化経
路 を 構 成 す る
傾斜路 

イ 有効幅員 120 ㎝以上（段併設の場
合は、90 ㎝以上） 

 

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 ロ こう配 1／12（⾼さ 16 ㎝以下の場
合は、1／8）を超えない構造 

 

 （こう配） 適 否  

 ハ ⾼さ 75 ㎝以内ごとに踏幅 150 ㎝
以上の踊り場の設置 

 

 （⾼さ）   ㎝ 
(踏幅）    ㎝ 

適 否  

 (7) 移動円滑化経
路 を 構 成 す る
エレベーター 

イ かごの幅 140 ㎝以上、奥⾏き 135
㎝以上。ただし、かごの出⼊⼝が複数
あるエレベーターで、⾞いす使⽤者
が円滑に乗降できる構造のもの（開
閉するかごの出⼊⼝を⾳声により知
らせる装置が設けられているものに
限る。）は、この限りでない。 

 （幅有効⼨法） 
㎝ 

 
（奥⾏き有効⼨
法） 

㎝ 

適 否  
 

 ロ かご内に停⽌予定階及び現在位置
を表⽰する装置の設置 

 （講じた措置） 
  

適 否  

 ハ かご内に到着階並びにかご及び昇
降路の出⼊⼝の⼾の閉鎖を⾳声で知
らせる装置の設置 

 （講じた措置） 適 否  

 ニ かご及び昇降路の出⼊⼝の有効幅
員 80 ㎝以上 

 （有効⼨法） 
㎝ 

適 否  

 ホ かご内及び乗降ロビーに⾞いす使
⽤者が利⽤しやすい位置への制御装
置の設置 

 （⾼さ） 
㎝ 

適 否  

 へ かご内及び乗降ロビーの制御装置
（ホを除く。）は、視覚障がい者の円
滑な操作が可能な構造（点字表⽰等） 

 （表⽰⽅法） 適 否  

 ト かご及び昇降路の出⼊⼝の⼾の開
扉時間を延⻑する機能 

 （講じた措置） 適 否  

 チ 乗降ロビーの幅及び奥⾏きの⼨法
は、それぞれ 150 ㎝以上 

 （幅）    ㎝ 
（奥⾏き）   

㎝ 

適 否  

 リ かご内の側⾯に⼿すりの設置  （講じた措置） 
 

適 否  

 ヌ かご内にかご及び昇降路の出⼊⼝
の⼾の開閉状態を確認できる鏡の設
置。ただし、イのただし書に規定する
場合は、この限りでない。 

 （形状） 
（下端の⾼さ） 

㎝ 

適 否  

 ル かご及び昇降路の出⼊⼝の⼾にガ
ラス等がはめ込まれていること⼜は
かご外及びかご内に画像を表⽰する
設備が設置されていることにより、
かご外にいる者とかご内にいる者が
互いに視覚的に確認できる構造 

 （講じた措置） 適 否  

 ヲ かご内⼜は乗降ロビーにかごの昇
降⽅向を⾳声で知らせる装置の設置。
ただし、エレベーターの停⽌する階が
2 のみである場合は、この限りでない。 

（講じた措置） 適 否  

 (8) 移動円滑化経
路 を 構 成 す る
エ ス カ レ ー タ
ー 

イ 上り専⽤及び下り専⽤のものをそ
れぞれ設置。ただし、旅客が同時に双
⽅向に移動することがない場合は、
この限りでない。 

 （講じた措置） 適 否  

 ロ 踏み段の表⾯及びくし板の仕上げ
は、滑りにくい材料 

 （仕上げ材） 適 否  

 ハ 昇降⼝において、3 枚以上の踏み段
が同⼀平⾯上にある構造 

 （講じた措置） 適 否  

 ニ 踏み段相互の境界を⾊の明度、⾊
相⼜は彩度の差が⼤きいことにより
容易に識別できる構造 

 （講じた措置） 適 否  
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  ホ くし板と踏み段との境界を⾊の明
度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きいこと 
により容易に識別できる構造 

 （講じた措置） 適 否  

ヘ エスカレーターの上端及び下端に
近接する通路の床⾯等にエスカレー
ターヘの進⼊の可否を表⽰。ただし、
上り⼜は下り専⽤エスカレーターで
ない場合は、この限りでない。 

（講じた措置） 適 否  

 ト 有効幅員 80 ㎝以上 
 
 

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 チ 踏み段の⾯は、⾞いす使⽤者が円
滑に昇降するために必要な広さとす
ることができ、かつ、⾞⽌めのある構
造 

 （講じた措置） 適 否  

2 通 路 イ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料 
 
 

 （仕上げ材） 
 

適 否  

ロ 段を設ける場合は、踏⾯の端部と
その周囲の部分との⾊の明度、⾊相
⼜は彩度の差が⼤きいことにより段
が識別しやすく、かつ、段⿐の突き出
しその他のつまづきの原因となるも
のを設けない構造 

 （講じた措置） 適 否  

3 傾 斜 路 
（階段に代わり、⼜
はこれに併設する
ものに限る。） 

イ 両側に⾼さ 80 ㎝程度の⼿すりの
設置。ただし、構造上やむを得ない場
合は、この限りでない。  

 （講じた措置） 適 否  

ロ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料 （仕上げ材） 
 

適 否  

ハ 傾斜路の勾配部分は、その踊り場
及び当該傾斜路に接する通路との⾊
の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤きい
ことにより識別しやすい構造 

 （講じた措置） 
 

適 否  

ニ 両側に⽴ち上げ等の設置 （講じた措置） 
 

適 否  

4 エスカレーター エスカレーターの⾏き先及び昇降⽅
向を⾳声により知らせる設備を設置 

 （講じた措置） 適 否  

5 階 段 イ 両側に⾼さ 80 ㎝程度の⼿すりの
設置。ただし、構造上やむを得ない場
合は、この限りでない。 

 （講じた措置） 適 否  

ロ ⼿すりの端部付近に階段の通ずる
場所を⽰す点字の設置 

 （講じた措置） 適 否  

ハ 回り段の禁⽌。ただし、構造上やむ
を得ない場合は、この限りでない。 

 （講じた措置） 適 否  

ニ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料  （仕上げ材） 
 

適 否  

ホ 側⾯が壁でない場合は、⽴ち上げ
等の設置 

 （講じた措置） 
 

適 否  

ヘ 踏⾯の端部とその周囲の部分との
⾊の明度、⾊相⼜は彩度の差が⼤き
いことにより段が識別しやすく、か
つ、段⿐の突き出しその他のつまづ
きの原因となるものを設けない構造 

 （講じた措置） 適 否  

ト 照明設備が設けられていること。  （講じた措置） 
 

適 否  
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6 視覚障がい者誘
導⽤ブロック等 

(1) 公共⽤通路と公共⾞両等の乗降⼝
との間の経路を構成する通路等に視
覚障がい者誘導⽤ブロック（⽇本産
業規格 T9251 に適合するものに限
る。）の敷設⼜は⾳声その他の⽅法に
より視覚障がい者を誘導する装置の
設置。ただし、視覚障がい者の誘導を
⾏う者が常駐する 2 以上の設備があ
る場合で、設備間の誘導が適切に実
施される通路等の部分は、この限り
でない。 
 

 
 
 
 
 

（講じた措置） 適 否  

(2) (1)に規定する通路とエレベーター
の乗降ロビーに設ける制御装置、７
の(5)に規定する設備、便所の出⼊⼝
及び乗⾞券等販売所との間の経路を
構成する通路等に視覚障がい者誘導
⽤ブロックの敷設。ただし、(1)のた
だし書に規定する場合は、この限り
でない。 

 （講じた措置） 適 否  

 (3) 階段、傾斜路及びエスカレーター
の上端及び下端に近接する通路等に
点状ブロックの敷設 

 

 （講じた措置） 適 否  

 (4) 旅客船ターミナルにおいては、乗
降⽤設備その他波浪による影響によ
り旅客が転倒するおそれがある場所
については(1)から(3)までの規定に
かかわらず、視覚障がい者誘導⽤ブ
ロックを敷設しないことができる。 

 

 （敷設しない箇 
所） 

適 否  

7 案 内 設 備 (1) 公共⾞両等の運⾏の情報を⽂字等
で表⽰する設備及び⾳声で提供する
設備の設置。ただし、電気設備がない
場合その他技術上の理由によりやむ
を得ない場合は、この限りでない。 

 （講じた措置） 適 否  

(2) エレベーター等の昇降機、傾斜路、
便所、乗⾞券等販売所、待合所、案内
所若しくは休憩設備（以下「移動円滑
化のための主要な設備」という。）⼜
は（4）に規定する案内板その他の設
備の付近に当該施設があることを表
⽰する標識の設置 

 

 （講じた措置） 適 否  

(3) (2)に定める標識は⽇本産業規格Ｚ
8210 に適合すること。  

 

 （講じた措置） 適 否  

 (4) 公共⽤通路に直接通ずる出⼊⼝⼜
は改札⼝付近に(2)に規定する移動円
滑化のための主要な設備の配置を表
⽰した案内板等の設置。ただし、設備
の配置が容易に視認できる場合は、
この限りでない。 

 （講じた措置） 適 否  

 (5) 公共⽤通路に直接通ずる出⼊⼝の
付近その他の適切な場所に公共交通
機関の施設の構造及び主要な設備の
配置を⾳、点字その他の⽅法により
視覚障がい者に⽰すための設備の設
置 

 

 （講じた措置） 適 否  
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8 便   所 
 イ 便所の出⼊⼝付近に男⼥⽤の区別（当該区別がある場合

に限る。）及び構造を⾳、点字その他の⽅法により視覚障
がい者に⽰すための設備の設置 

 

 （講じた措置） 適 否  

 ロ−1 多機能便
房 

 便所を設ける場合は、次に定める構
造及び設備を有する便所（多機能便房）
を 1 以上（男⼥⽤の区別がある場合は、
それぞれ１以上）設置 
 

 （設置数） 
 男⼦⽤ 
 ⼥⼦⽤ 
 男⼥兼⽤ 

適 否  

 (イ) ⾞いす使⽤者が利⽤できる⼗分な
空間（直径 150cm 以上の円が内接で
き、かつ便器の前⽅に 120cm 以上の
距離があるもの）の確保並びに設備
機器類が適切な位置及び⾼さに配置 

 

 （⼗分な空間）  
内接する円の直 
径 

㎝ 
便器の前⽅ 

適 否  

   
（設置設備） 
①腰掛け便座 ②⼿すり（Ｌ字型⼿す
り及び可動式⼿すり）③洗浄装置  
④鏡 ⑤洗⾯器 ⑥操作容易な⽔栓器
具⑦⾮常通報装置 ⑧施錠装置 ⑨ペ
ーパーホルダー 
 
 
 
 

      ㎝ 
（設置設備） 

  

 (ロ) 出⼊⼝の有効幅員 80 ㎝以上、か
つ、⾞いす使⽤者に⽀障となる段の禁
⽌ 

 （有効幅員） 
㎝ 

（段差処理） 
 

適 否  

 (ハ) ⼾を設ける場合は、⾃動開閉⼜は
⾞いす使⽤者等が円滑に開閉して通
過できる構造 

 

 （開閉⽅法） 適 否  

 (ニ) 出⼊⼝付近に多機能便房が設置さ
れている旨の表⽰ 

 
 

 （表⽰⽅法） 適 否  

 (ホ) 洗⾯器は、⾞いす使⽤者が利⽤し
やすい⾼さ及び下部に空間を確保し
た構造 

 （⾼さ） 
㎝ 

（下部空間の⼨ 
法） 

適 否  

 ロ−2 ⼀般便所 便所を設ける場合は、各便所に⼿す
り付き腰掛け便座を設けた便房を１以
上（男⼥⽤の区別があるときは、それぞ
れ 1 以上）設置。ただし、当該便所内に
（ロ−1）に定める構造の便房を設ける
場合は、この限りでない。 

 （設置数） 
    男⼦⽤ 
  ⼥⼦⽤ 

適 否  
  

 ロ−3 男⼦⽤⼩
便器 

男⼦⽤⼩便器を設ける場合は、 両 側
⼿すり付きの床置式⼩便器、壁掛式⼩
便器（受け⼝の⾼さが 35cm 以下のもの
に限る。）その他これに類する⼩便器を
１以上設置 

 

 （設置数） 
（便器形式） 

適 否  

 ロ−4 便所内の
洗⾯器の構造 

(イ) カウンター埋込み式⼜は⼿すりを
設置。ただし、多機能便房内に設けら
れた洗⾯器は、この限りでない。 

（構造） 適 否  

(ロ) レバー式、光感知式等容易に操作
できる⽔栓器具の設置 

 （構造） 適 否  
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 ハ 1 の(1)に規定
する移動円滑化
経路と多機能便
房が設けられた
便所との間の経
路のうち１以上
の構造 

  

(イ) 有効幅員 140 ㎝以上（構造上やむ
を得ない場合で、⾞いすが転回でき
る部分を通路の末端付近及び 50ｍ以
内ごとに設けるときは、120 ㎝以上） 

  

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 (ロ) ⼾を設ける場合の⼾の構造     

  ① 有効幅員90㎝以上（構造上やむ
を得ない場合は、80㎝以上） 

 

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

  ② ⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者等が
円滑に開閉して通過できる構造 

 

 （開閉⽅法） 適 否  

(ハ) ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の禁
⽌。ただし、構造上やむを得ず段を設
ける場合で、傾斜路を併設するとき
は、この限りでない。 

 （段差処理） 
 

適 否  

  ① 傾斜路の有効幅員は 120cm 以上
（段併設の場合は、90cm 以上） 

 （有効幅員）   
㎝ 

適 否  

  ② 傾斜路のこう配は1／12（⾼さ
16cm以下の場合は、1／8）を超え
ないこと。 

 （こう配） 
 

適 否  

  ③ 傾斜路の⾼さ75cm以内ごとに踏
幅150cm以上の踊り場を設けるこ
と。 

 （⾼さ）  ㎝ 
  
（踏幅）    ㎝ 
 

適 否  

  (ニ) 照明設備が設けられていること。  （講じた措置） 
 

適 否  

 ニ 便所内の乳幼 
児いす等及び乳 
幼児ベッド 
(1 ⽇の平均乗降
客が、5,000 ⼈
以上の施設) 

便所を設ける場合は、次に定める構
造の便所を 1 以上（男⼥⽤の区別があ
る場合は、それぞれ 1 以上）設置 

 （設置数） 適 否  

 (イ) 乳幼児いす等のある便房を 1 以上
設置 

 （設置数） 
  男⼦⽤ 
  ⼥⼦⽤ 

多機能 

適 否  

 (ロ) 乳幼児ベッド等を 1 以上設置。 
ただし、便所以外におむつ替えのでき
る場所を設ける場合は、この限りでな
い。 

 （設置数） 
  男⼦⽤ 
  ⼥⼦⽤ 

多機能 

適 否  

  (ハ) 便房及び便所の出⼊⼝付近に乳幼
児いす等⼜は乳幼児ベッド等が設置
されている旨の表⽰ 

 （表⽰⽅法） 適 否  

 ホ オストメイト
対応の設備 

次に定めるオストメイトのための洗
浄設備のある便房を 1 以上（男⼥⽤の
区別があるときは、それぞれ 1 以上）設
置 

 （設置数） 
  男⼦⽤ 
  ⼥⼦⽤ 

多機能 

適 否  

  (イ) 汚物流し（既存便所の改修を⾏う
場合等で構造上やむを得ないとき
は、簡易洗浄装置とすることができ
る。）を設置  

 （設置設備） 適 否  

  (ロ) 便房及び便所の出⼊⼝付近にオス
トメイト対応の設備が設置されてい
る旨の表⽰ 

 （表⽰⽅法） 
 

適 否  

  (ハ) 設置されることが望ましい設備等 
①温⽔シャワー付き⽔栓器具  
②⼿荷物棚 ③⾐服を掛けるための
フック ④⼤きめの汚物⼊れ  
⑤姿⾒⽤鏡 ⑥ペーパーホルダー 
⑦⽯けん⽔⼊れ ⑧チェンジングボ
ード⼜は⼤⼈⽤介護ベットなど着替
えをするための台 

 （設置設備等）   
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9  乗⾞券等販売所、
待合所及び案内所 

乗⾞券等販売所、待合所及び案内所を
設ける場合は、それぞれ 1 以上は、次に
定める構造 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（設置数） 適 否  

 イ 移動円滑化経路と当該設備との
間の 1 以上の通路は、次に定める
構造 

   

  (イ) 有効幅員 140 ㎝以上（構造上
やむを得ない場合で、⾞いすが転
回できる部分を通路の末端付近
及び 50m 以内ごとに設けるとき
は、120 ㎝以上） 

（有効幅員） 
     ㎝ 

適 否  

(ロ) ⼾を設ける場合の当該⼾の構
造 

   

 ① 有効幅員 90 ㎝以上（構造上
やむを得ない場合は、80 ㎝以
上） 

（有効幅員） 
     ㎝ 

適 否  

② ⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者
等が円滑に開閉して通過でき
る構造 

（開閉⽅法） 適 否  

 (ハ) ⾞いす使⽤者に⽀障となる段
の禁⽌。ただし、構造上やむを得
ず段を設ける場合で、傾斜路を
併設するときは、この限りでな
い。 

（段差処理） 適 否  

 (ニ) 照明設備が設けられているこ
と。 

（講じた措置） 適 否  

ロ 出⼊⼝を設ける場合は、そのうち
1 以上は、次に定める構造 

   

  (イ) 有効幅員 80 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 (ロ) ⼾を設ける場合の当該⼾の構
造 

    

  ａ有効幅員 80 ㎝以上 （有効幅員） 
     ㎝ 

適 否  

ｂ⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者等が
円滑に開閉して通過できる構造 

（開閉⽅法） 適 否  

(ハ) ⾞いす使⽤者に⽀障となる段
の禁⽌。ただし、構造上やむを得
ず段を設ける場合で、傾斜路を併
設するときは、この限りでない。 

（段差処理） 適 否  

ハ カウンターを設ける場合は、1 以
上を⾞いす使⽤者の円滑な利⽤に
適した構造。ただし、常時勤務する
者が容易にカウンター前に出て対
応できる場合は、この限りでない。 

 （⾼さ） 
㎝ 

（下部空間の⼨
法） 

適 否  

  ニ 乗⾞券等販売所⼜は案内所（勤
務 す る 者 を 置 か な い も の を 除
く。）には、聴覚障がい者が⽂字
により意思疎通を図るための設
備を備えるとともに、当該設備を
保有している旨を当該乗⾞券等
販売所⼜は案内所に表⽰ 

 （講じた措置） 適 否  

10 券 売 機  券売機を設ける場合は、1 以上を障が
い者、⾼齢者等の円滑な利⽤に適した
構造。ただし、販売を⾏う者が常時対応
し、⾞いす使⽤者の円滑な利⽤に適し
た構造の窓⼝が設置されている場合
は、この限りでない。 

 （⾼さ） 

㎝ 
（下部空間の⼨
法） 

適 否  

－180－



 
 

 

11 休 憩 施 設  障がい者、⾼齢者等の休憩の⽤に供
する施設を 1 以上設置。ただし、旅客の
円滑な流動に⽀障を及ぼすおそれのあ
る場合は、この限りでない。 

 （講じた措置） 適 否  

12 改 札 ⼝ (1) 移動円滑化経路上に改札⼝を設け
る場合は、1 以上の改札⼝の有効幅員
80 ㎝以上 

 (有効幅員) 
㎝ 

適 否  

(2) ⾃動改札機を設ける場合は、当該⾃
動改札機⼜はその付近に、当該⾃動改
札機への進⼊の可否を容易に識別でき
る⽅法で表⽰ 

 (表⽰⽅法) 
  

適 否  

13 乗 降 場 
 (1)  鉄道駅のプラ

ットホーム 
   

イ プラットホームの縁端と鉄道⾞両
の乗降⼝床⾯の縁端との間隔は、でき
る限り⼩さくすること。（やむを得ず
間隔が⼤きい場合は、警告のための設
備を設置） 

   
  
  
  

(講じた措置) 適 否  

ロ プラットホームと鉄道⾞両の乗降
⼝床⾯とは、できる限り平らとするこ
と。 

(講じた措置) 適 否  

ハ プラットホームの縁端と鉄道⾞両
の乗降⼝床⾯との隙間⼜は段差によ
り⾞いす使⽤者の円滑な乗降に⽀障
がある場合は、乗降を円滑にするため
の設備を 1 以上設置。ただし、構造上
やむを得ない場合は、この限りでな
い。 

(講じた措置) 適 否  

    ニ 排⽔のための横断こう配は、1％を
標準とすること。 ただし、ホームド
ア、可動式ホームさくを設置した場合
等は、この限りでない。 

(横断こう配)  
％ 

適 否  

 ホ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料 (仕上げ材) 適 否  

ヘ ホームドア、可動式ホームさく、内
⽅線付き点状ブロック（⽇本産業規格
T9251 に適合するものに限る。）等視
覚障がい者の転落防⽌設備の設置（発
着するすべての鉄道⾞両の旅客⽤乗
降⼝の位置が⼀定しており、鉄道⾞両
を⾃動的に⼀定の位置に停⽌させる
ことができるプラットホーム（鋼索鉄
道に係るものを除く。）にあっては、
旅客の円滑な流動に⽀障を及ぼすお
それがない限り、ホームドア⼜は可動
式ホームさくを設けること。） 

(講じた措置) 適 否  

ト プラットホームの線路側以外の端
部に転落防⽌さくの設置。ただし、階
段を設けた場合等旅客の転落のおそ
れがない場合は、この限りでない。 

(講じた措置) 適 否  

 チ 列⾞の接近を⽂字等及び⾳声によ
り警告する設備の設置。ただし、 ホー
ムドア、 可動式ホームさくを設置し
た場合等は、この限りでない。 

(講じた措置) 適 否  

リ 照明設備が設けられていること。 (講じた措置) 適 否  
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  ヌ 列⾞に⾞いす使⽤者が利⽤する部
分を設ける場合は、当該部分に通ずる
乗降⼝の位置をプラットホーム上に
表⽰。ただし、当該位置が⼀定してい
ない場合は、この限りでない。 

 (講じた措置) 適 否  

(2)  バスターミナ
ルの乗降場 

イ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料  (仕上げ材) 適 否  

ロ 乗降場の縁端のうち、⾃動⾞⽤場所
に接する部分にさく、点状ブロック等
視覚障がい者の進⼊を防⽌する設備
の設置 

(講じた措置) 適 否  

ハ ⾞いす使⽤者が円滑に乗降できる
構造 

 
 

(講じた措置) 適 否  

(3)  旅客船ターミ
ナ ル の 乗 降 ⽤
設備 

 

イ ⾞いす使⽤者が持ち上げられるこ
となく乗降できること。ただし、構造
上の理由によりやむを得ない場合に
は、この限りでない。 

 （講じた措置） 
 

適 否  

 ロ 有効幅員 90 ㎝以上 
 
 

 (有効幅員) 
㎝ 

 

適 否  

 ハ ⾼さ 80 ㎝程度の⼿すりの設置 
 
 

(講じた措置) 
 

適 否  

 ニ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料 
 
 

(仕上げ材) 
 

適 否  

 ホ 視覚障がい者が⽔⾯に転落するお
それのある場所に転落を防⽌するた
めのさく、点状ブロック等の設備の設
置 

(講じた措置) 適 否  
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第２号様式（その３）（第７条関係） 
整 備 基 準 適 合 表（道 路（別表第２第４の基準の適⽤を受けるものを除く。）） 

公 共 的 施 設 
（ 路 線 ） 

の  名  称 

 公 共 的 施 設 
（ 路 線 ） 

の 所 在 地 

 

延 ⻑ 距 離 、 
幅 員 等  延⻑距離       ｍ    全幅員       ｍ 

 
整 備 部 分・ 
整 備 項 ⽬  整  備  基  準 記 載 図 ⾯ の 

名称及び番号 整 備 内 容 適 合 
状 況 

※ 
判定欄 

１ 歩 道 イ 有効幅員200 ㎝以上（トンネル、橋りょ
う部を除く。） 

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 ロ 歩道の⾞道等に対する⾼さは 5cm
を標準（停留所部分 15cm を標準） 

 （歩道の⾼さ）  
      ㎝ 

適 否  

 ハ 歩道と⾞道等の境界に縁⽯等を設
置 

 

 （講じた措置） 
 

適 否  

 ニ 横断勾配 2％以下  （横断勾配） 
％ 

適 否  

 ホ 縦断勾配 5％以下（やむを得ない場
合は 8％以下） 

 （縦断勾配） 
％ 

適 否  

 へ 交差点⼜は横断歩道で⾞道等に接
続する部分の歩道の縁端の段差 2 ㎝
以下 

 （段差処理） 適 否  

 ト ヘの段差に接続する歩道の部分は、
⾞いす使⽤者が静⽌し円滑に転回で
きる構造（やむを得ない場合を除く。） 

 （講じた措置） 適 否  

 チ 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料 
 
 

 （仕上げ材） 
 

適 否  

 リ 切下げ部へのすりつけ勾配 5％以下
（やむを得ない場合は 8％以下） 

 (すりつけ勾
配）   ％ 

適 否  

 ヌ 歩道内に設ける排⽔溝等につえ等
が落ち込まない形状の溝蓋の設置 

 （講じた措置） 適 否  

 ル 

視
覚
障
が
い
者
誘
導 

 
 

⽤
ブ
ロ
ッ
ク
等 

(ｲ)視覚障がい者の多い歩道、駅等
と施設の間には必要に応じ設置 

 （講じた箇所） 適 否  

 (ﾛ) 横断歩道の直前・直後に設置 
 

 （講じた箇所） 適 否  

 (ﾊ) ⾊彩は、原則⻩⾊  （ブロック等） 
      ⾊ 
（周囲の床材） 

 ⾊ 

適 否  

２ ⽴体横断施設 イ 有効幅員 200cm 以上（地下横断歩
道 300cm 以上） 

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

ロ 傾斜路⼜は傾斜路付き階段の設置
（昇降装置等を設置する場合を除く。） 

（講じた措置） 適 否  

ハ 階段等の⾼さ 300cm を超える場
合、その途中に踊り場を設置 

（講じた措置） 適 否  

 ニ 階段の踏⾯・路⾯の表⾯は、滑りに
くい材料 

 （仕上げ材） 適 否  

ホ 階段等及びその踊り場には⼿すり
を両側に設置 

（両側⼿すり） 
有 ・ 無 

適 否  

ヘ 

視
覚
障
が
い
者
誘

導
⽤
ブ
ロ
ッ
ク
等 

(ｲ) 階段等の上下端に近接する
通路、歩道、階段踊り場に設置 

 

（講じた箇所） 適 否  

 (ﾛ) ⾊彩は、原則⻩⾊ 
 
 

 （ブロック等） 
      ⾊ 
（周囲の床材） 

      ⾊ 

適 否  
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第２号様式（その４）（第７条関係） 
整 備 基 準 適 合 表（道 路（県道の特定道路に限る。）） 

公 共 的 施 設 
（ 路 線 ） 

の  名  称 

 公 共 的 施 設 
（ 路 線 ） 

の 所 在 地 

 

延 ⻑ 距 離 、 
幅 員 等  延⻑距離       ｍ    全幅員       ｍ 

 
整  備  部  分 ・ 
整  備  項  ⽬  整  備  基  準 記 載 図 ⾯ の 

名称及び番号 整 備 内 容 適 合 
状 況 

※ 
判定欄 

１ 歩 道 等 
 (1) 道路（⾃転⾞歩⾏者道を設ける道路を除く。）には、原則として歩道を

設置 
（歩道の有無） 
  有 ・ 無 

適 否  

(2) 有効幅員 イ 有効幅員は、原則として道路の構造
基準を定めた三重県が管理する県道
の整備に関する条例の規定に準じ、次
の値以上 

（歩道） 
・ 歩⾏者交通量の多いもの：3.5m 
・ その他のもの：2.0m 
（⾃転⾞歩⾏者道） 
・ 歩⾏者交通量の多いもの：4.0m 
・ その他のもの：3.0m 
 
 

  (有効幅員) 
㎝ 

※道路の区分 
(歩道等の区分) 
□歩道 
□⾃転⾞歩⾏者

道 
(交通量) 
□歩⾏者交通量

の多い道路 
□その他の道路 

適 否  

ロ 歩道等の有効幅員は、当該歩道等の
⾼齢者、障がい者等の交通の状況を考
慮して定めること。 

 

(⾼齢者、障がい
者等の交通量) 

多・普通・少 

 (3) 舗装の構造 イ ⾬⽔を浸透させる構造（やむを得な
い場合を除く。） 

 (講じた措置） 適 否  

  ロ 平坦で、滑りにくく、かつ、⽔はけ
の良い仕上げ 

 （仕上げ） 
 

適 否  

 (4)  勾配 イ 縦断勾配は 5％以下（やむを得な
い場合は 8％以下） 

 （縦断勾配） 
       ％ 

適 否  

  ロ 横断勾配は 1％以下（⾞両乗り⼊
れ部を除く。また、やむを得ない場
合は 2％以下。） 

 （横断勾配） 
       ％ 

適 否  

  ハ すりつけ勾配は 5％以下（やむを
得ない場合は 8％以下） 

 ( す り つ け 勾
配)     ％ 

適 否  

 (5)  歩 道 等 と ⾞
道等の分離 

イ 歩道等には、⾞道等⼜は⾃転⾞道
に接続して縁⽯線を設置 

 （講じた措置） 適 否  

  ロ 歩道等の縁⽯の⾞道等に対する⾼
さは 15cm 以上とし、歩道等の構造・
交通・⼟地利⽤等を考慮 

 （講じた措置） 適 否  

  ハ 必要な場合、⾞道等の間に植樹帯、
並⽊・柵を設置 

 （講じた措置） 適 否  

 (6) 歩道等（縁⽯
を除く。）の⾞道
等に対する⾼さ 

イ ⾼さは原則として 5cm を標準（交
差点等に接続する歩道等の部分を除
く。）（乗合⾃動⾞停留所・⾞両乗
⼊れ部の状況等を考慮） 

 （歩道等の⾼さ）
            ㎝ 

 

適 否  

(7)  交 差 点 ⼜ は
横断歩道に接続
する歩道等の部
分 

イ 縁端は⾞道等より⾼くし、段差は
2cm 以下 

(段差) 
            ㎝ 

適 否  

 ロ イの段差に接続する歩道等の部分
は、⾞いす使⽤者が転回できる構造 

 (講じた措置) 適 否  

(8) (2)にかかわらず、⾞両乗⼊れ部のうち、(4)のロの勾配
の基準を満たす部分の有効幅員は原則として 200cm 以上 

(有効幅員) 
            ㎝ 
 

適 否  

 (9) 歩道等内に排⽔溝等を設ける場合は、つえ、⾞いすの
キャスター等が落ち込まない形状の溝蓋を設置 

 （講じた措置） 適 否  
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２ ⽴体横断施設 
 (1) ⾼齢者、障がい者等の移動等円滑化のために必要な箇所に⽴体横断施

設を設置 
（⽴体横断施設) 

有 ・ 無 
適 否  

 (2) エレベーター 
 

次に定める構造
のエレベーターを
設置 
（昇降の⾼さが低
い場合、やむを得
ない場合は、エレ
ベ ー タ ー に 代 え
て、傾斜路を設け
ることができる。） 

イ かごの内のり幅・内のり奥⾏きは、
それぞれ 150cm 以上 

 （幅）     
㎝ 

（奥⾏き） 
       ㎝ 

適 否  

ロ イにかかわらず、出⼊⼝が複数あ
り、⾞いす使⽤者が円滑に乗降できる
もの（出⼊⼝の開閉を⾳声で知らせる
装置があるものに限る。）は、内のり
幅 140cm 以上、内のり奥⾏き 135cm
以上 

（幅） 
      ㎝ 

（奥⾏き） 
      ㎝ 

 

適 否  

 ハ 出⼊⼝の有効幅員は、イのエレベー
ター90cm 以上、ロのエレベーター
80cm 以上 

 （有効幅員） 
      ㎝ 

 

適 否  

 ニ かご内に鏡の設置（ロのエレベータ
ーを除く。） 

 （鏡） 
有 ・ 無 

適 否  

  ホ かご外からかご内が確認できる構
造 

 

 （講じた措置） 適 否  

  ヘ かご内の側⾯に⼿すりを設置  （⼿すり） 
有 ・ 無 

適 否  

  ト 出⼊⼝の⼾の開扉時間を延⻑する
機能を設置 

 （機能の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

  チ かご内に停⽌予定階・現在位置の表
⽰装置を設置 

 （装置の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

  リ かご内に到着階、⼾の閉鎖を⾳声で
知らせる装置を設置 

 （装置の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

  ヌ かご内・乗降ロビーの⾞いす使⽤者が利
⽤しやすい位置に制御装置を設置 

 （装置の位置） 
適 ・ 不適 

適 否  

  ル かご内・乗降ロビーの制御装置（ヌ
の制御装置を除く。）は、視覚障がい
者が円滑に操作可能 

 （講じた措置） 
 

適 否  

  ヲ 乗降ロビーの幅・奥⾏きはそれぞれ
150cm 以上 

 (幅）    ㎝ 
(奥⾏き） 
      ㎝ 

適 否  

ワ 停⽌階が 3 以上のエレベーターの
乗降ロビーには、昇降⽅向を⾳声で知
らせる装置を設置（かご内に出⼊⼝の
⼾が開いた時に昇降⽅向を⾳声で知
らせる装置がある場合を除く。） 

（装置の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

(3) 傾斜路 
 

イ 有効幅員は 200cm 以上（やむを得
ない場合は 100cm 以上） 

 （有効幅員） 
     ㎝ 

適 否  

ロ 縦断勾配は 5％以下（やむを得ない
場合は 8％以下） 

(縦断勾配) 
      ％ 

適 否  

 ハ 横断勾配は、設けない。 
 

 （勾配の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

  ニ ⼆段式の⼿すりを両側に設置 
 

 （設備の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

  ホ ⼿すりの端部に、傾斜路の通ずる場
所を⽰す点字を設置 

 （点字） 
有 ・ 無 

適 否  

  ヘ 路⾯は、平坦で、滑りにくく、かつ、
⽔はけの良い仕上げ 

 （仕上げ） 
 

適 否  

ト 傾斜路の勾配部分は識別が容易 （講じた措置） 
 

適 否  

  チ 両側に⽴ち上げ・柵等を設置（側⾯
が壁⾯の場合を除く。） 

 （講じた措置） 
 

適 否  
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  リ 傾斜路下⾯と歩道等の路⾯との間
が 250cm 以下で、進⼊を防ぐため必
要な場合、柵等を設置 

 （講じた措置） 
 

適 否  

  ヌ ⾼さが 75cm を超える傾斜路は、⾼
さ 75cm 以内ごとに踏幅 150cm 以上
の踊り場を設置 

 （傾斜路の⾼さ) 
      ㎝ 

（踊り場の有無) 
 有 ・ 無 

適 否  

 (4)  エ ス カ レ ー
ター  

 
エレベーターの

ほか、⾼齢者、障
がい者等の交通の
状況により必要が
ある場合は、次に
定める構造のエス
カレーターを設置 
 

イ 上り専⽤のものと下り専⽤のもの
をそれぞれ設置 

 (講じた措置) 
専⽤ ・ その他 

適 否  

ロ 踏み段の表⾯及びくし板の仕上げ
は、滑りにくい。 

（仕上げ） 
 

適 否  

ハ 昇降⼝において、3 枚以上の踏み段
が同⼀平⾯上にある 

（講じた措置） 
 

適 否  

ニ 踏み段相互の境界の識別が容易 （講じた措置） 
 

適 否  

ホ くし板と踏み段との境界の識別が
容易 

（講じた措置） 
 

適 否  

ヘ エスカレーターの上下端に近接す
る歩道等の路⾯に進⼊の可否を表⽰ 

（表⽰の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

ト 踏み段の有効幅員は 100 ㎝以上。歩
⾏者の交通量が少ない場合は 60 ㎝以
上 

(有効幅員) 
㎝ 

適 否  

 (5) 通路 
 

イ 有効幅員は 200 ㎝以上（地下横断歩
道は 300 ㎝以上）とし、当該通路の⾼
齢者、障がい者等の通⾏の状況を考慮 

 (有効幅員) 
㎝ 

 

適 否  

ロ 縦断・横断勾配は設けない（やむを
得ない場合⼜は路⾯の排⽔のため必
要な場合を除く。） 

（講じた措置） 適 否  

ハ ⼆段式の⼿すりを両側に設置 
 

（設備の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

ニ ⼿すりの端部に、通路の通ずる場所
を⽰す点字を設置 

（点字） 
有 ・ 無 

適 否  

ホ 路⾯は、平坦で、滑りにくく、かつ、
⽔はけの良い仕上げ 

（仕上げ） 
 

適 否  

ヘ 両側に⽴ち上げ・柵等を設置（側⾯
が壁⾯の場合を除く。） 

（講じた措置） 適 否  

 (6) 階段 
 

イ 有効幅員は 150cm 以上 
 

 （有効幅員） 
      ㎝ 

適 否  

ロ ⼆段式の⼿すりを両側に設置 
 

（設備の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

ハ ⼿すりの端部の付近には、階段の通
ずる場所を⽰す点字を設置 

（点字） 
有 ・ 無 

適 否  

ニ 回り段を設けない（やむを得ない場
合を除く。）。 

（回り段） 
有 ・ 無 

適 否  

ホ 踏⾯は、平坦で、滑りにくく、かつ、
⽔はけの良い仕上げ 

（仕上げ材） 
 

適 否  

ヘ 両側に⽴ち上げ・柵等を設置（側⾯
が壁⾯の場合を除く。） 

（講じた措置） 適 否  

ト 段が識別しやすく、段⿐の突き出し
等つまずきの原因となるものがない。 

（講じた措置） 
 

適 否  

チ 階段下⾯と歩道等の路⾯との間が
250cm 以下で、進⼊を防ぐため必要な
場合、柵等を設置 

（講じた措置） 適 否  

リ 階段の⾼さが 300cm を超える場合
には、その途中に踊り場を設置 

（⾼さ）  ㎝ 
（踊り場) 

有 ・ 無 

適 否  

ヌ 踊り場の踏幅は、直階段の場合は
120cm 以上、その他の場合は当該階段
の幅員の値以上 

（階段の種類） 
直階段・その他 

（踏幅） 
  ㎝ 

適 否  
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３  乗合⾃動⾞停留所 
 (1) 乗合⾃動⾞停留所を設ける歩道等の部分の⾞道等に

対する⾼さは 15cm を標準 
 （⾼さ） 

㎝ 
適 否  

 (2) ベンチ及びその上屋を設置（それらを代替する施設
が既にある場合⼜はやむを得ない場合を除く。） 

 （講じた措置） 適 否  

４ ⾃動⾞駐⾞場 
 (1) ⾞いす使⽤

者⽤駐⾞区画
の設置数 

全駐⾞台数が 200 以下の場合は 50 分
の 1 を乗じて得た数以上、全駐⾞台数が
200 を超える場合は 100 分の 1 を乗じ
て得た数に 2 を加えた数以上の⾞いす
使⽤者⽤駐⾞区画を設置 

 

 （全駐⾞台数） 
 台 

（設置台数） 
     台 

適 否  

(2)⾞いす使⽤者
⽤駐⾞区画 

イ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画は、歩⾏者
の出⼊⼝に最も近い位置に設置 

 （講じた措置） 
 

適 否  

 ロ 区画の幅は 350cm 以上  （区画の幅）   
㎝ 

適 否  

 ハ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であるこ
とを⽴て看板等⾒やすい⽅法により
標⽰ 

 

 （講じた措置） 適 否  

(3) ⾞いす使⽤
者⽤停⾞施設 

 
⾃動⾞の出⼊

⼝⼜は⾞いす使
⽤者⽤駐⾞区画
を 設 け る 階 に
は、⾞いす使⽤
者⽤停⾞施設を
設置(やむを得な
い場合は除く。) 

イ ⾞いす使⽤者⽤停⾞施設は、歩⾏者
の出⼊⼝に最も近い位置に設置 

 

 （講じた措置） 適 否  

ロ 有効幅員及び有効奥⾏きは、それぞ
れ 150cm 以上とする等⾞いす使⽤者
が安全かつ円滑に乗降できる構造 

 

（幅員）    ㎝ 
（奥⾏き） 
        ㎝ 
（その他講じた
措置） 

 

適 否  

 ハ ⾞いす使⽤者⽤停⾞施設であるこ
とを⽴て看板等⾒やすい⽅法により
標⽰ 

 （講じた措置） 適 否  

(4) 歩⾏者の出
⼊⼝ 

 
次に定める構

造とする。 
（当該出⼊⼝に
近接した位置に
設けられる歩⾏
者の出⼊⼝は除
く。） 

イ 有効幅員は 90cm 以上（駐⾞場外へ
通ずる 1 以上の歩⾏者の出⼊⼝の有
効幅員は 120cm 以上） 

 

 （幅員)    ㎝ 
(120cm 以上の
出⼊⼝数） 

     箇所 

適 否  

 ロ 有効幅員 120cm 以上の歩⾏者出⼊
⼝に⼾を設ける場合、1 以上は⾃動的
に開閉し、その他は⾞いす使⽤者が円
滑に開閉して通過できる構造 

 

 （講じた措置） 適 否  

 ハ ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障
となる段を設けない。 

 

 （⽀障となる段）
有 ・ 無 

適 否  

 (5) 通路 
 

歩⾏者出⼊⼝
から⾞いす使⽤
者⽤駐⾞区画に
⾄る通路のうち
1 以上は、次に定
める構造 

イ 有効幅員は 200cm 以上  （有効幅員） 
      ㎝ 

適 否  

 ロ ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障
となる段を設けない。 

 

（⽀障となる段）
有 ・ 無 

適 否  

 ハ 路⾯は、平坦で、かつ、滑りにくい
仕上げ 

 

 （仕上げ） 
 

適 否  

(6) エレベータ
ー 

⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画が設けられ
ている階に歩⾏者出⼊⼝がない場合、エ
レベーターを設置（やむを得ない場合
は、エレベーターに代え傾斜路の設置で
も可。） 

 (ＥＶの有無) 
有 ・ 無 

(その他講じた
措置) 
 

適 否  
 

イ エレベーターのうち 1 以上は、歩⾏
者出⼊⼝に近接して設置 

（講じた措置） 
 

適 否  
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ロ 

イ
以
外
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー 

２の(2)のイ かごの内のり幅・内
のり奥⾏きは、それぞれ 150cm以
上 

（幅)      ㎝ 
（奥⾏き） 
      ㎝ 

適 否  

２の(2)のロ ２の(2)のイにかかわ
らず、出⼊⼝が複数あり、⾞いす
使⽤者が円滑に乗降できるもの
（出⼊⼝の開閉を⾳声で知らせ
るものに限る。）は、内のり幅
140cm 以 上 、 内 の り 奥 ⾏ き
135cm 以上 

（幅)      ㎝ 
（奥⾏き） 
      ㎝ 

適 否  

２の(2)のハ 出⼊⼝の有効幅員
は、２の(2)のイのエレベーター
90cm 以上、ロのエレベーター
80cm 以上 

（有効幅員） 
      ㎝ 

適 否  

２の(2)のニ かご内に鏡を設置
（２の(2)のロのエレベーターを
除く。） 

（設備の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

ハ 

イ
に
規
定
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー 

２の(2)のイ かごの内のり幅・内
のり奥⾏きは、それぞれ 150cm以
上 

 （幅）     ㎝ 
（奥⾏き） 

     ㎝ 

適 否  

２の(2)のロ ２の(2)のイにかかわ
らず、出⼊⼝が複数あり、⾞いす
使⽤者が円滑に乗降できるもの
（出⼊⼝の開閉を⾳声で知らせ
るものに限る。）は、内のり幅
140cm 以 上 、 内 の り 奥 ⾏ き
135cm 以上 

（幅）     ㎝ 
（奥⾏き） 
      ㎝ 

適 否  

２の(2)のハ 出⼊⼝の有効幅員
は、２の(2)のイのエレベーター
90cm 以上、ロのエレベーター
80cm 以上 

（出⼊⼝の有効
幅員） 
      ㎝ 

適 否  

２の(2)のニ かご内に鏡を設置(２
の(2)の ロの エレ ベ ータ ーを 除
く。) 

（設備の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

２の(2)のホ かご外からかご内が
確認可能 

（確認の可否） 
可能 ・ 不可 

適 否  

２の(2)のヘ かご内の側⾯に⼿す
りを設置 

（設備の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

２の(2)のト 出⼊⼝の⼾の開扉時
間を延⻑する機能を設置 

（機能の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

２の(2)のチ かご内に停⽌予定
階・現在位置の表⽰装置を設置 

（装置の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

２の(2)のリ かご内に到着階、⼾
の閉鎖を⾳声で知らせる装置を
設置 

（装置の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

２の(2)のヌ かご内・乗降ロビー
の⾞いす使⽤者が利⽤しやすい
位置に制御装置を設置 

（装置の位置） 
適 ・ 不適 

適 否  

２の(2)のル かご内・乗降ロビー
の制御装置(２の(2)のヌの制御装
置を除く。)は視覚障がい者が円
滑に操作可能 

（講じた措置） 
 

適 否  

２の(2)のヲ 乗降ロビーの幅・奥
⾏きはそれぞれ 150cm 以上 

（幅）   ㎝ 
（奥⾏き） 
      ㎝ 

適 否  

２の(2)のワ 停⽌階が 3 以上のエ
レベーターの乗降ロビーには、昇
降⽅向を⾳声で知らせる装置を
設置（かご内に出⼊⼝の⼾が開い
た時に昇降⽅向を⾳声で知らせ
る装置がある場合を除く。） 

（装置の有無） 
有 ・ 無 

適 否  
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 (7) 傾斜路 
 

２の(3)のイ 有効幅員は 200cm 以上
（やむを得ない場合は 100cm 以上） 

 

 
 

（有効幅員） 
     ㎝ 

適 否  

２の(3)のロ 縦断勾配は 5％以下（やむ
を得ない場合は 8％以下） 

 

(縦断勾配) 
       ％ 

適 否  

２の(3)のハ 横断勾配は設けない。 
 

（勾配） 
有 ・ 無 

適 否  

２の(3)のニ ⼆段式の⼿すりを両側に
設置 

（設備の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

２の(3)のホ ⼿すりの端部に、傾斜路
の通ずる場所を⽰す点字を設置 

（点字） 
有 ・ 無 

適 否  

２の(3)のヘ 路⾯は、平坦で、滑りにく
く、かつ、⽔はけの良い仕上げ 

 

（仕上げ） 
 

適 否  

２の(3)のト 傾斜路の勾配部分の識別
が容易 

（講じた措置） 
 

適 否  

２の(3)のチ 両側に⽴ち上げ・柵等を
設置（側⾯が壁⾯である場合を除く。） 

 

（講じた措置） 
 

適 否  

２の(3)のリ 傾斜路下⾯と歩道等の路
⾯との間が 250cm 以下で、進⼊を防
ぐため必要な場合は、柵等を設置 

（講じた措置） 
 

適 否  

２の(3)のヌ ⾼さが 75cm を超える傾
斜路は、⾼さ 75cm 以内ごとに踏幅
150cm 以上の踊り場を設置 

（傾斜路の⾼さ) 
      ㎝ 

（踊り場の有無) 
有 ・ 無 

適 否  

(8) 階段 
 

⾃動⾞駐⾞場
外へ通ずる歩⾏
者の出⼊⼝がな
い階に通ずる階
段は、次に定め
る構造 

２の(6)のイ 有効幅員は、150cm 以上 
 
 

 （有効幅員） 
      ㎝ 

適 否  

２の(6)のロ ⼆段式の⼿すりを両側に
設置 

（設備の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

２の(6)のハ ⼿すりの端部に、階段の
通ずる場所を⽰す点字を設置 

（点字） 
有 ・ 無 

適 否  

２の(6)のニ 回り段を設けない（やむ
を得ない場合を除く。） 

（回り段） 
有 ・ 無 

適 否  

２の(6)のホ 踏⾯は、平坦で、滑りにく
く、かつ、⽔はけの良い仕上げ 

 

（仕上げ） 
 

適 否  

２の(6)のヘ 階段の両側には⽴ち上
げ・柵等を設置（側⾯が壁⾯である場
合を除く。） 

（講じた措置） 
 

適 否  

２の(6)のト 段が識別しやすく、段⿐
の突き出し等つまずきの原因となる
ものがない。 

（講じた措置） 
 

適 否  

２の(6)のチ 階段下⾯と歩道等の路⾯
との間が 250cm 以下で、進⼊を防ぐ
ため必要な場合は、柵等を設置 

 

（講じた措置） 適 否  

２の(6)のリ 階段の⾼さが 300cm を超
える場合は、その途中に踊り場を設置 

（⾼さ）    ㎝ 
（踊り場の有無) 

有 ・ 無 

適 否  

２の(6)のヌ 踊り場の踏幅は、直階段
の場合は 120cm 以上、その他の場合
は当該階段の幅員の値以上 

（階段の種類） 
直階段・その他 

（踏幅） 
   ㎝ 

適 否  

(9) 屋外の⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画、⾞いす使⽤者⽤停
⾞施設及び(5)の通路には、屋根を設置 

 

 （屋根） 
有 ・ 無 

適 否  
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(10) ⾞いす使
⽤者⽤駐⾞区
画を設ける階
に便所を設け
る場合の構造 

イ 便所の出⼊⼝付近に、男⼥の区別・
便所の構造を視覚障がい者に⽰すた
めの点字による案内板等を設置 

 （講じた措置） 適 否  

ロ 床の表⾯は、滑りにくい仕上げ 
 

（仕上げ） 
 

適 否  

ハ 男⼦⽤⼩便器は、両側⼿すりのある
床置式・壁掛式の⼩便器（受け⼝の⾼
さが 35cm 以下のもの）等を 1 以上設
置 

（設置数) 
 
(便器形式)  
 

適 否  

ニ−(ｲ)(ﾛ) 1 以上(男⼥の区別があるときは各 1 以上)の便所は、別表第２第１の
５の(1)のイからホまで、並びに、別表第２第１の５の(6)のイ・ロに定める構
造 

 

第
１
の
５
の(

１)

イ
〜
ホ 

イ−１ ⾞いす使⽤者が利⽤でき
る⼗分な空間(直径 150cm 以上
の円の内接・便器前⽅に 120cm
以上の距離）の確保 

 
 

(内接円の直径) 
       ㎝ 
(便器の前⽅) 

㎝ 

適 否  

イ−２ 設備機器類を適切な位
置・⾼さに配置 
(設置設備)  
(ｲ) 腰掛け便座 (ﾛ) ⼿すり(L
字型⼿すり・可動式⼿すり)  
(ﾊ) 洗浄装置 (ﾆ) 鏡 (ﾎ) 洗⾯
器  ( ﾍ ) 操 作 容 易 な ⽔ 栓 器 具 
(ﾄ) ⾮常通報装置 (ﾁ) 施錠装
置 (ﾘ) ペーパーホルダー 
 

(設置設備） 
 
 

  

ロ−１ 出⼊⼝の有効幅員 80 ㎝
以上 

（有効幅員） 
         ㎝ 

適 否  

ロ−２ ⾞いす使⽤者に⽀障とな
る段の禁⽌ 

（段差処理） 適 否  

ハ ⼾は⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤
者等が円滑に開閉して通過可能 

（開閉⽅法） 適 否  

ニ 出⼊⼝付近に多機能便房の表
⽰ 

（表⽰） 
有 ・ 無 

適 否  

ホ 洗⾯器は⾞いす使⽤者が利⽤
しやすい⾼さ・下部空間を確保 

（⾼さ）   ㎝ 
（下部空間の⼨ 
法）  

    ㎝ 

適 否  

第
１
の
５
の(

６)

の

イ
・
ロ 

イ 汚物流し(既存便所の改修を
⾏う場合等でやむを得ないとき
は簡易洗浄装置も可）を設置 

 

（設置設備） 
   
 

適 否  

ロ 便房及び便所の出⼊⼝付近に
オストメイト対応の設備の表⽰ 

 

（表⽰⽅法） 適 否  

ホ−１ 多機能便房のある⼀般の便所には、次の洗⾯器を設置（第１の５の(4)）  

第
１
の
５
の

(

４) 

イ カウンター埋込み式⼜は⼿す
りの設置 (多機能便房内に設け
られた洗⾯器は除く。) 

 （構造） 適 否  

ロ レバー式、光感知式等容易に
操作できる⽔栓器具の設置 

（構造） 適 否  

ホ−２ 多機能便房のない便所は、次に定める構造（第１の５の(2)及び(4)）  

第
１
の
５
の

(

２) 

各便所に⼿すり付き腰掛け便座
を設けた便房を 1 以上（男⼥⽤の
区別があるときは各 1 以上）設置 

 
 

 (設置数） 
 男⼦⽤ 

  ⼥⼦⽤ 

適 否  

第
１
の
５
の

(

４) 

イ カウンター埋込み式⼜は⼿す
りの設置 

（構造） 適 否  

ロ レバー式、光感知式等容易に
操作できる⽔栓器具の設置 

（構造） 適 否  
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５ 移動等円滑化のために必要なその他の施設 
 (1)(2)  案 内 標

識 
(1) 交差点、駅前広場等必要がある箇

所に、⾼齢者、障がい者等が⽇常⽣活・
社会⽣活で利⽤する官公庁施設、福祉
施設等及びエレベーター等の必要な
施設の案内標識を設置 

 （案内標識） 
有 ・ 無 

適 否  

(2) 案内標識には、点字、⾳声等で視覚
障がい者を案内する設備を設置 

 
 

 （視覚障がい者
の案内設備） 

有 ・ 無 

適 否  

(3)(4)(5)  視 覚
障がい者誘導
⽤ブロック 

(3) 歩道等、⽴体横断施設の通路、乗合
⾃動⾞停留所、⾃動⾞駐⾞場の通路の
必要な箇所に設置 

 (視覚障がい者
誘 導 ⽤ ブ ロ ッ
ク） 

有 ・ 無 

適 否  

(4) ⽴体横断施設、⾃動⾞駐⾞場の階
段、傾斜路、エスカレーターの上下端
に近接する通路・踊り場に点状ブロッ
クを設置 

(点状ブロック） 
有 ・ 無 

 

適 否  

(5) ⾊彩は原則⻩⾊ 
 

(ブロック） 
       ⾊ 
（周囲の床材） 

       ⾊ 

適 否  

(6) ⾳声による
案内設備 

視覚障がい者のため、必要な箇所に⾳
声により案内する設備を設置 

 
 

 （設備の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

(7) ベンチ及び
その上屋 

歩道等に適当な間隔でベンチ及びそ
の上屋を設置（代替施設が既に存する場
合、やむを得ない場合を除く。） 

 

 （ベンチ及びそ
の上屋） 

有 ・ 無 

適 否  

(8)(9)  照 明 設
備 

(8) 歩道等・⽴体横断施設に照明設備
を連続して設置（夜間における路⾯の
照 度 が ⼗ 分 に 確 保 さ れ る 場 合 を 除
く。） 

 （照明設備） 
有 ・ 無 

適 否  

(9) 乗合⾃動⾞停留所、⾃動⾞駐⾞場
の必要な箇所に、照明設備を設置（夜
間における路⾯の照度が⼗分な場合
を除く。） 

（照明設備） 
有 ・ 無 

適 否  
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第２号様式（その５）（第７条関係） 
整 備 基 準 適 合 表（公 園 等（別表第２第６の基準の適⽤を受けるものを除く。）） 
公 共 的 施 設 

（ 公  園  等 ）
の  名  称 

 公 共 的 施 設 
（ 公  園  等 ）

の 所 在 地 

 

公 園 等 ⾯ 積 ㎡ 

 
整 備 部 分・ 
整 備 項 ⽬ 整  備  基  準 記 載 図 ⾯ の 

名称及び番号 整 備 内 容 適 合
状 況 

※ 
判定欄 

1 園   路（主要な園路は次に定める構造） 
 イ 出⼊⼝ 

 
道路⼜は駐⾞場

へ通ずる出⼊⼝の
うち、それぞれ 1
以上の出⼊⼝ 

(ｲ) 有効幅員 120 ㎝以上 
 
 

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 (ﾛ) ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の禁
⽌ 

（段差の有無） 
有 ・ 無 

適 否  

 (ﾊ) 必要に応じて、視覚障がい者誘導
⽤ブロック等の敷設 

 

（講じた措置） 
 

適 否  

 ロ 通路 
 
  

(ｲ) 有効幅員 120 ㎝以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

 (ﾛ) 表⾯の仕上げは滑りにくい材料  （仕上げ材） 
 

適 否  

 (ﾊ) 縦断勾配 4％以下（やむを得ない場
合は 8％以下） 

 （縦断勾配） 
％ 

適 否  

  (ﾆ) 歩⾞道のある通路は、別表第２第３の１のイからヌまでに定める構造  
  第

３
の
１
の
イ
〜
ヌ 

第３の１のイ 有効幅員 200cm 以
上(トンネル、橋りょう部を除く。) 

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

  第３の１のロ 歩道の⾞道等に対
する⾼さは 5cm を標準 

 （歩道の⾼さ） 
      ㎝ 

適 否  

  第３の１のハ 歩道と⾞道等の境
界に縁⽯等を設置 

 （講じた措置） 
 

適 否  

  第３の１のニ 横断勾配 2％以下  （横断勾配） 
％ 

適 否  

  第３の１のホ 縦断勾配 5％以下
（やむを得ない場合は 8％以下） 
 

 （縦断勾配） 
％ 

適 否  

  第３の１のヘ 交差点⼜は横断歩
道で⾞道等に接続する部分の歩
道の縁端の段差 2cm 以下 

 （段差処理） 適 否  

  第３の１のト ヘの段差に接続す
る歩道の部分は、⾞いす使⽤者が
静⽌し、円滑に転回できる構造
（やむを得ない場合を除く。） 

 （講じた措置） 適 否  

  第３の１のチ 表⾯の仕上げは、滑
りにくい材料 

 

 （仕上げ材） 
 

適 否  

  第３の１のリ 切下げ部へのすり
つけ勾配 5％以下（やむを得ない
場合は 8％以下） 

 (すりつけ勾配）  
％ 

適 否  

  第３の１のヌ 歩道内に設ける排
⽔溝等には、つえ、⾞いすのキャ
スター等が落ち込まない形状の
溝蓋の設置 

 （講じた措置） 適 否  

  (ﾎ) 必要に応じて、視覚障がい者誘導
⽤ブロック等を設置 

 （講じた措置） 適 否  

  (ﾍ) やむを得ず階段⼜は段を設ける場
合は、傾斜路を併設 

（講じた措置） 適 否  
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 ハ 階段 (ｲ) 有効幅員 120cm 以上  （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

(ﾛ) 階段は、別表第２第１の３のイ及びハからホまでに定める構造  

第
１
の
３
の
イ
・
ハ
〜
ホ 

第１の３のイ ⾼さ 80cm 程度の⼿
すりの設置 

 （講じた措置） 
 

適 否  

第１の３のハ 表⾯の仕上げは、滑
りにくい材料 

（仕上げ材） 適 否  

第１の３のニ 側⾯が壁でない場
合は、⽴ち上げ等の設置 

 

（講じた措置） 
 

適 否  

第１の３のホ 段が識別しやすく、
段⿐の突き出し等つまずきの原
因となるものがない。 

（講じた措置） 適 否  

(ﾊ) 階段の上端に近接する通路・踊り
場に点状ブロック等の設置（段がある
部分と連続して⼿すりが設けられた
踊り場は除く。） 

（講じた措置） 適 否  

ニ 傾斜路 
 

階段⼜は段に代
わり、⼜はこれに
併設するものに限
る。 

(ｲ) 有効幅員 120 ㎝以上（段併設の場
合は 90 ㎝以上） 

 （有効幅員） 
㎝ 

適 否  

(ﾛ) 勾配 8％以下 （勾配） 
 ％ 

適 否  

(ﾊ) ⾼さ 75 ㎝以内ごとに踏幅 150 ㎝
以上の踊り場の設置 

（⾼さ）   ㎝ 
（踏幅）     ㎝ 

適 否  

(ﾆ) 両側に⽴ち上げ等の設置 （講じた措置） 
 

適 否  

(ﾎ) ⾼さ 80cm 程度の⼿すりの設置 （講じた措置） 
 

適 否  

(ﾍ) 表⾯の仕上げは滑りにくい材料 （仕上げ材） 
 

適 否  

(ﾄ) 傾斜路の上端に近接する通路・踊
り場の部分に点状ブロック等を設置。
ただし、次に定める部分は除く。 
ａ 勾配 5％以下の傾斜路の上端に近

接する通路・踊り場の部分 
ｂ ⾼さ 16cm 以下、かつ、勾配 8％

以下の傾斜路の上端に近接する通
路・踊り場の部分 

ｃ 傾斜路と連続して⼿すりが設け
られた踊り場の部分 

（講じた措置） 
 

適 否  

2 便   所（別表第２第１の５の(1)から(4)までに定める構造) 
 第 １ の ５ の (1) 

多機能便房 
便所を設ける場合は、次に定める構造

及び設備を有する便所（多機能便房）を
1 以上（男⼥の区別があるときは各 1 以
上）設置 

 （設置数） 
 男⼦⽤ 

⼥⼦⽤ 
男⼥兼⽤ 

適 否  

  イ−1 ⾞いす使⽤者が利⽤できる⼗分
な空間（直径 150cm 以上の円の内接・
便器前⽅に 120cm 以上の距離）の確保 

 内接円の直径 
       ㎝ 
便器の前⽅ 

㎝ 

適 否  

イ−2 設備機器類を適切な位置・⾼さに
配置 

 
(設置設備)  
(ｲ) 腰掛け便座 (ﾛ) ⼿すり(L 字型⼿
すり・可動式⼿すり) (ﾊ) 洗浄装置  
(ﾆ) 鏡 (ﾎ) 洗⾯器 (ﾍ) 操作容易な⽔
栓器具 (ﾄ) ⾮常通報装置 (ﾁ) 施錠
装置 (ﾘ) ペーパーホルダー 
 

(設置設備） 
 
 

適 否  

ロ−1 出⼊⼝の有効幅員 80 ㎝以上 （有効幅員） 
        ㎝ 

適 否  
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  ロ−2 ⾞いす使⽤者に⽀障となる段の
禁⽌ 

 （段差処理） 適 否  

  ハ ⼾は⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者等が
円滑に開閉して通過可能 

 （開閉⽅法） 適 否  

  ニ 出⼊⼝付近に多機能便房の表⽰ 
 

 （表⽰⽅法） 適 否  

  ホ 洗⾯器は⾞いす使⽤者が利⽤しやす
い⾼さ・下部空間を確保 

 

 （⾼さ）   ㎝ 
（下部空間の⼨ 
法）     ㎝ 

適 否  

 第 １ の ５ の (2) 
⼀般便所 

各便所に⼿すり付き腰掛け便座を設け
た便房を 1 以上（男⼥の区別があるとき
は各 1 以上）設置（当該便所内に(1)の便
房を設ける場合を除く。） 

（設置数） 
  男⼦⽤ 
  ⼥⼦⽤ 

適 否  

 第 １ の ５ の (3) 
男⼦⽤⼩便器 

 男⼦⽤⼩便器は、両側⼿すり付きの床
置式・壁掛式⼩便器（受け⼝の⾼さが
35cm 以下のものに限る。）その他これに
類する⼩便器を 1 以上設置 

（設置数） 
 
（便器形式） 

適 否  

 第 １ の ５ の (4) 
便 所 内 の 洗 ⾯
器の構造 

イ カウンター埋込み式⼜は⼿すりの設
置 (多機能便房内のものを除く。) 

 

（構造） 適 否  

 ロ レバー式、光感知式等容易に操作で
きる⽔栓器具の設置 

 （構造） 適 否  

３ 駐 ⾞ 場 
  区 画 数 が ３ ０ 未

満の駐⾞場 
 次に定める構造の⾞いす使⽤者⽤駐⾞
区画を 1 以上設置 

 （設置数） 
区画 

適 否  

イ 公園出⼊⼝に最も近い位置に設置  （講じた措置） 
 

適 否  

ロ 区画の幅は 350 ㎝以上  （区画の幅） 
  ㎝ 

適 否  

ハ 床⾯は、平坦とし、⽔はけの良い構
造 

 

 （講じた措置） 適 否  

区 画 数 が ３ ０ 以
上の駐⾞場 

次に定める構造の⾞いす使⽤者⽤駐⾞
区画を 1 以上設置 

（設置数） 
区画 

適 否  

イ 公園出⼊⼝に最も近い位置に設置 
 

（講じた措置） 適 否  

ロ 区画の幅は 350 ㎝以上  （区画の幅） 
㎝ 

適 否  

ハ 床⾯は、平坦とし、⽔はけの良い構
造 

 （講じた措置） 適 否  

ニ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であること
を⽴て看板等⾒やすい⽅法により標⽰ 

 （標⽰⽅法） 
 
(⾼さ）     ㎝ 

適 否  

ホ 主な出⼊⼝付近に⾞いす使⽤者⽤駐
⾞区画の位置を標⽰・誘導する⽴て看
板を設置（道等から視認できる場合を
除く。） 

 （標⽰⽅法） 
 
（⾼さ）   ㎝ 

適 否  

４ 案内板等  案内板等を設ける場合は、別表第２第
１の 16 に定める構造 

 （設置場所） 適 否  

第
１
の
１
６ 

第 1 の 16 のイ 位置、⾼さ、⽂字
の⼤きさ、⾊彩等は、障がい者、
⾼齢者等が⾒やすく理解しやす
いように配慮 

（講じた措置） 適 否  

 第 1 の 16 のロ 点字による表記等、
視覚障がい者が円滑に利⽤でき
る構造（案内所、案内設備等によ
り、視覚障がい者への情報提供が
⽀障なく⾏われる場合を除く。） 

 

 （講じた措置） 適 否  
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  第 1 の 16 のハ 多機能便房のある
便所、エレベーター等、⾞いす使
⽤者⽤駐⾞区画の位置を表⽰ 

 （講じた措置） 適 否  

 第 1 の 16 のニ 必要に応じてロー
マ字⼜は絵による表⽰ 

 （講じた措置） 
 

適 否  

５ 附帯設備  ベンチ、野外卓、⽔飲場等を設ける場
合は、障がい者、⾼齢者等が円滑に利⽤
できる構造 

 （講じた措置） 適 否  
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第２号様式（その６）（第７条関係） 
整 備 基 準 適 合 表（公 園 等（県営の都市公園に限る。）） 

公 共 的 施 設 
（ 公  園  等 ）

の  名  称 

 公 共 的 施 設 
（ 公  園  等 ）

の 所 在 地 

 

公 園 等 ⾯ 積                 ㎡ 

 
特定公園施設 
の 種 類 整  備  基  準 記 載 図 ⾯ の 

名称及び番号 整 備 内 容 適 合
状 況 

※ 
判定欄 

１ 園路及び
広場 
 
園路及び広場
のうち 1 以上
は、次に定め
る構造 

イ 出⼊⼝ 

 

   
 (ｲ) 有効幅員は 120cm 以上 (有効幅員) 

㎝ 
適 否  

(ﾛ) ⾞⽌めの相互間の間隔のうち 1 以上は、
120cm 以上 

(有効幅員) 
㎝ 

適 否  

(ﾊ) 出⼊⼝からの⽔平距離が 150cm 以上の
⽔平⾯を確保（やむを得ない場合を除く。） 

(⽔平距離) 
㎝ 

適 否  

(ﾆ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる
段を設けない。 

(段の有無) 
有 ・ 無 

適 否  

(ﾎ) 必要に応じて視覚障がい者誘導⽤ブロッ
ク等を設置 
 

(講じた措置) 
 

適 否  

ロ 通路     
 (ｲ) 有効幅員 180cm 以上（やむを得ない場

合は、通路の末端付近及び 50m ごとに⾞い
すが転回することができる場所を設けた上
で、120cm 以上とすることができる。) 

(有効幅員) 
㎝ 

適 否  

(ﾛ) (ﾊ)の場合を除き、⾞いす使⽤者が通過す
る際に⽀障となる段を設けない。 

(段の有無) 
有 ・ 無 

適 否  

(ﾊ) やむを得ず段を設ける場合は傾斜路を併
設 

(講じた措置) 
 

適 否  

(ﾆ) 縦断勾配 4％以下（やむを得ない場合は
8％以下） 

(縦断勾配） 
％ 

適 否  

(ﾎ) 横断勾配は 1％以下（やむを得ない場合
は 2％以下） 

(横断勾配） 
％ 

適 否  

(ﾍ) 表⾯は滑りにくい仕上げ (仕上げ材） 
 

適 否  

(ﾄ) 歩⾞道がある場合は、別表第２第３の１
に定める構造    

第
３
の
１ 

第３の１のイ 有効幅員は 200cm 以上(ト
ンネル、橋りょう部を除く。) 

(有効幅員） 
㎝ 

適 否  

第３の１のロ 歩道の⾞道等に対する⾼
さは 5cm を標準 

(歩道の⾼さ） 
       ㎝ 

適 否  

第３の１のハ 歩道と⾞道等の境界に縁
⽯等を設置 
 

(講じた措置） 
 

適 否  

第３の１のニ 横断勾配は 2％以下 (横断勾配） 
％ 

適 否  

第３の１のホ 縦断勾配は 5％以下（やむ
を得ない場合は 8％以下） 

(縦断勾配） 
％ 

適 否  

第３の１のヘ 交差点⼜は横断歩道で⾞
道等に接続する部分の歩道の縁端の段差
2cm 以下 

(段差処理） 適 否  

第３の１のト ヘの段差に接続する歩道
の部分は、⾞いす使⽤者が静⽌し、円滑に
転回できる構造（やむを得ない場合を除
く。） 
 

(講じた措置） 適 否  
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   第３の１のチ 表⾯の仕上げは、滑りにく
い材料 
 

 (仕上げ材） 
 

適 否  

第３の１のリ すりつけ勾配は 5％以下
（やむを得ない場合は 8％以下） 

(すりつけ勾配) 
       ％ 

適 否  

第３の１のヌ 歩道内に設ける排⽔溝等
に、つえ等が落ち込まない形状の溝蓋の設
置 

(講じた措置） 適 否  

(ﾁ) 必要に応じて視覚障がい者誘導⽤ブロッ
ク等を設置 

(講じた措置） 適 否  

ハ 階段     
 (ｲ) 有効幅員は 120cm 以上 

   
(有効幅員) 
      ㎝ 

適 否  

(ﾛ) 両側に⾼さ 80cm 程度の⼿すりの設置
（やむを得ない場合は除く。） 

(両側⼿すり) 
有 ・ 無 

適 否  

(ﾊ) ⼿すりの端部の付近には、階段の通ずる
場所を⽰す点字を設置 

（点字） 
有 ・ 無 

適 否  

(ﾆ) 回り段を設けない（やむを得ない場合を
除く。）。 

（講じた措置） 
 

適 否  

(ﾎ) 別表第２第１の３のハからホまでに定め
る構造 

   

第
１
の
３
の
ハ
〜
ホ 

第１の３のハ 表⾯の仕上げは、滑りに
くい材料 

（仕上げ材） 適 否  

第１の３のニ 側⾯が壁でない場合は、
⽴ち上げ等の設置 

（講じた措置） 
 

適 否  

第１の３のホ 段が識別しやすく、段⿐
の突き出し等つまずきの原因となるもの
がない。 

（講じた措置） 適 否  

ニ 傾斜路 
階段を設ける場合は傾斜路を併設（傾斜路の設

置が困難な場合はエレベーター、エスカレーター
等に代えることができる。） 

 （講じた措置） 
 

適 否  

ホ 傾斜路は次に定める構造（階段⼜は段に代わ
り、⼜は併設するものに限る。踊り場を含む。） 

   
 

(ｲ) 有効幅員は 120cm（段を併設する場合
は、90cm）以上 

 (有効幅員) 
㎝ 

適 否  

(ﾛ) 縦断勾配は 8％以下 
 

（縦断勾配） 
％ 

適 否  

(ﾊ) 横断勾配は設けない 
 

(横断勾配) 
有 ・ 無 

適 否  

(ﾆ) ⾼さが 75cm を超える場合は、⾼さ 75cm
以内ごとに踏幅 150cm 以上の踊り場を設置 
 

（⾼さ）     ㎝ 
(踏幅）     ㎝ 

適 否  

(ﾎ) 両側に⽴ち上げ等の設置 （講じた措置） 
 

適 否  

(ﾍ) 両側に⾼さ 80cm 程度の⼿すりを設置
（やむを得ない場合は⽚側で可） 

(両側⼿すり) 
有 ・ 無 

適 否  

(ﾄ) 表⾯の仕上げは滑りにくい材料 
 
 

（仕上げ材） 
 

適 否  

ヘ 転落のおそれのある場所には、柵、視覚障が
い者誘導⽤ブロック等転落防⽌設備を設置 
 

 （講じた措置） 
 

適 否  

ト ２から７の特定公園施設のうち、それぞれ 1
以上及び主要な公園施設（修景・休養・遊戯・運
動・教養・便益施設等のうち重要と認められるも
の）に接続 

 (主要な公園 
施設) 
 
 
(接続する施設) 
 
 

適 否  
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２ 屋根付広
場 
 
 屋根付広場
のうち 1 以上
は、次に定め
る構造 

イ 出⼊⼝     
 (ｲ) 有効幅員は 120cm 以上（やむを得ない

場合は 80cm 以上） 
(有効幅員) 

㎝ 
適 否  

(ﾛ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる
段を設けない 

(段の有無) 
有 ・ 無 

適 否  

ロ ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう⼗分
な空間を確保 
 

（講じた措置） 
 

適 否  

３ 休憩所及
び管理事務所 
 
休憩所のうち
1 以上及び管
理事務所は、
次に定める構
造 

イ 出⼊⼝     
 
 

(ｲ) 有効幅員は 120cm 以上（やむを得ない
場合は 80cm 以上） 

（有効幅員） 
㎝ 

適 否  

(ﾛ) ⾞いす使⽤者が通過する際に⽀障となる
段を設けない 

(段の有無) 
有 ・ 無 

適 否  

(ﾊ) ⼾を設ける場合は次に定める構造   
 ａ 有効幅員は 80cm 以上 

 
（有効幅員） 

㎝ 
適 否  

ｂ ⾼齢者、障がい者等が円滑に開閉して
通過できる構造 

（講じた措置） 
 

適 否  

ロ カウンターを設ける場合は、1 以上は⾞いす
使⽤者の円滑な利⽤に適した構造（常時勤務する
者が容易に対応できる構造である場合除く。） 

（講じた措置） 適 否  

ハ ⾞いす使⽤者が円滑に利⽤できるよう⼗分
な空間を確保 
 

（講じた措置） 適 否  

ニ 便所を設ける場合、1 以上は６のイからハま
でに定める構造 

   

６
の
イ
〜
ハ 

６のイ 床の表⾯の仕上げは滑りにくい材料 （仕上げ材） 
 

適 否  

６のロ 別表第２第１の５の(1)から(4)まで
に定める構造 

   

第
１
の
５
の
︵
１
︶
〜
︵
４) 

第１の５の(1) 多機能便房 
次に定める構造及び設備を有する便所（多
機能便房）を 1 以上（男⼥の区別があると
きは各 1 以上）設置 

（設置数） 
 男⼦⽤ 
 ⼥⼦⽤ 
男⼥兼⽤ 

適 否  

 イ−１ ⾞いす使⽤者が利⽤できる⼗
分な空間（直径 150cm 以上の円の内
接・便器前⽅に 120cm 以上の距離）の
確保 

（内接円の直径) 
  

㎝ 
(便器の前⽅) 

   ㎝ 

適 否  

イ−２ 設備機器類を適切な位置・⾼
さに配置 
(設置設備)  
(ｲ) 腰掛け便座 (ﾛ) ⼿すり(L 字型⼿
すり・可動式⼿すり) (ﾊ) 洗浄装置  
(ﾆ) 鏡 (ﾎ) 洗⾯器 (ﾍ) 操作容易な⽔
栓器具 (ﾄ) ⾮常通報装置 (ﾁ) 施錠装
置 (ﾘ) ペーパーホルダー 
 

（設置設備） 適 否  

ロ−１ 出⼊⼝の有効幅員 80 ㎝以上 (有効幅員）      
        ㎝ 

適 否  

ロ−２ ⾞いす使⽤者に⽀障となる段
の禁⽌ 

(段の有無) 
有 ・ 無 

適 否  

ハ ⼾は⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者等
が円滑に開閉して通過可能 

(開閉⽅法） 適 否  

ニ 出⼊⼝付近に多機能便房の表⽰ (表⽰⽅法） 
 

適 否  

  ホ 洗⾯器は⾞いす使⽤者が利⽤しや
すい⾼さ・下部空間を確保 

（⾼さ）        
      ㎝ 
(下部空間の⼨ 
法）     ㎝ 

適 否  
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   第１の５の(2) ⼀般便所 
各便所に⼿すり付き腰掛け便座を設け

た便房を 1 以上（男⼥の区別があるときは
各 1 以上）設置（当該便所内に多機能便房
を設ける場合を除く。） 

 (設置数) 
 男⼦⽤ 
 ⼥⼦⽤ 

適 否  

第１の５の(3) 男⼦⽤⼩便器 
男⼦⽤⼩便器は、両側⼿すり付きの床置

式・壁掛式⼩便器（受け⼝の⾼さが 35cm
以下のものに限る。）その他これに類する
⼩便器を 1 以上設置 

(設置数) 
 
(便器形式) 

適 否  

第１の５の(4) 便所内の洗⾯器の構造    
 イ カウンター埋込み式⼜は⼿すりの

設置（多機能便房内のものを除く。） 
 

(構造) 適 否  

ロ レバー式、光感知式等容易に操作
できる⽔栓器具の設置 
 

(構造) 適 否  

６のハ 別表第２第１の５の(6)のイ及びロ
のオストメイト対応設備のある便房を 1 以上
（男⼥の区別があるときは各 1 以上）設置 

   

第
１
の
５
の(

６) 

第１の５の(6)のイ 汚物流し（既存便所
の改修を⾏う場合でやむを得ないときは
簡易洗浄装置でも可）を設置 

(設置設備) 適 否  

第１の５の(6)のロ 便房及び便所の出⼊
⼝付近にオストメイト対応の設備の表⽰ 
 

(表⽰⽅法) 適 否  

４ 野外劇場
及び野外⾳楽
堂 
 
野外劇場及び
野 外 ⾳ 楽 堂
は、次に定め
る構造 

イ 出⼊⼝は２のイに定める構造     
 
 
 

２のイの(ｲ) 有効幅員は 120cm 以上（やむ
を得ない場合は 80cm 以上） 

(有効幅員) 
      ㎝ 

適 否  

２のイの(ﾛ) ⾞いす使⽤者が通過する際に
⽀障となる段を設けない。 

(段の有無) 
有 ・ 無 

適 否  

ロ 通路 
出⼊⼝と⾞いす使⽤者⽤観覧スペース及び便所
との間の通路は、次に定める構造 

   

 (ｲ) 有効幅員は 120cm 以上（やむを得ない
場合、通路の末端付近に⾞いすの転回に⽀障
のない場所を設けた場合は 80cm 以上） 

（有効幅員） 
     ㎝ 

適 否  

(ﾛ) (ﾊ)の場合を除き、⾞いす使⽤者が通過す
る際に⽀障となる段を設けない。 

(段の有無) 
有 ・ 無 

適 否  

(ﾊ) やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を
併設 

（講じた措置） 適 否  

(ﾆ) 縦断勾配は 5％以下（やむを得ない場合
は 8％以下） 

（縦断勾配） 
％ 

適 否  

(ﾎ) 横断勾配は 1％以下（やむを得ない場合
は 2％以下） 

（横断勾配） 
％ 

適 否  

(ﾍ) 表⾯の仕上げは、滑りにくい材料 
 
 

（仕上げ材） 
 

適 否  

(ﾄ) 転落するおそれのある場所には、柵、視
覚障がい者誘導⽤ブロック等転落を防⽌する
ための設備を設置 

（講じた措置） 
 

適 否  

ハ ⾞いす使⽤者⽤観覧スペース 
収容定員が 200 以下の場合 50 分の１を乗じて得
た数以上、200 を超える場合 100 分の１を乗じ
て得た数に２を加えた数以上の⾞いす使⽤者⽤
観覧スペースを設置 
 
 
 

（収容定員） 
      ⼈ 
(⾞いす観覧ス
ペース設置数） 
 
   

適 否  
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 ニ ⾞いす使⽤者⽤観覧スペースの構造     
 (ｲ) 幅は 90cm 以上、奥⾏きは 120cm 以上 (幅)     ㎝ 

(奥⾏き) 
㎝ 

適 否  

(ﾛ) ⾞いす使⽤者が利⽤する際に⽀障とな
る段を設けない 

(段の有無) 
有 ・ 無 

適 否  

ホ ⾞いす使⽤者が転落するおそれのある場所
には、柵等の転落防⽌設備を設置 

（講じた措置） 
 

適 否  

ヘ 便所を設ける場合、1 以上は６のイからハま
でに定める構造 

   

６
の
イ
〜
ハ 

６のイ 床の表⾯の仕上げは滑りにくい材料 （仕上げ材） 
 

適 否  

６のロ 別表第２第１の５の(1)から(4)まで
に定める構造 

   

第
１
の
５
の
︵
１
︶
〜
︵
４) 

第１の５の(1) 多機能便房 
次に定める構造及び設備を有する便所

（多機能便房）を 1 以上（男⼥の区別があ
るときは各 1 以上）設置 

（設置数） 
 男⼦⽤ 
 ⼥⼦⽤ 
男⼥兼⽤ 

適 否  

 イ−１ ⾞いす使⽤者が利⽤できる⼗
分な空間(直径 150cm 以上の円の内
接・便器前⽅に 120cm 以上の距離）の
確保 

（内接円の直径) 
      ㎝ 

（便器の前⽅) 
㎝ 

適 否  

イ−２ 設備機器類を適切な位置・⾼
さに配置 
(設置設備)  
(ｲ) 腰掛け便座 (ﾛ) ⼿すり(L 字型⼿
すり・可動式⼿すり) (ﾊ) 洗浄装置  
(ﾆ) 鏡 (ﾎ) 洗⾯器 (ﾍ) 操作容易な⽔
栓器具 (ﾄ) ⾮常通報装置 (ﾁ) 施錠
装置 (ﾘ) ペーパーホルダー 

（設置設備） 適 否  

ロ−１ 出⼊⼝の有効幅員 80 ㎝以上 (有効幅員）      
       ㎝ 

適 否  

ロ−２ ⾞いす使⽤者に⽀障となる段
の禁⽌ 

(段の有無) 
有 ・ 無 

適 否  

ハ ⼾は⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者等
が円滑に開閉して通過可能 

(開閉⽅法） 適 否  

ニ 出⼊⼝付近に多機能便房の表⽰ (表⽰⽅法） 
 

適 否  

  ホ 洗⾯器は⾞いす使⽤者が利⽤しや
すい⾼さ・下部空間を確保 

(⾼さ）     ㎝ 
 
(下部空間の⼨ 
法）     ㎝ 

適 否  

 第１の５の(2) ⼀般便所 
各便所に⼿すり付き腰掛け便座を設け

た便房を 1 以上（男⼥の区別があるときは
各 1 以上）設置（当該便所内に多機能便房
を設ける場合を除く。） 

(設置数) 
 男⼦⽤ 
 ⼥⼦⽤ 

適 否  

第１の５の(3) 男⼦⽤⼩便器 
男⼦⽤⼩便器は、両側⼿すり付きの床置

式・壁掛式⼩便器（受け⼝の⾼さが 35cm
以下のものに限る。）その他これに類する
⼩便器を 1 以上設置 

(設置数) 
 
(便器形式) 

適 否  

第１の５の(4) 便所内の洗⾯器の構造    
 イ カウンター埋込み式⼜は⼿すりの

設置（多機能便房内のものを除く。） 
(構造) 適 否  

ロ レバー式、光感知式等容易に操作
できる⽔栓器具の設置 

(構造) 適 否  
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  ６のハ 別表第２第１の５の(6)のイ及びロ
のオストメイト対応設備のある便房を 1 以上
（男⼥の区別があるときは各 1 以上）設置 

    

第
１
の
５
の(

６) 

第１の５の(6)のイ 汚物流し（既存便所
の改修を⾏う場合でやむを得ないときは
簡易洗浄装置でも可）を設置 

(設置設備) 適 否  

第１の５の(6)のロ 便房及び便所の出⼊
⼝付近にオストメイト対応の設備の表⽰ 
 

(表⽰⽅法) 適 否  

５ 駐⾞場 (1) 駐⾞場のうち１以上に、当該駐⾞場の全駐⾞
台数が 200 以下の場合 50 分の１を乗じて得た数
以上、200 を超える場合 100 分の１を乗じて得た
数に２を加えた数以上の⾞いす使⽤者⽤駐⾞区
画を設置（専ら⼤型⾃動⼆輪⾞及び普通⾃動⼆輪
⾞（いずれも側⾞付きのものを除く。）の駐⾞の
ための駐⾞場を除く。） 

 (駐⾞場区画数) 
       台 
 
(⾞いす使⽤者
⽤駐⾞区画)   

    台 

適 否  

(2) ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画は次に定める構造    
区
画
数
が
３
０
以
上
の
駐
⾞
場 

イ 駐⾞場へ通ずる園路及び広場に最も
近い位置に設置 
 

（講じた措置） 
 

適 否  

ロ 区画の幅は 350cm 以上 
 

(区画の幅） 
    ㎝ 

適 否  

ハ 床⾯は、平坦で、⽔はけの良い仕上げ 
 
 

（仕上げ材） 
 

適 否  

ニ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であること
を⽴て看板等⾒やすい⽅法により標⽰ 

（標⽰⽅法） 
 
(⾼さ）     ㎝ 

適 否  

ホ 主な出⼊⼝付近に⾞いす使⽤者⽤駐
⾞区画の位置を標⽰・誘導する⽴て看板を
設置（道等から視認できる場合を除く。） 

（標⽰⽅法） 
 
(⾼さ）   ㎝ 

適 否  

区
画
数
が
３
０
未
満
の
駐
⾞
場 

イ 当該駐⾞場へ通ずる園路及び広場に
最も近い位置に設置 
 

（講じた措置） 
 

適 否  

ロ 区画の幅は 350cm 以上 
 

(区画の幅） 
    ㎝ 

適 否  

ハ 床⾯は、平坦で、⽔はけの良い仕上げ 
 
 

（仕上げ材） 
 

適 否  

ニ ⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画であること
を⽴て看板等⾒やすい⽅法により標⽰ 
 

（講じた措置） 
 

適 否  

６ 便所 便所を設ける場合は次に定める構造     
 
 

イ 床の表⾯の仕上げは、滑りにくい材料 
 
 

（仕上げ材） 
 

適 否  

ロ 別表第２第１の５の(1)から(4)までに定
める構造 

   

第
１
の
５
の
︵
１
︶
〜
︵
４) 

第１の５の(1) 多機能便房 
次に定める構造及び設備を有する便所

（多機能便房）を 1 以上（男⼥の区別があ
るときは各 1 以上）設置 
 

（設置数） 
男⼦⽤ 
⼥⼦⽤ 
男⼥兼⽤ 

適 否  

 イ−１ ⾞いす使⽤者が利⽤できる
⼗分な空間(直径 150cm 以上の円の内
接・便器前⽅に 120cm 以上の距離）の
確保 

（内接円の直径) 
        ㎝ 
便器の前⽅ 

   ㎝ 

適 否  
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  第
１
の
５
の
︵
１
︶
〜
︵
４) 

 イ−２ 設備機器類を適切な位置・⾼
さに配置 
 
(設置設備)  
(ｲ) 腰掛け便座 (ﾛ) ⼿すり(L 字型⼿
すり・可動式⼿すり) (ﾊ) 洗浄装置  
(ﾆ) 鏡 (ﾎ) 洗⾯器 (ﾍ) 操作容易な⽔
栓器具 (ﾄ) ⾮常通報装置 (ﾁ) 施錠
装置 (ﾘ) ペーパーホルダー 
 
 
 

 (設置設備） 適 否  

ロ−１ 出⼊⼝の有効幅員 80 ㎝以上 (有効幅員）      
        ㎝ 

適 否  

ロ−２ ⾞いす使⽤者に⽀障となる
段の禁⽌ 

(段差処理） 適 否  

ハ ⼾は⾃動開閉⼜は⾞いす使⽤者
等が円滑に開閉して通過可能 

(開閉⽅法） 適 否  

ニ 出⼊⼝付近に多機能便房の表⽰ (表⽰⽅法） 
 

適 否  

  ホ 洗⾯器は⾞いす使⽤者が利⽤し
やすい⾼さ・下部空間を確保 
 
 
 

（⾼さ）      
      ㎝ 

(下部空間の⼨ 
法）    ㎝ 

適 否  

第１の５の(2) ⼀般便所 
各便所に⼿すり付き腰掛け便座を設け

た便房を 1 以上（男⼥の区別があるとき
は各 1 以上）設置（当該便所内に多機能便
房を設ける場合を除く。） 
 

(設置数) 
 男⼦⽤ 
 ⼥⼦⽤ 

適 否  

第１の５の(3) 男⼦⽤⼩便器 
男⼦⽤⼩便器は、両側⼿すり付きの床置

式・壁掛式⼩便器（受け⼝の⾼さが 35cm
以下のものに限る。）その他これに類する
⼩便器を 1 以上設置 
 

(設置数) 
 
(便器形式) 

適 否  

第１の５の(4) 便所内の洗⾯器の構造    
 イ カウンター埋込み式⼜は⼿すり

の設置（多機能便房内のものを除く。） 
 

(構造) 適 否  

ロ レバー式、光感知式等容易に操作
できる⽔栓器具の設置 
 

(構造) 適 否  

６のハ 別表第２第１の５の(6)のイ及びロ
のオストメイト対応設備のある便房を 1 以上
（男⼥の区別があるときは各 1 以上）設置 
 

   

第
１
の
５
の(

６) 

第１の５の(6)のイ 汚物流し（既存便所
の改修を⾏う場合でやむを得ないときは
簡易洗浄装置も可）を設置 
 

(設置設備) 適 否  

第１の５の(6)のロ 便房及び便所の出⼊
⼝付近にオストメイト対応の設備の表⽰ 
 
 

(表⽰⽅法) 適 否  

７ ⽔飲場及
び⼿洗場等 

⽔飲場、⼿洗場、ベンチ、野外卓を設ける場合
は、それぞれ⾼齢者、障がい者等の円滑に利⽤
できる構造 
 
 

 （講じた措置） 
 

適 否  
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８ 掲⽰板及
び標識 

(1) 掲⽰板     
 イ ⾼齢者、障がい者等の円滑な利⽤に適し

た構造 
（講じた措置） 

 
適 否  

ロ 掲⽰板に表⽰された内容が容易に識別で
きるものとする 

（講じた措置） 
 

適 否  

(2) 標識 
１から７の特定公園施設の配置を表⽰した標

識を設ける場合は、１以上は(1)のほか次に定める
構造 

（講じた措置） 
 

適 否  

 イ 位置は１の園路及び広場の出⼊⼝の付近 
 
 

（講じた措置） 
 

適 否  

ロ 位置、⾼さ、⽂字の⼤きさ、⾊彩等は、⾼
齢者、障がい者等が⾒やすく理解しやすい。 
 

（講じた措置） 
 

適 否  

ハ 点字表記、⽂字等の浮き彫り、⾳による
案内等で、視覚障がい者が円滑に利⽤できる
構造（案内所、案内設備等により情報提供が
⾏われる場合を除く。） 
 

(講じた措置） 
 

適 否  

ニ 多機能便房のある便所、エレベーター等、
⾞いす使⽤者⽤駐⾞区画の位置を表⽰ 
 

(講じた措置） 
 

適 否  

ホ 必要に応じてローマ字・絵による表⽰ (講じた措置） 適 否  
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